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第 ３ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（９月３日）（月曜日）
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　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．議案第４０号・議案第４１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第４０号（原案可決及び認定）

　　　議案第４１号（原案可決）

　　１．議案第４２号～議案第４４号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　説明、質疑

　　　議案第４２号～議案第４４号　各常任委員会付託

　　１．議案第４５号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　説明、質疑

　　　議案第４５号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第４８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（同意）

　　１．議案第４９号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　　説明、質疑

　　　議案第４９号　各常任委員会付託

　　１．議案第５０号～議案第５５号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０

　　　説明、質疑

　　　議案第５０号～議案第５５号　各常任委員会付託

　　１．陳情第１０号・陳情第１１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４

　　　産業厚生委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４

第２号（９月１１日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　　自主防災組織の体制強化について

　　　　　（１）南海トラフ大地震政府推計に関し、垂水市では何処までの被害が想定されるか。

― 1  ―



　　　　　（２）垂水市の自主防災組織の現状について

　　　　　（３）自主防災組織の体制強化について

　　　　全国学力テストの結果と学力向上の課題について

　　　　　（１）垂水市の児童生徒の全国及び県内対比の分析結果について

　　　　　（２）学力テストの結果について

　　　　　（３）今後、どのような学力向上のための取組を行うお考えか。

　　　　垂水市の文化財について

　　　　　（１）文化財の個数について、なぜ国や県の指定の文化財が少ないのか。

　　　　　（２）市指定の文化財があるが、国や県の指定に昇格できないのか。

　　　　　（３）市民に対する文化財の情報発信と保存方法について

　　　　福島原発の汚染土の最終処分場として、南大隅町が候補地に挙がったことについて

　　　　　（１）市長の見解は

　　　　　（２）今後、どのような行動をされるお考えか。

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８

　　　　放射性物質汚染土持込みに反対する４市５町の共通コメントについて

　　　　　（１）４市５町の共通コメントについての市長の見解を教えていただきたい。

　　　　バイオマスタウン構想について

　　　　　（１）現況と今後の展開はどのようになっているのか。

　　　　松崎川の堤防補修について

　　　　　（１）平成 17 年の水害で一部崩壊し、修復されました。残りの部分が昔の間知石のま

　　　　　　　まです。その部分の改修をお願いできないか。

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

　　　　災害発生情報収取等の対応について

　　　　　（１）各地の災害発生の現状からの垂水市の情報収集体制は

　　　　　（２）情報収集体制からの情報伝達は

　　　　　　　防災無線は

　　　　　　　家庭内の防災無線子機は

　　　　　（３）今後の災害発生に対する考えは

　　　　ドクターヘリの運航について

　　　　　（１）垂水市の出動要請・出動件数は

　　　　　　　新城地区の事故の原因・状況は

　　　　　（２）要請における患者別の状況は

　　　　　（３）鹿児島・垂水間の運行時間及び天候条件の運航等は

　　　　教育行政について

　　　　　（１）いじめについての考えは

　　　　　（２）垂水市の小・中学校のいじめの実態は

　　　　　（３）各学校からの報告・指導について

― 2  ―



　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７

　　　　新エネルギー政策の推進について

　　　　　（１）垂水市の自然条件にふさわしい再生可能な活用と研究開発の促進を

　　　　　　ア　推進体制と大学や民間団体との連携

　　　　　　イ　研究や開発が促進されるように財政支援の考え方

　　　　　（２）メガソーラー計画については、発展性のある合意を

　　　　　　　観点は、地域振興が図られるための要件を提起し、企業とともに共存してい

　　　　　　　く点から合意形成に取り組むこと。

　　　　　　ア　土地の格安提供や固定資産税の減免などはしない。

　　　　　　イ　事前協議で環境保全を守る。（協定を結ぶ。）

　　　　　　ウ　社会資本整備があれば、応分の負担を求める。

　　　　　　エ　地域経済との関係で雇用の安定を図る。

　　　　地域経済活性化対策について

　　　　　（１）地域資源を生かした地場振興の方向性と行政の責務

　　　　　　ア　観光・地域産業活性化協議会の活動は「本市において、地域資源を活用し

　　　　　　　　た産業振興と雇用の創出に取り組む。」

　　　　　　　（ア）産業振興についての総括　具体化と可能性は

　　　　　　　（イ）「可能性」のあるものについては、地場産業の開発のために調査研究す

　　　　　　　　　るなど前向きな取組が必要と考えるがどうか。（将来的には人口流出の

　　　　　　　　　歯止めにも関係してくる。）

　　　　　（２）景気対策

　　　　　　ア　「住宅リフォーム助成」制度の創設に向けて

　　　　　　　（ア）経過及び到達と具体化について

　　　　公共事業の再生について

　　　　　（１）地域に必要な生活関連事業の予算は、わずかしかついていない。このため、

　　　　　　　地域の雇用は失われ、地域経済の衰退や技術者の育成も課題となっている。

　　　　　　ア　公共施設等の修理・補修、改良工事の必要性が高まってきていると考える

　　　　　　　が、認識については

　　　　　　イ　住民の生活や地域事業者の営業の「危機」に対応するためには、早いうち

　　　　　　　に維持管理体制を整え、予算、技術者を確保して長寿化などを進める必要が

　　　　　　　あるが、見解は（地域住民生活の安全確保の上で欠かせない事業である。）

　　　　　　ウ　労働条件や建設事業経営の適正化を実現するためには、「公契約条例」が

　　　　　　　役立つと考えるが、見解を

　　　　スポーツ基本法と自治体の取組について（基本認識について質問）

　　　　　（１）「自治体の責務」の認識について

　　　　　　ア　スポーツ推進施策を実行する責務は、どこにあるのか。

　　　　　　イ　施策の基本は、スポーツの条件整備と考えるが、どうか。

― 3  ―



　　　　　　ウ　スポーツ振興計画への取組は（文科省の基本計画を参酌してとなるが）

　　　　母子保健福祉政策について

　　　　　（１）女性が健康に生涯を送るために関係する施策の充実

　　　　　　ア　妊婦健診の充実策

　　　　　　イ　「産科医不足」の問題

　　　　　　ウ　乳がん・子宮がん検診対策の向上

　　　　　　エ　子育て不安に応える体制

　　　　　　　　相談体制、個別訪問活動の支援体制

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６１

　　　　農業振興について

　　　　　（１）新規就農総合支援事業の取組状況

　　　　水産業振興について

　　　　行政連絡協議会の要望事項の進捗状況は

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６７

　　　　本市の防災対策は

　　　　　（１）消防団員の現状と課題は

　　　　　（２）自主防災組織の現状と課題は

　　　　固定資産税について

　　　　　（１）固定資産税の現状は

　　　　　（２）固定資産税の収納率は

　　　　職員給与の現状は

　　　　　（１）職員給与のラスパイレス指数と現状は

　　　　　（２）職員定員適正化の推移は

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

　　　　市政運営について

　　　　　（１）プレミアム付き商品券の発行について

　　　　　（２）堆肥センターについて

　　　　　（３）不活化ワクチンについて

　　　　　（４）公共事業について

　　　　　（５）トップセールスについて

　　　　教育委員会の評価について

　　　　　（１）自己評価について

　　　　　（２）外部評価について

　　　　　　ア　中学校跡地について

　　　　　　イ　家庭と学校の連携について

　　　　　　ウ　学力テストの改善策について

　　　　　（３）外部評価委員について

― 4  ―



　　　　垂水市地域福祉計画について

　　　　　（１）地域づくりのための心のバリアフリーについて

　　　　　（２）人づくりのための高齢者が福祉活動の担い手となる環境整備について

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

　　　　市営住宅について

　　　　　（１）市有施設整備計画での位置付けは

　　　　　（２）統合、新築の計画は

　　　　　（３）滞納額と収納率向上の取組は

　　　　　（４）収納不能の理由とその内訳は

　　　　　（５）消滅時効の考えは

　　　　　（６）債権管理条例の制定の考えは

　　　　市道・農道の管理、維持作業について

　　　　　（１）市の責任として取り組むべきだと考えるが、市長の見解は

　　　　　（２）環境整備班の位置付けについて

　　　　いじめ対策について

　　　　　（１）直近３年間での小・中学校でのいじめ、児童生徒の問題行動は

　　　　　（２）外部委員を登用した、いじめ対策の委員会常設の考えは

　　　　地域農業マスタープランについて

　　　　　（１）マスタープラン作成の進捗状況について

　　　　　（２）新規就農者の支援体制について

　　　　　（３）平成 25 年度以降の国の予算措置の展望は。また、本市の考えかたは。

　　　　木質バイオチップボイラー導入調査事業について

　　　　　（１）事業目的の趣旨は

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９７

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９７

第３号（９月 12 日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　　篠原則議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　　　農業委員会事務局長の選任について

　　　　土木行政について

　　　　　（１）集落道の整備（新生）について

　　　　　（２）土捨場について

　　　　　（３）ロードスイーパー（路上清掃車）について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０７

　　　　中央中学校施設整備について

― 5  ―



　　　　　（１）計画の概要について

　　　　観光行政について

　　　　　（１）千本銀杏駐車場対策について

　　　　　　ア　シーズン中の駐車場対策・シャトルバス運行計画

　　　　　　イ　周知の方法及び該当日の対策

　　　　　（２）道の駅について

　　　　　　ア　指定管理者による運営の１年間の総括

　　　　　　イ　管理運営協議会のチェック体制について

　　　　　　ウ　基本協定・年度協定・業務計画書等の内容について

　　　　　　エ　指定管理者について

　　　　公務員・教育公務員等の公職選挙法における選挙活動の禁止等について

　　　　　（１）公職選挙法に規定される内容について

　　　　　（２）特に、一般人に及ぼす影響等について

　　　　　（３）特に、教職者退職後のモラルについて

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１９

　　　　水産行政について

　　　　　（１）南漁港のその後について

　　　　　（２）最近の養殖業の実態について

　　　　　（３）今後の海外への販売戦略について

　　　　予算編成のあり方について

　　　　　（１）中央中武道館の新築についての考え方について

　　　　　（２）陸上競技場の人工芝の布設について

　　　　健康福祉行政について

　　　　　（１）中央病院の診断機器の整備について

　　　　　（２）健康保険証について

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３０

　　　　中央病院の経営について

　　　　　（１）消費税が 10 ％になったとき、病院経営はどうなるか。例えば、平成 23 年度で

　　　　　　　計算した場合、収支はどうか。

　　　　防災について

　　　　　（１）災害時の水の確保について、井戸水活用、各校区に井戸ボーリングは

　　　　　（２）自主防災組織に補助金又は土のう袋や砂の提供は

　　　　　（３）建設業組合との災害協定において、重機台数とオペレーターの人数は確保され

　　　　　　　ているのか。

　　　　教育委員会委員について

　　　　　（１）議案を上げた理由と下げた理由

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３５
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　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３５

第４号（９月 25 日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３８

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３８

　　１．報告第４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３８

　　　報告

　　１．議案第 42 号～議案第 45 号、議案第 49 号～議案第 55 号、陳情第８号、陳情第 10 号、

　　　陳情第 11 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３８

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第 42 号～議案第 45 号（原案可決）

　　　議案第 49 号～議案第 55 号（原案可決）

　　　陳情第８号（趣旨採択）

　　　陳情第 10 号・陳情第 11 号（採択）

　　１．議案第 56 号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４６

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論

　　　議案第 56 号（原案可決）

　　１．議案第 57 号～議案第 66 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４７

　　　決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査

　　１．意見書案第９号～意見書案第 11 号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４７

　　　質疑、表決（原案可決）

　　１．発言の申し出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５０

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５１
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平 成 ２４ 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程
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月 日 曜 種　 　 　 　別 内　　　　　　　　容

９・　３ 月 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託

９・　４ 火 休　会

９・　５ 水 〃 （質問通告期限：正午）

９・　６ 木 〃 　

９・　７ 金 〃

９・　８ 土 〃

９ ・ 9 日 〃

９・１ 0 月 〃

９・１ 1 火 本会議 一般質問

９・１ 2 水 本会議 一般質問

９・１ 3 木 休　会

９・１ 4 金 〃 委員会 産業厚生委員会（議案審査）

９・１ 5 土 〃

９・１ 6 日 〃

９・１ 7 月 〃 敬老の日

９ ・ 1 8 火 〃

９ ・ 1 9 水 〃 委員会 総務文教委員会（議案審査）

９・２ 0 木 〃

９・２ 1 金 〃 委員会 議会運営委員会

９・２ 2 土 〃 秋分の日

９・２ 3 日 〃

９・２ 4 月 〃 議会運営委員会

９・２ 5 火 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　報告第　４号　和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について

　議案第４０号　平成２３年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

　議案第４１号　平成２３年垂水市病院事業会計決算認定について

　議案第４２号　垂水市暴力団排除条例　案

　議案第４３号　垂水市観光振興基金条例　案

　議案第４４号　垂水市災害対策本部条例及び垂水市防災会議条例の一部を改正する条例　案

　議案第４５号　降灰除去車両の購入契約について

　議案第４８号　垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について

　議案第４９号　平成２４年度垂水市一般会計補正予算（第２号）案

　議案第５０号　平成２４年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５１号　平成２４年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第５２号　平成２４年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案

　議案第５３号　平成２４年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５４号　平成２４年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５５号　平成２４年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）案

　議案第５６号　和解及び損害賠償の額を定めることについて

　議案第５７号　平成２３年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第５８号　平成２３年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第５９号　平成２３年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６０号　平成２３年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６１号　平成２３年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６２号　平成２３年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６３号　平成２３年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６４号　平成２３年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６５号　平成２３年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６６号　平成２３年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

　意見書案第　９号　「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を求める意見書　案

　意見書案第１０号　地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意

　　　　　　　　　　 見書　案

　

　陳　情

　陳情第　８号　皇室典範改正反対に関する陳情

　陳情第１０号　「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出を

　　　　　　　　 求める陳情

　陳情第１１号　市道田地明―垂桜線（２５号）に大型車両の離合か所を作って戴く陳情

　　　　　　　 陳情
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平 成 ２ ４ 年 第 ３ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２４ 年 ９ 月 ３ 日





本 会 議 第１号（９月３日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫　

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　寺　地　浩　一

　　　総 務 課 長　　山　口　親　志

　　　企 画 課 長　　倉　岡　孝　昌

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 課 長　　野　妻　正　美

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　中　谷　大　潤

　　　保健福祉課長　　白　木　修　文

　　　生活環境課長　　森　下　利　行

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 課 長　　岩　元　悦　郎

　　　商工観光課長　　塚　田　光　春

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　川井田　志　郎

　　　監査事務局長　　前木場　強　也

　　　消 防 次 長　　野　元　豊　一

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　川　畑　千　歳

　　　学校教育課長　　牧　　　浩　寿

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成24年９月３日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成24年第３回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　なお、議案第46号及び議案第47号につきまし

ては、市長より撤回する旨の申し出があり、撤

回を許可しましたので、御報告申し上げます。

　そして、議案第46号及び議案第47号につきま

しては、議事日程から削除いたします。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川越信男議員、徳留邦治議

員を指名いたします。

　　　△会期の決定

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る８月28日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から25日までの23日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から25日までの23日間

と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成24年５月分、６月分及び

７月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）おはようございます。

　６月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について御報告を申し上げます。

　まず、８月９日に垂水市で開催されました第

３回錦江湾奥会議について御報告させていただ

きます。

　会議では、新たに指定された霧島錦江湾国立

公園を生かした観光振興策、桜島大噴火を想定

した防災対策及び災害時の相互協力体制、イベ

ント情報等を各市の広報誌へ共同掲載するなど、

４市に共通する課題やアイデアについて、前田

霧島市長・笹山姶良市長・松木園鹿児島市副市

長と活発な意見の交換を行いました。

　特に桜島大噴火を想定した防災対策及び災害

時の相互協力体制につきましては、噴火活動の

活発な現状等を考慮すると早急に取り組む必要

があり、また、取り組みを通じて、各自のリス

クの分散や相互の後方支援などおのずと課題も

見えてくると思われますので、今後も４市連携

して協議を進めてまいりたいと考えております。

　また、今回の会合で議論された課題やアイデ

アについて、より具体的に実現の可能性を探る

ことや、引き続き４市長の間で議論を深めてい

くことを確認して閉会をいたしました。

　次回は、来年１月に姶良市において開催され

ます。

　続きまして、現在までに発生しております豪

雨・台風等の被害状況につきまして御報告いた

します。

　公共土木並びに農林水産施設災害など補助事

業を伴う災害は、現在まで発生しておりません。
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　次に、本市における交通死亡事故の発生状況

について御報告させていただきます。

　７月末日現在、交通事故発生件数は64件、死

亡者なし、負傷者数96名となっております。

　前年と比較いたしますと、発生件数は減って

いるものの、負傷者数がわずかですが、ふえて

おります。

　ことしになって交通死亡事故は発生しており

ませんが、引き続き、交通事故発生件数の減少

を図るために、鹿屋警察署並びに垂水地区交通

安全協会や地区公民館、関係団体と協力して広

報活動の強化や交通安全運動等の周知徹底、さ

らに高齢者や子供たちへの交通安全教育を実施

していきますので、今後とも御支援・御協力を

よろしくお願いいたします。

　次に、６月議会後の選挙の執行につきまして

御報告させていただきます。

　７月８日執行の鹿児島県知事選挙は，県平均

は投票率43.85％、垂水市43.33％でございまし

た。

　また、８月２日執行の鹿児島海区漁業調整委

員会委員選挙は、県平均74.93％、垂水市67.50

％という結果でございました。

　次に、観光拠点施設の利用状況について御報

告いたします。

　道の駅たるみずは、夏休みの前半が異常な長

雨の影響で苦戦しておりましたが、その後は順

調に回復し、特に今回お盆が平日になったこと

から、その前後の週にかけて長期間のにぎわい

が持続したようでございます。

　森の駅たるみずは、７月末から８月は夏休み

に入りましたこともあり、満室に加え、キャン

セル待ちもあるほど大変なにぎわいでございま

した。

　また、一昨年から行っておりますキャニオニ

ングも、水量が安定した８月からは昨年以上の

にぎわいを見せております。

　今後、秋から冬にかけましても昨年同様、Ｐ

Ｒに努める一方、鍋セットのデリバリーの提供

などにより集客増を図ってまいりたいと考えて

おります。

　また、ことしは観光振興の一環として、鹿児

島市内の高校の夏合宿を多く誘致できまして、

７月末から８月末日まで剣道、女子軟式テニス、

サッカーなど延べ約1,200名の高校生に本市を訪

れていただきまして、温泉やカンパチやブリ、

美湯豚といった本市の特産品を堪能していただ

き、皆様に好評を博しておりました。

　こうした産品を御提供いただいた経済同友会

を初めとした関係者の皆様に、この場をおかり

てお礼申し上げたいと存じます。

　次に、教育施設整備について御報告いたしま

す。

　８月10日、新城小学校空調設備設置事業及び

柊原小学校空調設備設置事業完了に伴う完成検

査を実施いたしました。

　この事業は、５月に開催された平成24年第１

回臨時議会で報告しました平成23年度の繰り越

し事業でございます。

　これによりまして、９月からは、市内全小学

校におきまして空調設備が利用できることにな

り、よりよい学習環境づくりが図られたところ

であります。

　続きまして、社会教育関係の事項につきまし

て御報告いたします。

　７月16日には、第６回錦江湾シーカヤック大

会イン垂水が、旧垂水南中学校下で開催されま

して、市内外より約70組140人の方々に御参加い

ただきました。

　諸般の事情により４年ぶりの開催となりまし

たが、大隅青少年自然の家を初め地元の市民の

皆様に御協力をいただき、天候にも恵まれ、特

に事故などもなく、盛会のうちに終了すること

ができましたことは、感謝を申し上げたいと思

います。

　８月10日には、「辻井いつ子文化講演会」が
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文化会館で開催され、世界的に有名な盲目の天

才ピアニスト・辻井伸行さんの母である辻井い

つ子さんの優しい語り口で、子育ての経験を通

した貴重なお話を聞くことができ、約600人の市

民の皆様の御来場をいただきました。

　次に、夏休み期間中の大野自然学校の利用状

況について御報告いたします。

　７月１日から８月24日現在まで15団体、延べ

780名の方々の御利用がありました。

　団体内訳としましては、市内から８団体、市

外並びに遠方は熊本市も含めて７団体に御利用

いただきました。

　次に、６月議会後の火災について御報告をい

たします。

　車両火災１件、その他火災２件の火災が発生

しております。

　車両火災は、７月13日、柊原において塵芥収

集車の収集したごみより発火した火災が発生し

ております。

　その他火災は、７月17日に錦江町において、

寄宿舎２階のベランダで空調機の室外機、布団、

洗濯物が焼ける火災が発生しております。

　８月18日には、浜平におきまして、枯れ草0.

5アールを焼く火災が発生しております。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ

ます。

　６月５日から６日にかけては、東京都で開催

されました全国市長会総会並びに全国青年市長

会総会・意見交換会に出席いたしました。

　全国市長会総会では、全国800名余の市長出席

のもと、４分科会に分かれて87議案が審議され、

総会では６つの決議案を採択して国へ要望する

こととなりました。

　また、全国青年市長会総会・意見交換会の研

修会では、お２人の講師から御講演をいただき

「地域づくりや活性化に向けた取組について」、

それぞれの自治体の問題点や課題について活発

な討議が行われました。

　６月14日から15日にかけては、東京都で開催

されました全国過疎地域自立促進連盟理事会に

出席をいたしました。

　総務省からは、過疎対策事業債のソフト事業

への積極的な取り組みについての要請があり、

また、各自治体の首長からは、地域の自立促進

や住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是

正などについて活発な意見が出され、熱心な議

論が行われました。

　７月10日は、大隅総合開発期成会の中央要望

のため上京いたしました。

　関係省庁へ道路整備並びに農林水産業におけ

る制度拡充等について要望書の提出を行い、地

元選出の国会議員の方々とも親しく意見交換並

びに情報交換を行わせていただきました。

　７月12日には、本市と鹿児島市・霧島市・鹿

屋市の４市で構成をしております「桜島火山活

動対策協議会」におきまして、国や関係省庁に

要望活動を行ってまいりました。

　活発化する桜島の噴火活動による降灰被害が、

市民生活を初めとして農業・水産業などの本市

の基幹産業に多大な被害を及ぼしている状況に

つきまして強く訴えてまいりました。

　今後も各種降灰対策事業におきまして、本市

の市民生活や産業に補助事業が広く適用され、

財源が確保されますよう連携して要望を続けて

まいりたいと考えております。

　７月21日から22日にかけては、大阪府の京セ

ラドームで開催されました関西かごしまファン

デーに参加させていただきました。

　垂水市からは、６業者の方の御参加をいただ

き、関西垂水会の役員の皆様を初め「たるみず

大使」の皆様より垂水市の出店ブースにおきま

して、準備や接客などのお手伝いをいただきま

して、大変な盛況と御好評をいただいたところ

でございます。

　８月２日から３日にかけては、議会国道整備

促進特別委員会の「一般国道220号の道路整備促
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進について」の要望活動に同行するために上京

いたしました。

　国道220号に関する要望活動では、国土交通省

を初めとする関係省庁及び地元選出国会議員の

皆様を訪問しまして、継続的な予算確保と牛根

境ののり面崩壊箇所の早期取り組みのお願いを

してまいりました。

　８月18日から22日までは、垂水市漁協からの

要請により、カンパチの海外販路拡充のため、

トップセールスとしてベトナム並びに香港を訪

問いたしました。

　ベトナムでは、市場の視察に始まり、レスト

ランで開催されました食のフェア等に出席いた

しまして、カンパチのおいしさと安全性をＰＲ

させていただきました。

　また、当日は、日本総領事館の菊池正専門調

査員を初め現地で御活躍の方々と意見交換し、

今後の御支援・協力をお願いしてまいりました。

　香港におきましては、カンパチを店頭販売し

ているシティスーパーを初め仲介業者の皆様と

広く意見交換と情報交換を行わせていただきま

した。

　東アジア地域のバイタリティーと活況並びに

将来性を直接肌で感じることができ、カンパチ

を初めとします水産物の販路拡充の手ごたえを

感じたところでございます。

　８月28日から29日にかけましては、西之表市

で開催されました第２回県市長会定例会に出席

いたしました。

　総会では、平成23年度一般会計事業報告及び

収支決算等の議案を審議し、全会一致で承認を

されました。

　定例会では、各市より提出されました20の事

案並びに要望について協議を行いまして、うち

５つの事案・要望を九州市長会に提出すること

が承認をされました。

　以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△議案第40号・議案第41号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第４、議案第40号及び

日程第５、議案第41号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第40号　平成24年度垂水市水道事業会計剰

　　　余金の処分及び決算の認定について

議案第41号　平成24年度垂水市描事業特別会計

　　　決算認定について

〇議長（宮迫泰倫）ここで、公営企業決算特

別委員長の審査報告を求めます。

〇公営企業決算特別委員長（北方貞明）皆さ

んおはようございます。

　それでは、報告いたします。

　去る６月22日の平成24年第２回定例会におい

て、公営企業決算特別委員会付託となり、閉会

中の継続審査となっておりました議案第40号平

成23年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び

決算の認定について、並びに議案第41号平成23

年度垂水市病院事業会計決算認定について、去

る７月30日公営企業決算特別委員会を開き、審

査いたしましたので、その結果を報告いたしま

す。

　審査に当たりまして、予算が議決の趣旨、目

的に従って適正かつ効率的に執行されているか、

問題点はなかったか、そしてどのような行政効

果が発揮できたのか、そのことで今後の行財政

運営においてどのような改善工夫が必要かを重

点に置き、さらに計数的なことについては、監

査委員の監査を十分尊重し、決算報告書、監査

意見書に基づいて審査を進め、関係課長の説明

を求めながら予算執行の実績を確認し、その適

否について慎重に審査いたしました。

　それでは、両決算の主な質疑について申し上

げます。
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　まず、水道事業会計決算において、18年度分

未収金の不納欠損処分の経緯、23年度の営業未

収金がふえている理由及び22年度に比べて総収

益が減った原因についてなどの質疑があり、消

滅時効の成立による不納欠損処分について、無

届けの転出や行方不明、死亡等により徴収不能

となったもの。営業未収金については、企業会

計決算が３月で閉めるため、このように未収金

が残ったものである。また、総収益が減った原

因は、人口減が大部分で、将来的にも減少して

いくものと考えられるため、今後も支出を抑え

る努力を行い、健全経営を図っていきたいとの

答弁がありました。

　そのほかに農家の小屋への給水や将来的な市

木地区の給水区域の設定について、また、漏水

のチェック体制などについての質疑がありまし

た。

　次に、病院事業会計決算の質疑では、事業収

入に関して医業収益中の入院収益が22年度に比

べて減っているが、なぜなのか。また重要契約

の一つの低床電動ベッドについては、費用対効

果の点で購入したほうがよかったのか。レンタ

ル方式の対応はできなかったのかなどの質疑に

対して、入院収益の件については、22年度に比

べても病院の体制は変わらないが、内科の入院

患者が減っており、特に理由はない。また、低

床電動ベッドについては、23年度は10台購入し

ており、費用対効果については調べてみないと

わからないが、耐用年数は６年であり、以前の

ベッドは25年ぐらい使用していたものであると

の答弁がありました。

　そのほか医師・看護師の不足、また時間外は

診察しなかったりするなど病院の体制について

の質疑があり、現在、病院側と市で年に２回ほ

ど調整会議を設けているが、今回検討会を立ち

上げて回数をふやし、協議する場を設けるとの

ことであった。今後、さらに行政からの要望な

どを訴えていきたいとの答弁がありました。

　以上、主な質疑について申し上げました。

　まとめとして、監査委員の意見書にあるよう

に両事業とも経営努力され、健全な事業運営が

なされているが、水道事業会計については、収

益の基礎となる給水人口の減少傾向により営業

収益が左右され、企業債などの借り入れによる

償還等が経営を圧迫することが懸念される点や

病院事業においては、今後、後期高齢者医療制

度の動向や慢性的な医師・看護師不足、患者数

の減少など懸念材料も多く、病院経営は一段と

困難が予想される点などが指摘されています。

　これらを克服していくためにも、引き続き健

全経営に努め、「安心、安全」な水の提供や質

の高い医療サービスの提供に努めていただくよ

うに求めたものです。

　以上の質疑を踏まえた上で、本委員会として

は、議案第40号平成23年度垂水市水道事業会計

剰余金の処分及び決算について、剰余金の処分

については、原案のとおり可決し、決算につい

ては適正であると認め、認定することに決定い

たしました。

　また、議案第41号平成23年度垂水市病院事業

会計決算については、適正であると認め、認定

することに意見の一致を見ました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　基本的には、私ども現状の中

においては、この決算の問題については、認定

については問題ないのかなというふうに思うの

ですが、若干危惧する点が、水道及び病院にあ

るので、ちょっとそこの点についてどういう議

論があったのか、もしくは考え方についてお聞

かせいただければというふうに思います。

　そもそも決算委員会の目的というのは、その

結果を後年度の予算編成や行政執行に生かすと

いうことが最大の眼目だろうというふうに思い
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ます。

　そういう中で水道事業というのは、先ほど言

われたとおり確かに経営的には、経営の内容に

おいて大変努力もされているということがあり

ます。

　しかし、個々に見ると、例えば資本的収支は

不足して減債積立金で補てんしている問題だと

か、あと収益との関係では、排水量や湧水量が

減になっているということで、この間の構造的

な収支構造は変わらないと。結局結果的に償還

だとかそういうところでの経営努力のところで

その点をカバーしてきているというのが全体と

して見えてくるんだというふうに思います。

　実際に値上げしたある意味でのまだ効果が若

干続いているのかなというふうに思いますけれ

ども、今後、相当な経営努力をしていかないと、

当面収益を図るという点では、水の節水とか含

めていくと、また、人口の減の現状だとそうい

うふうになっていくんですけれども、こうして

やると、当初計画していた25年度だったか26年

度だったか、値上げの問題等にも当然嫌が応で

もぶつかってくるという問題ですが、そのあた

りでやはりきちっとした来年度へ向けた提言を

やっていかないと、この点については、やっぱ

り経営努力も当然限界があるというふうに思う

んですけれども、そのあたりでの議論について

どんなことがされたのかという点ですね。

　病院関係についてもやはり先ほど言われたと

おり８年連続の純利益を上げていると、欠損金

も解消されてきているというふうなことで、非

常に背景という点では、大分順調に来ているの

かなというふうに思いますけれども、しかし、

内容を見ると、先ほど報告があったとおり入院

患者の件、これは医療制度のいろんな問題があ

って、入院を控えるとか病院そのものを控える

という影響もありましょうし、また、診療報酬

の改定によって利益が出るという問題もあるか

というふうに思います。その結果として、外来

患者がふえているというふうなことも監査委員

の意見書にも出てきているみたいです。

　そういう意味で、相当の努力もされていると

思います。当然指数関係もそう悪くないという

ことになってはきていますけれども、しかし、

やはり問題というのは、ここの医療施設の役割

という点での問題、目的というふうに考えてみ

たときに最大の問題は、慢性的な医師・看護婦

不足、こういうことによって結果としては病院

を市外に求めるという問題も出てくる懸念があ

るということが、先ほどるるそういう問題点も

指摘されたというふうに思うんですが、そうい

う中で、この問題について、基本的にはやっぱ

り医療の体制、病院の体制という問題について、

この医師不足・看護師不足、そういう点での議

論そのものについて何らかの提言なり議論があ

ったのか、この点についてお聞かせください。

〇公営企業決算特別委員長（北方貞明）持留

議員の質問にお答えいたします。

　先ほど報告いたしましたようにとにかくそう

いうのはあんまり活発な正直意見交換はありま

せんでした。

　まず、執行部が言われるように、議員が言わ

れるように経営努力をして企業圧迫しないよう

にというのが執行部等の考えでした。

　あとはここに詳しくありますから、もう一回

目を通しておってください。よろしくお願いし

ます。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。
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　お諮りします。

　ただいまの委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第４0号平成23年度垂水市水道事

業会計剰余金の処分及び決算について、剰余金

の処分については原案のとおり可決、決算につ

いては認定。

　議案第41号平成23年度垂水市病院事業会計決

算は認定することに決定しました。

　　△議案第42号～議案第44号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第６、議案第

42号から日程第８、議案第44号までの議案３件

を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第42号　垂水市暴力団排除条例案

議案第43号　垂水市観光振興基金条例案

議案第44号　垂水市災害対策本部条例及び垂水

　　　市防災会議条例の一部を改正する条例案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）議案第

42号垂水市暴力団排除条例案につきまして御説

明申し上げます。

　鹿児島県では、平成19年に鹿児島市西千石町

に進出した暴力団事務所撤去運動のリーダーに

対する障害事件を機に、暴力団を排除するため

の総合的な条例、鹿児島県暴力団排除活動の推

進に関する条例が、平成22年４月１日施行され

たところであります。

　しかしながら、いまだ暴力団の活動を完全に

封じるに至ってはいないのが現状でありますこ

とから、県条例を実効あるものとするためにも

県内市町村が一丸となった取り組みが必要とさ

れています。

　そこで、本市でも県と歩調を合わせまして、

市民生活や社会経済活動から暴力団を排除し、

市民生活の安全を確保するため、暴力団排除に

向けた基本理念を定め、この理念に基づいて市

や市民、事業者が一体となって暴力団の排除に

取り組んでいくために条例を制定するものでご

ざいます。

　条例の概要といたしましては、暴力団排除の

ための市や市民、事業者、それぞれの役割を定

め、市の事務及び事業から暴力団等を排除する

措置、市民に対する支援、暴力団を美化するな

ど青少年が暴力団に対し誤った認識を持ったり、

悪影響を受けないような教育等を実施する措置、

市民が暴力団の威力を利用することや暴力団に

利益を供与することを禁止することなどであり

ます。

　附則としまして、この条例は、平成24年10月

１日より施行するものでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）議案第43号の垂

水市観光振興基金条例案について御説明申し上

げます。

　この条例案は、垂水市道の駅交流施設に関す

るもので、御存じのとおり垂水市道の駅交流施

設は、平成23年10月１日から株式会社芙蓉商事

薩摩おごじょ企画グループが指定管理により管

理運営しておりますが、指定管理を行う際に締

結しました垂水市道の駅交流施設の管理運営に

関する協定書の第24条の規定の中で、当該年度

の決算において利益が計上された場合、利益の

一部を垂水市へ拠出するようになっています。

　そこで、平成23年度の決算で利益を生じたこ

とから、観光振興を目的とした財源として基金

造成したいので、条例の制定をしようとするも

のでございます。

　それでは、条例の内容について順を追って御

説明申し上げます。

　まず、第１条は、設置目的に関することにつ
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いて規定いたしました。

　第２条は、積み立てに関することについて。

　第３条は、基金に属する現金の管理に関する

ことについて規定いたしました。

　第４条は、運用益金の処理に関することにつ

いて。

　第５条は、振り替え運用に関することについ

て規定いたしました。

　第６条第１項の第１号から第４号は、基金の

処分の範囲について規定いたしました。

　第７条は、委任に関することとして、基金の

管理に関し必要な事項は市長が別に定めること

を規定しております。

　なお、附則といたしまして、この条例は、公

布の日から施行することとしております。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇総務課長（山口親志）おはようございます。

　議案第44号垂水市災害対策本部条例及び垂水

市防災会議条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。

　東日本大震災を踏まえまして、災害対策基本

法の一部を改正する法律が公布・施行されたこ

とに伴い、関係条例の一部改正を行おうとする

ものでございます。

　添付してあります新旧対照表で御説明申し上

げます。

　まず、改正案第１条は、垂水市災害対策本部

条例の一部改正でございますが、第１条の目的

規定におきまして、災害対策基本法第23条第７

項を引用しておりますが、今回の災害対策基本

法の一部改正におきまして、都道府県と市町村

が一緒に規定されておりましたことから、第23

条は、都道府県災害本部を規定し、市町村災害

対策本部の規定は、第23条の２とされたことか

ら、引用を「第23条の２第８項」に定めるもの

でございます。

　次に、改正案第２条は、垂水市防災会議条例

の一部改正でございますが、東日本大震災から

得られた教訓を生かすために第２条第２号に規

定しています防災会議の書証事務の災害発生時

の情報収集につきましては、災害対策本部に一

元化し、防災会議につきましては、平時におけ

る防災に関する諮問的機関としての機能を強化

するため、第２条中第３号を第４号とし、同条

２号及び第３号とし、市長の諮問に応じて防災

に関する重要事項を審議することなどの所掌事

務を規定しようとするものでございます。

　また、第３条第５項の防災会議の委員につき

ましては、地域における生活者の多様な視点を

反映した防災計画の充実により、地域の防災力

向上を図る観点から、地域防災計画の策定に当

たり、多様な主体の意見を反映できるよう第３

条第５項中第８号を第９号とし、同項第８号と

しまして、新たに自主防災組織を構成する者ま

たは学識経験のある者のうちから市長が任命す

る者を本市防災会議委員として加え、第３条第

６項の改正において、当該委員の任期を２年と

規定しようとするものでございます。

　次に、第５条ただし書きの改正規定は、水防

法に制定年及び法律番号が規定されておりませ

んでしたので、今回、発令を付するものでござ

います。

　最後に、附則第１号としまして、この条例は、

公布の日から施行しようとするものでございま

す。

　また、附則第２号としまして、７号の委員の

任期をそろえるために、この条例の施行の日時

以降、最後に任命される第８号の委員、これが

自主防災組織を構成する者または学識経験者の

ある者のうち市長が任命する者でありますが、

８号の委員の任期の特定を規定しようとするも

のでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。
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　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　43号、観光振興基金条例案に

ついて何点かお聞きしたいんですけれども、ま

ず、この目的が、ここに書いてあるとおりその

観光事業の振興を図るためというふうになって、

その使い方として、第６条交流施設の整備を図

るための事業の財源、それから観光施設整備を

図るための財源というふうな形、４つほど挙げ

てあるというふうに思うんですが、１つは、こ

の第２条のこれらとの関連、第２条の積み立て

の問題なんですけれども、計画的なある意味で

の積み立てがないと、やはり個々に対しての運

用というのは非常に状況が難しいな。というの

は、その年度年度によって当初予算を立てられ

るということですけれども、やはりその予算の

主なものとしては、当然前年度の利益をかんが

みながら予算を立てられるというふうに思うん

ですが、一方では、計画的な問題も当然出てく

るというふうに思うんですが、そのあたりの運

用との関係で計画的な積み立てをやっていかな

いと、実際上、そういうここにある処分にある

ような事業を展開するというのは非常に困難性

があるというふうに思うんですが、その点につ

いてどのような考え方なのかということ。

　もう１つは、第６条、この中に施設整備関係

が出てくるかと思うんですけれども、この前、

６月議会も含めて、市の市有施設整備基金の問

題等が出てきたと思うんですが、ある意味では

ここも公共施設の一部だというふうに思うんで

すけれども、そことの整合性、ある意味では私

は、きちっとこういう施設整備に関しては計画

的な基金を積み立てていって対応していかない

と、実際対応する耐用年数なんかも含めたとき

にきちっと対応できない問題が出てくる可能性

があるんですけれども、この市の市有施設整備

基金との整合性というのはどのように考えれば

いいのか。

　この２つの点についてお聞きしたいと思いま

す。

〇商工観光課長（塚田光春）持留議員のほう

から２点ほど質問がございましたけれども、ま

ず、１点目の質問でございますが、基金の計画

的運用の仕方でございますけれども、これはあ

くまでも利益を生じた場合、積み立てるもので

ございまして、当然事業計画の中では利益が、

例えば25年度は幾ら、26年度は幾らというよう

な感じでなっておりますけれども、実際その計

画どおり行くべきものではございませんで、こ

の基金を積み立てて行きながら、基金が積み立

てられた段階で予算の執行になろうかと思いま

すので。

　第２点目の市有施設の基金とこの観光施設整

備の基金との関係はどうなるかという質問でご

ざいますけれども、これはあくまでも市有施設

の場合は、当然道の駅も市有施設になりますけ

れども、今回、この観光振興基金につきまして

は、あくまでも本来、観光施設でございます道

の駅の修繕等に係る施設の使うのが一番主でご

ざいまして、その次はやはり市有施設の中でも

観光施設を特化した中での基金の使い方になろ

うかと思います。

　以上でございます。

〇持留良一議員　ちょっとわかりにくい部分が

あったんですけれども、整理していただきたい

んですが、要は、私たちに今言われた当初の説

明から考えると、施設の網での更新も検討の中

身に入ってくるのかなということもあると思う

んです。以前、台風災害があって、吸い上げる

ポンプ自体も揚湯管でしたかね、たしかそれ自

体も壊れたりということで、そのときは利益が

あったということで道の駅が対応したというふ

うに思うんですが、今後は当然、この基金を活

用されるのかちょっとわかりませんけれども、

そのあたりで私は仕分けをきちっと整備をしな

いと、ちょっと私たち自身もこんがらかってく

るんですよ。
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　だから、私なんかこの基金を積み立てて、当

然もう耐用年数が来たら、施設の改善補修等も

必要になってきます。そのためのやっぱり基金

なのかなというふうに思っているんですよ。だ

から、一方では、市有施設との関係では、今後

きちっと整理をして計画的な基金を積みながら、

それぞれ施設に応じた対応をしていくというふ

うなことも今、努力をされているようなんです

けれども、そことの関係がきちっと成立してい

ないで２つが何か混在するような形で道の駅の

公共施設の問題も考えるのかな。そうなってく

ると、きちっと仕分けをしたほうが、ある意味

での基金の性格、目的というのもはっきりして

くるんじゃないかなと思うんです。

　というのは、なぜかというと、ここに書いて

ある処分の中身の交流施設の整備を図るという

ことになりますけれども、これは当然施設全体

も入ってくると受けとめるんですよね。そうし

ますと、やっぱり何年かしたら当然施設自体の

補修、改修もこの点で基金を積んでされるとい

うような僕らの認識なんですけれども、再度そ

のあたりについてもう１回整理して答弁してい

ただけますか。

〇商工観光課長（塚田光春）先ほど申し上げ

ましたとおりやはり市有施設に関しては、当然

市有施設ですね。この観光振興資金につきまし

ては、やはり観光施設、いわゆる道の駅などの

特化した施設について基金を使っていくという

ことにしたいというふうに思います。

〇議長（宮迫泰倫）　ほかに質疑はありませ

んか。

〇川達志議員　議案第42号垂水市暴力団排除

条例についてでありますが、やはりこういった

条例をしっかり撰集をしていかないといけない

というふうに思います。

　ただ、この問題については、つくったからい

いんじゃなくて、とにかくこういう問題は我々

もですが、市民もですね、今、垂水で暴力団の

実態という、状況という、ここいらをどういう

ふうに把握をされているのか。ここいらがない

とつくっても意味がないと思うんです。ないな

らないで結構ですけれども、状況があれば教え

ていただきたいと思います。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）ただい

まの川議員の質問ですが、県内の暴力団の勢

力は、現在21組織、約322名、鹿屋警察署管内で

は組織はございませんが、三十数名の、それか

ら垂水市では数名ということで鹿児島県警では

把握しているそうです。

　以上です。

〇川達志議員　垂水市も数名いらっしゃると。

その中で警察がしっかりとマークをしているん

だろうけれども、事件とかそういったことは現

時点ではあるのかないのか。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）ただい

まの質問ですが、鹿屋警察署の担当に確認した

ところ、垂水市内につきましては、最近事例は

ないとのことでございました。

〇川達志議員　今、課長のほうから答弁があ

ったわけですが、しっかりと把握をされている

ようで非常に心強く感じました。ぜひこれから

も前向きに頑張っていただきたいと思います。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに。

〇森　正勝議員　議案43号なんですが、私ちょ

っと総務文教委員会のほうに所属しているもの

ですから、お聞きいたします。

　この条例とは直接は関係ありませんけれども、

これ道の駅の収益金のことだろうと思っている

んですけれども、芙蓉商事が最初参入するとき

に毎年500万という、収益に関係なく500万円を

市のほうに還元するというようなことを言われ

たんですが、それは今どういうふうになってい

るのか教えていただきます。

〇商工観光課長（塚田光春）今、森委員の質

問なんですけれども、この500万に関しては、当
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初の事業経過の提案でございまして、22年度の

最初の提案でございまして、今回23年度の指定

管理になった段階の提案書では、この500万とい

う数字は入っておりません。利益の中から、今

回の事業計画書の提案書は、事業収益のあった

総利益の50％をまずは市のほうに拠出しまして、

それで残りのまた20％につきましては、ふるさ

と応援基金、いわゆる70％を市のほうへ拠出す

るというふうになっております。

〇森　正勝議員　そこは理解しているんですけ

れども、最初のその500万がどこに消えたのかな

と思いましてですね。全く指定管理者になるた

めの条件を提示しただけであったのかなという

ふうに思うんですが、そこら辺は課長どのよう

に考えていらっしゃいますか。

〇商工観光課長（塚田光春）当会社のやっぱ

り意向でございまして、22年当時は、やはりそ

ういった収益がなくても500万を拠出するという

ふうなことで提案されたんでしょうけれども、

23年度につきましては、それはされて、収益の

70％を提案するということで変えられた、そこ

の経緯等はちょっと存じ上げておりません。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに。

〇堀内貴志議員　はい、ありがとうございます。

　議案第42号垂水市暴力団排除条例について若

干質問させていただきます。

　これは７月12日の新聞に載っておるわけです

けれども、私これを見たときには絶対垂水市に

もつくりたいと、そういう要望で、今議会で提

出されなければつくる方向で動くつもりでおり

ました。提案されたので安心しておるところで

す。

　この後、総務文教委員会に付託されますので、

詳細についてはそこでまたいろいろな質問をし

たいと思いますけれども、１点、２点だけこの

場でお聞きしたいのは、この条例を見ますと、

12条、13条で各禁止行為が制定されております。

しかしながら、これを見ると若干弱いような気

がするんです。というのは、義務規程であって

罰則がないということですので、垂水市の条例

の中で罰則をあえて設けなかったのはなぜなの

か。

　それとあと、これを見ると12市町村が既に制

定と書いてありますので、その12市町村の中で

罰則を設ける自治体があるのかないのか。

　私は、垂水市はどこの自治体よりもやっぱり

強い防犯条例をつくりたい、そういう考えがあ

ります。経歴から、元警察官でありますので、

そういう関係からいくと、暴力団は徹底的に排

除したいと、そういうふうに思っておりますの

で、その点についてちょっと質問いたします。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）ただい

まの質問でございますが、まず、この条例につ

きましては、本年度より県下全域で制定できな

いかと県から要請があったわけで、19市の中で

は鹿屋市のみが先駆けて６月議会で制定し、次

いでこの９月議会にて本市や志布志など10市が

制定するものでございます。

　市と県の条例との整合性につきましては、内

容を県と協議・調整をいたしまして、このよう

な条例を制定しようとするものでございますが、

まず、厳しい罰則規定等につきましては、県で

定めて対応し、市のほうは排除の推進という形

で連携していきましょうという考え方のもと、

県と市が一体となって条例をつくるということ

でございます。

〇堀内貴志議員　じゃ、１点だけ今の回答に対

して確認ですけど、私も勉強不足でまだ県の条

例を見ていないんですけれども、県の条例につ

いては罰則規定があるんですか。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）県の条

例ではそういう規定がございます。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。
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　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第42号から議案第44号までの議案３件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会に付託

の上、審査したいと思います。

　御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第42号から議案第44号の議案３

件につきましては、いずれも所管の各常任委員

会に付託することに決定しました。

　　　△議案第45号上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第９、議案第

45号降灰除去車両の購入契約についてを議題と

します。

　説明を求めます。

〇土木課長（宮迫章二）おはようございます。

　議案第45号降灰除去車両の購入契約について

御説明申し上げます。

　現在、路面清掃車の保有状況は、大型車３台

と中型車１台、それに小型車３台の計７台でご

ざいますが、古い車両につきましては、近年、

老朽化による故障も多く、降灰時に稼働できな

いことも予想されますことから、今後の降灰除

去作業に支障を来さないためにも新型の路面清

掃車両を購入する必要があり、去る８月22日に

入札を実施しまして、現在、仮契約の締結をさ

せていただいているところでございます。

　今回購入予定の車両につきましては、中型車

のブラシ式四輪、４トン車でございますが、使

用頻度も高く、普通免許でも運転できますので、

特に市内の道路の大半を占めます幅員の狭い路

線につきましても活用しやすく、路面清掃や降

灰除去作業への対応が迅速となり、市民の日常

生活の安心・安全の確保と経済活動の安定が図

られるものと考えているところでございます。

　今回、契約金額が2,000万円以上となりますこ

とから、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

き、指名競争入札に係る契約による降灰除去車

両購入について、以下のとおり物品購入契約を

締結するため、議会の議決を求めるものでござ

います。

　１、契約の目的は降灰除去車両の購入。２、

契約の方法は指名競争でございます。３、契約

金額は一金2,808万7,500円、うち消費税第133万

7,500円、契約の相手方は、住所は鹿児島市中央

町18－１、南国殖産株式会社代表取締役永山在

紀でございます。４、契約日は議会の議決日と

なっております。

　以上で説明を終わりますが、御審議ください

ますようよろしくお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　今、保有台数なんかも言われ

たんですけれども、この降灰除去車両というの

は非常に摩耗も激しくて、機械のトラブルとい

うのも結構出ていて、それぞれ運用していると

ころでは大変経費負担に苦慮しているというこ

とで、要望書でもいろいろと国に出しているよ

うなんですけれども。

　そこで１点だけお聞きしたいんですけれども、

この車両自体は、今のこの中型の車両と同じ会

社なのか、もしそうでなければ、装備の互換性

そのものは可能性としてあるのかどうなのか。

　というのは、やはり先ほど言いましたとおり

摩耗も激しいし、そういう中できちっとした対

応をできなければ、そういう互換性があれば互

いに交換もできるという非常に利便性もあるん

ですけれども、それはやっぱり同じ会社でなけ

れば問題だという点もあるのかと思うんですけ

れども、一方ではそうでなくても運用ができる

面が、特殊な車両ですので、そういう点ではあ

るのかなというふうに思うんですが、このあた

りについてはどうなのかなと思いまして。

〇土木課長（宮迫章二）今、垂水市が保有し
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ております４トン車ベースの降灰ロードスイー

パーですけれども、今回購入予定は、豊和工業

という会社が製造している会社で、同じメーカー

であります。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第45号は、産業厚生委員会に付託の上、

審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第45号は産業厚生委員会に付託

することに決定しました。

　　　△議案第48号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第12、議案第48号垂水

市固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題とします。

　説明を求めます。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）議案第48号垂水市固定資産

評価審査委員会委員の選任について御説明を申

し上げます。

　現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で

あります出水政文氏が、平成24年９月27日をも

って任期満了となりますことから、同氏を再任

するに当たり、地方税法第423条第３項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものであります。

　再任しようとする出水政文氏の住所は、垂水

市松原町68番地、生年月日は昭和22年11月８日

でございます。なお、委員の任期は３年でござ

います。

　よろしく御審議くださるようお願い申し上げ

ます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前11時 2分休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第48号について、同意することに御異議

ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第48号については、同意するこ

とに決定しました。

　　　△議案第49号上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第13、議案第

49号平成24年度垂水市一般会計補正予算（第２

号）案を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第49号平成24年

度垂水市一般会計補正予算（第２号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんいただきた

いと思います。

　今回の補正は、垂水中央中学校施設整備事業

に伴うグラウンド整備、武道館新築工事、プー

ル改築工事のそれぞれの設計委託料、海潟漁港

整備事業負担金の追加分、プレミアム付商品券

発行事業補助金、堆肥センターの中央制御機器

交換等の修繕料などを追加措置しようとするも

― 16  ―



のでございます。

　今回、歳入歳出とも１億2,521万2,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は89億1,185万2,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、５ページ

の第２表地方債の補正をごらんください。

　追加でございますが、まず、道路整備事業の

一般単独につきましては、地方特定道路整備事

業の垂水南之郷線が本年度より負担金が発生し、

一般単独事業債を充当するものでございます。

　過疎債につきましては、垂水中央中学校グラ

ウンド整備に伴い市道のつけかえ工事を行いま

すが、その測量設計委託業務に過疎債を充当す

るものでございます。

　商工業振興の過疎債は、プレミアム付商品券

発行事業にソフト分を充当するものでございま

す。

　６ページをごらんください。

　変更でございますが、漁港漁村整備事業につ

きましては、海潟漁港整備事業の県負担金の増

額によるもので、公共事業等債の補正でござい

ます。

　観光施設整備事業は、高峠公園のトイレを洋

式化しますが、その財源に辺地債を充当するも

のでございます。

　中学校施設整備事業の学校教育施設等整備事

業債は、グラウンド整備、武道館新築工事、プー

ル改築工事の設計業務委託の増額と特別教室備

品の減額を補正したものでございます。

　臨時財政対策債は、本年度発行可能額が確定

したことによる補正でございます。

　当初予算で御承認いただいておりましたそれ

ぞれの事業の借り入れ分を右の欄に示す限度額

に変更し、本年度の借り入れ総額を繰り越し分

を除いて追加分と変更分の合計額７億7,278万9

,000円にしようとするものでございます。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　12ページをお開きください。

　３款民生費の３目障害者福祉費の委託料でご

ざいますが、障害者福祉サービスシステム導入

に係る保守料等でございます。

　次に、13ページ、４款衛生費の３目予防費の

委託料は、ポリオワクチン予防接種委託料でご

ざいますが、９月以降生ワクチンから不活化ワ

クチンへ変更になるため、集団接種から個別接

種となり経費がふえたものでございます。

　次に、同じページの９目潮彩町排水処理施設

事業費の積立金は、平成23年度決算分を当基金

へ積み立てるものでございます。

　14ページをお開きください。

　農林水産業費、10目堆肥センター費の需用費、

修繕料は、生ごみ搬出コンベヤーの修繕、制御

機器交換等の緊急を要するものでございます。

　次に、15ページの４目漁港建設費の負担金、

補助及び交付金は、海潟漁港に係る県営事業負

担金でございますが、事業費が増額になったも

のでございます。

　同じページの商工費、２目商工業振興費の負

担金、補助及び交付金は、プレミアム付商品券

発行事業補助金で、かごしま産業支援センター

の２分の１の助成事業でございます。

　３目観光費の委託料、重点分野雇用創出事業

は、県の基金事業によります垂水市周遊観光バ

ス運行事業と猿ヶ城渓谷旧キャンプ場の整備事

業でございます。

　次に、下段にありますが、土木費の１目道路

維持費の負担金、補助及び交付金、地方特定道

路整備事業費負担金は、地方債の補正で申し上

げましたように県道垂水南之郷線整備に本年度

から５％の市負担金が発生したことに伴う予算

措置でございます。
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　17ページをごらんください。

　教育費の３目中学校施設整備費の委託料は、

グラウンド整備、武道館新築、プール改築工事

に係る実施設計委託料でございます。

　次に、18ページの災害復旧費、１目農林水産

業施設単独災害復旧費の使用料及び賃借料は、

梅雨時期の豪雨災害によるのり面崩壊等の土砂

除去等重機借上料でございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますようにそ

れぞれの事務事業に伴う国・県支出金、基金繰

入金及び市債などの特定財源を充て、一般財源

は前年度繰越金、臨時財政対策債等を充てて収

支の均衡を図っているものでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇川達志議員　委員会が違うので大枠だけ御

質問させていただきます。

　武道館の新築工事なんですけれども、多分武

道を選択をせんないかんという中で出てきた話

だと思うんですが、授業中は武道はどれをされ

るのかということと、市の武道館も含まれてま

いりますが、この武道館の日中の多分学校の授

業についての日中の武道館の使用状況は今、ど

うなっているか。

　２点お願いします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）武道のことでご

ざいますが、教科は柔道を行う予定になってお

ります。

　あと日中の使用の状況でございますが、ただ

いま状況を把握してございませんので、また後

もって御報告をいたします。

〇川達志議員　今、武道館はどこが管轄して

いるの、社会教育課でしょう。（「そうです」

という者あり）

〇社会教育課長（瀬角龍平）武道館につきま

しては、空手とかスポーツチャンバラですね、

そういうところが使っていると思います。

〇川達志議員　社会教育課、利用状況を把握

していないというふうに、今、垂水市もここ非

常に財政が厳しい中で、少なくは言わないんで

すよね。この市の武道館の利用状況を調べた上

でこういう予算は出されているんですか、その

こと。要するに費用対効果ということを考慮さ

れた上での事業費であるのか非常に疑問に思い

ますが、ここいらについてどういう検討をされ

ますか。

〇教育長（肥後昌幸）現在、中学校では柔道

を市の武道館でやっているわけですけれども、

学校のほうでは行き帰りにかなりの時間をやっ

ぱり要するわけですね。そして、学校のほうで、

例えば50分の授業の中で往復で10分以上のロス

があると。ということで、何とか早く武道館を

つくってほしいというのはずっと要請がありま

した。

　ですから、今後もこれはずっと続いていくわ

けですので、これから先もずっと市の武道館を

使っていくとなりますと非常に不便を中学校に

課すことになります。ですから、将来的に考え

て、ぜひこれはつくっておくべきだということ

でこのようにしております。

〇川達志議員　ありがとうございました。

　釈然としない理由があるようですけれども、

終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに。

〇大薗藤幸議員　この補正予算なんですけれど

も、概略でよろしゅうございますので、１億2,

500万超の追加補正をされたんですが、上がって

きた予算もされておりますが、各所管の例えば、

それなりに市民ニーズにこたえるために要望の

事項もしくはそれなりの積み上げの金額を提出

されていると思うんですね。この諸般の要望額
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に対して１億2,500万なりの数字がほぼ何％程度、

何割程度の数字に値しているのかをちょっと教

えていただければと思います。

〇財政課長（北迫睦男）率につきましては、

ちょっと把握をしておりませんけれども、ほぼ

満額に近い数字で補正予算のほうは、今回につ

きましては計上しております。小さな旅費とか

需用費とかその辺を若干カットしている程度で

ございます。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに。

〇持留良一議員　２点だけ。

　農水費、これはまた委員会でも議論になるか

というふうに思うんですけれども、堆肥センター

の修繕料の問題が、今回も約1,700万ほど計上を

されているということで、緊急なものとして提

案をされているんですけれども、この修繕の原

因、要因は何だったのかということと、この間

の委員会でもいろいろ議論されていて、その方

向性、この堆肥センターの方向性も当然一方で

は議論もされてきているというふうに思うんで

すが、この現時点でどのような今後の堆肥セン

ターの方向性について議論されているのか。莫

大なこの間の修繕の累計を図ると相当な額にな

るかなというふうに思いますけれども、その点

についてお聞きしたいということ。

　あと、今回バリアフリー化というか、教育費

関係も含めて、観光施設も含めてトイレの洋式

化が出てきているんですけれども、これを見る

とまだまだ実際上対応されていない施設がまだ

あるのかなというふうに思ってしまうんですが、

実際上このあたりは、現在調査をして計画的に

やっていくのか、それとも今回このような形で

要望が出されたからやるのか、そのあたりにつ

いて予算の計上のされた経過についてちょっと

お聞きしたいと思います。

　２点です。

〇農林課長（池松　烈）ただいまの持留議員

の御質問でございますが、実は開設から10年を

経まして、さまざまな箇所に修繕を要するとこ

ろがありまして、今回、当初額に不足を生じた

ために増額補正を行うものでございますが、修

繕箇所の主なところでございますが、金額の大

きなものから制御機器の交換、修繕ということ

で、電気機器の部品等がほとんど製造中止に及

んでおりまして、部品調達によります部分修繕

より交換修繕のほうが金額的に安価で対応がで

きるというところがあります。また、修繕箇所

の統合ですね、一緒にやること、それから早期

の修繕、影響があるところを早目に修繕をする

ことで全体的な調整を図るということで、修繕

料の経費節減に努めているところでございます。

　それから、今後の堆肥センターの件にしても

非常に経費がかかるということで、どのような

議論をしているかということでございますが、

これにつきましては、市長のほうから検討の俎

上にのせるようにということで、今、うちのほ

うで、係のほうでいろいろと資料関係を集約し

ているところでございます。内容的につきまし

ては、過去10年間で修繕料が幾らぐらいかかっ

たのか、あとそれと、例えば生ごみをどのよう

なふうに処分をすることによって、いわゆる経

費がどのように派生、広がっていくのかという

のを検討、今しているところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（北迫睦男）トイレの洋式化の御

質問でございますが、庁舎でありますとか学校

施設あるいは公民館、そういったところは投票

所等にもなりますので、そういったところは随

時要望があったときに整備したりしております。

　今回の高峠公園の整備につきましても、主管

課の要望で対応いたしたわけでございますが、

すべての公共施設ですべて洋式化されているか

というところまで、全体はまだ把握しておりま

せん。各課の要望に対応しながら予算措置をし

てまいりたいと思います。

〇持留良一議員　堆肥センターの問題というの
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は、今いろんな形で、例えば福岡の大木町なん

かも生ごみだけで処理して、メタンガスを発生

してその電気を活用するとか、それから大崎町

あたりでももう独自に堆肥センターをつくって、

経費のかからない、5,000万ほどでしたかね、そ

ういう形でやっているので、やっぱり私たちは

この教訓に立ってきちっと今後の方向を目指し

ていかないといけないと思うし、当面はやはり

先ほど課長が言った形で、経費のかからない形

で対応していくというのが、市といわゆる政府

の関係でもでしょうし、当然堆肥センターその

ものの機能が役割を果たしていないと、農家の

方々も含めて大変な迷惑をかけるので、やっぱ

りそのあたりはそんなふうにしていただきたい

なと思います。

　ただ、もう一つ、このバリアフリー化の問題

なんですけれども、ぜひやはり要望があったか

らというのじゃなくて、市民の皆さん、日常公

共施設を利用したりしながら大変問題を抱えて

いらっしゃる方々もいらっしゃいます。特に障

害者、女性の方々も含めてですね。それから学

校における体をけがをしたとかということによ

っての問題もありますので、ぜひこのあたりは

きちっと調査をして、早急に計画化して、具体

化されることを最後は要望したいと思います。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑は。

〇池之上　誠議員　商工費の部分で、プレミア

ム付商品券ですね、これは昨年、一昨年度15％

だったですかね、それでやっていた経緯がある

んですけれども、それと一緒の考え方でいいの

かな。

　そして、言えば前が15％だったですか、ちょ

っと覚えてないんだけど、今回は1,000万という

ことは１億に対しての1,000万で、10％のプレミ

アムをつけるのか、その辺の形態はどうなんで

すか。

〇商工観光課長（塚田光春）ただいまの池之

上議員の御質問なんですけれども、プレミアム

付商品券につきましては、昨年、一昨年実施し

ましたけれども、この段階では15％のプレミア

ムがついております。それで、今回も15％で、

原資が１億で１億1,500万、やはり1,500万のプ

レミアムを要求したんですけれども、基金のほ

うからやっぱり1,500万カットになりまして、1

,000万になっております。

　そこで、今後は商工会と協議しながら、例え

ば１億の10％の1,000万でいくのか、それともや

はり15％のプレミアムをつけて7,600万ぐらいで

いくのか、今後、商工会と理事会の中でまた協

議しながら決めていきたいというふうに思いま

す。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第50号～議案第55号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第14、議案第50号から

日程第19、議案第55号までの議案６件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第50号　平成24年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第51号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第52号　平成24年度垂水市病院事業会計補
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　　　正予算（第１号）案

議案第53号　平成24年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第54号　平成24年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第55号　平成24年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第１号）案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇市民課長（野妻正美）議案第50号平成24年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）案について御説明申し上げます。

　１ページに記載しておりますように今回の補

正額は、歳入歳出とも3,872万8,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を27億4,949万円とするもの

でございます。

　補正の主な内容を申し上げます。

　歳出から申しますが、平成24年３月から５月

診療分の３カ月間の医療費を参考に、一般分、

保険給付費の年間所要額見込みに伴う補正と社

会保険診療報酬支払基金や国保連合会等からの

通知に基づく補正でございます。また、歳入補

正に伴い、財源組みかえを行っております。

　次に、歳入ですが、平成24年度の国保税が確

定したことと、社会保険診療報酬支払基金や国

保連合会等からの通知に基づく補正を行ってお

ります。

　それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。

　なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。

　歳出から款ごとに御説明いたします。

　９ページをお開きください。

　２款の保険給付費ですが、３月から５月診療

分の医療費をもとに本年度における給付費の見

込みに伴う補正と歳入補正に伴う財源組みかえ

を行っております。

　10ページをお開きください。

　３款後期高齢者支援金等、その下の表の４款

前期高齢者納付金等、その下の表の５款老人保

健拠出金は、いずれも社会保険診療報酬支払基

金からの通知に基づく補正でございます。

　11ページですが、６款介護納付金につきまし

ても、社会保険診療報酬支払基金からの通知に

基づき補正するものでございます。

　次に、７款共同事業拠出金は、国保連合会か

らの通知に基づき補正するものでございます。

　次の８款保健事業費は、平成24年度国民健康

保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付

申請に伴う財源組みかえと未受診者対策事業の

必要経費を補正するものでございます。

　一番下の表の11款、次のページにわたります

が、諸支出金は、平成23年度交付金の額の確定

に伴い国や社会保険診療報酬支払基金への平成

23年度分の返還金が生じましたので補正するも

のでございます。

　次に、歳入について御説明いたします。

　６ページをお開きください。

　１款国民健康保険税は、平成24年度の課税額

が確定したことに伴い補正するものでございま

す。

　次に、下の表の４款国庫支出金は、次のペー

ジにわたりますが、保険給付費の減額に対応す

べき負担金、高額医療費、特定健康診査等負担

金、出産育児一時金補助金の交付申請書に基づ

き補正するものです。

　５款療養給付費交付金は、社会保険診療報酬

支払基金からの退職被保険者等療養費の交付金

決定通知に基づき補正するものです。

　６款前期高齢者交付金は、社会保険診療報酬

支払基金からの交付金決定通知に基づき補正す

るものです。

　７款県支出金は、国保連合会からの通知に基

づく高額療養費共同事業負担金と鹿児島県から

の交付決定通知に基づく特定健康診査等負担金

を補正するものです。
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　次に、８款の共同事業交付金は、次の８ペー

ジにわたりますが、国保連合会からの通知に基

づき補正するものです。

　11款繰越金は、平成23年度の療養給付費交付

金の返還額の確定及び23年度事業実績の確定に

伴い、それぞれ補正するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（白木修文）議案第51号平成

24年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２

号）案について、御説明いたします。

　今回の補正は、平成第23年度決算に伴う国・

県等への返還金や基金への積立金などが主なも

のでございます。

　１ページをお願いします。

　今回の補正の額は、歳入歳出にそれぞれ4,132

万4,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳

出それぞれ20億3,303万1,000円とするものでご

ざいます。

　まず、事項別明細書の歳出から御説明いたし

ます。

　５ページをお願いします。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費の補正額は、介護給付費準備基金への積立金

2,210万5,000円でございます。

　２款保険給付費、１項サービス等諸費、１目

サービス給付費、次の３目地域密着型介護サー

ビス給付費の補正額は、住宅改修費及び高額医

療合算介護サービス費に不足が見込まれること

から、今回組みかえを行うものでございます。

　次の２項介護予防サービス等諸費、１目介護

予防サービス給付費の補正は、福祉用具購入費

補助金に不足が見込まれることから、今回、組

みかえを行うものでございます。３目地域密着

型介護予防サービス給付費の補正は、当初見込

んでいなかった要支援２の利用者が発生したこ

とから、所要額の補正を行うものでございます。

　６項高額医療合算介護サービス等費、１目高

額医療合算介護サービス費の補正は、過年度分

の申請増により高額医療合算介護サービス費に

不足が見込まれることから補正を行うものでご

ざいます。

　６ページをお願いします。

　３款地域支援事業費、２項包括的支援事業費・

任意事業費、２目権利擁護事業費、次の３目包

括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の補

正は、派遣職員の変更による組みかえ補正でご

ざいます。

　４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

３目償還金の補正額は、23年度事業費確定によ

るもので、その内訳は、国庫支出金の返還金が

302万7,000円、県支出金の返還金が577万4,000

円、支払基金交付金の返還金が150万4,000円で

ございます。

　２項繰出金、１目一般会計繰出金の補正額は、

同じく23年度事業費確定によるもので、一般会

計への返還分でございます。

　次に、歳入について御説明いたします。

　４ページをお願いします。

　３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護

給付費負担金及び４款支払基金交付金、１項支

払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金の

補正額は、平成23年度決算に伴い追加で交付さ

れるものでございます。

　最後に８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金

の補正額は、平成23年度決算額の確定により、

今回補正するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　次に、議案第52号平成24年度垂水市病院事業

会計補正予算（第１号）案について御説明を申

し上げます。

　今回の補正の理由は、災害時対応の設備整備

による建設改良費の追加補正でございます。

　１ページをお願いします。

　資本的収入及び資本的支出の補正後のそれぞ
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れの予算額は、資本的収入合計を５億3,524万3

,000円、資本的支出合計を６億9,051万1,000円

とするものでございます。

　補正内容につきまして御説明いたしますので、

４ページをお願いします。

　資本的収入及び支出でございますが、まず、

支出は、災害時に使用する発電機及び衛星携帯

電話の購入費用でございます。現在リース対応

しております発電機を新たに購入するものでご

ざいます。衛星携帯電話は、災害により固定電

話、携帯電話が使用できないときの通信機器と

して購入するものでございます。

　なお、収入につきましては、県補助金の地域

医療再生臨時特例基金事業補助金で対応してお

ります。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

〇生活環境課長（森下利行）議案第53号平成

24年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

す。

　今回の補正の理由でございますが、平成23年

度繰越金の確定に伴う補正が主なものでござい

ます。

　１ページをお願いいたします。

　補正の額は、歳入歳出それぞれ257万1,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を3,178万3,000

円にするものであります。

　まず、歳出から御説明申し上げます。

　５ページをお開きください。

　１款総務費、１項１目の一般管理費の11節の

需用費につきましては、牛根境地区の国道歩道

整備に伴う下水道マンホールのかさ上げのため

の修繕料でございます。

　３款諸支出金、１項１目の繰出金につきまし

ては、前年度繰越金を一般会計に繰り出すもの

であります。

　続きまして、歳入でございますが、４ページ

をお開きください。

　１款使用料及び手数料、１項１目の使用料で

ございますが、平成23年度漁業集落排水処理施

設使用料未納額の確定に伴い増額補正するもの

であります。

　３款繰越金につきましては、平成23年度漁業

集落排水処理施設特別会計の繰越金の確定に伴

い増額補正するものであります。

　４款諸収入、１項１目の雑入につきましては、

国道歩道整備に伴うマンホールかさ上げのため

の補償費でございます。

　また、２款繰入金は、収支の均衡を図るため、

一般会計からの繰入金を減額補正するものであ

ります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（川井田志郎）議案第54号と議案

第55号につきましては、水道課所管でございま

すので、一括して御説明を申し上げます。

　議案第54号平成24年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第１号）案について御説明を

申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、平成23年度

繰越金及び消費税の確定に伴い補正が必要にな

ったものでございます。

　１ページに記載してありますように歳入歳出

それぞれ174万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ3,603万6,000円とするもので

ございます。

　まず、歳出から御説明申し上げます。

　５ページをお開きください。

　１款総務費、一般管理費でございますが、27

節公課費は、平成23年度分の消費税の納付額を

増額補正するものでございます。

　３款諸支出金、繰出金につきましては、平成

23年度繰越金確定に伴い増額補正するものでご

ざいます。

　次に、歳入でございますが、前のページをご
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らんください。

　１款使用料及び手数料でございますが、平成

23年度簡易水道使用料未納額の確定に伴い、増

額補正するものでございます。

　次に、３款繰越金でございますが、平成23年

度簡易水道事業特別会計の繰越金確定に伴い増

額補正するものでございます。これに伴い２款

繰入金でございますが、一般会計からの繰入金

を増額補正することによりまして、収支の均衡

を図っております。

　以上で説明を終わります。

　続きまして、議案第55号平成24年度垂水市水

道事業会計補正予算（第１号）案について御説

明申し上げます。

　補正の理由でございますが、桜島降灰量の増

大に伴う内ノ野の浄水場のろ過池清掃作業等の

委託料に不足が見込まれますことから、補正が

必要になったものでございます。

　１ページでございますが、２条におきまして、

収益的収入及び支出について補正を行っており

ます。

　補正内容は、営業費用を99万5,000円に増額い

たしまして、総額を２億1,718万円とするもので

ございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第50号から議案第55号までの議案６件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第50号から議案第55号までの議

案６件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△陳情第10号・陳情第11号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第20、陳情第10号及び

日程第21、陳情第11号の陳情２件を一括議題と

します。

陳情第10号　「こころの健康を守り推進する基

　　　本法」（仮称）の早期制定を求める意見

　　　書の提出を求める陳情

陳情第11号　市道田地明－垂桜線（25号）に大

　　　型車両の離合か所を作って戴く陳情

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの陳情２件については、いずれも産

業厚生委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第10号及び陳情第11号の陳情２

件は、いずれも産業厚生委員会に付託すること

に決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明４日から10日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、11日及び12日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、５日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午前11時55分散会
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平成24年９月11日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　ここで、市民相談サービス課長より発言の申

し出がありましたので、これを許可します。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）おはよ

うございます。

　去る３日の議案第42号垂水市暴力団排除条例

案に関する堀内議員の質問に対しまして、私の

解釈違いから間違った答弁をいたしておりまし

たので、本日、議長の許可をいただきまして訂

正をさせていただきます。

　堀内議員より罰則規定についてお尋ねがあり、

鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例で

規定があるとお答えいたしました。

　垂水市暴力団排除条例案第４条第２項で、「市

は、暴力団の排除に資すると認められる情報を

知ったときは、県に対し当該情報を提供するも

のとする。」という条文があり、情報提供の際

は、県がしかるべき対処を行うとのことであり

ましたので、しかるべき対処を拡大解釈してし

まいました。実際は、鹿児島県暴力団排除活動

の推進に関する条例において罰則規定はないと

のことですので、おわびして訂正させていただ

きます。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は１回目は登壇して行い、再質問は質

問席からお願いします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。なお、本日の質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内とします。また、いずれも

初回の発言時間を20分以内に制限しますので、

御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って、順次質問を許可し

ます。

　最初に、２番堀内貴志議員の質問を許可しま

す。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。垂水の

新しい風の堀内貴志でございます。

　きょうの質問は、私にとって２年目、６回目

の一般質問になりますが、きょうはトップバッ

ターとして登壇させていただいたこと、本当に

光栄に思います。きょうはのどをちょっと痛め

て声がかすれ声になっておりますが、最後まで

一生懸命質問したいと思います。

　そしてまた、多くの方がいつになく傍聴席に

来ていただいていること、うれしく思っており

ます。ありがとうございます。

　それでは、本題に入っていきたいと思います。

　さて、去る８月31日、衝撃的なニュースが新

聞をにぎわせました。内閣府が、東海沖から四

国沖に当たる南海トラフ沿いで巨大地震が起き

た場合の被害想定に伴う政府推計を発表したこ

とです。前回2003年の推計では２万4,700人とし、

昨年３月に発生した東日本大震災の死者、行方

不明者の約１万9,000人をも大きく上回る深刻な

被害推計です。関東から西の30都道府県での死

者数は、最悪32万3,000人に及ぶ壊滅状態に陥る

とされ、そのうち津波被害がその７割を占める

と言われ、鹿児島県でも死者数1,200人、全壊・

焼失5,900棟に上ると想定しています。

　この地震が発生する確率は極めて低く、過度

に心配する必要はないとされておりますが、東

日本大震災以来、「想定外」という言葉がはや

っており、私たちは想定外のことを想定内のこ
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とだという認識のもと、この政府推計を念頭に

置いた防犯対策を真剣に検討しなければいけな

い時に来ているのではないかと思います。政府

は、早期の避難や対策の徹底で約８割の被害を

食いとめることができると話しており、一人で

も多くの命を救うためには、今どうするんだと

いうことを個人も、家族も、地域も、そして自

治体ももっと真剣に考え、行動することが重要

だと考えています。

　それでは、通告に従いまして、本日は大きく

４つの項目について質問をさせていただきます

が、まず１つ目は、今、話した南海トラフ大地

震政府推計に関し、その中でも自主防災組織の

体制強化について、的を絞ってお尋ねしたいと

思います。

　平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震

災では、人的被害は、死者6,434名、行方不明者

３名、負傷者４万3,792名という戦後最悪の極め

て深刻な被害をもたらしたと言われていました

が、それから６年後の昨年３月11日に発生した

東日本大震災では、人的被害は、死者１万5,869

名、行方不明者2,847名、負傷者6,109名と被害

の範囲も岩手、宮城、福島県などの太平洋側を

中心に想定外、けた違いの被害をもたらしまし

た。

　そして、さらに８月29日、内閣府は、近い将

来発生するであろう南海トラフ大地震の被害想

定数を発表し、国民は間近に迫ってくるであろ

う地震災害に驚異を示したと思います。今後の

課題は、想定外の自然災害からいかに一人でも

多くの人命を守り、被害を最小限に食いとめる

かが問われることになります。

　垂水市では、４月25、26の両日、垂水市で24

年ぶりとなる鹿児島県総合防災訓練が開催され

ました。鹿児島県や隣接の自治体、自衛隊、消

防など約59の機関や団体が参加し、さまざまな

被害を想定した大がかりな防災訓練が市内各地

で実施されましたが、こうした避難訓練は、被

害を少なくするための訓練の一つだと思います

し、地域住民の防災意識を高めるという意味か

らも大変重要なことだと思います。

　しかしながら、多くの課題もあるのではない

かと感じています。

　例えば実際に大規模な災害が発生した場合に、

被災エリアが膨大な中で、自分たちがいる地域

に自衛隊や警察、消防などの救助機関が来てく

れるかということです。私は、まず無理だと思

っていますし、そうすると一時的には自分の命

は自分で守るということであり、自分たちの地

域は自分たちで何とかしなければ命は助からな

いということだと思います。実際に阪神・淡路

大震災のときには、家屋の倒壊による生き埋め

や建物などに閉じ込められた人のうち約95％は

自力または家族や隣人に救助され、消防などの

公的な機関に助けられたのはわずかに1.7％だっ

たというデータもあります。そうすると、まず

は一人一人が防災意識を高めるということと、

救助隊を当てにしない地域ごとの訓練が必要に

なってくるということです。実際に災害が発生

したときに個人としてどのように動くのか、地

域に自主防災組織があるのであれば、その組織

とどうやって連携した救助活動をするのか、そ

んな訓練も重要になってくるのではないかと思

います。

　防災対策の基本は３つあると言われています。

１つは自助、２つ目は共助、３つ目は公助。自

助とは、住民一人一人が自分の命は自分で守る

ということです。共助とは、地域住民が連携し

てまちの安全はみんなで守ること。公助とは、

行政が災害に強い地域の基盤整備を進めること

ということですが、これら３つの基本がうまく

連携を保って防災対策は効果を発揮することが

できるということです。

　そこで、私が今回取り上げたいのは、自助・

共助の２点です。災害が大きくなればなるほど

被災者は膨大になり、情報は混乱し、道路や橋
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梁等の公共施設が被害を受けるために防災機関

などの適切で迅速な対応は困難になります。こ

のため、発生直後の人命救助や初期の消火活動

や避難誘導などは、近隣住民の協力が大きな役

割を果たすことになりますし、そのためにも住

民の地域の実情に応じた自主防災組織が重要な

役割を果たすことになってくると思います。

　そこでまず、8・29内閣府から発表された南海

トラフ大地震の政府推計から見て、垂水市では

どこまでの被害が想定されているのか。

　さらに、これから重要になってくる自主防災

組織ですが、垂水市では各地区に自主防災組織

を立ち上げて、特に市木地区の防災組織は、県

内外から視察が殺到していると聞いていますが、

垂水市の自主防災組織の現状についてお伺いい

たします。

　２つ目は、全国学力テストの結果と学力向上

の課題についてお聞きします。

　文科省は、８月８日、小学６年生と中学３年

生を対象にした2012年度全国学力・学習状況調

査、いわゆる全国学力テストの結果を発表しま

した。全国学力テストの都道府県別平均正解率

を見ると、目立って成績の上位な県は、小学校・

中学校とも秋田県です。続いて北陸３県、福井、

石川、富山が全国平均を大きく上回っています。

気になるのは、全国に比較して鹿児島県はどう

なのか、垂水市はどうなのかということですが、

新聞記事によりますと、「鹿児島県は中学生の

全科目で全国の平均に比較して平均以下」と大

きな見出しで報じられています。

　私も現在小学校２年生と６年生の子供を持つ

父親ですが、一番気になるのは垂水市の結果で

す。やはり垂水市の多くの子供たちは、これか

ら大人になっていく中で、鹿児島県内だけでな

く全国レベルで戦える学力や人間性を培ってほ

しいという気持ちがいっぱいです。何もこの学

力テストの結果がすべてでないことは十分に承

知していますが、果たして垂水市に居住してい

て本当に学力が向上するのだろうか、全国レベ

ルで戦える人間性は培えるのかという心配があ

ります。未来を背負う子供たちです。現在、垂

水市で公立学校に通っている子供たちが、やが

ては垂水市の将来を担ってくるものと思ってい

ますし、そういった意味で、子供たちをよい方

向に育て上げ、子供たちの学力を少しでも向上

させることが垂水の将来のために重要な課題の

１つであると思っています。

　そこで、まずお聞きしたいのは、2012年度全

国学力・学習状況調査、いわゆる全国学力テス

トの結果で、垂水市の児童生徒の全国レベルに

対する県内比較、あわせて全国比較の分析結果

についてお尋ねします。

　２つ目は、やはり何かを行ったらその結果を

確かめ、結果を分析して将来どのように生かす

かということで改善があると思います。学力テ

ストの結果についてどのように受けとめている

のか。

　今後、どのような学力向上のための取り組み

を行うお考えかについてお伺いいたします。

　３つ目は、垂水市の文化財についてお尋ねし

ます。

　鹿児島県教育委員会文化財課が発行する「文

化財保護行政の概要」という資料を入手して拝

見しました。主な内容は、次世代に継承すべき

文化財について、市町村教育委員会と連携・協

力して、国や県指定や国登録など推進する活動

が記載されています。そして、その資料の中に

鹿児島県内の国・県指定の文化財等一覧表があ

りましたが、見て驚きました。垂水市の指定数

は、県内でも一番に少ない自治体です。国指定

はゼロ、県指定でも１点のみです。ことしの７

月に県指定が１点追加されましたので、正式に

は２点ですが、それでも一番少ない自治体です。

　隣接の市と比較してみましたところ、霧島市

は33点、姶良市は31点、志布志市は21点、鹿児

島市、鹿屋市も少ないほうですが、それでも県
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指定が４点あります。

　私が、昨年12月の議会で、垂水市の史跡に関

する資料の保存方法について質問した中で、瀬

角課長は、「市内の至るところに歴史的な遺跡

や文化財が残されている。県指定文化財の勝軍

地蔵１点、垂水市指定の文化財16点、その他未

指定文化財約70点、国指定級と言われている柊

原貝塚を初め市内８カ所で埋蔵文化財も発掘さ

れています。」と話されました。

　私は、垂水市には多くの史跡や埋蔵品がある

と思っていましたが、国や県が指定するような

文化財はなかったのでしょうか。

　そこで、まずは、なぜ垂水市の文化財の個数

は少ないのかについてお尋ねします。

　それと市の指定文化財一覧表を見ますと16点

ですが、この資料について、国や県の指定に昇

格できないのかについてお尋ねします。

　４つ目は、福島原発の汚染された土の最終処

分場として、南大隅町が候補地に挙がったこと

についてお尋ねします。

　８月23日に夕方の全国ニュースで、福島原発

事故で放射性物質に汚染された土などを捨てる

最終処分場の有力候補地に鹿児島県南大隅町が

浮上していることが報じられました。今回の報

道について細野環境相は、具体的に自治体に打

診してはいないと否定し、地元の森田町長も、

国から正式な打診はなく、誘致もしていないと

同じく否定していますが、こうした報道がなさ

れたということは、自治体や住民の知らない水

面下で話が進んでいることは間違いのない事実

だと思います。政府は、候補地選定を進めてい

るのが事実なら、その経緯と状況を鹿児島県と

地元に説明をしなければならないと思いますし、

県と町は情報収集に全力を挙げて住民の疑問や

不安に答える責務があると思います。

　今回の報道を受けて、尾脇市長を含む大隅半

島の４市５町のすべての市長が、最終処分場建

設に反対を表明し、伊藤知事も先週の９月７日

金曜日のテレビニュースでマスコミに対して正

式に反対表明をされました。

　自然豊かな大隅半島が放射能に汚染される可

能性を否定できないし、住民の不安も増大する、

大隅半島は、農業、水産業、畜産業のまちで、

食の供給基地です。汚染された土を受け入れる

と、第１次産業の農業、水産、畜産が壊滅的な

打撃を受けるだけでなく、風評被害により観光

にも大きな影響を与えることになり、これから

頑張ろうとしている大隅半島は二度とはい上が

ってこれない状況に陥ることになるのではない

かと心配しております。

　福島県民を含めて被災地域の方々の厳しい状

況は十分に理解していますが、単なるがれき処

理と違います。南大隅町に持ち込もうとしてい

る土には間違いなく放射能が入っています。そ

して今回の取り除いた土から放射能が消えるに

は何十年もかかると言われており、被災した方々

はその怖さは十分に体験されているはずです。

報道があってから２日後に南大隅町で反対集会

が行われましたが、その席上で、福島県南相馬

市に行っておられた女性から、「この問題は日

本全体の問題ではあるが、福島県民も汚染土の

県外持ち出しに賛成はしていない。福島県民と

同じ苦しみをほかに味わってもらいたくない」

と話されています。

　私は、この問題は垂水市民も一斉に立ち上が

って、断固反対という強い意志のもと、放射性

物質に汚染された土などを捨てる最終処分場の

有力候補地の阻止の行動をとらなければならな

いと考えていますが、市長の見解をお聞きしま

す。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）おはようございます。

　堀内議員の南海トラフ地震の想定、自主防災

組織の現状についてお答えいたします。

　内閣府が南海トラフ大地震の発表で、垂水市

への津波の予想が初めて示されました。鹿児島
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県で死者が1,200人、建物全壊が5,900棟という

数字も示されましたが、この数字で各市町村が

どれぐらいの数字という特化された数字は示さ

れておりませんで、今、県内で1,200人と5,900

棟という数字であります。

　そこで、本市も危機管理監を中心に今回出さ

れました南海トラフ巨大地震の情報等の整理を

行っているところであります。現在の到達予想

では、約３メーターから４メーターの津波が大

地震が起きてから約２時間ぐらいで本市に到達

する予定であります。いかに早く逃げてもらう

か、逃がすかの対策を今後とっていかなければ

ならないと思っております。議員の指摘のとお

り、ここでお願いすることで重要になってくる

のが自主防災組織の充実であると思います。

　自主防災組織の現状としましては、平成14年、

17年の本市の大災害を受けまして、当時の組織

率が約10％でありましたが、地域の方々の御理

解をいただきまして、平成24年８月現在で組織

率が約90％を超えております。振興会の数で言

いますと、144振興会のうち131振興会で組織し

ていただいておりまして、それ以外にも各施設

で組織をしていただいております。

　以上が現状であります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　まず初めに、垂水市の児童生徒の全国及び県

内対比の分析結果についてでございますが、本

年度の本調査は、小学６年生と中学３年生を対

象にこれまでの国語と算数、数学における主と

して知識に関するＡ問題と主として活用に関す

るＢ問題のほかに理科が追加され、抽出方式に

よって４月17日に実施されました。その結果に

つきましては、８月８日に全国及び県の平均正

答率が公表されましたので、本市との比較につ

いてお答えいたします。ただし、本市のデータ

は抽出校及び利用希望校のすべての学校の結果

を含んでおります。

　小学校では、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、理科

のすべての教科において、全国及び県の平均正

答率を0.2ポイントから9.8ポイント下回りまし

た。中でも理科は、全国及び県との差が大きい

でした。理科の差が大きかったのは、複式指導

を行うための指導法の関係で未習内容の問題が

含まれていたことが一要因であると考えます。

　中学校では、国語Ａが0.4ポイントから1.5ポ

イント全国及び県の平均正答率を下回りました

が、国語Ｂは1.5ポイントから2.2ポイント全国

及び県の平均を上回りました。また、数学Ａ・

Ｂと理科については、全国と同値、または0.3ポ

イントから0.4ポイント下回ったものの、県平均

を1.0ポイントから2.4ポイント上回りました。

　次に、本調査の結果についてどのように受け

とめているかということでございますが、本市

では、小学校の学力が課題として浮き彫りにな

りました。中学校においては、全国及び県の平

均並みという状況ではありますが、まだまだ十

分な学力を身につけさせる必要があると考えま

す。

　また、主として知識に関するＡ問題と主とし

て活用に関するＢ問題の正答率を比較してみま

すと、小学校も中学校も主として知識に関する

Ａ問題の正答率が約60％から約80％あるのに対

して、主として活用に関するＢ問題の正答率は

約50％から約65％であり、知識を活用する力を

育成することも課題であると言えます。教育委

員会といたしましては、本市のこのような状況

を喫緊の課題として受けとめております。

　今後、どのような学力向上のための取り組み

を行うかということでございますが、今後は次

のことに取り組んでまいります。

　まず、教職員の現状に対する危機意識を喚起

し、各学校が指導法改善に努めるように指導い

たします。そのために本調査における本市の平

均を各学校に公表し、各学校が自校の現状を比

較できるようにします。そして、今年度見直し
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た考える・わかる・力をつける授業モデルをも

とに毎時間の授業を力をつけるということに視

点を置いてさらに充実させてまいります。また、

電子黒板等のＩＣＴ機器や県が作成している鹿

児島チャレンジ、鹿児島ベーシックを有効に活

用し、学習内容の確実な定着を目指すとともに、

活用力を伸ばすための工夫も行います。

　次に、各種研修会の充実にも努めてまいりま

す。そのために校長研修会及び教頭研修会、教

務主任等研修会において学力向上を図るという

ことを中心に据えた研修を行います。

　以上のことを小・中・高の連携の強化を図り

ながら取り組み、学力の向上に努めてまいる所

存でございます。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、堀内

議員の垂水市の文化財についての御質問のうち

１つ目、なぜ国や県の指定文化財が少ないのか

という御質問についてお答えをいたします。

　国が指定した文化財とは、国内に所在する建

造物、美術工芸品、民俗芸能等の有形・無形の

文化財のうち、文化史的、学術的に特に重要な

もので、文化財保護法に基づいて指定された重

要文化財のことであります。

　県の指定文化財も国指定の文化財に準じ国が

指定をいたします。したがいまして、国や県の

文化財指定については、基本的には国や県が重

要だと認めたものについてのみ受けられるもの

であり、市がその重要性を説いても、国や県が

その価値を認めなければ指定を受けられるもの

ではございません。

　しかしながら、社会教育課文化係といたしま

しても、指定が来るのをただ待っているという

わけではなく、本市にあります文化財のうち貴

重なものについては、県文化財課を通じて県の

文化財保護審議委員の先生方に情報発信をして

おるところでございます。

　それらのうち特に貴重なものについては、や

はり県文化財課を通じて文化庁へ情報発信をし

ております。例えば昨年、林之城築城400年記念

事業が実施されましたけれども、林之城の遺構

であるお長屋については、既に県文化財保護審

議委員の先生に数回視察に来ていただいており

ます。また、今年度県指定を受けました柊原貝

塚の出土品についても、国指定が受けられない

か県文化財課から文化庁へ打診をしていただい

ております。

　しかし、鹿児島県内の43市町村、全国の1,719

市町村から、本市と同様に情報発信がなされて

おり、県・国レベルで重要だと認められるのは

なかなか容易ではないという状況を御理解をい

ただきたいというふうに思います。

　続きまして、市の指定文化財が国や県の指定

に昇格できないのかという御質問についてです

が、本市には、現在19点の市指定文化財があり

ますが、これらの文化財については、市の指定

を受けた段階で県文化財課と文化庁へ報告をす

ることになっております。つまり、市の指定段

階でその文化財が県・国の指定に相当するもの

か、県文化財課や文化庁により確認がなされて

いることになります。現に平成20年７月、市の

指定になりましたけれども、島津墓地の場合は、

国・県より島津本家や他の一門家の墓地と一緒

に国指定にしたいと、そういうお話をいただい

ております。したがいまして、今のところは、

お長屋・島津墓地以外には、県・国指定に相当

するものはないと考えております。

　先ほども御説明いたしましたように本市の貴

重な文化財については、積極的な情報発信をし

ておりますけれども、全国の市町村が本市と同

じように情報発信をしているという状況の中、

国・県レベルで重要度を認定されるのはなかな

か容易ではないという状況でございます。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）皆さんおはようございま

す。
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　堀内議員のまず福島原発の汚染土の最終処分

場として南大隅町が候補地として挙がったこと

に関しての私の見解についてお答えをいたしま

す。

　このことは、８月23日、東京電力福島第一原

発事故で発生した放射性物質汚染土の最終処分

場を南大隅町に建設する計画があるとした報道

があったことが発端になります。

　私は、垂水市長として、被災地の方々の置か

れている大変厳しい状況については十分理解す

るものであります。しかしながら、現状から判

断をして、大隅半島の産業などを考えるに、汚

染土の持ち込みについては断固反対するという

考えでおります。また、大隅半島４市５町の意

見を取りまとめるべきとの声もあり、４市５町

首長の共通コメントを用意するとのことであり

ましたので、報道のあった翌24日には、私の考

えとしてその旨お伝えしております。

　２点目の今後のこの問題に対する行動につき

ましては、28日の新聞報道にもありましたよう

に、大隅半島４市５町首長による共通コメント

が発表され、「大隅半島は、農業、水産業、畜

産業のまちで、食の供給基地。汚染土を受け入

れると産業に壊滅的な打撃を受ける」と鹿屋市

長が記者会見されたとおりでありまして、食の

供給基地としての大隅半島を守るために、今後

何らかの動きがあった場合は、４市５町で早急

に対処することとしております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　これからは一問一答方式でお願いいたします。

　総務課長のほうから、南海トラフ被害に対す

る垂水市の被害推計はまだ出されていないと言

いながらも、津波が３メートルから４メートル

想定されているということです。３メートル、

４メートルくれば、ほぼ市内の中心地には水が

入ってまいります。被害が拡散するのは当然の

ことだと思います。ですから、徹底した防災対

策、これが今後の課題ではないかと思います。

　防災組織について、24年度の調査で90％達成

しているということですけれども、厳しい言い

方をすれば、組織結成率90％、これで満足して

いるのではないかと私は思います。それぞれの

地域の活動にも温度差がありますが、その温度

差をなくすることも行政の一つの仕事だと思い

ます。

　地区防災組織を立ち上げる上において、地域

にお願いして、そして県にその達成率を報告し、

それで満足することなく、今後はどのような活

動をするか、要は、災害が発生したときに機能

する組織でなければならないということです。

どうやったら積極的な活動が展開できるのか、

そこまで踏み込んだ情報を行政として指導して

ほしいと思います。

　そこで、自主防災組織の体制強化という点で

は、今後どのように取り組みをされるのかにつ

いてお伺いします。

〇総務課長（山口親志）２回目の質問にお答

えします。

　組織率は上がってきておりますが、決して満

足していることはありませんし、災害を最小限

に抑えるためには、自主防災組織の充実が必要

不可欠であると考えております。

　しかしながら、先ほども申し上げましたとお

り居住地によります災害要件等が異なること、

また自主防災組織の会長と振興会長を兼ねてお

られるケースが多く、交代と同時に組織の再構

築を図らなければならないなど取り組みに確か

に温度差があるようであります。

　ただし、東日本大震災を受けまして、各自主

防災組織の活動が活発になってきております。

会長より独自訓練への積極的な指導要請があり、

地域とともに訓練を行い、同じ危機意識を共有

しております。危機管理監を設置しております

が、危機管理監もその要請に参加しまして、災

害対応について情報共有を行っております。住
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民の意識の高いこの時期に地域と一緒に取り組

んでまいりたいと思っております。

　今回、南海トラフ地震においてしっかりした

情報を整理しまして、自主防災組織と危機意識

を共有することで体制の強化に努めてまいりま

す。

　また、年１回でありますが、自主防災組織の

スキルアップ研修会を11月に開催予定をしてお

りますので、今回のこの南海トラフ巨大地震等

を含めまして、共助の観点から自主防災組織の

体制強化のお願いをしてまいりたいと思ってお

ります。

　以上であります。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　南海トラフ大地震、新聞たくさんこうして私、

切り抜いてまいりました。間近に迫っておりま

すので、ぜひ的確な対応をしていただきたいと

思います。

　共助の部分はわかりました。最後は自助の部

分について。

　住民の防犯意識を高めることもやっぱり大切

だと思います。東日本大震災で防災訓練をして

いたところ、それにもかかわらず、避難に遭わ

れた方が多く報道されております。垂水市でも

防災訓練がなされました。私も参加しましたが、

その防災訓練は、警察や消防、自衛隊などの活

動内容と訓練の確認が優先された訓練ではなか

ったかなと感じます。

　何を言いたいかといいますと、先ほど冒頭で

話しましたように、自助・共助の訓練が少なか

ったというように思います。決して夏にあった

防災訓練が悪いというのではなくて、これから

は自助・共助を優先された訓練を仕上げなけれ

ばならないと思います。

　防災訓練の基本は、自助・共助。一人でも多

くの命が助かるためには、日ごろから積極的な

防犯意識を高めた上で、避難場所、避難経路の

確認、非常食の確保、さらには、防災器具など

の点検整備を確認することが大切だと思います。

　そこで、地域の住民の防災意識を高める必要

性について。さらには、どのような今後取り組

みをなされるのか。この２点についてお尋ねし

ます。

〇総務課長（山口親志）自助についての取り

組みでありますが、自然の力を人の手で押さえ

込む防災対策から、自然の力と戦うより防災・

避難の意識を持っていただき、減災対策に努め

ていかなければならないと思っております。「自

分の命は自分で」が防災のスタートであり、ま

た最終目標であると思います。

　しかしながら、要援護者、高齢者対策、避難

所の整備等公助の果たす役割も重要であること

の認識を持っております。自主防災組織だけに

お願いすることもできません。自助・共助・公

助が一つになって、避難及び命を守ることがで

きると思っております。

　自助の意識を高めるためにさまざまな災害要

因を整理しまして情報発信を行ってまいりたい

と思います。標高、本城川洪水、桜島火山の３

つのマップを配布したのも防災への意識を持っ

ていただくためであります。

　危機管理対策室への各種会合時に、住民の方々

から防災についての講習の参会要請も多くなっ

てきておりますので、参加をしまして意識を高

めてまいりたいと思います。

　あわせまして、今後の取り組みとしましては、

防災に対する意識の高揚を図るために広報紙で

の防災情報の発信を行ってまいりたいと思って

おります。自助の協力をいただきながら、自助・

共助・公助の一つになる手段を今後も取り組ん

でまいりたいと思います。

　以上です。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　行政のほうで一生懸命やっていただけるとい

うこと、本当に助かります。今、市民は、やっ

ぱりこの南海トラフ、これが報道になってから
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敏感になっております。私のところにも２人の

方がその危機管理について訴えに参りました。

　その話を聞きますと、やはり行政としてもし

っかりとした対応をとらなければいけないなと

いうふうに考えています。この自助・共助の部

分については、しっかりとした対応をお願いし

ます。

　そして、さらに公助の部分、行政が災害に強

い地震の基盤整備を進めること、これについて

も課題はたくさんあると思います。きょうは自

助・共助の強化についてお尋ねしましたけれど

も、公助については、次回また質問するという

ことでよろしくお願いいたします。

　続いて、全国学力テストの結果と学力向上の

課題について、２回目の質問をいたします。

　先ほど課長のほうから、市内の中学校、小学

校の成績についてお話がありました。中学校の

成績が昨年に比べて向上していると、全国レベ

ルにも負けないぐらいの成績になっているとい

うことで、すばらしいことだと思います。今後

は、その結果が継続するように引き続き指導の

ほうをよろしくお願いしたいと思います。

　小学校のほうについては、課題が残るという

ことですが、やっぱりその学力テストをやった

上においては、その結果を確かめて分析・検討

して将来に生かすことが改善の余地でもありま

すので、しっかりと学力向上のために検討して

いただきたいと思います。

　きょう川議員はお見えになっていますかね、

この件については、川議員が幾度となく質問

をされております。同じような答弁の内容です

けれども、前回、川議員が質問されたときに、

やはり教育課長のほうがいろんな資料を出され

ました。鹿児島チャレンジだとか鹿児島ベーシ

ックなど、あと「垂水家庭学習キラリプラン」、

これは家庭学習を向上させるプランらしいです

けれども、そういう冊子をつくって広報してい

るということであります。

　しかしながら、厳しい言い方言うようであれ

ば、理論的なそれを見て、私は思うんですけれ

ども、理論的な回答は100点満点だと思います。

問題は、これを具体的に何をするか、その点が

見えてこない。総論よりも各論をどうするか。

結果を出すためには具体的には何をするんだと

いうところまで踏み込んで検討してほしいと思

っています。

　さらに、川議員が教育長に質問した中で、

教育長のほうから、学力向上について質問がさ

れたときに、教師の仕事は授業だけじゃなくい

ろいろなものがあるが、最大の仕事は学年に応

じた基礎学力をきちんと身につけさせることと

話す一方で、家庭学習の時間が非常に短いこと

が原因と答弁されています。

　そこで私は、教育長の答弁から、学力向上の

キーワードは家庭学習の時間にあるというよう

な印象を持ちました。家庭学習の時間が長くな

れば学力が向上する。しかしながら、家庭で保

護者が家庭学習させる習慣を身につけさせない

から学力向上に結びつかない。そんな印象を持

ちましたが、これについて教育長はどのように

お考えかお聞かせください。

　また、確かに家庭で勉強する習慣というのが

つくられていない家庭が多くあると思います。

そこには理由として、子供任せだとか両親共働

きだとかなどの理由がありますけれども、それ

ぞれの理由がありますけれども、これをそのま

まにしておいたのでは前進はないわけです。未

来ある子供たちのために、これをカバーするた

めに何か方策を考えなければいけないと思って

おりますが、行政として、家庭で勉強しない子

供たちの学力向上を図るための具体的な方策に

ついてお考えをお聞かせください。

〇教育長（肥後昌幸）家庭学習の考え方につ

いての私の考えをお答えいたします。

　家庭学習は、学力向上を図る上で極めて重要

でございます。先ほど議員がおっしゃいました
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ようにことしの６月議会で川議員の質問に対

して、平成22年度の全国学力・学習状況調査の

結果から、垂水市内の小学生・中学生の家庭学

習が不十分であったというふうにお答えいたし

ました。

　しかし、23年度は東日本大震災でテストはあ

りませんでしたけれども、今回の平成24年度全

国学力・学習状況調査の結果を分析してみまし

たところ、小学生も中学生も全体的に家庭学習

の時間がふえ、全国及び県とほぼ同じという状

況でございました。

　このことは、教育委員会が作成しました家庭

学習の手引き「垂水家庭学習キラリプラン」に

基づき、家庭での学習時間をふやすとともにそ

の習慣化を図るなど、各家庭で家庭学習のあり

方の見直しを行うように各学校に対する指導を

強化してきた結果が少しずつあらわれてきた結

果であろうというふうに思います。

　今後は、学習時間の量的な部分だけでなくて、

質的な視点からも学習の仕方や内容等のさらな

る充実を図る必要があると思います。

　また、保護者の中には、家庭学習に無関心な

方もおられますので、子の実態に応じた家庭学

習のあり方や学校における補充指導等を工夫し、

児童生徒一人一人により確かな学力をつけてい

くように努力してまいりたいというふうに思い

ます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　教育委員会の指導があって家庭学習の時間が

ふえたということは大変すばらしいことだと思

います。引き続きその家庭学習の時間数がふえ

るような施策を取り組んでいただきたいと思い

ますし、まずは教育長のほうからもお話があり

ました質と量、量だけふえたところで学力は上

がりません。要は質です。質を上げるためには

本人のやる気、どのように持っていくかという

ことですので、そういう点も考慮しながら学力

向上のほうに努めていただきたいと思います。

　この問題は、子供たちの性格によってさまざ

まです。やる子もおればやらない子もおる。や

らない子をいかにやらせるようにするか、それ

が課題だと思いますので、やらない子に対して

は、学校の放課後もしくは祝祭日を利用して補

習授業をやるだとか、そういう点もあわせて検

討していただければなと思います。

　また、単に点数の向上というだけでなく、東

日本大震災で示されたような命の大切さ、防災

教育の重要性、あと生きる力を身につける教育、

郷土の歴史や史跡を踏まえた教育、そのような

ことは学力テストには出てきませんけれども、

大変重要なことだと私は思っております。

　現在、垂水市で育っている子供たちの中から

将来の垂水市を背負って立つ人物が必ずあらわ

れると思いますし、大きくとらえれば、将来日

本を背負って戦える人物を数多く垂水市から出

したいというのが考えです。子供たちの成長は

無限大だと思いますので、どうかあらゆる情操

教育も含めた上で、しっかりとした学力向上の

方策を検討願えればと思います。

　続きまして、垂水市の文化財について２回目

の質問を行います。

　国や県の指定にするには大変厳しいという状

況はわかりました。私は、文化財の資料の見方

については素人ですけれども、それでも垂水の

歴史・史跡・文化を勉強する上において、垂水

市には貴重な資料がたくさん点在することを誇

りに思っています。そして、国や県が認める資

料を我がまちの自慢として県外の方々に情報発

信して観光誘致に努めたいと、このように思っ

ております。

　そのような観点から、やはり１点でも多く県

や国の指定をふやしていただきたいなという考

えでこの質問をいたしました。

　垂水市に現在点在する資料の中で、４点ほど

私はすばらしい資料があると思っています。そ

の価値を含めて御回答願いますが、先ほどお長
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屋と垂水島津家墓地については若干のお話があ

りましたが、省略してもらっても結構でござい

ます。残り４点準備してまいりましたけれども、

残りの２点は柊原貝塚です。

　一部の方のお話を聞きますと、人骨や動物の

骨などが出土しており、当時の食生活が推測調

査できる遺跡ということで、霧島市にある上野

原遺跡よりもランクが上ではないかという方も

お見えになります。あとはお長屋、垂水島津家

もそうですけれども、島津家の古文書がありま

す。この古文書についても一部では国宝級だと

言われる専門家もおられますが、その２点につ

いてお話をお聞きできればなと思います。

　まだまだほかにも私の知らないところでいろ

んな資料が垂水には点在していると思いますけ

れども、とりあえずきょうのところはその２点、

４点ですかね、２点は省略してもらっても構い

ませんが、その点についてお話をお願いします。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、堀内

議員の２回目の御質問にお答えをいたします。

ちょっと早口ですけれども。

　まず、柊原貝塚ですけれども、この貝塚は、

過去数回にわたり発掘調査が実施された遺跡で

ございます。その重要性は、発掘当時から国指

定級という評価をいただいておりました。しか

し、指定を得るためには、遺跡の中心を走る農

道を迂回する必要があり、その費用も市が負担

する必要があるという問題からなかなか進捗し

ていない状況でございます。

　そこで、市民の方々に柊原貝塚の重要性を認

識していただき、市民の方々からの要望として、

遺跡の国指定化が上がってくるような、そうい

う機運を醸成させるべく、垂水市教育委員会で

はこれまで平成18年度、22年度実施のシンポジ

ウム、平成19年度には市民対象の説明会を実施

をすることにしましたことに加えて、市内の子

供たちへの移動考古展、それとか体験学習等さ

まざまな普及啓発活動を実施してきました。文

化係としましても今後もこのような普及啓発活

動を展開をしていきますが、厳しい本市の財政

状況にかなりの負担をかける農道の迂回という

問題に直面せざるを得ない状況があり、長期的

な対応をとらざるを得ないことを御了承いただ

きたいと存じます。

　ただ、遺跡そのものには、このように問題が

ありますけれども、出土品のうち特に貴重なも

の224点が、今年度４月に鹿児島県指定文化財に

指定されました。これは委員お話しのとおりで

ございます。これにつきましては、県文化財課

と相談をし、今後、国指定を得られないか検討

をしている段階でございます。

　２つ目に、平成21年度に寄附採納を受けまし

た垂水島津家の遺品について御説明をいたしま

す。

　遺品につきましては、当時鹿児島大学教授で

ございました原口泉先生を初めとする数名の先

生に見ていただいたところ、貴重な資料である

との評価をいただきました。この評価を受けて、

県指定文化財級の価値があるかどうか、平成22

年度に県文化財課に打診いたしましたところ、

これらの遺品について、どのようなものがどれ

くらいあるのかを目録としてまとめないと文化

財の価値づけができないとの回答を得ました。

　ただ、この目録の作成に関しましては、国か

らの補助金も活用できます。ただ、目録を作成

するためには、文書の内容等についてある程度

解読することが必要となってきますけれども、

この解読作業には国からの補助金は活用できま

せん。

　そこで、鹿児島大学との包括協定を活用し、

鹿児島大学の先生方にある程度の解読がお願い

できないか相談をいたしました。現在、鹿児島

大学の先生方が数回垂水に来られて資料の確認

をされておりますけれども、何分お忙しいため、

作業の進行状況は極めて遅い状況であります。

このような状況であるため、文化財の価値づけ
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については時間がかかることを御了解いただき

たいと存じます。

　あわせてお長屋についてですが、お長屋につ

いては、４代垂水島津家の当主であります久信

が、慶長16年（1611年）に築城した林之城の楼

門の片方の長屋の遺跡物であります。お長屋そ

のものが建築されたのが、厳密にははっきりい

たしませんけれども、約400年近くの歴史を有す

るものと考えられるもので、県下には同様のも

のがなく、県指定文化財級の文化財であると認

識をしております。

　そこで、平成22年度に県文化財課に県指定化

について打診をしたところ、お長屋は相次ぐ補

修で建築当時の姿が大分失われているので、当

時の部材が現在どの程度残っているかを調査す

る必要があるとの指示を得ました。

　それを踏まえ、平成23年度は、当時の県文化

財保護審議員である土田先生、平成24年度には、

現鹿児島県文化財保護審議委員である揚村先生

にそれぞれ調査をしていただいた経緯がござい

ます。

　県文化財として指定を受ける際、学術的な価

値づけをするのは県文化財保護審議委員の方々

ですので、両先生に調査をしていただいたとい

うことは、県の文化財指定化に向けて大きな前

進と言えると思います。

　そして、最後に島津家墓地ですが、この島津

家墓地については、現在、垂水島津家を含む４

つの島津一門家がございます。それと島津宗家

の墓地について、国指定化の動きがございます。

ただ、この動きはあくまで宗家の墓地が中心で

あり、一門家の墓地は付随して指定されるとい

う状況でございます。よって、宗家の動きは一

番重要になります。

　宗家の墓地を有する鹿児島市では、国指定化

に必要な墓石の測量調査が、平成23年度より既

に開始をされております。宗家の調査が終了し

ましたら、次は一門家が国指定化に向けての動

きを開始をすることになります。しかしながら、

ほかの一門家の中には、本市のように墓地が市

の所有となっているのではなく、民間の所有と

なっているところもございます。そのような場

合、調査に際して同意を得る必要があると、よ

り煩雑な作業もこなさなければなりません。こ

のように一口に一門家と言っても状況に差異が

ございます。また、調査に係る費用も２分の１

は国からの補助金が支給されるとはいえ、残り

２分の１の財源については本市が確保する必要

がございます。

　このような状況でございますので、実際に国

指定化に向けて動き出すのはしばらく先になる

かと存じますけれども、現在このような動きが

あるということは御理解をいただきたいと思い

ます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　時間も迫ってまいりましたので、先を急ぎた

いと思います。

　何回も言っているようですけれども、ぜひと

もこのような貴重な資料、待ちの姿勢ではなく

て攻めの姿勢で国や県を説得して、指定をして、

国・県の指定に昇格できるように努力していた

だきたいと思います。

　続いての質問で私、聞きたかったのは、私が

昨年の12月議会で史跡に関する資料の保存方法

についてお聞きしようと思っていましたが、時

間もないようでございますので、この点につい

ては次回追及するということでお願いいたしま

す。

　私がこの埋蔵品史跡について毎回質問するの

は、やはり垂水市に現在残っている貴重な資料

です。この貴重な資料が、今後そのまま劣化し

ないまま残って、そしてさらに市外へ流出する

ことなく、さらには、100年、200年、数百年と

後世に残していけるような努力をしていただき

たいと、そういう願いを込めてこの質問をして
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おります。

　その点の重要性をよく認識を新たにしていた

だいて、少しでも早く歴史・文化の資料館的な

資料の保管・保存ができるようなものができる

ように、あと５分ですか。

〇議長（宮迫泰倫）３分です。

〇堀内貴志議員　努力していただきたいと思い

ます。

　あわせて１点でも多くの資料が県や国の指定

を勝ち取るようによろしくお願いいたします。

　今の社会教育課のメンバーを見れば、それが

できる人物がそろっていますので、重ねてよろ

しくお願いしたいということと、あわせてもう

一つ最後に要望という点で１点お願いしておき

ます。

　社会教育課のホームページを見ますと、指定

文化財一覧表、文化財の位置、こういうのが書

いてありますけれども、これには写真と説明文

が書いてありません。やはり県外に情報発信、

市外に情報発信する、県外に情報発信して多く

の人に垂水に来てもらうということを考えれば、

やっぱりホームページのこのページも写真と説

明書つきで追加編集していただきたいなという

ふうに思っているところでございます。ぜひそ

の点について検討のほうをよろしくお願いしま

す。

　時間も迫ってまいりましたので、最後、市長

のほうに南大隅町の問題ですけれども、知事は

９月７日の金曜日のテレビニュースで、正式に

マスコミに対して反対表明をされました。市長

は、反対表明を４市５町で共同でされていると

思いますけれども、くどいようですけれども、

改めて垂水市長として、この市議会の席上で南

大隅町への汚染土の持ち込み、最終処分場建設

反対の意思表明を一言で結構です。再度お願い

いたします。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどもお話をさせてい

ただきましたけれども、大隅というのは食料の

供給基地ということでございます。そういった

意味で、この件に関しては、被災地の状況はわ

かりますけれども、断固反対という立場でござ

います。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時45分から再開いたします。

　　　　　午前10時35分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　11番森正勝議員の質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、おはようございます。

　最近、永田町で「近食」という言葉がはやっ

ているそうです。近い食と書くんですけれども、

例の野田総理の近いうちに国民の真意を問うを

やゆしているようでございます。普通に近いう

ちにと言えば１週間から２週間のようですが、

長くても２カ月ぐらいではないかと考えており

ます。どうやら野田総理は後者と考えておられ

るのではないでしょうか。

　参議院で問責決議が可決されて以降、民主党

も代表選、自民党もあっという間に総裁選とい

う仁義なき戦いに突入しました。おかげで特例

公債法案の成立もできず、道府県の地方交付税

の交付は遅れ、鹿児島県でも670億円を金融機関

より一時借り入れしなければならないそうです。

市町村の交付税は満額交付ということのようで

ございます。国債の金利も乱高下し、景気を悪

くするおそれがあるようです。各党の党利党略

で政治を引っ張ってもらっては困ります。日本

の政治の劣化を嘆く一人でございます。恐らく

10月解散、11月総選挙となるのではないでしょ

うか。

　それでは、早速、質問に入ります。
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　まず、放射性汚染土持ち込みに反対する４市

５町の共通コメントについての市長の見解を教

えていただけないかと思います。先ほどの堀内

議員と重複しますけれども、再度お聞きいたし

ます。

　次に、バイオマスタウン構想についてでござ

いますけれども、タウン構想の現況と今後の展

開についてお尋ねします。また、木質バイオマ

スの活用方法はどのようになっているのか教え

ていただきたいと思います。

　３つ目は、松崎川の堤防補修についてでござ

いますけれども、平成17年の水害で一部崩壊し、

修復されました。残りの部分が昔の間知石のま

まで一部石が抜けておる箇所がございます。非

常に危険だと考えますが、改修をお願いできな

いでしょうか。

　これで、最初の質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）それでは、放射性物質の

汚染土持ち込みに反対する４市５町の共通コメ

ントに関しての私の見解についてお答えをいた

します。

　このことは、先ほど堀内議員の御質問にお答

えしたとおりでございまして、私は、共通コメ

ントを発表するに当たって、取りまとめをして

いただいた鹿屋市には、汚染土の持ち込みには

断固反対するとお答えをしており、大隅半島４

市５町の首長は、建設反対で意思統一しており

ます。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）森議員のバイオ

マスタウン構想についてお答えいたします。

　バイオマスタウン構想は、平成21年度より策

定に入り、平成22年３月に素案を作成し、その

後、九州農政局の審査を受けて、平成23年３月

に策定を終了し、パブリックコメントを経た後、

公開されております。

　バイオマスタウン構想は、本市のバイオマス

全般の賦存量を調べ、今後の有効利用について

の指針に示したものですが、この中で木質バイ

オマスに関しては、構想の中では積極的な利活

用を推進して、地域資源の循環を図るとともに、

ＣＯ２の削減など地球環境への負荷の軽減を図る

ことを目指すとしており、特に間伐材、木質廃

材、製材端材などについては、ペレット燃料と

しての利用も可能なことから、ペレットボイラー、

公共施設の温泉施設等や民間施設の冷暖房、給

湯用のチップボイラーでの利用やペレットストー

ブやまきストーブでの燃料として、需要に応じ

た木質バイオマス利活用についても検討してい

くと明記されております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）松崎川の堤防補修に

ついて回答いたします。

　この河川は二級河川であり、大隅地域振興局

河川港湾課により管理がなされている河川でご

ざいます。平成23年度にも寺下橋の真下にある

落差工の施設が壊れていたため、補修をしてい

ただいたところでございます。

　堤防の維持管理につきましては、草刈りなど

地元建設会社の協力をいただきながら年２回ほ

どボランティアで実施されているということで

感謝いたしているところでございます。

　この堤防の河川内は、議員言われますように

昔の間知石で整備されておりますが、施工年度

が古い石積みであるため、あちこちすき間はあ

りますが、沈下や崩壊は見受けられず、安定し

た状況ではあるようでございます。

　しかしながら、下流域には住宅や牛根小学校

が隣接しており、大雨による堤防決壊の心配も

ありますことから、大隅地域振興局河川港湾課

に連絡し、現地立ち会いをしていただき、修繕

のお願いをしており、修繕につきましては、近

くで工事があった場合に補修をしたいと回答を

いただいているところでございます。

　以上です。

〇森　正勝議員　一問一答方式で質問いたしま
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す。

　放射性物質汚染土持ち込みについてでござい

ますけれども、８月23日のＪＮＮの取材で、最

終処分場の有力候補地として政府内で南大隅町

が浮上していることがわかりました。

　さらに新事実が判明しております。政府が青

森県六ヶ所村にある低レベル放射性廃棄物埋設

センターをモデルにして建設を計画しているこ

とが新たにわかりました。

　この施設では、全国の原発で排出された低レ

ベル放射性廃棄物をドラム缶に入れてコンクリー

トの建物に保管しております。政府は、この六

ヶ所村の施設をモデルにさらに大規模な最終処

分場の施設を計画しております。また、汚染さ

れた土は、海上輸送することにしていて、南大

隅町の候補地には港を建設することも検討して

おります。将来こういうことをもくろんでいる

と推測しますが、市長はこれについてはどのよ

うに考えておられますか。

〇市長（尾脇雅弥）低レベル放射能廃棄物埋

設センターの建設に関しましても、もしこのよ

うな施設の建設計画が浮上したらというお尋ね

でございますけれども、大隅半島の産業に壊滅

的な打撃を与えることが懸念されますことから、

同様に反対の立場をとることになると思います。

〇森　正勝議員　再々質問いたします。

　くどいようなんですうけれども、南大隅町の

候補地の辺塚エリアは再処理工場、低レベル放

射性埋設センター、ウラン濃縮工場をつくるの

に十分な面積があるそうでございます。汚染土

の受け入れを認めて、その後は高濃度汚染物質、

そして廃炉後の汚染廃棄物、あげくの果てには

使い残された燃料棒まで持ち込まれることにな

るのではないでしょうか。もし何かが漏れ出せ

ば、黒潮に載って太平洋沿岸の漁場は壊滅です。

そればかりか九州を北上し、瀬戸内海、日本海

へと流れていく可能性がございます。

　辺塚漁協の漁業権を買い上げ、専門港をつく

り、道路を整備し、労働者の宿舎をつくり、処

分場を建設する。これは地元の土建業の方にと

っては、のどから手の出るほどほしい事業でご

ざいます。輸送関係も大喜び、情報筋によると、

この周辺の買い取りを進める動きもあるようで

す。急峻な山ゆえに開発や利用の余地もなく、

このような処分場の建設にはうってつけの条件

だと思います。町長も知事も、あの場所から数

十億単位の税金が毎年生み出されるのであれば

心が揺らぐと思います。今のところは町も県も

否定されておりますが、恐らく放射性物質や放

射能に汚染された廃棄物は県外に持ち出さない、

しかも県外からは一切持ち込まないというよう

な条例も必要かと思われます。これは県レベル

の話ですけれども、市長は、これについてはど

のように考えておられるかお聞きいたします。

〇市長（尾脇雅弥）３回目の御質問にお答え

をいたします。

　森議員の今、お話をいただいた、心情的には

大変私も理解するところでございますが、これ

までお答えしておりますとおりの見解でありま

して、放射性廃棄物の持ち込み等に関する条例

の制定については、国の方針など対処法などが

十分見きわめられない中において、現時点での

条例制定の必要性についての判断はいたしかね

るというところでございます。

〇森　正勝議員　市長の考えは理解いたします。

　最後の質問になりますけれども、関連という

ことでお聞きします。

　線量計が安いのは数千円から、壁などに付着

した放射能を計れるものまで数十万円というよ

うなものがあるようでございます。垂水市も１

つぐらいはあっていいんじゃないかと思います

が、市長は購入するお考えはないかお聞きしま

す。

〇市長（尾脇雅弥）担当課と協議をして、必

要性を考慮して検討していきたいというふうに

思います。
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〇森　正勝議員　よろしくお願いします。

　次に、バイオマスタウン構想について再質問

いたします。

　今回の補正で、調査委託として木質バイオボ

イラーの導入調査を行うということでございま

すけれども、導入した場合にどのくらいの燃料

の軽減になるのか教えていただきたいと思いま

す。

〇商工観光課長（塚田光春）森議員の２回目

の質問についてお答えいたします。

　木質バイオマスボイラーにつきましては、道

の駅に現在ある灯油ボイラーの燃料費は、年間

1,000万以上かかり、温泉施設の赤字の主な要因

であることから、軽減方法を検討していたとこ

ろ、昨年末に森林整備加速化・林業再生事業に

よる木質バイオマス利用施設の整備に関しての

要望調査があり、温泉の昇温には有利な事業で

あることから、この調査で導入に向けての可能

性調査を行うものであり、現在の灯油ボイラー

と木質バイオマスボイラーの維持管理経費の比

較・検討や施設の配備計画等を近隣の既存施設

等を参考としながら調査するものでございます。

　経費の軽減に関しましては、これからの調査

で判明するものでありますが、先進地で導入し

ている施設等の事例を参考にしますと、順調に

行けば数百万円の軽減が図れるようであります

ので、期待をしているところでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　木質バイオのボイラー導入に

ついては理解したいと思います。

　それから、全国に木質バイオ発電所というの

が50カ所ぐらいあるそうでございます。最近で

は、岡山県の真庭市が2013年着工して、2015年

４月に稼働する予定のようでございます。商工

費が37億円、国の補助14億円、再生エネルギー

の全量買い取り価格が、間伐材で１キロ当たり

33.6円、一般木材で25.2円、発電収入は年間23

億円と予想されております。

　国も東日本大震災で生じた瓦れきを燃料に使

うバイオマス発電所を被災地に５カ所ぐらい建

設する計画だそうでございます。垂水市も間伐

材の利用ということで木質バイオの発電の可能

性調査をやる考えはないかお聞きいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）３回目の質問に

ついてお答えいたします。

　木質バイオマス発電施設の代替エネルギーと

いうことで、いい方法だというふうに考えます

けれども、この木質バイオマス発電施設の建設

に関しましては、非常に高額となることが予想

され、その調査となると数千万円単位ともなる

場合も予想されることから、市単独での調査は

難しいものと思います。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　間伐材があるわけでございま

すので、それを利用して発電する場合に数千万

ということでございますけれども、調査するの

にそんなに数千万もかかる調査をしなくていい

と思いますので、一応木質バイオ発電が垂水の

間伐材を使ってできないかどうかということぐ

らいは調査していいんじゃないかと思いますの

で、ぜひそのことを考えていっていただきたい

というふうに思います。答えは要りません。

　最後の松崎川の補修についてでございますけ

れども、これにつきましては、土木課長のほう

が手回しよく９月３日に大隅振興局の河川課の

篠原係長、それから土木課の課長、私の立ち会

いで現場を見ていただきました。去年も見てい

ただいたんですけれども、非常にこう、もしと

いうことがございましたので、確認の意味で質

問をいたしました。もう答えは要りません、ぜ

ひ補修のほうをよろしくお願いいたしておきま

す。

　これで私の質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、１番川越信男議員

の質問を許可します。

　　　［川越信男議員登壇］
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〇川越信男議員　９月に入りましたが、まだま

だ暑い日が続きます。水田は稲穂が出そろい、

収穫の日の近さを感じます。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

通告に従いまして質問いたします。

　市長、教育長並びに関係課長の簡潔な答弁を

お願いいたします。

　まず、災害についてでありますが、災害要因

については、東日本大震災からさまざまな想定

をしなければならないと思います。豪雨・台風・

地震・津波・桜島爆発等がありますが、やはり

垂水市においては、豪雨・台風が起こり得る要

因の一番であろうと思います。豪雨災害につい

ては、集中的に時間雨量及び日雨量が予想をは

るかに超え、短時間で災害が発生しております。

　さきの７月の大分・熊本の集中豪雨による災

害発生の現状から見て、垂水市の災害発生にお

ける情報収集とその体制・対応はどうなってい

るかお聞きします。

　次に、ドクターヘリ運航についてお聞きしま

す。

　県の事業において、昨年12月26日から運航を

開始しております鹿児島県ドクターヘリ事業に

ついては、巡航時速270キロメートル台のスピー

ドで各地区の救命活動をされております。半年

で県内の出動237件、１日平均1.27件になってい

るとの結果を拝見しましたが、垂水市の出動要

請及び出動件数はどうなっているか。また、一

番近いところで８月８日、新城の工事現場で作

業員が約10メートルぐらい下に転落し、ドクター

ヘリを要請し、新城小学校の校庭に着陸し、病

院に搬送したということを聞きましたが、転落

者のけがの状態及び事故原因はどうなったのか

お聞きします。

　次に、９月に入りまして小・中学校の新学期

が始まります。子供たちが元気に登校する声を

聞きますと、私も元気をもらい、この子供たち

が将来の垂水、日本を背負っていってくれるこ

とを祈るばかりであります。

　そこでお聞きしますが、大津市のいじめ問題

から各学校でのいじめ問題がニュース等で数多

く出てきております。痛ましいことにいじめか

ら命を落とす結果になっている状況は、学校教

育の解体的危機だと思いますが、いじめについ

て教育長の見解をお聞かせください。

　以上で１回目の質問とします。

〇総務課長（山口親志）川越議員の質問にお

答えいたします。

　議員指摘のとおり豪雨災害については、予想

をはるかに超える被害が日本全国で発生してお

ります。大分・熊本・京都など河川のはんらん

による大きな被害でありました。集中的な豪雨

により、生活基盤の崩壊は以前の気象状況が確

実に変化していることのあらわれだと思ってお

ります。

　質問の垂水市の情報収集体制でありますが、

東日本大震災を受けて、各メディアも気象に関

して情報を多く流しておりますが、危機管理対

策室及び専門知識を有した危機管理監によりま

す気圧・雨雲・雨量・取り巻く海水温度・海面

の潮位・土砂災害警戒情報・累計の土壌雨量等

など複合的に整理して、垂水市への影響につい

て最大限の情報の整理と収集に努めております。

　しかしながら、先ほども申し上げましたとお

り予想をはるかに超える時間雨量など自然の力

には到底及びませんので、空振りでもいいです

ので、早目の避難態勢をとっている現状であり

ます。

　以上であります。

〇消防次長（野元豊一）ドクターヘリの運航

についてお答えいたします。

　垂水市のドクターヘリの要請件数であります

が、垂水市におきましては、救急隊が現場での

判断により要請しているのが現状でありまして、

これまで９回要請しております。出動前のキャ

ンセルが１回、これにつきましては、心肺停止
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の患者でありまして、救急隊の判断でキャンセ

ルしております。重複要請が１回で、ドクター

ヘリがほかに出動しておりまして要請できませ

んでした。出動件数は、今日まで７回となって

おります。

　続きまして、新城での事故の原因であります

が、工事現場におきまして、降下用のロープの

決着を確認せず降下したために約10メートルの

高さから転落して負傷した症例でありまして、

32歳の男性で全身打撲、特に腰部を強打してお

りまして動けない状態でありました。高所から

の転落については、ドクターヘリの要請基準に

該当しておりますし、患者の容体から要請した

ものであります。

　ドクターヘリ到着後の医師の判断で鹿屋市の

外傷専門医療機関へ搬送されましたが、より高

度な医療を受けるため、ドクターヘリによる施

設間搬送で鹿児島市に搬送されました。

　このような外傷患者は、予後のためにも一刻

も早くその処置のできる医療機関へ搬送し、治

療を受けることが大事でありますので、ドクター

ヘリが有効に活用された事例でありました。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）川越議員のいじめにつ

いての御質問にお答えいたします。

　いじめが事情として認められる児童生徒がみ

ずから命を絶つという痛ましい事件が全国で発

生しているということは、極めて遺憾なことで

ございます。児童生徒がみずから命を絶つとい

うことは、理由のいかんを問わず絶対にあって

はならず、私も深刻に受けとめているところで

ございます。

　児童生徒がみずから命を絶つという事件の背

景には、子供を守るべき学校及び教職員の認識

や対応に甘さがある例や、自殺という痛ましい

最悪の事態に至った後の教育委員会の対応につ

いては報道でしかわかりませんけれども、軽々

には言えません。しかし、対応が不適切であっ

たと思われる例が見られます。それが事実であ

れば大変残念なことであります。

　ただ、気になりますのは、最近の報道やテレ

ビのワイドショー等で評論家が言うのを聞いて

おりますと、いじめの問題から離れ、学校や教

育委員会の批判に終始しているような気がしま

す。いじめは決して許されないことであり、ま

た、どの子供にもどの学校でも起こり得るもの

でもあります。実際に今、いじめに苦しんでい

る子供たちのため、また、今回のような事件を

対岸の火事とすることなく、学校教育に携わる

すべての関係者一人一人が改めていじめ問題の

重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握

して迅速に対応する必要があります。

　また、いじめが発生したときは、大小にかか

わらずその問題を隠すことなく、学校・教育委

員会・家庭・地域、そして関係機関が連携して

対処していくべきものであると考えております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　それでは、一問一答方式でお願いします。

　まず、災害発生に関して情報収集体制、対応

をお聞きしましたが、その情報を市民に早く的

確に伝えるための情報伝達手段として、防災無

線、家庭内の設置しております子機についてで

あります。

　防災無線については、当然、雨、風等及び冬

場は締め切っておりますから聞き取りにくいと

の声を聞きます。また、家庭内の子機も相当古

くなってきているが、防災無線家庭内子機の整

備した年度及び設置数、価格及び耐用年数、設

置場所の条件等お聞きいたします。

〇総務課長（山口親志）２回目の川越議員の

質問にお答えいたします。

　情報伝達としての防災無線、行政無線につい

ては、日中の平常時でも聞き取りにくいとの苦

情が多く寄せられておりますし、冬場や災害時

についても指摘のとおり窓の開閉状態や気象条
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件によりほとんど聞こえないときもあり、時間

帯によっては伝達することもできないのが現状

であります。

　この情報伝達手段の整備については、平成５

年、６年に庁舎内の機械整備及び屋外受信施設、

いわゆる拡声器でありますが、拡声器の乗った

電柱を39カ所、各家庭に配布しました戸別受信

機1,800台を整備しており、地方債、県の補助事

業を利用した約１億8,300万円の事業費でありま

す。戸別受信機については、設計書の単価では

１個当たり３万3,000円のようであります。

　平成10年度には約540万円で２カ所の野外拡声

器を増設しておりまして、現在の整備状況は、

野外拡声器41カ所、戸別受信機1,800個となって

おります。

　耐用年数については、野外拡声器も戸別受信

機についても聞こえにくいとの相談で、修理か

ら修理の状況であります。

　最後に、設置場所の条件としましては、公共

施設及び公共施設の近辺並びに土砂災害の危険

性のあるところや急傾斜の近辺を主に整備され

たと思います。しかしながら、先ほども申し上

げましたとおり聞き取りづらい、聞こえないと

のことから、災害情報については、消防団の方々

の御協力をいただきまして広報活動をお願いし

ているところであります。

　以上であります。

〇川越信男議員　それでは、３回目の質問に入

らせていただきます。

　防災無線、家庭内子機など安心・安全なまち

づくりのため最も重要な条件整備であるのにす

べての市民に伝わらないのは問題であると思い

ます。あわせて整備後、年数も過ぎてきている

ことも考慮しますと、市長の政策の柱は大丈夫

ですか。

　東日本大震災を受けて、情報については各メ

ディアも敏感に流しているようですが、垂水市

の防災に対する今後の情報伝達のハード面の整

備の計画をお聞かせください。

〇総務課長（山口親志）私のほうで答えさせ

ていただきます。

　現在の41カ所の野外拡声器1,800個の個別受信

機の体制で、数をふやすことなく平成32年度ま

でアナログ回線をデジタル回線に変更するだけ

で約５億から６億の経費がかかるとの試算をい

ただいております。デジタル化しましても防災

無線の受信状況は、聞こえにくい、聞こえない

のそのままでありますことから、ＦＭラジオの

電波を利用して、すべての各家庭に戸別受信機

を配布できないか、本年度から検討に入ってい

きたいと思っております。

　このＦＭの電波を利用した個別受信機の配布

については、試算的にはデジタル化の約半分の

金額で整備できそうでありますが、電波法等の

検討が問題になっているようでありますので、

今後このあたりを検討してまいりたいと思いま

す。

　安心・安全なまちづくりのため、情報収集体

制の充実と市民の方々への的確な情報伝達が、

議員指摘のとおり最重要であることの認識は現

在も持っているところであります。

　以上であります。

〇川越信男議員　ありがとうございます。

　最後に、市民の方々から防災行政無線が聞こ

えないとの相談を受けます。危機管理対策室及

び危機管理監を中心とした体制で情報収集に努

められておられますが、的確に早く情報を伝え

ることの整備が一番の安心・安全なまちづくり

だと思います。しっかりとした計画を立てて整

備していただきたいと思います。

　これは要望といたします。

　次に、ドクターヘリ運航でありますが、イン

ターネット等で検索しましても県内の出動要請

の状況は理解できますが、先ほどの転落事故等

を含め、垂水市のドクターヘリ要請の件数、患

者別の状況と、またドクターヘリを要請する基
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準をお聞きします。

〇消防次長（野元豊一）２回目の患者別の状

況についてお答えいたします。

　患者別の状況でございますが、事故種別から

見ますと、労働災害事故が１回、一般負傷が１

回、急病人が５回であります。

　患者の容体でありますが、労災事故につきま

しては、１回目の質問で説明したとおりでござ

います。一般負傷につきましては、庭木の剪定

中に脚立から約３メートルですが、落ちたもの

で、頭部の外傷があり、意識のない状態であり

ました。急病人につきましては、主に脳障害、

心疾患の患者さんであります。

　次に、ドクターヘリを要請する基準でありま

すが、１、119番の通報内容からドクターヘリを

要請したほうがよいと消防職員が判断する場合、

これは救急隊の出動途中も含みます。

　２、救急隊の現場着時ドクターヘリを要請し

たほうがよいと救命士あるいは救急隊員が判断

する場合です。

　３、施設間搬送、これは病院から病院への搬

送となりますけれども、施設間搬送の運航の場

合などであります。

　以上であります。

〇川越信男議員　３回目の質問に入ります。

　ドクターヘリ事業による出動で素早い処置等

がとれて命の助かることも数多くあるかと思い

ます。消防本部の出動も多くなりますが、喜ば

れる患者さんのためにも連携体制を十分とって

いただきたいと思います。

　最後に、雨天等の天候条件はどうなっており

ますか。また、出動要請してから垂水市までの

時間はどのくらいかかるのかお聞きします。

〇消防次長（野元豊一）３回目の質問にお答

えいたします。

　天候条件における運航につきましては、昼間

の有視界飛行であり、機長が飛行可能と判断し

た場合に限ります。

　天候不良となった場合には、機長の判断で飛

行を中止または変更する場合があります。この

場合、基地病院、市立病院になりますけれども、

運航管理室から機長の判断にゆだねることにな

りますが、現在のところ特に運航における気象

条件については定めてありません。

　続きまして、出動要請から垂水市までの時間

ですが、運航時間は午前８時30分から日没まで

でありまして、年間を通じて日没時間が違いま

すので、鹿児島市の日没を基準とし、各地域の

最終の要請時間が設定されております。本市か

ら要請した場合は、基地病院の市立病院から医

師、看護師が浜町ヘリポートまでの移動で約５

分から７分の時間を要します。ヘリポートから

垂水までは、市内全域約５分でヘリは到着しま

すので、要請における所要時間は約10分ぐらい

であります。

　鹿児島市立病院が平成27年度に新築移転の計

画でありますし、新庁舎の屋上にはヘリポート

が整備されますので、これまで要した医師、看

護師のヘリポートまでの移動時間がなくなるこ

とから、所要時間が短縮されることになります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最初でお聞きしました新城の

工事現場の件でありますが、ドクターヘリの出

動で大事に至らなかったようであります。消防

職員も毎日救急搬送等に大変でございます。本

当に御苦労さまです。

　ドクターヘリ出動とは関係ありませんが、今

回の現場は、県発注の工事であり、垂水市発注

の工事現場での事故防止についても安全管理を

徹底させるよう関係課で努めていただきたいと

思います。これは要望とします。

　最後の質問ですが、いじめに対する教育長の

見解をお聞きしました。

　子供たちが成長する段階で平等に学び、遊ぶ

環境の中で、何が原因なのか、いじめという大

変なことが起きてしまうことは非常に残念なこ

― 45  ―



とであります。

　そのような状況の中、垂水市の小・中学校の

いじめの実態についてお聞きします。

　特に、垂水中央中学校は、2006年に大野中学

校を編入し、2010年４月には垂水市内の４中学

校、垂水中学校、垂水南中学校、協和中学校、

牛根中学校を統合して垂水中央中学校として開

校されました。垂水市は、海岸線約37キロの南

北に長い市であります。垂水小学校、柊原小学

校、新城小学校、水之上小学校、協和小学校、

松ヶ崎小学校、牛根小学校、境小学校８校の子

供たちは、同じ垂水市ではありますが、育った

環境、言葉等それぞれ異なるものが多くありま

す。それらの各小学校の子供たちが垂水中央中

学校に一堂に進学するわけです。小学校、中学

校を含め、わかっている範囲、年度でよろしい

ですので、生徒間のいじめ問題はなかったかお

聞きします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）川越議員の２回

目の御質問にお答えいたします。

　いじめ問題が起こる原因は、一般的に学校・

家庭・社会、それぞれの要因が複雑に絡み合っ

た根深いものがあるかと考えられます。

　例えば表面的な友人関係、体制の欠如、思い

やりの欠如、成就感、満足感を得る機会の減少、

将来の目標の喪失、人間関係、スキルの未熟さ、

保護者の多干渉、規範意識の欠如、教師のいじ

めに対する認識不足、教師・生徒間の交流の不

足など価値観が限られていると差別の構造につ

ながりやすくなります。また、生活指導や管理

的な締めつけが強いと集団として異質なものを

排除しようとする傾向が生じやすいなどが挙げ

られます。これらのことを踏まえ、学校・家庭・

地域が連携していじめ問題に取り組むことが重

要であると考えます。

　垂水市内の小・中学校のいじめの実態でござ

いますが、平成22年度から平成24年度８月末現

在で７件のいじめが市教育委員会に報告されま

した。平成22年度は小学校２件、平成23年度は

中学校４件、平成24年度は８月末現在で中学校

から１件の報告を受けております。主な内容は、

冷やかしやからかい、仲間外れ、集団での無視

が最も多く、ネット上への誹謗中傷の書き込み

事例も報告されました。

　いずれの事例も学校が保護者や関係機関と連

携して指導や支援を行った結果、深刻な事態に

陥ることなく解決しております。しかし、いじ

めが解消したと思われる事例につきましても、

該当児童生徒のその後の状況を十分に把握し、

継続的に支援を行っているところでございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　いろいろ問題になることとし

て、隠そうとすることで事が大きくなると思い

ます。いじめなのかけんかの問題等もあるかも

しれません。

　そこで、教育委員会として、各学校からなの

か各学校へなのかわかりませんが、いじめの報

告、指導はどのようになされているかお聞きし

ます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）川越議員の３回

目の御質問にお答えいたします。

　各学校からの報告、指導についてでございま

すが、市教育委員会では、毎月各学校にいじめ

点検、報告の提出を求めております。これは、

いじめ問題が起こった場合の対応はもちろん、

各月のいじめ問題への各学校の取り組みや各学

年の児童生徒の様子を報告してもらうものです。

その際、程度の差はあっても、どの学級にもい

じめはある、少なくともいじめの芽はあるとい

う視点に立って報告するように指導しておりま

す。

　また、いじめ問題が発生した場合には、早急

に市教育委員会に報告をするよう指導しており

ます。報告に基づいて今後の対応を検討し、必

要に応じて相談体制の充実のために、児童生徒

の臨床心理に介して高度に専門的な知識及び経
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験を有するスクールカウンセラーや社会福祉等

の専門的な知識及び技術を要するスクールソー

シャルワーカーを学校に派遣し、絶対に児童生

徒を守るという視点でいじめ問題に対応してお

ります。

　定期的な指導につきましては、年６回の市校

長研修会、年５回の市教頭研修会、年４回の市

生徒指導担当者会等で必ずいじめ問題について

取り上げ、取り組み等について指導を行ってい

るところでございます。

　以上です。

〇川越信男議員　最後で要望ですが、いじめに

ついては、子供たちの命がかかっております。

いじめられる側、いじめる側、慎重に対応しな

ければなりませんが、学校・地域が防げること

は防いであげて、新学期のスタートの始まりに

将来を担う子供たちの環境を整備してあげるの

が我々大人の役割だと思います。

　以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。

〇議長（宮迫泰倫）次に、８番持留良一議員

の質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　お疲れさまです。

　それでは、私の質問に入っていきます。

　まず最初に、野田政権は、国民多数の反対を

押し切って、消費税増税と社会保障の改悪、原

発の再稼働を強行しました。また、米軍のオス

プレイの沖縄配備や環太平洋連携協定への参加

も押しつけようとしています。

　一方、消費税増税成立後も多数の国民が反対

する状況は変わっていません。さらに、原発再

稼働に反対する運動は広がり、毎週金曜日の行

動には、県内でも鹿屋市を初め８カ所まで広が

り、政府を動かす大きな力になってきています。

これは国民の暮らしや平和を守りたいという新

しい力だと考えます。この変化を対極的な見地

で受けとめ、行動していくことが大切だと考え

ます。まずこのことを皆さんに訴えたいと思い

ます。

　それでは、早速、質問に入ってまいります。

　最初は、新エネルギー政策の推進という点に

ついて質問をいたします。

　本市でも体制も含めて本格的に新エネルギー

政策への推進を図っていくときに来ていると考

えます。それは、先般の政府のエネルギー環境

戦略の報告には、大きな方向では少なくても過

半数の国民は原発に依存しない社会の実現を望

んでいると国民の意識の変化を認めざるを得な

くなっています。このことからも自治体には、

新エネルギーの活用と研究・開発にどのように

取り組んでいくのか、本格的な議論、そして推

進していくことが求められています。それは、

自治体ではエネルギー政策を確立し、その主体

は地域住民と自治体が担っていくときに来てい

るからであります。

　そこで伺います。

　新エネルギー政策を推進していくためには、

研究開発の促進のために推進体制の確立と大学

や民間団体との連携が必要と考えますが、見解

をお聞かせください。

　また、民間の取り組みも急速に広がっていま

すが、今後、研究や開発が促進されるように財

政的な支援の考え方も検討していく必要がある

と考えますが、見解をお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、メガソーラー計画の協定内容について、

発展性のある合意が必要だという視点で質問を

します。

　自然エネルギーの開発は重要な取り組みであ

ることから、地域振興が図られるための要件を

提起し、企業とも共存していくという観点から、

合意形成をしっかりと取り組んでいく必要があ

ります。

　提案は、土地の格安提供や固定資産税の減免

などはしない。事前協議では環境保全を守るな

― 47  ―



ど協定をしっかり結んでいく。社会資本整備等

があれば応分の負担を求める。地域経済との関

連や雇用の安定を図る。これらについてのそれ

ぞれの見解をお聞かせいただきたいと思います。

　次に、地域経済活性化対策について２つの点

から伺います。

　最初は、地域資源を生かした地場産業の振興

の方向性と行政の責務について伺います。

　平成21年から23年まで雇用創出実現事業が取

り組まれました。その事業の目的は、地域資源

を活用した産業振興と雇用の創出に取り組むで

した。さきの議会で雇用問題についてはただし

ましたので、今回は地域資源を生かした産業振

興について伺います。

　私は、事業の結果から見るなら、可能性は広

がると考えています。地場産業の育成は、小さ

いことから調査・研究し、進めることが必要で

す。これらを企業化するためには、生産量を確

保し、農家の所得を保障し、安定した原料を確

保し、保存する施設も必要になります。そうす

ると年間を通じての操業も可能になります。結

果、人口対策、雇用対策にもつながっていくと

考えます。この事業での結果を結果で終わらせ

るのではなく、生かすためには調査・研究が必

要になってきています。

　そこで、産業振興についての総括、具体化と

可能性はどうなのか。

　可能性のあるものについては、地場産業の開

発のために調査・研究するなど前向きな取り組

みが必要と考えますが、見解をお聞かせくださ

い。

　２点目は、懸案である住宅リフォーム助成制

度の創設問題です。

　昨年の12月議会では、この制度を求めて請願

が全会一致で採択されました。この結果は大変

重たいものがあると考えます。また、事業者や

市民からも緊急な景気対策が切望されています。

景気対策は自治体の主体的な取り組みで、国か

らの交付金頼みでやるような正確なものではあ

りません。このような意味からも経済状況から

も市長の責務が問われています。

　そこで、12月議会以来の経過及び到達、そし

て具体化について伺います。

　次に、公共事業の再生について伺います。

　国は、公共事業予算を大型公共事業以外の事

業費を大幅に削減し、地域に必要な生活関連事

業予算の予算はわずかしかついていないという

のが現状です。このため、地域の雇用は失われ、

地域経済の衰退も加速しているのが現状です。

　そこで、私は、この公共事業の再生のために

は、今、公共施設等の修理・補修、改良工事の

必要性が大変高まっていると考えています。そ

して一方では、住民の生活や地域産業の営業の

危機に対応するためには、早いうちに維持管理

体制を整えて予算技術者を確保し、長寿命化な

どを進める必要があると私は考えています。そ

して、何よりもそのためには、その労働条件や

建設事業経営の適正化を図る必要があるという

ふうに思います。

　このことによって、私は、地域の雇用や、ま

た労働者の生活条件、そして何よりも事業者の

経営の安定を図ることが大切だと思います。そ

のためには、やはりこの公契約の条例化が必要

と考えますが、あわせてこの４点について見解

をお聞かせいただきたいというふうに思います。

　次に、スポーツ基本法の取り組みについて伺

います。

　スポーツ基本法は、いよいよ権利として保障

される時代に入ってまいりました。いわゆる国

民の権利として理念が正確に位置づけされまし

た。さきのパラリンピックでもようやくこのス

ポーツ基本法の中にもそのことがしっかり明記

をされていくという状況になってきています。

　そういう中、私はやはり市民の生活基盤であ

る地域にスポーツを根づかせるためには、また、

スポーツ行政の再生にしっかり取り組む上でも

― 48  ―



このスポーツ基本法をどのように考えるのか、

このことが非常に重要になってきていると思い

ます。

　そこで、スポーツ推進施策を実効する責務は

どこにあるのか。

　施策の基本はスポーツの条件整備と考えます

が、この点についてどうなのか。

　そしてまた、何よりも大事なのはスポーツ振

興計画への取り組みです。このことについて基

本的な考え方についてお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　次に、母子保健福祉政策について伺います。

　この点については、大隅地域でも母子福祉連

絡協議会が先般開かれています。女性が健康に

生涯を送るために関係する施策を充実させてい

くその取り組みのいろんなことを含めて協議も

されているようであります。

　この中で、今後の連絡やまた情報の交換、連

携をしっかり図っていこうということも協議を

されているようであります。

　そういう中、私は、次の４点について、やは

り女性が健康に生涯を送るためには、これら関

係する施策の充実が必要だという観点から今回

質問をしたところであります。

　１つは、妊婦健診の充実の問題であります。

国は今、最低14回は必要だということで、この

予算も保障していますけれども、しかし、今後

この問題についてはわかりません。しかし、や

はり現状を見るならば、この妊婦健診の充実策

がますます必要になってきていますけれども、

この点についての見解はどうなのか。

　また、大隅地域でもお産のできる医療機関が

６施設から５施設に減りました。全国でもこの

96年から08年まで約1,400ほどの施設が減ってき

ています。

　そういう中、お産のリスクに対する低下対策

や安心して出産、子育てできるそういう医療体

制の整備がいよいよ重要になってきていますけ

れども、この産科医不足の問題についての考え

方をお聞かせください。

　３点目が、乳がん・子宮がん検診対策の向上

の問題であります。

　今、国も本市もいろいろな取り組みをしてい

ますけれども、なかなか検診率が上がらないと

いう大きな問題があります。

　そういう中、やはり負担の問題、この点につ

いては多くの課題もあります。また、一方では、

この検診に対する躊躇するそういう問題も一方

ではあります。そういうためのやはり対策、こ

れらをとることによって、予防、早期発見の対

策が私は向上してくると思います。そのための

検診対策についての見解をお聞かせいただきた

いと思います。

　これら３つも含めて、やはり最終的には、こ

の子育て不安にこたえる体制の問題があるとい

うふうに思います。そのためにやはり人員が今

の現状でいいのか、そしてまた、相談体制が十

分にできているのか、そういう体制も含めてこ

の問題に対する体制の充実が必要だと考えます

が、見解をお聞かせいただきたいと思います。

　以上で１回目の質問を終わりますけれども、

不十分な点については再質問をしていきたいと

思います。

〇企画課長（倉岡孝昌）御質問の１点目の新

エネルギー政策の推進についてのまず、垂水市

の自然条件にふさわしい再生可能な活用と研究

開発促進の御質問にお答えいたします。

　御質問にありましたように新エネルギーに対

する取り組みが進んできております。本市には、

新エネルギー政策に関する指針として、平成15

年に策定いたしました垂水市地域新エネルギー

ビジョンがございまして、具体策としての大規

模な太陽光発電や中小水力発電など考察されて

おりませんので、このような点で今後に修正が

必要と考えておりますが、基本的には、本市に

おける利用可能なエネルギーが取り上げられて
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おります。

　しかしながら、これまで全体として新エネル

ギーに関する大きな動きがなかったこともあり

ましてフォローアップされておりませんので、

御提案のことも踏まえながらこのような作業を

考えてまいりたいと思います。

　なお、参考までに、本市は、御承知のとおり

高峠においてメガソーラー事業の立地に取り組

んでおり、今後の事業の発展性を考えるために

本市が仲介役となっての事業者と鹿児島大学と

の連携が始まろうといたしております。

　次に、２点目の御質問にお答えいたします。

　まず、市有地の賃貸契約についてでございま

すが、土地の貸付料につきましては、財産管理

規則に基づく貸付料を基本と考えておりました

が、他にいろいろな事例が発生しておりますこ

とから、このようなことも勘案しながら、現在、

事業者と協議を行っているところであります。

　固定資産税につきましては、地方税法附則第

15条第37項及び地方税法施行規則附則第６条第

60項により、固定価格買い取り制度の認定を受

けて取得された再生可能エネルギー発電施設は、

平成26年３月31日までの間に取得されたものに

限り、課税初年度から３年度分の固定資産税課

税標準額を３分の２に軽減することになってお

りますが、それ以外の減免措置についての議論

はいたしておりません。

　次に、環境保全に関する協定についてでござ

いますが、これから事業者との間で立地協定を

締結する予定といたしております。この協定の

中で、公害防止や環境保全に関する条項を盛り

込むことといたしております。

　次に、社会資本整備等についてでございます

が、メガソーラー立地に関して特別な道路など

の整備の必要はないように見ているところでご

ざいます。

　最後に、雇用の安定化についてでございます

が、このことにつきましては、さきに申し上げ

ました立地協定によりまして、地域振興の観点

に立って地元からの優先的な雇用に努めてもら

うことを協定書に盛り込む予定としております。

また、施設の建設におきましてもできるだけ地

元業者が参画できるようにしてほしいと依頼も

いたしております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）持留議員の２番

目の地域経済活性化対策についてお答えいたし

ます。

　商工観光課では、雇用を初め地域産業の活性

化策を図るために国のあらゆる雇用対策事業に

取り組んでおりますが、その中で地域雇用創造

実現事業でございますが、この事業は、平成20

年度から22年度まで実施し、旅行商品開発と新

商品開発に努めてまいりました。旅行商品開発

については、本市の持つ自然資源が観光に資す

るかということを中心に開発を進め、猿ケ城渓

谷でのキャニオニング体験やツバキを使ったア

ロマ体験など約20の体験メニューをつくり、森

の駅を拠点とした活用や教育旅行受け入れ時の

体験メニューとしても活用されております。

　一方、議員御質問の新商品開発については、

本市特産品の水産物や農産物等を使い、新たな

商品開発をするもので、魚部門で36品目、野菜

部門で38品目、果樹部門で56品目、計130品目の

試作品をつくりました。その試作品の中から、

試食やアンケート等を踏まえて16品目を新商品

として登録し、その中で協議会により新商品と

しての使用認定を受けた商品数は13品目で、８

業者の方が使用認定を受けております。その後、

使用認定を受けた業者は、製造レシピなどを持

ち帰り商品販売に人力され、現在のところ７品

目程度の販売がなされているようでございます。

　そこで、新商品として登録された今後の商品

の販売に関しましては、やはり商品のＰＲや販

売箇所の提供等が必要でございますので、引き

続き市が関与する関西ファンデーなどのイベン
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トを通じて商品のＰＲを図ったり、道の駅や森

の駅での販売を推進し、販路拡大に支援してま

いりたいと思います。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）持留議員の地域経済

活性化対策についての２番目、景気対策の「住

宅リフォーム助成」制度の創設につきまして、

昨年の12月議会におきまして土木課で答弁して

おりますので、私のほうでお答えいたします。

　そのときの答弁内容を要約いたしますと、本

市も来年度中には、耐震及びリフォームの助成

制度の明確な創設に向けた十分な調査・研究を

行い、25年度以内には運用できればと考えてい

るところでございます。

　また、その資金につきましては、今後におけ

る臨時交付金などの先行きが見えない中、原資

の確保という観点も重要視しまして、有利な事

業等の検証も含め、創設という運びになり次第、

各種手段による早目の市民への広報、十分な周

知を図りたいと考えておりますということでご

ざいましたので、現リフォーム制度を創設して

います他市の制度につきまして、ホームページ

からの情報収集や先進地視察を行い、要綱等調

査しているところでございます。

　創設につきましては、財源助成規模など財政

課との協議を行い、25年度には行いたいと考え

ているところでございます。

　続きまして、公共事業の再生について回答い

たします。

　議員が言われますように近年、国も「コンク

リートから人へ」の政策の中、公共工事が減少

してきており、市内の建設業者へもその影響が

出てきていると認識しているところでございま

す。

　そのような中、公共施設などの修理・補修、

改良工事の必要性はとのことでございますが、

まず、公営住宅につきましては、耐用年数を超

えた団地が４割に達しているところでございま

す。このような団地を含め、すべての公営住宅

における住環境の整備や管理の方針として、本

年度公営住宅など長寿命化計画を策定する予定

でございます。

　次に、市道にかかる橋梁でございますが、現

在104橋ございまして、仮設後50年を経過する橋

梁は全体の11％、10年後には全体の33％程度に

増加し、さらにその10年後には58％になるよう

でございます。

　これらの高齢化を迎える橋梁部に対して、従

来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕、かけかえに要する費用が増大となるこ

とが懸念されますことから、従来の損傷が大き

くなってから対策を行う対症療法型から、損傷

が大きくなる前に予防的な対策を行う予防保全

型への転換を図り、橋梁寿命を延ばすことが効

果的であると考えるところでございます。

　以上であります。

〇社会教育課長（瀬角龍平）持留議員のスポー

ツ基本法と自治体の取り組みについて、そのう

ちでも基本認識についてという御質問にお答え

いたします。

　まず、昭和36年に制定をされましたスポーツ

振興法は、制定から50年を経過をし、スポーツ

の目的が多様化するとともに競技技術の向上、

プロスポーツの発展、スポーツの国際交流など

スポーツをめぐる状況は大きく変化をしており

ます。

　このような状況を踏まえて、これまでのスポー

ツ振興法にかわってスポーツ推進のための基本

的な法律として、平成23年８月、議員立法によ

るスポーツ基本法が成立をいたしました。

　この法律は、スポーツはすべての国民の権利

であることを明確にして、スポーツに関し基本

理念を定め、国及び地方公共団体の責務並びに

スポーツ団体の努力等を明らかにするとともに

スポーツに関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、スポーツに関する施策を総合的
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かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全

な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力あ

る社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄

与することを目的としております。

　改めて申し上げますけれども、今回制定をさ

れたスポーツ基本法では、「スポーツは国民の

権利である」との考えが示されたことがこれま

でのスポーツ振興法とは大きく異なる点であり、

本市においてもこのことを重く受けとめなけれ

ばならないと認識をしております。

　持留議員の御質問の１番目、スポーツ推進施

策を実行する責務はどこにあるかとの御質問で

すが、スポーツ基本法の第４条に、「地方公共

団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関す

る施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的

かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する」とあり、

このことは同法第10条にあります都道府県及び

市町村の教育委員会は、国の基本計画を参酌し

て、その地方の実情に即した地方スポーツ推進

計画を定めるよう努めるものとするとされてお

ります。

　したがいまして、市教育委員会は基本法の目

的に沿って、基本的な施策にありますように指

導者の育成やスポーツ施設の整備等を実現する

ために推進計画を策定し、それを実施する責務

があると考えております。

　２つ目の施策の基本は、スポーツの条件整備

と考えるが、どうかとの御質問でありますけれ

ども、基本法の中にありますとおり、条件整備

は、例えば、指導者の育成や施設整備、学校施

設の利用等があると思っております。垂水市で

も体育協会や地域のスポーツ推進委員、各スポー

ツの指導者など地域での市民や子供たちへの健

康増進、スポーツ振興やスポーツ指導という面

で地域の運動会やグラウンドゴルフなどを実施

する上で重要な役割を担っていただいておりま

す。

　今後ともこれら指導者の研修の実施を通じて

スキルアップに努めるとともに、スポーツリー

ダーの育成、確保に努めていきたいと考えてお

ります。

　また、スポーツ推進のための基礎的条件の重

要なもののうちスポーツ施設の整備等は欠かせ

ませんが、垂水市ではその多くが昭和50年代前

後に建設され、修繕、改修を必要とするものが

少なくありません。ただ、改修には多くの費用

がかさみますので過疎計画などに年次的な改修

計画をつくり、財政課など関係課に現状を理解

いただきながら改修を行っているところでござ

います。

　今後、スポーツ推進計画をつくる中で改修の

実施計画などについても検討すべきものと考え

ております。

　また、学校施設の利用については、現在の小・

中学校の体育館やグラウンドなどを市民利用と

いう形で学校開放事業を行い、学校の社会体育

施設を地域住民や一般のスポーツのための利用

に供しておりますが、基本法の趣旨に沿って、

引き続き、学校施設を地域住民が利用しやすい

環境をつくっていきたいと考えておるところで

ございます。

　３つ目の質問のスポーツ振興計画への取り組

みはとの御質問ですけれども、旧スポーツ振興

法におきましては、県や市町村の教育委員会に

おいてもスポーツ振興計画を策定することとさ

れていることから、平成19年度及び20年度の各

課マニフェストにも掲げ、県やほかの自治体の

動向等を勘案しながら策定を行う予定でおりま

したが、策定はしておりませんでした。

　今回のスポーツ基本法の制定に伴って、スポー

ツ推進計画を策定するよう努めなければならな

いとされておりますことから、大隅教育事務所

に問い合わせて調べましたところ、鹿児島県は

既に平成22年６月に制定されたスポーツかごし

ま県民条例や平成23年６月制定の基本方針がご
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ざいます。これにスポーツ振興の取り組み内容

がほとんど網羅されていることから、県は新た

に地方スポーツ推進計画をつくることはしない

とのことであります。

　また、現在、鹿児島市が国のスポーツ基本計

画に即した骨子案をパブリックコメントに付し

ているとのことであります。

　したがいまして、垂水市教育委員会としまし

ては、今年度の社会教育課経営方針に挙げてお

りますように、スポーツはすべての国民の権利

であるという観点から、国のスポーツ基本計画

を参酌し、鹿児島県や鹿児島市を参考にし、鹿

屋体育大学の知恵もかりることも視野に入れ、

そしてまた市の体育協会やスポーツ関係者など

の御意見もいただきながらできるだけ垂水市の

実情に応じたスポーツ推進計画づくりを検討し

てまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇財政課長（北迫睦男）順序が前後しました

が、３、公共事業の再生についての公契約条例

の御質問にお答えします。

　公共事業の削減に伴い、工事発注が減少して

いく中、価格競争の激化は品質の低下や労働者

の賃金や事故発生等への影響が危惧され、さら

に事業者の経営悪化等を招くことになりかねず、

技術力を備え、災害発生時の緊急対応等に一定

の役割が期待される地域の業者の育成が阻害さ

れることが懸念されています。

　このようなことから、透明性、公平性を確保

しながら過度の低価格競争を防止し、良質な公

共サービスの安定的提供、業者の経営健全化、

安全で適正な労働条件の確保などの社会的要請

にバランスよく対応し、地域の活性化を図るた

め、適正な入札契約制度の構築に向けて取り組

んでいく必要がございます。

　こうした観点から、適正な労働条件等を確保

しようとする公契約条例で規制することについ

て、現在、国レベルでの法律制定を模索する動

きもございます。これに先行し、地方自治体で

制定を目指す動きもございます。

　本市では、これまで最低制限価格制度要領等

を設け低入札対策を講じてきたところでござい

ます。

　また、公契約条例制定の有用性や課題等につ

いて議会で御報告してきたところでございます

が、条例制定につきましては、今後の労働法制

等との調整が必要であることなどから、法制度

での検討を国にゆだねたいと考えております。

〇保健福祉課長（白木修文）持留議員の御質

問にお答えいたします。

　まず、妊婦健診の充実策についてでございま

すが、妊婦健康診査の公費負担につきましては、

平成21年度からすべての市町村で望ましいとさ

れる14回分が助成されております。垂水市の平

成23年度の受診率につきましては、回ごとにば

らつきがございますが、平均で81.1％となって

おります。

　なお、現在のところ、補助金につきましては

平成24年度までは確定いたしておりますが、平

成25年度以降につきましては不透明な状況であ

り、今後の補助金の動向が気になるところでご

ざいます。

　次に、産科医不足の御質問ですが、管内でも

産科医不足による産科取り扱い医療機関が減少

し、予約が必要で、駆け込み受診が困難な状況

にございます。安心して受診できる医療体制の

整備は喫緊の課題ではございますが、一地方公

共団体としての対応には限度がございますので、

県市長会等を通じ、国、県へ産科医不足解消に

向けて要望してまいりたいと考えております。

　３番目の乳がん・子宮がん検診対策の向上に

ついてでございますが、対象者個人への受診票

送付や広報紙等での周知、節目、年齢での無料

クーポン事業等により受診率向上に取り組んで

おりますが、思ったような検診率向上にはつな

がっていないのが実情でございます。
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　理由としましては、人間ドックや病院受診で

の個別検診も考えられますが、乳がん、子宮が

ん検診に対する理解不足等もありますので、今

後、検診内容や日程の広報周知、理解について

各種会合での教育に努め、受診率向上を図りた

いと考えております。

　最後に、子育て不安にこたえる体制について

でございますが、現在、窓口での相談や電話相

談、または乳幼児健診の場や家庭訪問等を実施

し、保健師や心理士等の専門職を活用して子育

て不安解消に努めておりますが、今後はさらに

子育て支援センターや子育てサロンの場、保育

園、幼稚園、学校、医療機関等の関係機関と連

携を密にしながら子育て不安にこたえる体制づ

くりに努めてまいります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時20分から再開いたします。

　　　　　午後０時９分休憩

　　　　　午後13時20分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　持留良一議員の２回目の質問からになります。

〇持留良一議員　新エネルギー政策については

２つに分けてちょっとやりますので御配慮をお

願いしたいと思います。

　まず、推進の点ですけれども、確認をしてお

きたいんですが、市長自身はいわゆる県内でも

そうですけれども、新エネルギー政策への大き

な動きがある意味での爆発的な動きで県内もメ

ガソーラーを中心として相当数な内容になって

いくというような状況にあると思うんですよ。

これは基本はやはり脱原発から新エネルギー政

策へという流れの中でそれぞれ自治体も動き始

めていると思うんですが、この点の方向の確認

とそういう方向なのかということと、そうなっ

てきたとき先ほどの議論でも明らかなようにや

っぱりエネルギー政策をしっかりと確立をして

いくと、この２点が非常に今後推進していくた

めには体制も含めてなっていくと思うんですが、

この点について確認ができるのかどうか市長の

見解をお聞かせください。

〇市長（尾脇雅弥）持留議員の質問にお答え

をいたします。

　今、お話もありましたとおり、昨年の３月11

日、東日本大震災、それに伴います原発事故等

の影響もございまして、これからエネルギー政

策をどうしていくのかというのは我々も本当に

真剣に考えていかなければいけない課題だと思

っておりますので、そういった流れの中、そう

いった状況もありまして、これからしっかりと

エネルギー政策も対応していかなければいけな

いというふうに思っております。

〇持留良一議員　そうなってくると、この問題

というのはやっぱり政策の主体は地域住民と自

治体だということで確認してよろしいでしょう

か。

〇市長（尾脇雅弥）地域住民の考え、そして

自治体どういう形でまちづくり、エネルギー政

策を進めていくかということが重要になってく

るというふうに思っています。

〇持留良一議員　はい、わかりました。気持ち

的には同じ方向だというふうに思います。

　そういう意味でこの点についてはやはり重要

な中身です。この間、エネルギービジョンの策

定、バイオタウン構想、これはもう推進体制も

できているというふうに認識をしているんです

けれども、ぜひこういう方向にしっかり持って

いただいて、早々政策を確立して推進体制をし

っかりとつくっていただきたいというふうに思

います。

　この点についてはその点を確認して以上で終

わりたいと思います。

　次に、メガソーラーの点なんですけれども、

４つほど提案させていただいたんですけれども、

１点目の中に含まれると思っているんですけれ
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ども、賃貸料の問題ですね。賃貸料では、やは

り企業は相当な利益を上げていく中で、全国的

にもいろいろ問題にはなっているんですけど、

先ほど回答の中でもいろいろ今後検討していく

という課題も言われたんですが、管理規則の第

31条の２、普通財産の貸付料、この中にただし

という書き方があるんですが、市長が特別の理

由があると認める者の普通財産の貸付料はその

都度定めるものとすると、このことに先ほどの

回答は根拠としてなっているのかどうなのか。

この点について１点と。

　あと私は４番目の問題、特に地域経済との関

係です。

　今度の売電利益、単純に計算しても先ほど課

長とも確認しましたが、約４億円近くになると

いうふうなことを言われていました。しかし、

本市に入るのは賃貸料、固定資産税のみの非常

に限られた中身になるというふうに思います。

ということは、圧倒的利益はもう県外に持って

いかれるということになるかというふうに認識

をしているんですけれども、全国ではやはり地

元の太陽光から得た利益は地域に返そうという

という取り組みをいろいろしています。例えば、

岡山県笹岡市ですけれども、ここでは地元に約

4,000万円相当を還元もしています。そういう計

画でもあります。またほかにも滋賀県とか長野

県とか私たちがこの前行った高知県も、これは

自治体独自にやっていましたけれども、地域住

民に太陽光発電の補助という形でしていました

けれども、やはり私、根底にあるのはここが基

本だろうというふうに思うんです。

　しかし、一方でやっぱり企業との共存という

のがありますので、そこのところをどう図って

いくのかというのが非常に重要なところだと思

うんです。そうでなければ、私がこの主題とし

ているのは発展性のある合意づくりということ

を提案しています。発展性がないと企業にとっ

てもメリットがないと、そんなふうに言われて

もとかいろいろ議論もあるかと思うんです。し

かし、発展性がある合意づくりをしていかない

とともに共存共栄はできないというふうに思う

んですよね。

　そういう中で私は先ほど言いましたとおり、

この自然エネルギーで地域も豊かになる、企業

も豊かになっていく、この方向でなければ基本

的にはなかなか難しいし、また新たに垂水に頑

張っていこうかと、垂水はいい立地条件がある

という中で入ってくるとなるとやっぱりそれは

相当のきちっとしたものがなければいけないと

いうふうに思うんです。

　私はそういう意味では、これらの問題につい

て新エネルギーの振興に関するようなやっぱり

それを目的とした条例の制定、こういうのもと

もに共存共栄を図っていく上で、なおかつ合意

ある発展性をつくっていける非常に重要な点に

なると思うんですよ。今までの状況だとなかな

かそういうふうにならないと、企業等もそこま

でなかなか詰めていききれないという問題が出

てくると思うんですよ。そうなってきたときに

やっぱりそういう合意づくりをしていくために

は、最低限やっぱりそういう振興を図るような

条例をつくってしていく、そうするとまた企業

も新たに進出しやすい状況は非常に出てくると

いうふうに思うんですね。

　互いにそのことが私は共存共栄だというふう

な認識をしているんですけれども、こういう点

に立って４番目の提案の具体化というところで

私は再度提案したいんですけれども、そういう

ところでの考え方、対策というのはどうなんで

しょうか。そういう認識はあるのかどうなのか

現状の協議の段階で。この点についてお聞かせ

ください。

〇市長（尾脇雅弥）基本的にこの計画の考え

方というのは、今、持留議員がおっしゃったこ

とと私も基本的に同じだと思っています。

　もともと、繰り返しになりますけれども、３
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月11日の震災があって以降、大きくこの問題は

エネルギー政策ということで進んできたという

ふうに認識をしておりますけれども、そういっ

た中で、今あるリニューアブルさんとの交渉と

いうのは、昨年の５月にそういった御相談あり

まして、１年以上かけて今、議会の全協あたり

でお示しをさせていただいているような段取り

で進めてきたわけです。

　その都度、いろんな御指摘をいただきながら、

それに対して対応できる分は対応してというこ

とでこれまでやってきたわけですけれども、い

よいよ最終的な段階が近づいてきているという

ふうに思っているわけですけれども、もともと

あの場所に、市有地でありますけれども、現在

のところ、維持管理だけでも数百万年間にかか

っているという中にあって、有効利用というと

ころで御縁がありまして、今、お話しがありま

した借地代でありますとか固定資産税の収入で

ありますとか、加えまして、工事に際しまして

地元の雇用でありますとか、また維持、安定の

ための雇用とか、先ほどお話しがありましたよ

うな地元にとってもメリットがあるような話で

なければいけないと思っておりますので、その

辺のところを先ほど担当課長が申し上げたよう

に最終的な詰めをしているという段階でござい

ます。

　今お話しいただいたような今後のことに関し

ましても、これを１つの基準にしていろんなと

ころが参入していきたいという話もある可能性

がありますので、その辺に関してはしっかりと

整備もしていかなければいけないというふうに

思っています。

〇持留良一議員　例えば、15年後に対しては撤

退するかどうかというのはまだ最終的にわかな

いですけれども、この間のやっぱり得た利益で

地域に還元していく、今の現状だと私たちの考

え方というのは、やっぱり得た利益の中から全

家庭にすべて太陽光をやっていけば、これに匹

敵するぐらいの規模の太陽光が将来的には垂水

市全体で、住宅で、また公共施設でいろんな建

物の中でできていくというふうに思うんですね。

　だから、ある意味ではやっぱりこの政策で得

た利益が地域とは無関係にならないようにやっ

ぱり先ほど言われた限られた収入だとなかなか

そういう市民への還元というのは非常に、極め

て少ない範囲になっていくというふうに思うん

ですね。そういう意味でもぜひこの問題という

のは、これを機にそういう点での角度からの提

案もぜひしていただいて、ともに振興が図れる

ように、共存共栄が図っていけるようにそうい

う角度からもぜひ提案をしていただきたいと思

うんですが、市長の考え方はどうでしょうか。

〇市長（尾脇雅弥）もちろん、共存共栄とい

うところはリニューアブルさんもそういうよう

な考えでいらっしゃいます。

　ただ、本市にとりましては、桜島の降灰のリ

スクでありますとか、いろんな意味での投資と

いうこともございますので、垂水市に限らずい

ろんなところが今、誘致をしております。まず

はもともとなかったところにこういった形での

リスクも負いながらもしっかりとこの場所でや

っていきたいというお話をいただいております

ので、基準に則りながらそのあたりのところは

今後いろんな形で話し合いをさせていただきた

いというふうに思っております。

〇持留良一議員　そうなってくると、そういう

ものは１つの課題だということですが、その得

た利益の中で市民にどういう形で還元をしてい

きたいと、そのためにメガソーラー計画をより

よいものにしていきたいと、事業を導入してき

た結果として市民にどういう形で還元をすると

いうお考えなのか、その点について質問したい

と思います。

〇企画課長（倉岡孝昌）高峠のメガソーラー

事業の立地によって得られた収入の使途という

ことでございますが、１点は高峠の今後の整備、
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それと管理、そういうのは高峠に立地しますの

でまずそのようなことがあろうかと考えます。

　２点目は、各家庭への太陽光パネルの設置に

ついての助成制度にも適用できないかというふ

うに考えているところでございます。限られた

予算、財源の中でと申しますか、いただける使

用料の中でやれることはそんなに多くはないと

思っておりますけれども、使途についてはこの

財源をもとにした使途ということで考えていけ

ればというふうに思っているところでございま

す。

〇持留良一議員　はい、ありがというございま

す。

　次は、地域活性化対策について入っていきた

いと思います。

　まず最初に、ちょっと前後しますけれども、

景気対策としての住宅リフォーム助成制度、こ

れについては先ほど答弁がありましたし、また

中身としてもこの間訴えてきた問題が具体化さ

れていくということで受けとめています。

　財源問題というのは確かに重要な問題であり

ますけれども、この間、国のほうも交付金を創

設してやってきて、特に菅直人首相のときに住

宅リフォーム助成制度が全国的にこの交付金を

活用して進んだ経過もあります。その後は自主

的な財源を使ってやっていますので。この問題

で重要なのは景気対策の認識だと思うんですね。

今の現状の中で本当に緊急的なものも含めて景

気対策が本当に必要だというのはだれもが今、

認識が一致だと思いますので、この点について

はぜひ財政課のほうも考慮していただいて、こ

の点についての施策の推進を図っていただきた

いと思います。

　この点についての市長の決意をちょっとお願

いしたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）先ほど担当課長が申し上

げたような状況でございますので、しっかりと

その辺も検討して、どういった方法があるのか

考えていきたいというふうに思っております。

〇持留良一議員　はい、ありがとうございます。

　それでは１番目の地域資源を生かした地場産

業の方向性と行政の責任ということ、先ほど回

答があったわけですけれども、この中身だと私

は雇用というのは非常に難しいなと思うんです

よ。というのは今の枠からなかなかはみ出して

いかないと。聞いた話でもこれを企業化してい

くためにはそれなりの環境整備が必要だという

ことと、当然就業人口の確保もしなきゃならな

い、原材料の確保もしなきゃならないというこ

と。

　だから短期にできる問題ではないということ

で、私はこのためにはきちっと地場産業を育成

していく、そういう観点から調査研究を前向き

に取り組んでいく必要があるんじゃないか、そ

うすることによって新たな雇用も生み出してい

ける、そういう観点でこの問題を提起し、なお

かつこの事業での結果としてその方向性という

か、可能性というのか、そういうのが私は見え

て来ているんじゃないかなというふうに思うん

ですね。

　あとやっぱり行政がそれに対してきちっとど

れだけ対応できるのか、そういうまた雇用の創

出だとか、事業の拡大だとか、農家人口の増大

とかそういうことも見込みながらしっかりと計

画ができるのかどうなのか、そのためにはやっ

ぱり最低限調査研究していく必要があるという

ことだったと、私自身の趣旨はそういうところ

だったんですが、改めて先ほどの回答だとなか

なかそのあたりが十分回答になかったものです

から、現場サイドも含めて、市長でもいいんで

すが、この点についての考え方を再度、調査研

究していく必要があるのかどうなのか、私はそ

の可能性はあるというふうに認識をしているん

ですが、この点について回答いただきたいと思

います。

〇商工観光課長（塚田光春）実際、新商品を
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開発しまして13品目の新商品を挙げたわけなん

ですけれども、これで８業者の方が手を挙げら

れたということで先ほど申し上げましたけれど

も、この品目がじゃあ果たしてどのような感じ

で売れていくのか、実際売れないことには業者

の方も設備投資とかそういうことができません。

　ですので、やはりこの商品を市のほうでＰＲ

しながら知名度をまず上げていかなきゃいけな

いというふうに思います。そしてまたその設備

投資の件なんですけれども、今現在やっている

方は商売とか個人の方でやっておられるもので

すから、やはり一個人、一会社であるとこうい

った、例えば、加工機器の設備投資というのは

補助事業はないんですね。それで、どうしても

補助事業を導入して規模拡大を図ってやってい

くことになれば、今、市長が盛んに申しており

ます６次産業化ですね、この６次産業化で、例

えば、農家の方がグループを組んで、生産から

加工、流通、販売までやっていくということで

あれば、国の補助事業を利用してこういった商

品の販路拡大につなげていくというふうに思い

ます。だからそこら辺を今後、農林課とか水産

課とかそこら辺と連携しながらそういうことが

できないのか検討していきたいというふうに思

います。

〇持留良一議員　私の聞いた話では、大手から

も引き合いがあって、しかし、原材料の確保の

問題、それを保存する冷蔵庫の問題等あってな

かなか難しいと。そうなったらある程度行政が

どういう形でそれに対応していくかという問題

も出てくると思うんですね。というのは、民間

業者任せじゃなかなかできないと、当然補助事

業だとか活用もしながらやっていくという。

　だからそのことも含めてしっかりと調査研究

していく必要性があるのじゃないかと、そうい

う中で可能性というのが出てきたんじゃないか

といいうことを言ったんですが。だから前向き

に調査研究をする考え方があるのかどうなのか、

その点について市長、今の議論を聞いて。

〇市長（尾脇雅弥）その辺の状況を把握して

その上で決めたいというふうに思います。

〇持留良一議員　じゃあ次に、公共事業の再生

についていきたいというふうに思います。

　先般の新聞で土木技術者半数が50歳を超えて

いる、高齢化が深刻だということ、あと数年で

約３割の技術者がいなくなる、技術力が維持で

きなくなると、こういう懸念もされています。

それは先ほど冒頭の１回目の質問で言ったとお

り、公共事業のあり方の問題が地域の企業の衰

退や逆に技術者自身の確保も難しくなってきて

いるということを物語っている結果だろうとい

うふうに思うんですが。

　先ほど基本的な認識は一致できたと思うんで

すよね。やっぱり長寿命化を図っていかなきゃ

ならないし、また補修・修理、改良工事等の必

要性が高まってきているんだと、そのためには

長寿命化計画もやっていかなきゃならないとい

うふうなことです。文部省の有識者会議のほう

でも、学校の施設のほうにおいても、長寿命化

計画をする必要があるということの提言もされ

ています。そうなってくると、いやが応でもや

はりこの私が訴えている地域に必要な生活関連

の公共事業のやはり必要性がますます高まって

きているというふうに思います。

　問題は、このことに対して、一気に適正な維

持、増額をしていく考えがあるかどうなのかと

いうことだと思うんですよね。なかなかそうは

言っても財政的な問題がということになるのか。

しかし、住民にとったら住宅だったら安全性の

問題、橋等についたらやはり住民の生活の問題

等々あると思うんですよね。しかし、それをい

つまでも待っていても。先ほど言いましたとお

り技術者がどんどんなくなってきている。しか

し一方では、私は現状を見ても、地元の建設業

者というのは施工能力なり受注、そういう能力

は十分持っていらっしゃると思うんですよ。だ
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からやっぱり今あるうちにきちっとそれを適正

に維持、増額をしながらやっていく計画を持っ

ていく、そのことが市民の安全の問題、確保の

問題、生活上での安全問題、そして何よりも技

術者の確保の問題、最終的には雇用対策、こう

いうことにもつながっていく、こんなように思

うんです。

　この点についてやっぱりそういう立場での生

活関連の予算をしっかり中心に据えた、ある意

味、来年度の予算との関係もあるかと思うんで

すが、そういう形で今言いましたもろもろのこ

とをしっかりカバーしていくんだと、そういう

基本的な姿勢があるのかどうなのか、この点に

ついて市長の認識を伺いたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）今、お話がありました。

心情的にはいろんな形で対処したいという状況

なんですけれども。全国青年市長会があった中

でも１つの課題として挙げられましたのが、こ

ういった老朽化したものを建てかえることが一

挙に迫ってきていると、そのことが市町村の財

政を圧迫しますということの現状ですね。

　加えまして、いつもお話をしますけれども、

景気が悪い、国政のほうがどっちを行くのかと

いう不安定さもあって、さらには、震災の影響

などなどですね、いろんな要素が絡み合って、

思いとしては景気対策もひっくるめてどんと前

向きにやっていきたいという気持ちはあります

けれども、財政的なものがまずありますので、

現状がどうかというところで、何回かそういっ

た橋にしてもいろんなものにしても現場を見に

行っています。その中でやっぱり優先順位をつ

けて、先ほど話がありましたけれども、対症療

法型から予防保全型ということに対することに

よって、少ない支出の中で効果的にということ

はできると思いますので、いろんな要素がそれ

ぞれの立場であると思いますけれども、現状も

踏まえながら順次計画をしっかり立てて優先順

位を立てながらやっていくということになろう

かと思います。

〇持留良一議員　私が今回訴えたのは、公共事

業の再生と、このことによって市民生活の安定

となおかつ経営的な状況の関係の中、大変厳し

い状況にある土木建設業者の経営の安定、雇用

の確保をつなげていきたいと、そういう意味で

今回取り上げたわけです。ぜひこういうことも

認識していただいて、生活に密着した公共事業

を優先していくということでぜひ取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

　次に、公契約条例についていきたいと思いま

す。

　先ほど市民生活へのメリットを言われました

ので、この点については私自身と認識は一致で

きるというふうに思います。問題は、国にゆだ

ねているということを言われましたけれども、

そうなってくると、これはもう、その間にいろ

んなことにいつなるかわからないという現状も

あります。だから全国でももう無数の都市で実

際上、名前は違いますけれども、そういうのを

取り組んでいます。

　だから、そういう点ではやはり国がというこ

とではなくて、やはり市民生活へのメリットが

あるという観点でぜひこのことは積極的に進め

ていただきたいというふうに思っているんです

が、この間もいろいろ調査もされているという

ふうに思うんですが、結果として国にゆだねて

いきたいということだと思うんです。

　１つ確認したいんですけれども、先ほどメリ

ットを言われました。公正な競争の促進を図ら

れる問題や適正価格による支出は無駄使いにな

らない問題、中小企業の経営を安定させて労働

者への分配をふやす、消費の購買意欲を高め税

収の増加にも市としても実際に結果として還元

されてくるという問題なんかも言われましたが、

この点について再度確認できるのかどうなのか、

この点について見識を、認識をお聞かせくださ

い。
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〇財政課長（北迫睦男）私も今回のこの質問

によりまして、公契約条例について少し勉強を

させていただきました。まだ詳しいところまで

認識はしておりませんけれども。

　労働者の適正な労働条件を確保する、このこ

とが一番の目的であるようでございますので、

そのことを念頭に置きまして、あらゆる情報収

集を通じて勉強をしていきたいと、そういうふ

うに思っています。

〇持留良一議員　あと３分ですよね。

〇議長（宮迫泰倫）はい。

〇持留良一議員　ありがとうございます。ぜひ

これは国に任せるんじゃなくて、自治体として

どうしていくのかということを観点に、ぜひ取

り組んでいただきたいと思います。

　スポーツ基本法の問題で市長にこの間いろん

な要望が出てきたと思います。市民プールの問

題やまた幼児プールの問題など含めて出てきた

というふうに思うんですが、改めてこの基本法

ができて、またこの間の市民の要求もある中で、

市長自身がやはり市民の要求に光を当てたスポー

ツ行政で市民のスポーツ意欲を高めていくと、

ひいては健康にもつながるんですけれども、こ

のことについて改めてこういう計画の中でこの

あたりをどのように認識しているのかお聞かせ

ください。

〇市長（尾脇雅弥）スポーツ環境の整備に関

しましては、いろんな方々からいろんな御要望

がございます。

　先ほど社会教育課長が答弁いたしましたけれ

ども、教育委員会において市民の方々の要望や

御意見を真摯に受けとめながら、スポーツ基本

法にうたわれているスポーツの権利を実現する

ための条件整備の一つとして垂水市の実情に応

じたスポーツ推進計画づくりを検討していただ

くようにお願いしたいと思っております。

〇持留良一議員　ぜひこの問題については、学

校施設の利用というところも基本的な整備中に

ありますので、ぜひしっかりと受けとめて取り

組んでいただきたいと思います。

　最後、時間が押し迫っていますけれども、母

子保健福祉政策について伺いたいと思います。

　これは、要するに、最終的には国の基本的な

責任があるかというふうに思うんですが、私、

終わりになりましたので、あと１分ですか。そ

れで、私、最終的に重要なのは、支援体制、い

わゆる人員の問題だと思うんですよ。現状の中

でもなかなか十分な手が回らない中でこの問題

がいろいろあると思うんですが。

　そういう意味で職員体制の問題はどうなのか

ということと、あと先ほど言いましたけれども、

妊婦健診の問題でも来年度どうしていくのかと

いうことと、それからあと乳がん・子宮がん検

診では負担の軽減、無料化についてどうなのか

ということをお聞きをして、私の質問を終わり

たいと思います。

　今回は、景気対策や雇用問題を中心として提

案しましたけれども、改めて自治体の主体性が

市長に求められているんだということを認識し

て、私の質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）それでは、簡潔に。

　女性が生涯を通じて豊かな人生を送るために

は、とりわけ女性は妊娠や出産といった身体的

な機能を備えており、思春期から青年期、中高

年齢期の生涯にわたって男性と異なった健康上

の問題に直面することに留意する必要があると

思います。特に、妊娠・出産期において、妊娠、

出産子育てにかかわる相談や指導などこれまで

以上に努力をして安心して妊娠・出産ができる

ように努めてまいりたいと思います。健康づく

りのための講座や相談等にも健康生きがいづく

りを推進していきたいというふうに考えており

ます。

　以上です。

〇持留良一議員　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、16番川畑三郎議員の
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質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　気象庁の観測でことし８月の

日本の平均気温は平年より1.13度高く、戦後３

番目の暑さで、６月から８月を通した気温35度

以上の猛暑日数も福島県会津若松市で18日にな

るなど、５地点が観測史上最多、４地点は最多

タイ記録で、夏の猛暑日日数が最も多かったの

は兵庫県豊岡市で32日、埼玉県熊谷市は31日と

いずれも観測史上最も暑い夏だった2010年と並

んだと報道されました。

　また一方では、九州北部豪雨など大雨の災害

も顕著でありました。熊本、大分、福岡の各県

で７月12日からの豪雨により死者、行方不明者

は30人を超えました。一時的に50ミリ以上の非

常に激しい雨の観測回数も統計資料がそろう1976

年以降最多であり、九州北部豪雨では経験した

ことのないような大雨と報道されておりました。

　一方、関東、東北地方など東日本の３カ月間

の雨量は平年を大きく下回り、利根川水系では

ダムの貯水率が40％で、水不足が心配されてい

るようであります。西日本は梅雨前線の影響な

どで平年を大きく上回り、鹿児島地方も８月以

降雨の日が多く、この夏は幾分しのぎやすかっ

たのではないでしょうか。大きな災害もなく９

月を迎えましたが、台風シーズンはこれからで

ございます。災害の起こらないことを願いたい

と思います。ここ数日、残暑厳しい日が続いて

おります。

　それでは、通告いたしました案件について質

問いたします。

　まず、農業振興について。

　今年度より新規事業として始まった地域農業

マスタープラン、いわゆる人、農地プラン、私

も農業委員をしている関係でさまざまな研修会

に出席し、説明も受けております。中でも新規

就農総合支援事業の事業としての位置づけ、ど

のような効果をもたらすかが期待されるところ

であります。人、農地プランが実際政策、施策

として今後、どのような位置づけ、どのような

効果をもたらしていくと考えますか、御答弁を

お願いいたします。

　次に、水産業振興についてお尋ねいたします。

　養殖業者はえさの高騰と魚価の低迷で厳しい

状況であります。この状況を打開するため、販

路拡大のため、市長は８月18日から８月22日ま

でベトナム、香港へ垂水市漁協の要請もあり、

訪問されました。その状況をお知らせいただき

たいと思います。

　行政連絡会要望事項の進捗状況について、各

振興会長に要望を取りまとめてもらい、７月の

行政連絡会で改めて要望の説明を受け、各課で

検討したものを報告するというシステムになっ

ております。各地区よりいろいろ要望があると

考えますが、進捗状況をお知らせください。

　以上で１回目の質問を終わります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、人、農地

プランの位置づけ、効果につきまして私のほう

で説明させていただきます。

　国は、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増

加など農業が厳しい条件に直面しているなか、

持続可能な力強い農業を実現するために新規就

農者の増加を図り、農地集積を促す仕組みを構

築し、基本となる人と農地の問題を具体的に解

決していく新しい施策として、我が国の食と農

林漁業の再生のための基本方針、行動計画に基

づき、新規就農者の増大、集積の推進を図るた

め、今年度から新たに新規就農総合支援事業及

び個別所得保障経営安定推進事業を実施します。

これは事業の支援を受けるためには、集落、地

域での話し合いやアンケートの実施により、地

域農業のあり方や新規就農者を含む地域の中心

となる経営体を定めた人、農地プラン、地域農

業マスタープランを作成する必要があり、人、

農地プランは、人と農地の問題を解決するため

の未来の設計図として地域の今後の中心となる
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経営体、個人、法人はどこか、中心となる形態

へどうやって農地を集めるか、中心となる形態

とそれ以外の農業者、兼業農家、需給的農家を

含めた地域農業のあり方、生産品目、経営の複

合化、６次産業化を集落、地域における話し合

いによって決めることになります。

　そこで、地域の選別はどうするのか。本市と

しましては、当初13地区を考えておりましたが、

営農地域が分散しているため、なかなか13地区

に分割することが厳しい状況にあるため、課内

協議を初め、検討の指導もいただいた結果、市

一地区で作成することにしました。

　このようなことから、人、農地プラン、地域

農業マスタープランは今後、本市農業政策、施

策の中核をなす位置づけとなり、高齢化や後継

者不足、耕作放棄地の増加など農業が厳しい状

況に直面している中、持続可能な力強い農業を

実現するために新規就農者の増加を図り、農地

集積を促す仕組みを構築し、基本となる人と農

地の問題を具体的に解決していく新しい施策と

しての効果が期待できるものとして考えている

ところであります。

〇市長（尾脇雅弥）川畑議員の水産振興につ

いての御質問にお答えをいたします。

　８月18日から22日までの５日間、垂水市漁協

の要請を受けて中馬組合長などとともに海外販

路拡充のため、ベトナム並びに香港を訪問いた

しました。

　ベトナムでは、霧島市出身の方が経営されて

おられる飲食店にてカンパチフェア打ち合わせ

から始まりました。19日は早朝より鮮魚その他

の食品関連市場の視察を行い、夕方からはレス

トランで開催されました「垂水カンパチフェア」

に約50名の出席をいただき、刺身やしゃぶしゃ

ぶ、にぎりにして食べてもらい、カンパチノお

いしさと日本の食文化をＰＲさせていただきま

した。

　「カンパチフェア」には、在ホーチミン日本

国総領事館菊池正専門調査員を初め、現地で御

活躍の方々と意見交換をして、今後の御支援・

御協力もお願いしてきたところでございます。

　香港におきましては、カンパチを店頭販売し

ている香港シティスーパーで鮮魚売り場視察の

後、売り場担当及び仲介業者の皆様と垂水カン

パチ販路拡充について広く意見交換を行ったと

ころでございます。

　水産業の最大の課題は、物づくりではなくて

販路づくりだと考えております。そういった意

味からも東南アジア地域のバイタリティーと活

状並びに将来性を直接肌で感じることができ、

今後の販路拡充に手ごたえを感じたところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）川畑議

員の行政連絡会議における要望事項の進捗状況

についての御質問にお答えいたします。

　行政連絡会議での要望事項につきましては、

十月中に各振興会長さんあて要望事項の取りま

とめをお願いし、提出を受けて、所管課へ早急

な対応と回答の作成を依頼しております。翌７

月に行政連絡会議を開催しまして、報告してい

るところでございます。

　早急に応じられない要望によりましては、次

年度で予算要求し、予算の措置があれば次年度

予算で対応していただくなどできる限り要望に

沿うよう鋭意努力しているところでございます。

　御質問の進捗状況ですが、昨年度土木課へ75

件、農林課へ９件、市民相談サービス課へ４件、

教育総務課へ２件、市総務課、水産課、水道課

へ各１件の計93件の要望があったところでござ

います。

　各地区別に申し上げますと、垂水地区におき

まして、30件の要望に対しまして、対応済が24

件、率に換算しまして80％、新城地区が８件の

要望に対しまして対応済みが６件で75％、柊原

地区が２件の要望に対しまして対応済みが２件
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で 100％、水之上大野地区が37件の要望に対し

まして対応済みが27件で73％、牛根地区が11件

の要望に対しまして対応済みが８件で73％、協

和地区に関しましては、要望件数５件に対しま

して、対応済みが３件で60％となっております。

　全体では93件の要望に対し、70件処理対応い

たしまして、約75％の進捗状況であります。

　以上であります。

〇川畑三郎議員　それでは、一括して質問した

いと思いますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。

　まず最初に、農業振興についてであります。

農林課長のほうから、新しい人・農地プランの

推計について御説明いただきました。国は、今、

説明がありましたように高齢化や後継者不足、

耕作放棄地の増加など農業は厳しい状況に直面

して、そういうことの中で、力強い農業を実現

するために新規就農者の増加を図ったり、農地

集積を促す仕組みを構築し、基本となる人と農

地の問題を一体的に解決していくという新しい

事業を取り入れたわけでございます。これも民

主党になってから、私もいつも見ているんです

けれども、民主党はばらまきも多いなという気

持ちでは見ていますけれども、今回のこの事業

につきましては、大変地域の若者を奮い立たせ

るような大変いい事業だなと私は考えておりま

す。

　いいものはいいものとしてそれをうまく利用

して、国の農業政策に当たっていかなければ私

はならないかと、そう思っております。

　そういった中で、今、課長のほうでいろいろ

新規事業の内容を説明していただきましたが、

この人・農地プラン、これについては、これを

拡充しなければ事業も推進できないということ

のようですけれども、ことしの５月、国会にち

ょっと陳情することがありまして、鹿児島県の

自民党の代議士さんのところでお願いした状況

の中で、この人・農地プランの作成について、

ただ、市役所で机上の上でつくるだけになって

しまうんじゃないかと、大変この人・農地プラ

ンのつくり方を危惧されておりました。

　今回、今、説明によりますと、13地区に分け

てこのプランをつくるという構想の中で、最終

的には垂水は一つのプランをつくるということ

に決定したというようなことです。

　垂水の場合は、垂水の田んぼに海潟の人が入

り込んでつくっている。また、新城の人が入っ

てつくっているという、そういった状況の中で、

なかなか地域でつくるのが難しいというような

状況の中で、垂水市は県の指導も仰いだという

ようなことで、１地区で作成するということに

なったようでございます。

　今回、それが作成されるということのようで

すので、いい方向にこれは作成ができて、事業

が推進できるように私はお願いいたしたいと思

います。

　今さっき、新事業名が出ましたけれども、こ

の人・農地プラン作成によるメリットはどのよ

うなものがあるのか。そして現在の作成状況、

進捗状況をお知らせいただきたいと思います。

　次に、水産行政について、市長も一生懸命頑

張っていただきまして、牛根漁協、垂水市漁協

のためにいろいろ後押しをさせていただいてお

ります。今回もベトナムと香港に販売の拡大の

ために行かれたということのようです。この市

長は、最初、香港、マカオというような状況で、

予算化されておったと思います。しかしながら、

今回は、お話を聞きますと、垂水市漁協のほう

から、私の聞いた話では、予算のほうは漁協で

もちますというような状況を聞いたわけですけ

れども、ここら辺もまたお伺いいたしますけれ

ども、この拡大についてで、今後どんな見通し

になると考えていらっしゃるのか、そこら辺を

ひとつ御答弁をお願いいたしたいと思います。

　次に、３番目の行政連絡協議会の要望事項の

進捗状況ですけれども、今、課長のほうからる
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る説明がございました。今、お話を聞きますと、

大分この要望事項に対して充実したパーセント

が出ているようで、私も安心しているわけです

けれども、まだまだ積み残した部分もあるとい

うようなことでございます。これについては、

私たちも地域で出席するわけですけれども、土

木、耕地が大方この要望事項に上がっているよ

うであります。特に土木、件数によりますと、

74件あったというようなことでございます。こ

こで土木課と農林の関係の状況をお知らせいた

だきたいということで２回目を終わります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、人・農地

プラン作成によりますメリット、また、進捗状

況について説明させていただきます。

　まず、メリットについてでありますが、人・

農地プランにつけられますと、新規就農者への

支援としまして、新規就農者への支援としまし

て、された要件をクリアしますと、青年就農給

付金経営開始型がみずから独立して農業を開始

する方に最小５年間、青年就農給付金準備型が

農業技術の研修を受ける方に最長２年間、それ

ぞれ年に 150万円寄附金を給付されます。

　また、農の雇用事業が農業法人等へ新規就職

する方に研修を実施した場合や研修に要する経

費を最長２年間、 120万円農業法人等へ助成さ

れます。また、農地集積への支援としまして、

農地集積協力金が農地の出してへ経営転換協力

金や分散錯圃解消協力金として、規模拡大加算

が農地の受け手へ支援されます。そのほか、人・

農地プランに地域の中心となる経営体として位

置づけられた認定農業者につきましては、貸し

付け当初５年間の金利を利子助成により、実質

無利子化されるスーパーＬ資金、農業経営基盤

強化資金の金利負担軽減措置等があります。

　次に、現在の進捗状況でございますが、３月

から５月にかけて農林課座談会や個別所得保障

受付時に市内地区公民館等で概要の説明を実施

しました。５月から６月にかけて中山間直接支

払い制度の集落ごとの総会時に市内地区公民館

等でアンケートを実施しております。５月には、

青年就農給付金経営開始型の対象者に説明会を

実施しました。その後、プランの作成に入って

おりまして、９月に検討会を実施しまして、９

月下旬には人・農地プランとして策定するよう

準備を進めているところであります。

〇水産課長（岩元悦郎）川畑議員２回目の質

問にお答えいたします。

　先ほど市長からも答弁もございましたけれど

も、８月18日から22日まで垂水市漁協の要請を

受け、中馬組合長及び迫田営業部長とともに海

外販路拡充のため、ベトナム並びに香港へ市長

も同行されました。

　ベトナム、香港での今後の見通しとのことで

ございますが、垂水市漁協からの報告によりま

すと、垂水市長の海外販売、トップセールスの

話を相手方にいたしましたところ、日本総領事

館を含め、約50名の日本商社の方に出席いただ

きました。

　「フェア中、カンパチの大きさに皆様大変関

心を持たれたようでございます。市長によるト

ップセールスのことで、海外での販売事業、商

品の信用度は格段に向上し、会場の雰囲気及び

垂水市漁協の信用度を上げることができました。

　ベトナム、香港双方において行政トップの行

動は、我々の行動に大変有利に動くことができ

ました。今後ともここぞというときのご尽力を

お願いいたします。」と記されております。

　日本に帰国後、早速漁協には商談がございま

して、輸送経路については、現在調整中でござ

いますが、100キログラムから160キログラム程

度の冷蔵品を週２回程度送ってほしいと。金額

に換算しますと、月100万円、年1,200万円の注

文があったと聞き、大変喜んでおられました。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）行政連絡会の土木課

所管分につきまして回答いたします。
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　先ほど市民相談サービス課長から、全体的な

件数につきましては報告がありましたが、土木

課からは、会の当日出された要望を含めて、そ

の内容と対応につきまして回答いたしたいと思

います。

　まず、要望内容を大きく４項目に分けますと、

１つ目、環境整備班や維持工事ですぐに対応で

きる要望。２つ目、予算が伴い、維持工事や改

良工事で対応する要望。３つ目、県や国へ申達

しなければならない要望。４つ目、今後、経過

や関係者との協議をし、検討していかなければ

ならない要望です。

　環境整備班で対応できる要望につきましては、

ほとんど実施しております。維持工事で対応す

る要望につきましては、既に指示している箇所

もございますが、今回、補正で要求していると

ころもございます。

　また、県への要望につきましては、県管理河

川と海岸に関する要望でございましたので、大

隅地域振興局河川港湾課と建設総務課の担当者

を現地に案内し、要望いたしたところでござい

ます。

　今後、検討していかなければならない要望に

つきましては、関係者に対しての相談や資料等

の調査を行っているところでございます。

　この振興連からの要望のほかにも市民の方々

からも要望が寄せられてきているところでござ

いますが、現地を確認し、公共性や緊急性を考

慮して実施しているところでございます。

　予算の関係で先送りとなっている要望箇所に

つきましても、実施していく方向で検討してい

るところでございますので、皆様方の御理解を

よろしくお願いいたします。

〇農林課長（池松　烈）平成24年度農林課所

管の行政連絡会議要望事項の状況について述べ

させていただきます。

　要望件数が９件ありまして、そのうち７件が

処理対応できるものであり、残りの２件が今年

度中に処理対応するには難しい案件でありまし

た。

　９件の主な要望案件でございますが、治山工

事の継続要望、用水路改良工事、水源地林道拡

張工事、農道整備及び舗装等でございます。

　７件の処理対応につきましては、復旧治山事

業及び中山間地域総合整備事業の実施で処理対

応できるものや、また、土木課環境整備班によ

ります対応や生コン等の原材料支給による処理

対応できるものなどであります。

　残り２件の今年度中に処理対応できないもの

は、予算的な背景により、今後、優先順位をつ

けていただいて整備していくものなどでありま

す。

　今後の農林課所管の行政連絡会議での要望事

項や緊急を要する集落の要望等につきましては、

国や県の補助事業導入に極力努めますとともに

関係機関へのお手伝いを仰いでいくことや予算

枠、予算の範囲におきまして、できるだけ地区

の方々の要望に沿うような形で処理、対応して

いきたいと考えております。

　以上です。

〇川畑三郎議員　農業振興について、新規事業

について課長のほうから説明をいただきました。

私も鹿児島県が出した新規就農と農地集積に向

けた新しい施策ということで、今、説明があっ

たようなこのパンフレットを持っております。

これは農林課もですけれども、農業委員会のほ

うでもこういう事業がありますということでい

ろんな会合で配布されております。青年就農給

付金経営型ということで、最長５年間、年間150

万円をやるというようなことで、大変いい事業

だなと思っております。この事業を垂水も相当

取り入れていらっしゃると私は考えます。

　これは経営型ということですけれども、準備

型ということで、農業技術の研修中に給付金を

配布すると。これは最長２年間、150万円という

ようなこと。それと農地集積ですね。農地を貸
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したい、借りたいという方々にもその給付金が

あります。特に農地を出すという農地集積協力

基金というんですか、これにつきましても面積

によっては大きな金額になるというようなこと

で、いろんな面で優遇されている面があります。

これはまた、一つ言えば、やっぱり農業をする

人を集団化して大きな面積を持つようにという

ようなことからだと考えているところです。

　そういった面でこういう事業が進んでおって、

農林課のほうもいろんな面で苦労をされながら

今までやってきていらっしゃると思います。特

に青年就農給付金のこの経営開始型については、

お話によりますと、数名の方々がリストアップ

されているというような状況で、今年度は24年

度、25年ということで、相当ふえるんじゃない

いかと私は考えます。

　そういった中で、この対象者は、現在、何名

を対象者として把握しているのか。そこをお知

らせいただきたいと思います。また、その中に

女性もというお話も聞いていますけれども、そ

の女性も何名いらっしゃるのか。

　それともう一つ追加で、この方々の地域、新

城に何名、海潟に何名、牛根に何名と、それが

わかっておったら、その分もお知らせいただき

たいと思います。

　次に、水産業の振興について。

　大変いい、ベトナム、香港に行って、もうす

ぐ商談がなったというようなことで説明を受け

まして、ありがたいなと思っております。今後、

予算化されておったマカオへの訪問も実現され

ると思うんですけれども、これについてもいつ

になるのか。そしてまた、私がさっき言いまし

たこの予算の問題ですね、ベトナム、香港につ

いては漁協が持ったということでしたけれども、

それもどうなのか。それをちょっとお知らせい

ただきたいと思います。

　次に、行政連絡協議会の要望事項ですけれど

も、土木、農林のほうで説明をいただきました。

これは23年度の分だと思いますけれども、今、

あちこち回ってみますと、もういろんなところ

で草払いとかいうのが振興組合にお願いしてあ

るとは思うんですけれども、仕事が進んでいる

ようで早目に取り組んでもらっているなと私は

考えております。

　今後、積み残された要望事項も私も知ってい

るわけですけれども、無理は言いませんですけ

れども、そういった面もやっぱり地域の人は待

っていらっしゃいますので、どうしてもこうい

う面にも力を入れて、必ず実現していただくよ

うに努力していただきたいと思います。

　予算の都合という面もあるでしょうけれども、

ひとつ市長のほうもそこら辺も財政課長やら協

議していただいて、なるべくそういった面を大

事にして予算化していただくようにお願いした

いと思います。

　今、この行政連絡会も、説明がございました

ように10月に各振興会長から拾い上げていただ

いて、７月に報告するというようなことになっ

ております。これも昔は年２回、行政連絡会が

ありましたけれども、こういう方式になって、

私はやっぱりこれのほうがいいのかなと思って

おります。

　今後もこういうシステムで私は行かれたほう

がいいと思いますので、ひとつそういう方向で

いろんなものを吸い上げていただいて実現する

というように進めていってもらいたいと思いま

す。これは要望としたいと思います。

　以上で終わります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、新規就農

後総合支援事業青年就農給付金経営開始型の対

象者ですが、当初、対象者説明会を開催しまし

た時点では17名でしたが、みずから農地の所有

権もしくは利用権を有している主要な機械・施

設をみずから所有・貸借しているなど課された

要件の課題等の関係で辞退を申し出られた方も

数名あり、現在の時点で本市の対象者は、経営
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開始年度ごとに平成21年度１名、平成22年度４

名、平成23年度２名、平成24年度４名の計11名

が対象となっているところであります。

　なお、11名のうち１名が所有の新規就農者で

あります。

　それと新規就農者の地区ごとのというありま

したが、ちょっと住所で区別をしておりません

で、今回、手持ちで氏名だけののを持って上が

ってきておりますが、各地区から対象者の方が

出られているようでございます。

　それと、新規の事業ではありますが、この事

業が、先ほども申し上げましたように本市の政

策・施策の中核となっていくと、そしてそれを

十分市のほうでも生かし切っていけば、この新

規就農者のほうもふえていくのではないかとい

うふうに私ども課内のほうでは話をしていると

ころであります。

　今後、新規の就農者がこの機会をとらえてい

ただきまして、新規就農者として名乗りを上げ

ていただければ、将来的にこの本市農業の中核

者として頑張っていただけるのではないかとい

うふうに考えているところであります。

　以上であります。

〇水産課長（岩元悦郎）川畑議員３回目の質

疑のことについてお答えいたします。

　ベトナム、香港への訪問は、７月13日、垂水

市漁協中馬組合長より依頼がございました。ベ

トナムでイベントがありますので、ぜひ市長、

同行してほしい。また、行くのであれば、香港

にも寄っていただきたい。費用については当漁

協で負担するので、ぜひ同行してほしいとの要

請を受けてのトップセールスでございました。

　そういうこともございまして、この訪問につ

きましては、９月の20日から23日までの４日間

を予定しております。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　農業振興についていろいろ、

この事業が中核になると、今後の垂水の中核に

なる若い者を育てるという意味で大変いいこと

だなと思います。

　ここの資料の中にもいろいろ事業、さっき言

いましたけれども、農地の集積の支援というよ

うなことで、これも今後、ことしは特に青年就

農給付金が主な取り組みだったとは思いますけ

れども、農地集積の支援、それとスーパーＬ資

金の関係も出ていますので、これも十二分に利

用していただいて、そういう若い人を育てると

いうように頑張っていただきたいと思います。

　先日の新聞報道で、政府のほうで概算要求で、

この関係に対する農業予算を多く予算化するん

だというようなことが新聞報道されていたのを

私は見たんですけれども、やっぱり今後、25年

度以降もこの青年就農給付金の対象者がたくさ

ん出るように、我々もですけれども、市役所も

農林課も後押ししてやるという方向が私はいい

のではないかと思いますので、ひとつ頑張って

ください。

　水産業の振興については、今、苦しい状況で

すけれども、ひとつ市長もさっき言いましたよ

うに両漁協がありますので、一生懸命応援して

いただいて、漁業が復活するように水産課長も

一生懸命頑張っているようですので、ひとつよ

ろしくお願いいたしまして、私の質問を終わり

ます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時40分から再開いたします。

　　　　　午後２時25分休憩

　　　　　午後２時40分開議　

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　７番田平輝也議員の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん御苦労さまでございま

す。

　議長のお許しをいただきましたので、さきの
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通告に従い、一般質問させていただきます。

　また、同僚議員と重複するところもあるかと

思いますが、御了承ください。

　私どもの垂水市は、錦江湾が目の前にあり、

また、景観もすばらしいところだと思っており

ます。昨年３月11日の東日本大震災から１年６

カ月になりました。テレビなどで放映された映

像などいまだに目に焼きついております。今回、

政府が発表した南海トラフの巨大地震が発生し

た場合、全国で32万3,000人が死亡するとの被害

想定を発表しております。

　今まで私どもは、台風や大雨などは何回か経

験しております。しかし、本市は海岸沿いであ

りますが、津波など想像もできません。本市は、

高齢化が進展する中、災害などが発生した場合

には、まず、何といいましても地元の消防団が

心強い存在であります。そして、今、消防団員、

自主防災組織の充実が言われておりますが、本

市の消防団員、自主防災組織の現状と課題を伺

います。

　次に、固定資産税についてですが、固定資産

税額決定や納税通知に関して、納税義務者から

の相談などがあると思いますが、税務課での対

応あるいは見解について伺います。

　まず、廃屋あるいは荒れ地が市内各地におい

てふえている状況だと思いますが、この中で所

有者が不明であるという案件があるのか。また、

滞納者の方がおられるものかお伺いします。

　関連しまして、都会や市外に住んでいる納税

義務者から、帰郷をする予定もなく、そしてい

ろいろの事情で土地を手放したいとかあるいは

納税できないなどの相談があるのかお聞きしま

す。

　また、納税はされていても管理が行われずに

草や竹が生え、隣接する方々や集落に大変迷惑

をかけておられますが、対策を市としてはどの

ようにされておられるのか。生活環境課長にお

尋ねいたします。

　次に、固定資産税の納付書の通知に関してで

すが、共有地の場合、納付書は納税義務者のう

ちの代表者のみに送付されているようでござい

ます。場合によっては、同一家族だけでなく他

人も含まれているとお聞きしております。この

ため、代表者の納税者としては、持ち分対象の

方々に納税額を徴収するお願いを行うことにな

るわけですが、他人の方々にお願いは、現実的

には非常に困難であると考えます。

　そこで、特に他人の場合など持ち分一人一人

に納税通知書の発行ができるのであればこれら

は解決するわけですが、これらの方法はできな

いのかお尋ねいたします。

　あわせて23年度における固定資産税の徴収率

と滞納金についてお尋ねいたします。

　次に、職員給与について伺います。

　職員給与については、今回の一般質問通告後

に市報が配布され、職員給与などについての記

載がされており、大まかには理解しております

が、今回の質問を御了承ください。

　いろいろな市民の集まりのところで聞かれる

のが、職員の給与、議員の報酬、そして定員の

適正化などを聞かれます。私は、21年度は職員

給与も県下で上位２番目だったが、今、職員も

その後、給与カットなどで努力されて、22年度

は県下19市の中で12番目ですかね、改善されて

いると説明をしております。

　そこでお聞きしますが、23年度の給与のラス

パイレス指数と今後の対応をお聞きします。

　また、定員適正化の推移などをあわせてお伺

いいたします。

　以上で１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）田平議員の消防団員、

自主防災組織の現状と課題についてお答えいた

します。

　まず、消防団員の現状と課題でありますが、

防災の観点から消防本部にお聞きしましたので、

お許しをいただき、私のほうで回答させていた
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だきます。

　本市の消防団員の現状については、市内９分

団で構成され、消防ポンプ自動車８台、小型動

力ポンプ積載車１台、小型動力ポンプ15台を配

備し、有事に備えております。人員は、９月１

日現在、定員311名に対し実員271名で、地域に

おける消防防災のリーダーとして、市民の安心・

安全を守っていただいております。

　課題としましては、定員もですが、団員の高

齢化が進んでおり、退団者の欠員補充において

は、若年層の団員確保に努めたいと思っており

ます。

　今後は、消防団員の処遇改善や施設の整備改

善、備品の軽量化を図り、団員の資質向上のた

め、各種訓練の充実や消防学校入校による教育

研修も推進し、魅力ある消防団づくりに努めて

まいります。

　次に、自主防災組織の現状でありますが、１

回目の堀内議員の回答と重なりますが、お許し

をいただきまして、同じような答弁となります

が、現状について回答いたします。

　平成17年度当時10％強しかありませんでした

組織率が、24年８月末で90％を超える組織率に

なってまいりました。各振興会からの取り組み

に感謝申し上げるところであります。

　しかしながら、振興会長が自主防災組織の会

長を兼ねるケースがほとんどであり、交代と同

時に組織の再構築を図らなければならないこと、

また、居住地による災害要因等が異なりますこ

とから、各組織において取り組みに格差がある

ようであります。

　また、年に１回ではありますが、自主防災組

織のスキルアップ研修会を講師を招いて開催を

しております。

　以上であります。

〇税務課長（葛迫隆博）固定資産税に関する

御質問にお答えいたします。

　まず、廃屋及び空き地における御質問でござ

いますが、固定資産税全般に関して申しますと、

所有者につきましては、法務局の登記簿で確認

いたしております。ただし、名義人が死亡され

ているとか、市外に転出されたとか、あるいは

相続がなされていないなどの理由によりまして、

納税通知書が届かないケースがございます。

　その中に廃屋あるい空き地におきましても所

有者不明や滞納は含まれますが、件数につきま

しては把握しておりません。

　次に、市外在住者の相談内容に関する御質問

ですが、御指摘のとおり「土地を手放したいが、

どのように行ったらいいのか」あるいは「市に

寄附したいが、どのような手続なのか」という

内容がほとんどでございまして、電話もしくは

手紙による相談がございます。

　また、「垂水に住むこともないのに納税する

必要があるのか」という御質問や「納税が困難

である」という御質問もございます。件数につ

きましては、年間10件もございませんが、その

都度対処しております。

　次に、共有地での納付書発行に対する御質問

ですが、代表者の方に納付書を発行しておりま

す。これは、地方税法第10条の２において、持

ち分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納

付する義務があるため、共有者それぞれの持ち

分に応じて課税することはできないという規定

によるものでございます。

　したがいまして、記載されている課税内容を

確認の上、共有者全員による連帯納税義務とし

て、代表者に送付された納付書により納付して

いただくということとなっております。

　それから、固定資産税の徴収率と滞納金に関

してですが、23年度の現年度分における徴収率

は96.33％で、対前年度コンマ08ポイント減とな

っております。

　滞納金につきましては、9,750万円ほどとなっ

ております。

　以上でございます。
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〇生活環境課長（森下利行）田平議員の管理

が行えずに草や竹が生え、近隣に迷惑をかけて

いる土地の対策についての御質問にお答えいた

します。

　議員御指摘のとおり本市におきましては、近

年、管理が行えずに雑草等が生い茂ってきてい

る宅地が多くなってきており、近隣住民の方々

から対処方法はないか相談が多く寄せられてき

ているところであります。

　このことを受けまして、生活環境課では、土

地の所有者や管理者を特定し、現地に赴き、現

状等を把握した上で、廃棄物清掃法の観点や近

隣住民に与える影響などを考慮され、敷地内の

雑草等の除去を早急に実施し、適正な維持管理

をされるよう現況写真を貼付し、文書による指

導を行っているところでございます。

　しかしながら、このような管理が行き届かな

い土地の所有者は、市外に居住されている方が

多く、なかなか指導しても応じてもらえないケー

スがありますが、そのような場合には、再度文

書による指導のほか、電話番号等が判明してい

る場合は、電話による指導を行っているところ

でございます。

　市内に居住されている方につきましては、自

宅などに訪問し、指導を行っているところであ

ります。

　また、市外に居住されているなど自分で管理

ができない方に対しましては、シルバー人材セ

ンターなどの業者の紹介も行っております。

　ちなみに平成23年度における宅地内の雑草等

に関する相談件数は39件でありました。

　以上でございます。

〇総務課長（山口親志）本市の23年度のラス

パイレス指数と今後の対応でありますが、まず、

ラスパイレス指数については、国家公務員と地

方公務員との給与額の比較のことでありまして、

議員が指摘のとおり平成21年度に県下で上位か

ら２番目になり、議会でも質問がありました。

　本市は、高い給与支給年齢が多いこと、合併

離脱に伴います単独行政の影響等が考えられま

すが、しかしながら、住民から理解をいただく

ために職員の理解をもらい、平成22年度は段階

的に４％から１％の１年間、平成23年度は同じ

く段階的に４％から２％の半年間の削減を行い

ました。

　結果、平成23年度は、22年の97.5％を下回り、

ラスパイレス指数96.5％となりまして、19市の

中で16番目となり、一層改善をされてきており

ます。

　また、職員給与については、人事院勧告に基

づき現給保障を他市に先駆け、平成25年度に廃

止することとしました。

　次に、定員的成果計画でありますが、平成17

年４月１日現在での職員数285名を早期退職者の

推進、採用職員を控えることで、平成27年４月

１日現在で235人の職員数計画で50人削減の計画

であります。

　平成24年４月１日現在では、計画人員数252人

に対しまして248人となっておりまして、計画に

基づきまして推進をしているところであります。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは、一問一答でお願い

します。

　まず、防災対策でございますけれども、昨年

度あのような東日本大震災では、消防団員の方々

が地区民を守るために多くの方々がとうとい命

を亡くされました。本市消防団員が災害救助の

ため、万一に本人が被害などを受けた場合は、

その補償はどのようになっているのかお伺いい

たします。

　また、自主防災組織についてですが、昨年も

同僚の池之上議員も、また今回、堀内議員も質

問され、重複するところもあるかと思いますけ

れども、その後、昨年度から何が改善されたの

かお聞きいたします。

　次に、本市におきましては、台風・豪雨・桜
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島の噴火、そして地震や津波などが心配されま

す。どのように避難場所などを開設されておら

れるのか。特に津波などの避難場所についてお

聞かせください。

　避難されておられる方などに対しての飲料水

や食品など備蓄は十分に確保されているのかお

伺いいたします。

〇総務課長（山口親志）２回目の御質問にお

答えいたします。

　まず、消防団員の災害救助のため万が一の被

害を受けた際の補償でありますが、昭和42年４

月１日付条例第６号の垂水市消防賞じゅつ金及

び殉職者特別賞じゅつ金条例と公務災害補償制

度で補償されております。

　内容については、消防吏員及び消防団員が消

防業務に従事するに当たって、一身の危険をか

んがみることなくその職務を遂行し、そのため

死亡し、また、障害の状態となった場合におい

ては、賞じゅつ金を授与するとの要件を整理し

ております。

　殉職者においては、490万円以上2,520万円以

下とし、行動が特に抜群と認められる場合3,000

万円授与となっております。障害者においては、

2,060万円以下の授与となっております。

　あわせまして公務災害補償制度で死亡1,860万

円支給、障害特別支給金については、等級の区

別で定めてあります。

　次に、自主防災組織の課題を踏まえて、昨年

度から改善、取り組んだことでありますが、昨

年度の東日本大震災を受けまして、各組織の会

長より独自訓練への積極的な指導要請が多くあ

りましたことから、地域とともに訓練を行い、

危機意識の共有を行っております。

　あわせまして、各種会合からも防災について

講師の要請参加がありましたことから、危機管

理監が参加し、災害対応について情報共有を行

ってきております。住民の意識の高いこの時期

に、地域に出向いて一緒に情報共有を持ってお

ります。

　避難所の開設状況でありますが、19年度以降

大きな災害はありませんが、土砂災害警戒情報、

大雨警報、台風等の災害要件において自主避難

所を開設し、今回の台風10号接近に伴いまして

も、行政連絡会、住民の要望もありましたので

12カ所開設をしましたが、市民館だけの避難で

ありました。避難に対する意識の啓発を考えな

ければならないと思っております。

　今回、南海トラフ大地震に伴う津波の高さが

示されましたが、今後は、当然津波の避難所に

ついても整備・対応を行っていかなければなら

ないと思っております。

　最後に、避難された住民の備蓄についてであ

りますが、飲料水については予算化し、準備を

しておりますが、食料品については、垂水市商

工会と災害協定を結んでおりますので、協定に

基づきまして対応いたしたいと思います。

　ただし、意識が高いこの時期でありましたこ

とから、公民館より食料品の備蓄の問い合わせ

が多くありました。回答としましては、食料品

については、先ほども申し上げましたとおり商

工会と災害協定を結んでおりますから、市のほ

うで対応いたしますという回答もしております。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは、３回目の質問いた

します。

　市民はもちろんですけれども、各学校、津波

に対して避難訓練は実施されておられるのか伺

います。

　津波などの避難場所になる予定のところで避

難道路の整備、また、その予定場所にトイレや

緊急街灯ですか、設置などの対応など何か検討

されておられるのか伺います。

　それと、県などが主催する自主防災組織の研

修などが年間２回ぐらいあると聞きます。ほか

の市などはマイクロバスなどで来るところもあ

るとお聞きしますが、本市から何名ぐらい参加
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されておられるのか。また、それらの一つは参

加された人たちに対しての旅費などの支給はど

うなのか伺います。

　それと、本市が危機管理監を設置しておりま

すが、どのような意見や指導があるのかお伺い

いたします。

　以上です。

〇総務課長（山口親志）田平議員の３回目の

御質問にお答えいたします。

　各学校の避難訓練の実施状況でありますが、

お聞きしまして回答をさせていただきますが、

年２回の避難訓練のうち、１回は津波を想定し

ての訓練を実施しているとのことであります。

　次に、避難所の環境整備でありますが、道路

整備については、避難用道路に特化した整備は

行っておりませんが、各振興会等の要望に基づ

き整備をしていただいておりますし、生活道路

兼避難道路の認識で整備をお願いしてまいりた

いと思います。

　避難については、早目の明るい状況での避難

を心がけております。

　次に、避難所内の環境整備でありますが、す

べての避難所を一気にできませんが、昨年度ま

ではトイレの洋式化、それから個人のプライバ

シー保護のためのパーテーションも購入してお

ります。本年度は、避難所での停電を対応しま

して、簡易型発電機を５台購入し、設置を行っ

てまいります。また、簡易型避難所用畳の購入

も予定しております。

　避難者の環境整備については、県の地域振興

推進事業を導入し、今後も整備をしてまいりた

いと思います。

　次に、県主催の防災研修の参加状況でありま

すが、先ほど御指摘のとおり年２回程度開催さ

れ、各自主防災組織に案内をいたしますが、行

政側から２～３名の参加となっております。

　自主防災組織の参加者の旅費については、支

給しておりません。

　次に、危機管理監についてでありますが、平

成19年度より、総務課で災害対策を行う目的で

防災に関し専門知識を有した方を設置し、災害

要件の発生時から情報収集に努めていただいて

おります。

　東日本大震災を受けて、各メディアも多くの

情報を発信しておりますが、危機管理監におい

ては、土砂災害警戒情報、土壌雨量等垂水市に

特化した災害要件を整理し、本部長の市長への

提言を行い、警戒本部設置、早目の避難体制へ

の判断に重要な役割を担っていただいておりま

す。

　先ほども申し上げましたが、地域住民への災

害啓発も行ってもらっております。

　今後、南海トラフ大地震、桜島噴火等今後も

専門的知識が重要となってくることから、危機

管理監には期待をしているところであります。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは、最後、要望したい

と思います。

　自主防災組織が、先ほど今年度90％、組織率

が非常に、喜んでよいのか、うれしいことだと

思うんですが、要はその中身、内容の充実だと。

ただ、組織率が上がったというだけではちょっ

とと思っております。

　先ほどの回答で、県などが主催する自主防災

組織の研修などに参加される方々に旅費支給も

していないということでございます。せっかく

の研修ですので、せめて旅費支給をすれば、ま

だ参加者も多くなると思いますので、ぜひ検討

していただきたいと思います。

　防災対策の充実を図るため、津波などの場合

に各校区ごとの市民の避難場所の選定など何か

指導していただきたい。また、消防団、自主防

災組織の充実にさらに努力されるよう要望いた

したいと思います。

　以上で自主防災を終わります。

　次に、固定資産税についてですが、私、実は
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この質問になぜ聞くかといいますと、固定資産

税のことで相談を受けました。１つの宅地に４

名の方々が持ち分登記をされております。だれ

も住んでおりません。今、約30年間納付されて

いる方もひとり暮らしで、市外に住んでおり、

固定資産税を年間３万ぐらい払うのも困難なの

で、別な持ち分の人にただでもよいから処分を

したいという相談を受けています。

　そしてまた、その３人の方に、東京にいらっ

しゃるんですが、私、電話をしたところ、親も

亡くなり、全くそういうことを知らなかったと。

通知でもあれば早く何とか検討したのにという

ことでございました。

　そこで、固定資産税に関しまして再度質問い

たしますが、先ほど廃屋や空き地における所有

者不明あるいは滞納者について説明をされまし

たが、それらの対策はどのように行っているの

か伺います。

　また、市外に住んでいる方からの納税が困難

であるという相談に対する対策はどうなのか。

　次に、持ち分に関してですが、持ち分ごとの

それぞれの通知を行うことは、税法上にできな

いのでしょうか。先進的な自治体はないのかあ

るのかお伺いいたします。

　以上です。

〇税務課長（葛迫隆博）まず、空き地及び廃

屋におきます所有者不明もしくは滞納者への対

策についてでございますが、まず、所有者不明

者から申し上げます。

　原因としましては、先ほど申しましたように

死亡により相続がなされていないことあるいは

納税義務者の決定がなされていないということ

が主な要因でございますが、同一家族の方にま

ずは納税義務者の決定をお願いいたしていると

ころであります。

　滞納対策につきましては、催告書の発行を行

いまして、再三の催告に応じない際は、差し押

さえなどの滞納処分を実施しているところでご

ざいます。

　次に、市外在住者からの相談に対しましては、

相続に関することに関しましては、司法書士あ

るいは弁護士への手続を説明いたしております。

　所有権移転手続を初め納税に関する相談等に

つきましては、税務課で対応できる範囲で説明

をいたしております。

　市への寄附も、先ほど申しましたが、税務課

に相談される方は年間１件か２件ぐらいでござ

いますが、税務課としましては、寄附に対する

回答はできない旨を説明いたしまして、丁重に

お断りをいたしております。

　また、住んでいないなどを理由に滞納してい

る方々につきましては、先ほど廃屋の対策で申

しましたように催告書の発行、そして差し押さ

えなどの滞納処分を行うことといたしておりま

す。

　次に、冒頭にございました共有地における納

税に関する御質問ですが、先ほど申しました納

付書は、代表者に発送することが地方税法に規

定されております。しかしながら、議員御指摘

のように問題点も多うございます。このことは、

私ども垂水市もそうですが、他の自治体でも苦

慮している状況にございます。そのため、対策

の一つとしまして、県内19市で構成しておりま

す都市税務協議会において共通課題としてとら

えておりまして、今後も引き続き検討いたして

まいるということにいたしております。

　以上です。

〇田平輝也議員　おおむね理解をいたしました。

　先ほどの回答、特に共有地の納付書の発行に

ついては、本市もぜひ検討して、実施に向けら

れるようお願いしたいと思います。

　また、固定資産税の徴収ですが、市税の根本

をなすと思いますので、さらなる徴収率のアッ

プのための方策をあわせて要望いたしまして、

固定資産税についての質問を終わります。

　次に、職員給与についてですが、国において
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は、昨年度の地震や津波などの災害復興のため

に国家公務員の給与カットなどをされて努力さ

れております。また、国会においてもいろいろ

の事情で審議がおくれ、そして交付税なども先

送りや抑制など報道されておりますが、本市や、

また、職員の給与などの影響はどうなのか。今

後の見通しと対策などをお聞かせください。

　以上です。

〇総務課長（山口親志）職員の給料の国家公

務員の給与カットについて本市への影響はとい

うことでありますが、議員指摘のとおり国家公

務員の給与カットについては、東日本大震災の

復興財源を捻出するため、本年度、平成24年度

から２年間、５％から10％を引き下げられてお

ります。

　このことが地方公務員の給与に及ぼす影響で

ありますが、地方自治体は、独自に行政改革の

もと、給与カットを早い年度から相当進めてき

ておりまして、この間、国は給与削減をしてき

ておりません。したがいまして、地方の財政措

置及び指導を強制することは考えていないとの

総務省の情報も得ております。

　そのような理由から、職員の給与カットにつ

いては、独自の理由で状況を検討し、相談して

まいりたいと思いますので、国家公務員のカッ

トに伴うカットについては、現在のところ本市

は考えておりません。

　以上であります。

〇田平輝也議員　３回目に入ります。

　本市は、以前から言いますように大隅合併協

議会で財政の建て直しを言われまして、協議会

を離脱いたしました。全市町を初め職員、そし

て市民も一緒になりまして、行財政改革に取り

組まれ、実績もよくなっていると確信しており

ます。大まかに財政状況の現在までの推移と今

後の見通しと対策をどのように考えておられる

のか、財政課長にお伺いいたします。

〇財政課長（北迫睦男）財政状況の御質問に

お答えします。

　本市は、平成16年合併協議会離脱後、単独の

行政運営を選択し、市民の皆様の協力をいただ

きながらさまざまな行財政改革に取り組んでま

いりました。

　行財政改革大綱は第５次にわたり、また、財

政改革プログラムは第２次にわたる計画に基づ

いて、現在も行財政改革を継続中でございます。

　現在までの推移の御質問でございますが、行

財政改革が本格的にスタートしました平成17年

度と平成23年度決算結果を比較して、主な財政

指標等を申し上げます。

　財政状況を判断する指標として最も重視され

ます経常収支比率は、97.4％から6.7ポイント改

善され90.7％となっております。平成22年度は

87.0％でしたが、地方交付税等の経常一般財源

が減額になったことが影響いたしました。

　ちなみに19市の比較では、鹿屋市や薩摩川内

市より上位の12番目となっており、改善傾向は

続いていると考えております。

　次に、財政調整基金の残高でございますが、

約２億3,000万円から約11億7,000万円となって

おります。

　一方、借金でございます地方債残高は、123億

7,000万円から24億4,000万円減の99億3,000万円

となっております。

　また、財政健全化法に基づく健全化判断比率

は、制度がスタートした平成19年度との比較で

申し上げますと、実質交際費比率が16.3％から

12.4％と3.9ポイント改善し、将来負担比率は174

.1％から69.3％と104.8ポイントの大幅な改善で

ございます。

　このように財政指標で見ても財政状況は改善

されてきており、これは行財政改革大綱や財政

改革プログラムに基づく職員の定員適正化計画

等の着実な実行など行財政改革の成果があらわ

れているものと言えます。

　今後の見通しと対応についてでございますが、
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今、申し上げましたように財政状況は徐々に改

善されてきてはおりますが、万全というわけで

はございません。

　県下19市との比較では下位にランクされる財

政指標も多いことも事実であり、自主財源に乏

しく、国の動向に左右されやすい脆弱な財政基

盤であることは変わっておりません。

　さらに、特別交付税の割合が減らされるとい

う本市にとっては心配な材料もあります。

　依存財源の占める割合が高いという本市の財

政構造は、今後も続くと予想されますので、本

市の歳入規模に見合った歳出構造を確立し、身

の丈に合った財政運営をしていく必要があると

考えております。

　災害等の突発的な支出が必要な場合もあり、

今後も続くと思われます人口減少や高齢化に備

え、今後の財政運営に必要な各種基金残高を確

保し、起債事業の峻別など将来負担の抑制を図

ることを基本に、過去の経験を生かし、財政危

機を回避する持続可能な財政運営に努めてまい

ります。

〇田平輝也議員　それでは、最後になりました

ので、要望いたしたいと思います。

　行財政改革に取り組まれて、そしてまた、今、

お聞きしましたけれども、すばらしい実績と着

実に実績も進展しているとのことです。そして

25年度は、先ほどありましたけれども、人事院

勧告で他市に先駆けて給与カットの廃止という

ことでした。

　行財政改革の柱は、何といいましても起債事

業の抑制と人件費の圧縮が大事なことだと思っ

ております。今後もさらに行財政改革に取り組

まれることを要望いたしまして、私の質問を終

わりたいと思います。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）次に、10番池山節夫議員の

質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきの通告順に従いま

して、一括方式で質問をしてまいります。

　市長、教育長並びに関係課長の御答弁をよろ

しくお願いいたします。

　市政運営について。

　今回提案されております垂水市一般会計補正

予算（第２号）案中のプレミアム付き商品券の

発行について、本県産牛肉、豚肉ギフト券付き

地域商品券となっておりますが、詳しく教えて

ください。

　堆肥センターについても1,068万1,000円の修

繕料が出ておりますが、堆肥センターの耐用年

数について教えてください。

　ポリオワクチン予防接種委託料が479万2,000

円計上されております。９月以降、生ワクチン

から不活化ワクチンへ変更になったことでの問

題点についてお示しください。

　７月から８月にかけて、中央地区を３校区に

分けて側溝の降灰除去をしていただきました。

市民の皆さんからも喜びの声が聞こえてまいり

ます。今、日本経済は、長引く不景気から抜け

切れず、公共事業も減少しております。この10

年くらいの垂水市内の公共事業の推移を教えて

ください。

　トップセールスにつきましては、川畑議員の

質問に対する答弁で理解をいたしましたので、

割愛をいたします。

　教育委員会の評価について。

　自己評価については、４が大変よくできた、

３がよくできたということですが、総合評価3.

4は、委員の自己評価としては高いのかなとも思

いますが、委員と市長、副市長、議会等との情

報交換等について少し不足の感じがあるという

反省点も挙がっています。自己評価としては、

限りなく４に近くあるべきなのが教育委員と考

えますが、この点について見解を伺います。

　外部評価については、「統合中学校跡地利用
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について早急に利用計画を策定し、対処すべき」

と評価されています。また、「スクールソーシ

ャルワーカーやスクールカウンセラーと学校・

家庭との連携が適切に図られるようにしてほし

い。」「学力テストでは、県平均と比較した場

合に小６、中１に課題が見られるので、改善策

を検討すべき」とあります。外部評価について

対策をお示しください。

　全員協議会で北方議員から質問がありました

が、外部評価委員については、５人以内とする

設置要綱がある以上、５人の委員を置いて評価

を受けるべきと考えますが、見解を伺います。

　垂水市地域福祉計画をいただきまして読ませ

ていただきました。読み進める中で漠然として

いて、どのように進めていくのか具体的な施策

が浮かんでこないのが、「地域づくりのための

心のバリアフリーについて」と「人づくりのた

めの高齢者が福祉活動の担い手となる環境整備

について」というこのくだりであります。この

点について教えてください。

　以上で１回目の質問を終わります。

〇商工観光課長（塚田光春）池山議員の市政

運営の中のプレミアム付き商品券発行の発行内

容についてお答えいたします。

　このプレミアム付き商品券発行事業は、宮崎

県で発生した口蹄疫により、農林水産業を初め

観光産業、商業に大きな影響を与え、特に商業

に関しては、イベントの中止や商品減少により

売り上げが減退していることから、昨年度に引

き続き市民の購買意欲を高め、商業を中心とし

た地域経済の振興を図るためにプレミアム付き

商品券の発行をするものでございます。

　今年度の商品券の発行の内容でございますが、

口蹄疫により特に打撃を受けた牛肉・豚肉の消

費が、鹿児島産業支援センターの条件になって

おります。そこで、牛肉・豚肉を買っていただ

くために、プレミアム分である約1,000万円は、

牛肉・豚肉の購買をしていただくことになりま

すので、肉の商品券として発行することになり

ます。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）堆肥センターにつき

まして私のほうで説明させていただきます。

　耐用年数についてでありますが、建物３棟で、

管理棟が24年、処分制限期限が平成37年12月13

日、原料発酵室が20年、処分制限期限が平成33

年11月21日。養生製品ストック棟が同じく20年

で、処分制限期限が同じく平成33年11月21日で

ございます。機械設備２機で、そのうち攪拌機

械が５年、処分制限期限が平成18年12月20日、

袋詰め設備が同じく５年で、処分制限期限が平

成19年３月24日でございます。

　一般的な施設及び機械設備等からしますと、

大変短い耐用年数であるようであります。農林

畜産業関係補助金等交付規則の第５条の処分の

制限を受ける期間別表等を参考にしますと、著

しい機械の影響を直接全面的に受けるもの等に

分類されるようであります。

　また、処分制限期限についてでありますが、

いわゆる模様がえ等のたぐいや施設の変更等の

たぐい、その他開設より変更を伴う事態が発生

したときに報告を行い、承認いただくようにな

っているようであります。

　それと開設に携わってくださいました地域振

興公社の担当の方にお尋ねしたところ、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律の第

22条の財産処分の制限に関する事項、また、起

債要求に関する事項等で、その期間内に機械設

備等が処分制限期限に達するが、事業実施に当

たり、その影響あるいは附帯条件はなかったか

確認いたしましたが、特段なかったとのことで

ありました。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（白木修文）池山議員の不活

化ワクチンについての御質問にお答えいたしま

す。
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　これまでポリオの予防接種は、口から飲む生

ワクチンによる集団予防接種を行ってきました

が、生ワクチンは、ウイルスの毒性を弱めたも

のを使っているため、ワクチンからポリオに感

染する危険性がありました。

　本年６月１日から導入された不活化ポリオワ

クチンは、ワクチンの製造過程で病原体の活力

を失わせて不活化したワクチンでございまして、

皮下注射による予防接種でございます。

　この予防接種は、１回の接種では十分な免疫

を得ることができず、一定の間隔で数回の接種

が必要となりますが、副反応等が軽減されます。

　今後の予防接種方法についてですが、これま

での生ポリオワクチンは、２回飲むことにより

終了でしたが、不活化ポリオワクチンは、初回

接種３回、追加接種１回の合計４回の接種が必

要となります。このため、これまで集団接種で

実施しておりましたが、接種回数がふえたこと

により、子供の体調や他の予防接種とのスケジ

ュールを柔軟に組めるように個別で医療機関で

受けることになります。

　また、これまで生ポリオワクチンを１回も接

種したことがない者は、４回の接種が必要です

が、これまで既に１回生ポリオワクチンを接種

した者は、不活化ポリオワクチンの初回３回の

うち１回は接種したものとみなし、初回残り２

回と追加１回の合計３回の接種が必要となりま

す。

　なお、これまで既に２回生ポリオワクチンを

接種した者は、不活化ポリオワクチンを接種す

る必要はございません。

　次に、接種料と自己負担額についてですが、

接種料は、１回につき不活化ポリオワクチン代

5,750円、手技料3,000円、合計8,750円で委託契

約しており、接種対象者の自己負担はございま

せん。また、この予防接種に対する国、県から

の補助金はございません。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）公共事業について、

国、県、市のここ10年間の工事費の推移につき

まして回答いたします。

　まず、国の工事につきましては、国道220号の

改良工事がございますが、10年前から新城地区、

海潟地区の拡幅工事や早崎防災工事などを年次

的に推進していただいているところであり、大

幅に事業量は変わっていないようでございます。

　次に、県の工事につきましては、負担金通知

書などから見てみますと、県道改良は年次的に

施工されており、年度ごとの増減はあるようで

すが、単純に10年前と比較すると減少している

ようでございます。

　港湾工事につきましては、10年前は垂水新港

の整備が推進されておりましたが、平成22年度

に完了しており、現在は実施されておりません。

　海岸工事につきましても、10年前は柊原海岸

の整備などがございましたが、これも平成22年

度までで完了しております。

　砂防工事につきましては、本市が急峻な地形

でもありますことから、平成17年災害以降の砂

防工事は急激にふえております。

　本年度は、急傾斜地工事２カ所、砂防工事10

カ所を実施していただいているところでござい

ます。

　本市の工事につきましては、平成14年度から

平成24年度までの推移を決算書などから見てみ

ますと、平成17年、18年と大災害がありました。

それと平成21年度、22年度には臨時交付金など

がありました関係で、市の工事量はその年度に

は一時的にふえておりますが、近年、国の「コ

ンクリートから人へ」の政策の中で徐々に減少

をしているようでございます。

　以上です。

〇教育総務課長（川畑千歳）池山議員の質問

にお答えいたします。

　教育委員会の外部評価における自己評価につ

きましては、４名の教育委員及び教育委員会参

― 77  ―



加の評価を実施しております。

　まず、教育委員の評価につきましては、４委

員の評価を平均点で表示しております。各委員

の評価状況には、全体としてよく活動されてい

ると思いますが、学校訪問、研修会出席率や地

域での活動等を厳しく評価された結果と考えて

おります。

　次に、教育委員会参加の評価につきましては、

教育行政要覧及び教育振興基本計画書に記載さ

れた主要事業等について各課において評価をし

ております。御指摘のとおり全体として厳しい

自己評価となっております。

　特に教育総務課の教育振興基本計画の振興管

理につきましては、振興管理は行っているもの

の同計画に定める手順での振興管理が十分でな

かったことから、２の評価、やや不十分としま

した。

　なお、今年度より教育振興基本計画書の振興

管理を図るための評価方法になっておりますの

で、来年度の報告書では評価が向上するものと

思います。

　続きまして、外部評価における中学校跡地利

用に関する見解でございます。

　旧垂水南中学校を除く旧牛根、協和、両中学

校につきましては、現在のところ事業提案まで

には至っておりません。ことし実施いたしまし

た住民アンケートの結果や、また、現在取り組

まれている地域振興計画の策定結果など地域住

民の意向を大事にしながら、全庁的な取り組み

として活用方法を検討していかなければならな

いと考えております。

　外部評価残り２つにつきましては、学校教育

課所管ですので、学校教育課長が答弁いたしま

す。

〇学校教育課長（牧　浩寿）続きまして、今

後の家庭と学校の連携についてでございますが、

これまでも各学校におきましては、年間を通し

て学級ＰＴＡや日曜参観、また、各種学校行事

等を実施し、各家庭との連携を図ってきており

ます。

　特に統合された垂水中央中学校におきまして

は、中学校地域ＰＴＡを実施し、教師と保護者

の意見交換や情報交換を行い、連携を深めてま

いりました。

　さらに、各家庭が抱える不登校等の問題に対

しましても、スクールソーシャルワーカーやス

クールカウンセラーを有効に活用し、各家庭を

十分に支援してまいりました。

　今後もアンテナを高くし、児童生徒の健全育

成を目指し、家庭と学校の信頼関係の構築に精

いっぱい努めてまいります。

　次に、学力テストの改善策についてでござい

ますが、平成23年度に県が実施した小学５年生

及び中学１・２年生を対象とした基礎基本定着

度調査、また、平成24年度の国が実施した小学

６年生及び中学３年生を対象とした全国学力学

習状況調査におきまして、いずれも平均を下回

る教科等があり、学力が十分に身についていな

い状況があると言わざるを得ません。

　今後の対応といたしましては、まず、教職員

の本市の現状に対する危機意識を喚起し、各学

校がより一層指導方法の改善に努めるように指

導いたします。

　また、市教育委員会主催の各種研修において、

学力向上を中心に据えた研修を徹底してまいり

ます。

　特に今年度の管理職研修会では、年間を通し

て、学力向上に焦点を絞った研修を行ってきて

おります。

　さらに、各家庭における家庭学習のあり方に

ついてもさらなる見直しを行うように各学校を

指導してまいります。あわせて小・中・高の連

携もさらに強化してまいります。

　以上でございます。

〇教育総務課長（川畑千歳）最後の外部評価

委員についてでございます。
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　垂水市教育委員会外部評価委員会設置要綱で

５人以内と定められております。現在の外部評

価委員は３人です。

　９月３日に議会の皆様に外部評価について報

告をさせていただいた際の御意見にも「委員を

ふやしたら」との御意見がございました。現委

員の任期は、平成25年３月31日までとなってお

りますので、今後、他市の状況等を調査し、そ

のことを参考に検討してまいりたいと思います。

　以上です。

〇保健福祉課長（白木修文）池山議員の地域

づくりのための心のバリアフリーについての御

質問にお答えします。

　今後の地域福祉を総合的に推進する上で大き

な柱となるものとして、本年３月に策定いたし

ました垂水市地域福祉計画におきまして、基本

目標の１番目に、支え合い、助け合いの地域づ

くりを掲げております。多様化する地域の課題

や生活の課題を行政サービスだけで解決するこ

とは、年々困難となっており、地域社会を構成

する住民一人一人が思いやりの気持ちを持って

ともに支え合い、助け合う共助の活動が必要と

なってきます。

　心のバリアフリーとは、住民一人一人が高齢

者、身体障害者の方々の困難をみずからの問題

として認識し、その社会参加に積極的に協力す

るという考え方でございますが、これらの住民

認識は一朝一夕に醸成されるものではないため、

長期的・継続的に取り組む必要があります。

　地域福祉計画の中では、基本目標値の支え合

い、助け合いの地域づくりの施策の展開として

バリアフリーの促進を掲げ、すべての人が住み

慣れた地域でその人らしく安心して幸せに暮ら

していくために、ノーマライゼーションの精神

に基づき、高齢者や障害者、年齢や性別など分

け隔てなくすべての人の権利を尊重する共生社

会の実現に向けて、心のバリアフリーを推進し

ていくこととしております。

　本市では、この心のバリアフリーを推進する

施策の一つに現在取り組んでいるものとして、

第５期高齢者保健福祉計画の中で、安全で安心

して暮らすために地域で支え合うまちづくりを

掲げ、たとえ介護が必要な状態になっても、住

み慣れた地域で暮らし続けることができるよう

にと、地域包括ケア体制づくりに努めておりま

す。

　また、同計画の中で、市民に対する福祉意識

の啓発と福祉活動への支援の取り組みとして、

世代間交流と福祉教育の推進を掲げ、現在、老

人憩いの家において、健康教室や生き生きサロ

ンの開催、子育てサロンの実施など子供から高

齢者までの世代間交流が図られるよう利用促進

に努めております。

　さらに、障害者計画の中では、障害のある人

を初めだれもが住みよい平等な社会をつくって

いくためには、障害について正しい認識を広め、

障害者に対する理解を深めていくことが重要で、

このためには小学校低学年からの福祉教育が必

要とうたってあります。

　今後、家庭・学校・職場・地域社会のあらゆ

る場面での福祉教育を促進するため、関係行政

機関や社会福祉協議会及び医療機関と連携を密

にし、情報の収集や提供に努め、心のバリアフ

リーの実践と体験や情報提供の啓発活動により、

高齢者や身体障害者等への思いやりやいたわり

の気持ち、いわゆる心のバリアフリーに対する

市民の意識を醸成していきたいと考えます。

　次に、池山議員の２番目の人づくりのための

高齢者が福祉活動の担い手となる環境整備につ

いての御質問にお答えいたします。

　少子高齢化が進行し、行政に対する住民ニー

ズが複雑多様化する中、行政だけで公共サービ

スを提供することが困難となり、地域のことは

地域みずからが考え、実施していく体制、共生・

協働の地域社会づくりが必要となってまいりま

す。

― 79  ―



　年々増加していく高齢者は、地域社会づくり

の担い手として欠かせない存在であり、ボラン

ティアの育成や福祉活動への参加を促進する必

要があります。

　現在、本市における社会福祉協議会のボラン

ティア登録者は、平成24年３月31日現在で、個

人が69名、民生委員等含む団体が1,011名、合わ

せて1,080名となっておりますが、そのうち65歳

以上が810名の75％を占めています。

　これらの高齢者は、福祉サービスの利用者で

あると同時に地域福祉の担い手でもあります。

多くの知恵と経験を持った活動を担う人材とし

て、これからの地域づくりや地域福祉活動に活

躍してもらえるように、さらに県の事業等を活

用しながら今後も環境整備に努めてまいります。

　以上です。

〇池山節夫議員　上から順番に。

　プレミア付き商品券なんですけれども、先ほ

ど森議員と話をしまして、できるだけ広く、売

り上げが上がるような、商工会の理事会で決定

されるんでしょうけれども、お願いをしておき

ました。

　これについては、牛肉・豚肉、これでいいん

ですけれども、大体売り上げの60％ぐらいが量

販店に行くんですよね。ここで言ったらタイヨー

さんとかだいわに行って、以前もこういうこと

はできないかなと商工観光課長と話したことは

あるんですけれども、例えば１億円の60％、6,

000万円が量販店に行っちゃうと、これは量販店

向けは８％にしてとかできんもんかなと。半分

にして、量販店に行った分の、例えば10％にし

た残りの５％を量販店は５％にして、残りの５

％がもう一回回ってくるような仕組みできない

かなと言ったら、プレミア付き商品券という形

ではそれはできないということで、何とかこの

辺クリアできると、経済というのは２回回ると

２億円、1,500万円とか、それ３回回すともっと

なるんだから、それできないかなと思って言っ

てみたんですけれども、補助金の関係とか難し

いわけですね。

　今、ここでちょっと言っておきますので、商

工会のほうでも何かそういうことを検討してい

ただけるようにお願いをしておきます。

　それから、堆肥センターの耐用年数を聞いた

んですけれども、私は大隅の広域の事務組合の

ほうに行って、各鹿屋とかほかの市町村のごみ

の量とか見ていると、鹿屋には堆肥センターが

なくて、生ごみをそのまま大隅のほうの焼却の

ほうに来ると。そうするとやっぱり資料がちょ

っとあるんですけれども、垂水はそういう意味

では少ないんですよ、相当。それはなぜかとい

うと、堆肥センターがあるからで、毎回毎回修

繕料が出てくると高いなと思うわけですよね、

また故障かと。だけど、生ごみの量が減って、

大隅の広域のほうにあんまり行っていないとい

うのとこのごみの量との相関関係と維持費、修

繕料を考えるとどんなふうになるのかなと思っ

て、きょう質問しているんですけれども、この

点について、ほかの市町村とのごみの違い、そ

れで堆肥センターのこれから、そういうごみの

関係で行くと、私は鹿屋はどうして堆肥センター

つくらないのかいまだに不思議なんですけれど

も、あれだけの量があるのに。だから、その辺

も考慮して、ごみの関係と堆肥センターの関係、

その辺がよくわかるようにちょっと教えていた

だきたい。堆肥センターは必要だというそうい

う説明。

　不活化ワクチンなんですけれども、これも質

問したのは、これさっきの答弁で5,750円で、経

費入れて8,000幾らかかると。私はテレビを見て

いて、これについては、民主党政権下の公正行

政というのかな、これは頭来ちゃって、それで

これ質問に入れたんですけれども。

　今、このワクチンを同じものを個人輸入して

も2,800円ぐらいで入っているんですよね。それ

がもう東京あたりでは既にそういう接種をして
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いる人がいっぱいいて、何で2,800円のものが国

がやると5,000幾らになるんだと。ちょっと聞く

ところによると、念を入れているだけの話で、

品物は一緒なんだと。2,800円で同じものなんで

すよ、ドイツの会社かな。2,800円で入れると、

ドイツの会社に支払うわけだから、5,700円と2

,800円だとその差額分は日本国民の税金がドイ

ツへ行くわけだ。この辺に頭来て、なぜそうな

るのか、ちょっと検査を２～３回多くして行程

をふやしているだけでこんなになっているんで

すよ。私はここで、国政の場でまたやれと言わ

れますからあれなんですけれども、この点につ

いて、一応やっぱり地方議会でも本当にこうい

うことを言っておかないと、あれだなと思って

取り上げたんですけれども、もう少し、今の政

権は民主党ですから、もうちょっと国民の血税

の使い方も考えてワクチン行政もやってほしい

と。これはできればテープで送ってください、

東京へ。垂水でも400何十万ですけれども、これ

ちょっと10万人規模とかいう町になると何千万

単位になるわけですね。薬代だけでも全部ドイ

ツ行っちゃって、この景気の悪いところに消費

税を上げられるは、もう頭来て、こういう質問

なんですけれども、これだけをちょっと言って

おきたかったわけです。

　11月から４種混合になって、これ途中で11月

から４種の混合になるのが出るまでこのワクチ

ンの接種は控えて、11月からにしようという動

きが出るんじゃないかというのがあるんですけ

れども、その辺について答えられる範囲ででき

たら答えてください。

　４番目の公共事業なんですけれども、これは

持留議員が先ほど質問されたんですけれども、

ほぼ趣旨は一緒なんですよ、私と。何というの

かな、財政調整基金もちょっとたまってきたと。

ここで、日本の景気も悪いし、せめて垂水だけ

でも景気をよくしてほしいと。それについては、

公共事業にもうちょっと頑張ってほしいなとい

う質問なんですけれども、持留議員は住宅とか

いろんなことで言われました。そういうことを

してでも建設業者の育成をしたり、そういうこ

とをやってほしいという趣旨だったと思うんで

すけれども、私は、これは市長に伺いたいんで

すけれども、垂水元気だなということを知らし

めるためにも、ないものでも見つけ出して公共

事業やってほしい、そのぐらいの気持ちで質問

するわけです。

　いろんなのがあるんでしょうけれども、私が

考えつくところで、垂水・南之郷線があって、

壊れたときに難儀しました。それで、市道高峠

線迂回路にという話が出てきて、一遍通ってみ

たけど、やっぱり今、本当にあの道路悪いんで

すね。ああいうところをちょっとずつでも整備

する、そういう公共事業でも見つけ出してつく

っていただいて、垂水市内の活性化を、せめて

ないところにちょっとずつでも公共企業をつく

ってほしいと。そういう思いでこの質問をして

おります。

　先日、１回目のさっき質問の中に入れました

けれども、降灰対策のほう、側溝を上げてもら

う事業があったんですけれども、もう見ている

と、名前出していいのかね、宮田工業さんの重

機の横に梶原建設さんの重機が一緒に置いてあ

って、またほかのところ見ると、２つの会社名

が一緒に置いてあるんですよ。

　これ見ると、よく助け合ってやっているとい

う感じが見えるんですよ。よく頑張っているな。

建設業者の人たちも公共事業、さっきは少し少

なくなったという話だったですけれども、私が

見るところは、もう本当に工事現場少ないし、

激減しているんじゃないかなという思いがあっ

て、それで助け合いながらよく頑張っていらっ

しゃるなという思いがあって、以前も大薗議員

も質問されました。そういう中で、我々もちょ

っと援護射撃でもないけれども、私のほうから

も一言言わせてほしい。国がやらんなら、垂水
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市でちょっと無理してでも公共事業をつくって

くださいと、こういうお願いです。市長にこれ

は意見を伺います。

　あとは、教育委員会の評価、この辺について

は、大体の答弁でわかりました。

　３番目のこの地域福祉計画なんですけれども、

前の議会のときに第５期の高齢者福祉計画をも

らって、介護保険事業計画、それで今度これも

らっているようなんですけれども、今度の地域

福祉計画のほうが上位計画なわけですよ。それ

が後から出てくる。これは先ほど持留議員とち

ょっと話をしましたら、以前、１年ぐらい前に

話をしたことがあると、聞いたことがあると。

本来なら上位計画がさきにできて下位の計画が

後から来る、それが妥当かなとは思うんですけ

れども、その辺について、以前のことも踏まえ

て保健福祉課長に伺います。

　それで、このバリアフリーに関しては、大体

そういう環境をつくるというようなことでいい

んですけれども、この２番目の人づくり、高齢

者が福祉のために役立つような人づくりをする

んだということになると、２～３日前の新聞に

もあったんですけれども、認知症の患者が65歳

以上のもう１割、305万人、これだけ認知症の人

がふえていて、その残りの人を役立つようなふ

うにつくり上げていこうということなんですけ

れども、これがもしそういうことをこの計画ど

おりうまくいくと、今度は下位の計画の高齢者

福祉計画のほうにはいい影響が恐らく出てくる

わけですよね。高齢者の人が元気になってお手

伝いするわけだから。そうすると下位にあるほ

うの高齢者福祉計画なり、介護保険事業計画の

ほうには好影響が出てくるわけだから、その辺

のところについてどう考えられるのか。

　あと、これは地域福祉計画の中にはちょっと

出ていたから、土木課長に聞きますけれども、

市道の歩道についてはセミフラット化を図って

いるんだと。それがバリアフリーという心でな

いけど、全体的なバリアフリー化の観点からも

そういうふうにしてあるんだというのが出てき

ているんですが、市道についての歩道の部分の

セミフラット化についてちょっと伺います。

〇農林課長（池松　烈）それでは、堆肥セン

ターの件につきまして、私のほうで２回目の答

弁をさせていただきたいと思います。

　生ごみ等の状況につきまして、生活環境課か

らいただいた資料等も含め、説明させていただ

きます。

　まず、大隅肝属広域事務組合に加入していま

す２市４町のうち肝属清掃センターに生ごみを

搬出していますのは、鹿屋市と東串良町、そし

て肝付町の旧高山町管内となっております。肝

付町の旧内之浦町管内につきましては、現在稼

働しています堆肥センターで処理、残りの錦江

町と南大隅町につきましては、鹿児島きもつき

農協の堆肥センターに搬出しているようです。

　次に、鹿屋市と東串良町、そして肝付町、高

山町管内の生ごみの量でありますが、燃えるご

みとしての処理をしますため、指定袋に他のご

みと一緒に入れて搬出という形になり、生ごみ

の量を把握するのは困難であるようです。

　参考といたしまして、生活環境課よりいただ

いた資料によりますと、平成24年度の各市町の

負担金の基準になります平成22年度の生ごみも

含めた確定ごみ量につきましては、鹿屋市が２

万8,645トン、東串良町1,529トン、錦江町985ト

ン、南大隅町889トン、肝付町4,254トン、本市

が2,573トンとなっております。ただし、本市に

つきましては、生ごみを除いた量となります。

　次に、本市の堆肥センターへの生ごみの搬入

量でございますが、過去５年間で、平成19年度

1,700トン、20年度1,721トン、21年度1,595トン、

22年度1,386トン、23年度1,497トンとなってお

ります。

　ここで、本市が現在、堆肥センターへ搬入し

ている生ごみのすべてを肝属清掃センターに搬
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出すると仮定しますと、平成22年度実績で肝属

清掃センターへ搬出する本市のごみの全体量は

約54％増加し、生ごみの量は、本市の全ごみ量

の35％を占めることになります。今後も同様な

高い割合で推移することが予想されます。

　また、この堆肥センターですが、平成22年度、

全国のリサイクル率が10位だったと聞き及んで

おりますが、これには堆肥センターの貢献度も

あるのかなと感じているところであります。

　また、本市農業施策の中で堆肥センターが環

境に優しい農業という面も背負っているところ

であります。

　このような経緯の中で、堆肥センターのこれ

から、今後についてでありますが、早急にでは

ありませんが、順次あるいは年度ごとに整備を

図っていくものや交換・修繕を要するものがあ

りますし、金額も非常に高価になるようであり

ますので、本市リサイクル活動や事業の中で占

めてきた部分、また、畜産業を初めとした周辺

の環境の把握を十分に行っていかなければなら

ないと考えております。

　生活環境課を初めとしました関係機関とも連

携をとらせていただきまして、今後のことにつ

いて検討していきたいと考えております。

　以上です。

〇保健福祉課長（白木修文）11月から導入さ

れる予定の４種混合ワクチンについて御説明い

たします。

　この４種混合ワクチンとは、ジフテリア・百

日咳・破傷風の３種混合ワクチンに、今回９月

１日から導入されます不活化ワクチンをプラス

したものが４種混合ワクチンとなります。

　11月から導入になった場合は、原則として最

初に使用した不活化ポリオワクチンを最後まで

使用するとなっておりますため、４種混合導入

時に単独の不活化ポリオワクチンを接種してい

る方は、単独の不活化ポリオワクチンプラス３

種混合ワクチンをそれぞれ接種していただく予

定です。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）池山議員の市の発注工事を

ふやせないかという御質問について回答をいた

します。

　前回の議会でもお答えしておりますけれども、

現状といたしましては、平成21年度から平成23

年度までは、各種の臨時交付金事業がありまし

て、発注件数も多く対応できたところでござい

ますけれども、今年度は新たな交付金事業もな

くなっている現状でございます。

　これに対しまして、私といたしましては、市

長政策枠の中で道路改修工事を盛り込んでいる

ところでございます。

　また、６月には補正で側溝清掃を計上させて

いただき、現在工事施行中でございます。

　また、今回も振興会の要望に対応するために

補正を提案しているところでございます。

　このように市といたしましても厳しい業界の

状況も考慮して、定期的な意見交換も踏まえて、

独自の予算確保とともに国や県に働きかけ、市

道の維持工事等も社会資本整備総合交付金事業

等の有利な事業導入を図りますように今後も要

望を行うなどの努力をしていきたいというふう

に考えております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）市道高峠線の改良工

事について回答いたします。

　高峠線は、起点は野久妻の元垂水・原田線の

交点から終点は高峠の県道垂水・南之郷線との

交点まで、延長9,261メートルの市道でございま

す。過去の改良工事は、終点部分から高峠公園

の駐車場まで延長1,200メートルを平成元年から

４年まで過疎債を活用し、改良工事として整備

し、その後、駐車場からジャパンファームの傾

斜がある区間までの延長1,700メートルを、平成

20年度に同じく過疎債を活用し、舗装だけの改

良で整備しているところでございます。
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　野久妻から森林管理所の山林を通る残りの区

間につきましては、現在、改良の計画はござい

ませんが、災害復旧工事で危険な箇所につきま

しては、コンクリートブロック積みなどの擁壁

で整備がなされているところでございます。

　また、県道南之郷線が通行どめになりました

ときは、その迂回路としても利用されたことも

あり、さらに近年は、千本イチョウの紅葉する

時期には、観光客の車で渋滞することもあり、

渋滞緩和のためのルートといたしまして、通行

しやすいように環境整備班で側溝の土砂上げや

道路沿いの草木の伐採も行っているところでご

ざいます。

　改良工事につきましては、現在、辺地債で内

ノ野線と元垂水・原田線を整備中でありますが、

総合計画や過疎計画の中でも高峠線は計画に上

げてありません。

　今後の公共事業推進計画としましては、計画

に上げてあります路線や橋梁及び公営住宅など

の長寿命化計画に沿った修繕や補修あるいは新

設などの整備工事が出てくるのではないかと考

えているところでございます。

〇保健福祉課長（白木修文）なぜ上位計画の

地域福祉計画が後からできたのかという御質問

にお答えいたします。

　平成12年６月に社会福祉法の改正により、市

町村に地域福祉計画の策定が規定されたところ

であります。本市においては、まだ策定してお

りませんでしたが、平成20年度に下位計画であ

る次世代育成支援対策行動計画「健康たるみず

21」の計画が策定されたのを受け、計画策定に

は、上位計画による総合計画や下位計画との整

合性を図る必要等から２～３年は要すると考え、

平成24年度中の策定を予定したところでありま

すが、23年度に障害者計画、第５期高齢者福祉

計画、介護保険事業計画が策定される予定だっ

たため、計画を前倒しして平成22～平成23年度

の２カ年計画で策定して、ことし３月に策定が

終わったところでございます。

　ちなみに県内における策定状況でございます

が、平成22年度までに策定済みの市町村は、鹿

児島市、薩摩川内市、曽於市、日置市、十島村、

三島村の４市２町で、平成23年度策定予定の市

町村が西之表市、肝付町、平成24年度策定予定

が姶良市というような状況であります。

　全国的に見ても鹿児島県の地域福祉計画の策

定率は非常に低い状況でございます。

　続きまして、人づくりのための高齢者が福祉

活動の担い手となる環境整備が進み、元気な老

人が多くなると、現在の第５期高齢者保健福祉

計画にどう影響するかという御質問ですが、第

５期の高齢者保健福祉計画の中で、介護保険料

を決定する際にさまざまな介護予防事業による

総介護給付費への効果を見積もり、決定された

と思います。

　仮に今後、人づくりのための高齢者が福祉活

動の担い手となる環境整備が進み、元気な高齢

者が予想以上にふえ、計画以上に介護給付費の

支出が抑えられることにつながった場合は、介

護特別会計へは影響を及ぼすものと思っており

ます。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）歩道整備のセミフラ

ット化について回答いたします。

　近年の道路改良工事の歩道の形式は、高齢者

や視覚障害者、車いす使用者等を含むすべての

歩行者にとって、安全で円滑な移動が可能とな

る公道とすることが原則であり、視覚障害者の

歩車道境界の識別、車いす使用者の円滑な通行

などに十分配慮したものでなければならないと、

バリアフリー化に努めることが基本となってい

るところでございます。

　近年では、上原田地区の内ノ野線、垂水華厳

園横の垂水９号線、コスモス苑横の垂水11号線

の歩道をバリアフリー化の整備をしたところで

ございます。
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　以上でございます。

〇池山節夫議員　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、４時20分から再開いたします。よろし

くお願い申し上げます。

　　　　　午後４時９分休憩

　　　　　午後４時20分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　次は、４番感王寺耕造議員の質問を許可しま

す。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さんお疲れさまです。本

日８番目の登壇でございます。傍聴席も２名と

若干少ないようですが、最後まで一生懸命頑張

ってまいりますので、最後まで傍聴のほどよろ

しくお願いいたします。

　議長の許可をいただきましたので、早速質問

に入らせていただきます。

　まず、市営住宅について質問いたします。

　１点目、本市の市営住宅は22団地で、総戸数

300戸、そのほとんどが昭和30年から40年代に建

設され、耐震性が考慮されていない昭和56年以

前の建設です。また、構造別の内訳は、木造平

屋が27戸、簡易耐火構造が２階建ても含めて153

戸、耐火構造、いわゆる鉄筋コンクリートづく

りが125戸となっており、防火上も問題があると

考えます。市営住宅の改築・新築の計画はどう

なっているのか伺います。

　２点目、滞納額と徴収率向上の取り組みにつ

いてお聞かせください。また、徴収不納の理由

とその内訳についてもあわせてお願いいたしま

す。

　３点目、平成21年３月13日訓令第３号垂水市

営住宅家賃滞納整理要領制定後、不納欠損処分

をしたのか。（64ページの発言により訂正済み）

　以上３点、土木課長に伺います。

　次に、市道・農道の管理、維持作業について

質問いたします。

　１点目、中山間地域の市道・農道については、

年１回しか除草作業が行われていない箇所がほ

とんどであり、道路幅員の半分しか通行できな

い箇所が多数見受けられます。見るに見かねた

地域住民がボランティア作業で除草作業を行っ

ているのが現状です。市道・農道とも市の責任

で管理、維持作業を行うべきだと考えますが、

市長の見解を伺います。

　２点目、土木課所管の環境整備班は、市職員

１名を含む６名で稼働されております。平成23

年度の作業内容と稼働状況、土木課所管の作業

だけではなく、耕地係、教育委員会等の作業依

頼、市民の要望等すべて対応できているのか、

土木課長に伺います。

　次に、いじめ対策について質問いたします。

　いじめの実態については、川越議員の質問で

了解いたしましたので、割愛をいたします。

　直近３年間の児童生徒の問題行動についてお

示しください。

　また、いじめ発生を事前に防止する指導、対

策、発生した折の事実の確認、対処の仕方等現

時点での教育委員会の方策をお示しください。

問題行動の対処、指導方法についてもあわせて

お願いいたします。

　以上、学校教育課長にお願いいたします。

　次に、地域農業マスタープランについて質問

いたします。

　１点目、本市マスタープラン作成の進捗状況

について。いつまで完成するのか。

　２点目、新規就農者の支援体制について。

　３点目、25年度以降の国の予算措置の展望は

現時点でどうなっているのか。

　以上３点、農林課長に伺います。

　次に、木質バイオチップボイラー導入調査事

業に50万円の補正予算が計上されておりますが、
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事業の内容について詳しく説明願います。

　商工観光課長に伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

　市長及び関係課長の簡潔明瞭な答弁をお願い

いたします。

〇土木課長（宮迫章二）まず、市の所有して

いる公営住宅及び定住促進住宅の施設整備計画

の位置づけと統合、新築の計画について回答い

たします。

　市が所有しています公営住宅及び定住促進住

宅のすべてにおける住環境の整備や管理の方針

として、今年度、公営住宅等長寿命化計画を策

定予定でございます。

　この計画は、入居者の公営住宅に対するニー

ズや財政状況を考慮しながら、既存の公営住宅

を効率的に活用するため、団地ごとに大規模改

修や建てかえ、用途廃止など具体的な公営住宅

政策の方向性を定め、長寿命化のための予防保

全的な維持管理を実施しようとするものでござ

います。

　次に、滞納額と徴収率向上の取り組みについ

て回答いたします。

　現年度分と過年度分を合わせた滞納額は、平

成23年度末で3,812万4,372円で、現年度分と過

年度分を合わせた徴収率は71.23％でございます。

現年度分の徴収率は94.99％で、過年度分は18.

51％になっております。

　徴収率向上の取り組みとしましては、平成21

年３月に垂水市営住宅等家賃滞納整理要領を制

定し、滞納防止策を含む滞納整理事務を適切に

処理することによりまして、平成23年度の徴収

率は、平成21年度の徴収率と比較して7.8ポイン

ト向上しているところでございます。

　徴収不納の理由とその内訳について回答いた

します。

　徴収不納の理由としましては、まず、生活困

窮がございます。それ以外に自発的な失踪や急

死等がございます。

　平成21年３月13日訓令第３号垂水市営住宅等

家賃滞納整理要領制定後の不納欠損分について

は、前回は平成21年度に納入義務者死亡、行方

不明者の26名の方で、金額にしまして831万7,834

円を退居してから５年以上経過し、金銭債権の

消滅事項により不納欠損処理を行っているとこ

ろでございます。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）市道・農道の市道の

管理につきまして回答いたします。

　市道の維持、管理につきましては、道路管理

者が一般交通に支障を及ぼさないように努めな

ければならないと定められているところでござ

いますが、現在、市で対応しております除草作

業につきましては、山間部や集落間の地域で管

理が対応できない市道につきまして、緊急雇用

創出事業と単独の維持管理委託あるいは市の環

境整理班で実施しているところでございます。

　また、各地域の集落内の市道や集落道につき

まして、住民の方々みずから各集落の環境美化

活動ということで、除草作業など実施していた

だいており、大変感謝しているところでござい

ます。

　これは、市民の皆様方が、総合計画での重点

目標でもあります市民生活の暮らしの安全を守

るため、自助・共助・公助による助け合いの取

り組みが進み、自分たちの地域は自分たちで守

るという意識が高くなっているからではないか

と思うところでございます。

　しかしながら、地域によりましては、過疎化

や高齢化が進み、作業に参加される人数も減っ

てきており、参加される方々の負担が大きくな

ってきていると思われますので、今後は、市と

いたしましても、業者に委託するなど検討して

いかなければならない問題だと考えているとこ

ろでございます。

〇農林課長（池松　烈）それでは、農道の管

理、維持作業につきまして、私のほうで説明さ
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せていただきます。

　まず、農道の延長等でございますが、農道台

帳整備によります平成23年８月１日現在で317路

線の延長167キロメートルでございます。

　また、平成24年８月31日現在の24年度におき

ます要望箇所、地区は、工事請負費が２カ所で、

防護さく工事等を実施。重機借り上げ料が12カ

所で土砂除去等を実施。原材料支給が14カ所で、

生コンや材料等を支給。また、維持、管理委託

が５路線で除草等を実施してきているところで

あります。

　また、議員御指摘のとおり農道の中でも中山

間地域の農道につきましては、両側の雑草等に

より車の離合、通行等に支障を来しかねないと

ころが多くあるようであります。せめて年２回

の除草等ができれば、危険回避の割合も高くな

ると実感するところであります。

　現況としましては、農道の管理につきまして

は、市の責任として取り組むべきだと考え、事

業効果や通行車両の安全性等の緊急性を考慮し

ながら、市単独の維持管理委託、除草作業や土

木課の環境整備班によります作業で対応してお

りまして、さらに、農家の皆様に中山間直接支

払い制度や農地・水保全管理支払い交付金等を

活用した活動で御協力をたくさんいただいてい

るところであります。

　以上であります。

〇土木課長（宮迫章二）環境整備班につきま

しては、６月議会でも大薗議員から質問がござ

いました。そのときに答弁しましたとおりであ

りますが、平成23年度の環境整備班の勤務日数

は235日間でありまして、対応した要望件数が150

件ほどございます。

　主な作業内容ですが、舗装の補修、降灰除去、

市道や公園の除草作業、地域での集落清掃後の

持ち出し作業でございます。

　その中で土木課以外の件数が40件程度で約27

％ですが、その内訳としましては、学校施設が

12件、８％で、農林関係施設が11件、７％で、

その他の施設、文化会館、運動公園、市民館、

漁港など17件、12％でございます。

　環境整備班への依頼につきましては、「ほぼ

毎日のようにかなりの件数があり、スケジュー

ルを調整しながら対応しているため、迅速で十

分な対応ができないこともございます。」と答

弁しておりますが、今、申し上げましたとおり

要望内容も土木関係、農林関係、学校関係、そ

の他公共施設など多岐にわたっているところで

ございます。

　それぞれの要望には極力対応しているところ

でございますが、地域によりましては、自分た

ちで草刈りから掃除までされ、持ち出しだけを

依頼されるところもありますが、現地に行きま

すと予定外の作業を依頼され、作業予定が変わ

ってしまうことも多々あると報告を受けている

ところでございます。

　そのような状況の中で、環境整備班の職員も

一生懸命対応はしているところでございますが、

今後も環境整備班とのスケジュール調整を密に

しながら、できるだけ対応できるように努めて

まいりますので、御理解と御協力をよろしくお

願いいたします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）感王寺議員の御

質問にお答えをいたします。

　まず初めに、いじめ問題の実態につきまして

の割愛していただきましてまことにありがとう

ございました。

　では、直近３年間の小・中学校での児童生徒

の問題行動についてでございますが、平成22年

度から平成24年度８月末現在の３年間で16件の

問題行動が、市教育委員会に報告されました。

　平成22年度が、小学校３件、中学校８件の計

11件、平成23年度が、中学校２件、平成24年度

は８月末現在で、小学校１件、中学校２件の計

３件の報告を受けております。

　主な問題行動の容態は、窃盗、万引きです。
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　問題行動への対処、指導方法の方策につきま

しては、学校、保護者、関係機関が積極的に連

携を図って対応しております。

　具体といたしましては、毎月生徒指導に関す

る月例報告を各学校に提出させ、いじめ問題同

様問題行動等の積極的な把握にも努めておりま

す。そして、年４回の生徒指導主任研修会の充

実を図るとともに管理職研修会におきましても

指導の充実を図っているところでございます。

　また、いじめ問題発生を事前に防止する指導、

対策、発生した折の事実の確認、対処の仕方等

についてでございますが、いじめ問題につきま

しては、どの学校でもどの子供にも起こり得る

まだ気づいていないいじめがある。１件でも多

く発見し、１件でも多く解決するとの基本認識

のもと、各学校ではいじめ問題に積極的に取り

組んでおります。具体といたしましては、定期

的な無記名アンケートや全児童生徒の個別相談

等を通して、いじめ問題の早期発見・早期対応・

早期解決に努めております。

　幸いにも本市では、深刻な事態に発展したケー

スはございませんが、緊急の対応を要する場合

は、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーを学校に派遣し、いじめ問題に対応

するようにしているところでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）それでは、地域農業

マスタープラン作成の進捗状況について、私の

ほうで説明させていただきます。

　さきの川畑議員への説明と重複するところが

多々あると思いますが、その点につきましては

お許しいただきたいと思います。

　３月から５月にかけまして、農林課座談会や

個別所得補償受け付け時に市内地区公民館等で

概要の説明を実施。５月から６月にかけまして

中山間直接支払い制度の集落ごとの総会時に市

内地区公民館等でアンケートを実施。５月には、

青年就農給付金経営開始型の対象者に説明会を

実施。その後、プランの作成に入っておりまし

て、９月に検討会を実施しまして、９月下旬に

は、「人・農地プラン（地域農業マスタープラ

ン）」として策定するよう準備を進めていると

ころであります。

　次に、新規就農者の支援体制についてであり

ますが、地域農業マスタープランに位置づけら

れますと、新規就農者への支援としまして、課

された要件をクリアしますと、青年就農給付金

開始型が、みずから独立して農業を開始する方

に最長５年間、青年就農給付金準備型が農業技

術の研修を受ける方に最長２年間、それぞれ年

に150万円給付金を給付されます。

　また、農の雇用事業が、農業法人等へ新規就

職する方に研修を実施した場合や研修に要する

経費を最長２年間、120万円農業法人等へ実施さ

れます。

　そして、現在の対象者についてでありますが、

青年就農給付金準備型と農の雇用事業につきま

しては、県が窓口でございまして、本市での対

象者があれば本市に報告をいただけるようお願

いをしておりますが、現在のところ報告はまだ

いただいておりません。

　青年就農給付金経営開始型の対象者ですが、

当初、対象説明会を開催しました時点では17名

でしたが、みずから農地の所有権もしくは利用

権を有している主要な機械・施設をみずから所

有・貸借しているなど課された要件の課題等の

関係で辞退を申し出られた方も数名あり、現在

の時点で本市の対象者は、経営開始年度ごとに

平成21年度１名、平成22年度４名、平成23年度

２名、平成24年度４名の計11名が対象となって

いるところであります。

　なお、11名のうち１名が女性の新規就農者で

あります。

　次に、平成25年度以降の国の予算措置の展望

についてでありますが、先ほど農林水産省は、

平成25年度概算要求案をまとめまして、新規就
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農を後押しするため、青年就農給付金に前年度

104億円の2.3倍となる240億円を盛り込んだと報

道があったところでございます。

　ただ、この政策につきましては、平成28年度

までの５年間の期限つきであると研修会等では

聞き及んでおります。

　また、国・県の方々に継続的な予算措置につ

きましての要望等を行っているところですが、

なかなか確約を引き出せるような回答はもらえ

ないようであります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）５番目の木質バ

イオチップボイラー導入調査事業の趣旨につい

てお答えいたします。

　午前中の森議員の答弁と重複する部分があり

ますので、御了承願いたいと思います。

　現在、道の駅たるみずの温泉の光熱費は、年

間1,000万円を超える灯油代がかかり、温泉経営

の圧迫をしていることは、これまでも議会の答

弁で話しているとおりでございます。

　また、道の駅のボイラーは、７年が経過して

いることもあり、何か有利な事業はないか捜し

ておりましたところ、森林整備過疎化林業再生

事業で、木質バイオチップボイラーを使って昇

温する有利な事業がありました。そこで、木質

バイオチップボイラーを導入することで、維持

管理費、経費の改善が図られるのか、先進地も

踏まえ研修しましたところ、現在の昇温方式に

比べて経費の削減を図られるようでございます

ので、この調査でもって、規模の調査、概算工

事費の算定、維持管理費の算定をし、機器を導

入した場合どのくらいの改善が図られるのか調

査するものでございます。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　２回目の質問に入ります。

　一問一答方式でお願いします。

　市営住宅についてですけれども、質問に入る

前、私、１回目の質問で、市営住宅家賃滞納整

理要領ですね、これ、平成21年３月13日という

ことでできているんですけれども、「23年」と

間違えて言いましたので、「21年」に訂正願い

ます。（60ページで訂正済み）

　それでは、早速質問に入らせていただきます。

　市営住宅についてですけれども、この問題に

ついては、平成22年第１回定例会で、私、質問

しております。そのときの折の深港課長でした

か、質問したわけですけれども、新築ですね、

改築、その計画を立案すべきだという部分質問

したんですが、平成23年度では、住宅マスター

プランをつくりますということだったんですよ、

市長。今回、長寿命化計画を今から取り組むと

いうことで、動きが遅過ぎるんですよ。２年間

ぐらいタイムラグがあると。もう本来であった

らできていなかったらいけなかったんですね。

この分について市長の見解をお伺いします。

　また、この市営住宅については、とにかく古

いわけですね。公営住宅法の部分では、公営住

宅法第１条、この文でうたってあるところは、

「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備

し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低

廉な家賃で賃貸し、又は賃貸することにより、

国民生活の安定と社会福祉の推進に寄与するこ

とを目的とする。」とあるわけですね。

　この文を担保している住宅であるのか、この

部分、市長の今２点申しましたけれども、市長

の見解をお願いいたします。

　また、滞納整理についてですけれども、平成

22年度と比べて平成23年度は、家賃滞納整理要

領をつくったおかげできちっと対処いただいて

いるということです。この部分で徴収率も上が

っているということですね。この部分について

は、課員の方々もきちっと滞納整理要領にのっ

とってやっていただいておりますし、また、７

月、12月につきましては、強化月間を設けてや

っていただいているということで評価いたした
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いと思います。

　ただ、問題点といたしまして、家賃滞納整理

要領が平成21年できたわけですけれども、この

分については、若干この部分できちっと市民に

説明できるのか、問題点はないのかという部分

を私、考えました。

　今、議論を進める前に公営住宅の賃料につい

ては、公債費であるという見解もありますが、

市債権であるととらまえて水道料部分も、そう

いう部分を前提として話しますけれども、今ま

では、時代が今の時代、なかなか徴収努力をし

ても、まず、徴収努力をすることだと。徴収努

力をした結果としても不良債権が残ってしまう

と、回収できないという問題がございます。本

市だけでなくて、この市債権については、各自

治体とも悩んでおりますし、大変問題になって

おります。自治体、債権ですね、市債権の部分

をまず、不良債権と確実に回収できるような債

権とまず分けて考えていくと。このことによっ

て徴収率の向上を図る必要があるのかと考えて

おります。

　２番目に、債権の圧縮ですね。この部分につ

きましては、圧縮することによって資産の適切

な把握、この部分ですね、公会計も変わってま

いりましたし、この部分を把握をきちっとして、

予算の執行ですね、また、予算の組み立てをや

っていくという部分でも必要かなと思っており

ます。

　あと、財政再建の名のもとに職員の皆さんの

数も減っておりますし、国、県からの権限移譲、

この部分がありまして、１人当たりの仕事量の

部分は大変多くなっているのが現状だと思いま

す。そういう中、この市債権の整理という部分

も住宅整理要領でうたっていくという部分で、

この部分については私は反対はしないわけです。

　ただ、問題といいますのが、私どものつくら

れた住宅整理要領の部分で問題点としまして、

まず、生活保護世帯の規定という部分がまずな

いということですね。各市でつくられておりま

すけれども、日置市ですね、ここの部分では、

生活保護の規定もきちっとうたわれております

し、あと長崎県平戸市ですね、この部分につい

ては、生活保護の方々の債権の放棄という部分

も規定されているわけです。市営住宅に住んで

おられて、やむない事情で生活保護をもらわな

きゃいけなくなった。その時点から福祉の対象

になって住居費を払わなくていいわけですけれ

ども、生活保護をもらう以前の市債権の部分、

住宅の賃料、この部分、水道料とか、その部分

については、きちっと免除するべきだと思うん

ですよ。それは何でかと申しますと、この部分

につきましては、生活保護法の第１条で規定さ

れている部分、最低限の生活をするために生活

保護費を出すんだと。最低の生活保護費を出す

んだという部分ですから、その趣旨に反するわ

けですね。この点について担当課としてどう考

えられておられるのか、まず伺います。

　それともう１点、強制執行の弁済が見込めな

い場合、この規定もあるわけですが、強制執行

を受けて、現在、経済がこんだけ冷え込んでい

る中で、短期間で、１年２年で自分の生活を建

て直すということはできないわけですね。５年

たってもできない。そうしますと、この部分、

私どもの部分は、強制執行後５年を経過したと

きとなっておりますけれども、市民の生活の再

建を考えるならば、この執行の部分を執行直後

か、また短い時間に限って財産保全管理を行っ

ていくと、あとは免除していくという方法が必

要ではないかと思っております。

　あともう１点、少額債権についての規定があ

ります。時効援用の部分で５年間、民法の規定

では10年ですけれども、時効援用を受けて５年

間の部分で住宅費の部分は終わるわけですけれ

ども、ずっと請求していくことによって、この

部分が10年延びるということですね。徴収停止。

時効中断措置をとれば10年間放置して債権が消
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滅するという部分も規定されているわけですよ。

　ところが、先ほど申しました2010年度の第１

回定例会の中では、深港課長がこの時点で、10

年間連帯保証人に何らかの接触も行っておりま

せんということをおっしゃっているんですよ。

徴収権者の皆さんが連帯保証人に何の請求もし

ていないわけですね。そうしますと、これは職

員の皆さんが徴収の権利を放棄しているという

ことですね。としますと、この部分は最高裁の

判例にも出ておりますけれども、これは住民監

査請求、あと住民訴訟ですね、この部分の対象

になりますよ。この部分のとらまえ方をどうす

るのかという問題と、あと１点、古い債権につ

いては、少額債権のほうが取り扱い、本当して

いいのか、連帯保証人に対して請求していない

わけですから。平成21年から平成12年ですか、

そのころの連帯保証人連絡していないでしょう。

この滞納整理要領ができてから、この少額債権

の部分は発生すると考えたほうが私は妥当だと

思いますので、今、ざっと話しましたけれども、

その点についてまず、お聞かせください。

〇議長（宮迫泰倫）ここで議長から申し上げ

ます。

　本日の会議は、議事の都合により、あらかじ

めこれを延長します。

　御了承ください。

〇市長（尾脇雅弥）幾つか御質問があったわ

けですけれども、市営住宅について、私への２

点の質問についてお答えをいたします。

　まず１点目、動きが遅いということだったと

思いますけれども、以前の担当課長の答弁の状

況と違うということを顧みますと、反省すべき

点があるというふうに思います。できるできな

いの前にどういう状況であるかというのをまず

しっかりと検討をしたいと思います。

　それから２点目、古くて居住に値するのかと

いうことに対しましては、現場を確認をしなが

ら、今あります長寿命化計画のスピードを上げ

て、あわせてそのことを検討をしたいというふ

うに思っております。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）住宅に入居される方

が生活保護世帯になった場合の以前の部分につ

いての質問だったと思いますが、それについて、

住宅に入居されている方が生活保護受給者にな

った場合、受給者になられている以前の住宅使

用料を滞納している場合の滞納整理事務等につ

いては、垂水市営住宅等家賃滞納整理要領に基

づいて催告や誓約書手続を行い、垂水市営住宅

等使用料の不納欠損処分基準に基づいて不納欠

損処理を行っているところでございます。

　あと、少額債権の問題と強制執行後の不納欠

損時期につきましては、やはり不納欠損処分基

準に基づいて、強制執行後５年を経過したとき

としています。

　この５年を早めてはどうかということであり

ますが、不納欠損処分につきましては、滞納し

ている住宅使用料の時効期間が満了し、回収で

きる見込みのない債権であることが明らかな場

合に不納欠損処分を行うよう定めていますので、

地方自治法及び民法に規定されています時効消

滅期間であります５年としているところでござ

います。

〇感王寺耕造議員　市営住宅については、先ほ

ど来公共事業がないと、業者さんも困っている

と、垂水市の経済も疲弊しているということで

ございます。

　そういった雇用の確保、また、土木・建設業

者の育成という部分からも進めていただきたい

と思っております。

　あともう１点、本市は大変住みやすい市でご

ざいます。地元病院につきましても中央病院が

ございますし、また、鹿屋も大きい病院ある、

鹿児島も大きい病院がある。霧島市もあります

ね。この部分がネックになっている部分はある

わけですけれども、空港までもアクセスが近い、
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中央駅までも近いということで、大変住みやす

い地域になっています。また、ベッドタウンと

してもこの部分の可能性もあるということで、

実際、新しい住宅につきましては、若年者の方々

が住まわれておりまして、そういう観点も、人

口増の観点もございますので、今から長寿命化

計画を立てられるということですけれども、も

う建てかえなきゃいけない部分は建てかえてい

くんだと。また、新築の部分は新築でやってい

くんだという部分でお願いいたします。

　あと滞納整理要領の部分ですね。この部分ち

ょっと時間がないので若干整理してお話しした

いと思いますけれども、例えば債権管理条例で

すね、この部分を制定の考えはないのかという

ことです、質問の趣旨はですね。

　といいますのが、家賃滞納整理要領の部分、

水道事業の部分ですね。水道事業の部分でも不

納欠損の規定があるんですよ。24条の部分でで

すね。そうしますと、この部分につきましては、

法令もしくは条例、または議会の議決によって

債権を放棄するということをうたっているわけ

ですね。そうすると、同じ債権の取り扱いの中

で取り扱いの要領が違うという問題がございま

す。そうしますと、あと１つは、水道にしても

市営住宅にしても、徴収責任者である課長の部

分ですべて処理していくという方策なんですね。

そうするとどこがチェックするのよという話に

なってしまうんですよ。それだったら、チェッ

ク機能働かないじゃないかと。いろいろあと個

別の部分でやられるのは構いませんけれども、

上部の条例としまして債権管理条例をまずきち

っとつくっていくんだと。その上で文言の整理、

そして条件の整理等をやって、この部分をきち

っとやっていく必要があると思います。一課長

が責任を取れる範囲は決まっております。きち

っと債権管理条例をつくって、そこで債権管理

委員会の中できちっと対処していくんだと、責

任機能を果たしていくんだと。

　といいますのは、債権管理条例つくらない場

合、この部分で住宅の部分については議会のチ

ェック抜けているわけですよ。だから、そうい

う部分もございますので、債権管理条例の制定

の考えはないのか、この部分については市長に

見解を求めます。

　あともう１点考えております部分が、先ほど

ちょっと５年間の部分ですね、話があったわけ

ですが、強制執行ですね。

　国の部分については、みなし消滅という部分

の扱いがあるわけですけれども、地方自治法の

部分はないわけですね。この部分を整理してい

ただくように市長のほうで市長会等のほうに要

望していただきたいと思っております。

　これは要望に努めますので、先ほど述べた部

分についてお願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の債権管理条例

の御質問にお答えをいたします。

　御提案の債権管理条例につきましては、本市

の行財政改革を本格的にスタートさせた平成17

年に財政課内に滞納整理室を設置して、市の債

権管理の統一的な処理基準を定めることにより、

公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権管

理の一層の適正化を図り、健全な行財政運営に

資することができるように当時の担当者で十分

検討した経緯がございます。

　しかしながら、顧問弁護士に相談をしたとこ

ろ、本市のような規模の団体では、市債権につ

いては、債権主管課により対応したほうが効率

的であるという助言を受け、条例制定までには

至らず、現在の状況が続いております。

　このような経緯もありますが、条例制定の必

要性等については、先進事例等参考にしながら

研究してみたいというふうに考えております。

〇感王寺耕造議員　最後の質問です。

　文言の整理ですね、特に先ほど指摘いたしま

した市営住宅の整理要領の部分は、この部分で

住民訴訟ないしそういう部分が問題が起こらな
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いのか、また、債権者の部分から本当何か出て

くるんじゃないかという部分を私、危惧してお

りますので、その部分については精査をお願い

いたします。

　あともう１点、市長へお尋ねしますけれども、

やっぱり我々議員もそうですけれども、やっぱ

り法令、また、規則、この部分にのっとってき

ちっとやりとりしていくわけですよね。当然予

算執行についてもそういう形で市の職員の方々

はやっておられると思います。

　ただ、私は思うんですが、確かに本市、小さ

いですから、法令対策室とかそういう部分をつ

くれという部分では申しません。ただ、法にの

っとった予算執行であるとかやりとりという部

分が大事でございますので、専門の部署をつく

る必要はないと思いますけれども、若手にも優

秀な方はいらっしゃいますので、課長さんたち

も優秀ですけれども忙しい、とにかくですね、

指揮命令しなきゃいけないから。若手の方々を

行政大学校ないしいろんな研修に行かせると。

そしてきちっと法令の部分を勉強させていくん

だと。法令を専門の部分、また兼務の部分で仕

事をさせていくという方策が私は必要だと思っ

ておりますけれども、その点について意見をお

伺いします。

〇市長（尾脇雅弥）今、御意見いただきまし

たけれども、必要性から言いますと、当然私も

必要であるというふうに認識をしております。

　ただ、現状は、職員定数の問題もあり、環境

的には厳しいということも御理解いただいてい

ると思います。総務課内の庶務係の所掌事務と

しての職場内での研修のほか、県・国レベルの

職場外の研修にも参加をさせて育成を図ってい

るところでございますので、そのように御理解

をいただければと思います。

　しかしながら、もう少しこれも時間が必要な

問題でありますので、御提案いただいた中身を

よく精査して、どのような対応ができるか研究

をしていきたいというふうに思っております。

〇感王寺耕造議員　次に、市道・農道整備に入

らせていただきます。

　土木課長から自助・公助・共助という話が出

てまいりました。これ、市道についても農道に

ついても、本来これは市がやるべきものだと私

は考えているんですよ。自助を求めるべきじゃ

ないんですよ、市長、この問題で市民に。仕方

なくやっているわけですから。

　予算には限りはあるんでしょうけれども、現

在のようにもう幅員が半分しかなっていない、

もう事故が起こりますよ、これ。もし事故が起

こって、その部分で道路設置者である市のほう

に、これは訴訟でも起こされたらどうするんで

すか。ここもきちっと、年１回でできないんで

あれば、それはボランティアでもやりますよ、

地域はですね。ただ、やっぱり課長もおっしゃ

ったように高齢化しているわけですから、やっ

ぱり安全性の担保、そして市がやるべき仕事な

んだということを踏まえて、これはきちっと私

はやっていただきたいと思います。

　また、課長答弁にもありましたけれども、中

山間直払い、自助だけではなくて、また、所得

補償制度、この部分でも農業者の部分の協力を

得て農道整備とかやっているわけですね、管理

維持作業もやっております。しかしながら、こ

の部分は市できちっとやっていただくと。

　なぜこう申しますかといいますと、やはり安

全性もありますが、仕事がない方々という部分

が、今、大いにいるわけですね。環境整備班の

方をまだ仕事もすべてこなしていらっしゃらな

いようですから、市民要望ですね、各課要望の

部分でも足りないようなお話がありましたので、

この部分を人数をふやすことはできないのか。

また、足りなかったら、業者の方々も仕事がな

いという状態ですので、きちっと業者の方々に

依頼する、また環境整備班で対応していく。年

に１回ぐらいはせめてやっぱりやっていただき
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たいと思うんですけれども、その部分について

市長、お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）お答えをいたします。

　先ほどもありましたけれども、少子高齢化が、

過疎化が進む中で、この市道・農道の維持、管

理などの要望が高まっているということは認識

をしております。しかし、現状すべての要望に

 100％こたえるというのは難しい現状でありま

す。

　先ほど川畑議員の各地区行政連絡会等の要望

に対しての報告もありましたけれども、振興会

要望に対しては75％前後の対応をさせていただ

いております。担当課長が申しました自助・共

助・公助を基本としながらも、やはり公共性・

緊急性を勘案をして対応していきたいと考えて

おります。

　先ほど申しましたとおり必要に応じて業者の

委託ということも検討をしていかなければいけ

ないというふうに思っております。

〇感王寺耕造議員　前向きな答弁と受けとめて

いいのかどうか。この部分についてはきちっと

やっていただきたいと思います。

　環境整備班について若干御提案等したいと思

うんですが、現在、皆さん御承知のとおり環境

整備班は土木課所管でございます。昨年度235件

中150件は土木課の所管の仕事をしたということ

ですね。そういうことですね。

　そうしますと、ほかの部分も、やっぱり農道

部分につきましても、これは中山間地域におき

ますと農道であるけれども生活道路だという部

分があるわけですね。だから、結局、土木課に

所管を置いたほうがいいのか、私は水迫市長の

ときにも申したんですが、市民サービス課にま

ず窓口は置くんだと。それで市民の方々の意見

の吸い上げ、あと各課からの要望ですね、そう

いう部分を調整して、各課とも調整して、それ

で仕事を割り振っていくんだと。何かこれを見

ていますと、今の土木課の環境整備班なのって

いう感じなんですよね。各課の担当にこたえら

れているのか、また、市民の要望にこたえられ

ているのか、私は疑問なんですが、その点につ

いて市長に見解をお伺いします。

〇市長（尾脇雅弥）環境整備班の設置の目的は、

必ずしも土木課のみということではありません。

ただ、行政連絡会でもそうですし、土木課関係

の要望が多いというのは事実でございまして、

それに関連しての出動が多いようでございます。

　いずれにいたしましても要望に対しての対応

力というのが足りないということでありますの

で、その辺のところは、先ほど申しました答弁

のような方向で検討していきたいというふうに

考えております。

〇感王寺耕造議員　了解いたしました。

　先ほどちょっと忘れたものですから、もう一

回農道整備ですね。この部分ですけれども、こ

れは要望にとどめますが、市長にお願いしてお

きます。

　当初予算で100万円ぐらいしかないんですよね。

また、原材料支給の部分で対応していくんであ

って、農林課への答弁だったかな、答弁があっ

たわけですけれども、原材料支給についてはも

う予算がない状況です。いたし方なく中山間直

接支払い制度、また、所得補償制度の部分で農

道の新設整備をやっている現状なんですね。だ

から、当初予算の部分から耕地係にもうちょっ

と予算をつけてくださいよ。もう農業者、市民

への自助の部分だけ求めないでいただきたい。

この部分は強く要望にしておきますので、平成

24年で要望の部分、きちんと算定していただけ

るように心からお願い申し上げます。

　次に、いじめ問題についてです。

　いじめの実態、また、問題行動の部分、お話

を伺わせていただきました。中学校の部分で特

に問題が多いのかなという印象を受けます。先

ほどの川越議員の質問でも朝方ありましたけれ

ども、やはりいろんな地域の文化、生活環境の
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違う子たちがやっぱり集まってやってくるわけ

ですね。その部分でいろいろ問題が出てくるん

だと思っております。

　いじめにつきまして、適切な対応をとってい

ただいているとは思うんですが、私、この質問

通告書、９月の５日に出しました。午前中出し

ましたところ、そうしますと９月５日夕方のニ

ュースでしたか、文科省の部分で国の指導が少

なく、今までは教育委員会におんぶに抱っこだ

ったと。国が指導してこのいじめの問題につい

て対応していくんだというような指針を出され

たということでございます。

　生命、身体にかかわるかえられない重大案件

については、国に速やかに報告させて、国が教

育委員会を指導、助言することを法令化すると

いう、そういうことですね。

　また、有識者数名によるいじめ問題アドバイ

ザーを委嘱して国への助言や研究等に充てると。

　また、出席停止ですね、この部分も必要な部

分にはきちっと使っていくと、予算措置と30項

目の部分の指針を定められたということです。

まだこれから国のほうから、文科省のほうから

本市の教育のほうにおりてくるわけですが、そ

の中でまたきちっとした対策を立てていただき

たいと思っております。

　１点だけただ、教育長、お話し聞きたいんで

すけれども、佐賀県多久市、ここでは、27日、

外部の有識者がいじめ問題を話し合う委員会設

置をすると発表されております。９月市議会に

条例案を提出されるということでございます。

いじめ問題が起きた場合に実態を調べるほかに、

問題が起きなくても定期的に会を開いて現状を

受け、専門家としての意見を出していただくと

いうことですね。多久市によりますと、委員は

５人以内で、弁護士さん、臨床心理士さん、警

察関係者などで構成し、必要と見れば機会に応

じて教師やＰＴＡなどの関係者を呼ぶというこ

とになっております。

　やはり子供を取り巻く環境という部分は大変

複雑になっております。そういった中で、やっ

ぱり専門性を持った方々に、外部の方々にきち

っと来ていただいて、まず、いじめの部分の対

応もですけれども、いじめの発生があったのか

ないのかの確認、防止の部分も含めて私は必要

だと思うんですよ。

　本市でも国の文科省の部分の指針を受けてこ

れから対策が進むわけですが、いじめ対策で外

部委員会の常設の考えはないのか、１点だけお

伺いします。

〇教育長（肥後昌幸）先ほどいじめ問題につ

きましては、学校教育課長のほうでお答えいた

しました。

　幸いに本市におきましては、深刻ないじめは

起きていないわけでございますけれども、しか

し、いつこれからも起きないという保証はない

わけでございます。

　そこで、しかし、このいじめ問題というのは、

本来はやはり学校で、あるいは保護者を含めて

きちっと対応して解決していくのが、これは基

本でございます。

　しかし、学校あるいは保護者あるいは教育委

員会等でも手に負えないものというのがありま

したら、これはもう外部の委員会を設置しない

といけないというふうに思います。

　先ほど議員がおっしゃいましたように国のほ

うでも外部の委員会についての設置が、今、動

き出しております。こういうのも参考にしなが

ら、今後、検討してまいりたいというふうに思

います。

〇感王寺耕造議員　もう１点いじめ問題、また

問題行動について質問いたします。

　教育の部分は家庭教育の部分が基礎になりま

して、また学校教育の部分、また地域で子供た

ちを育てていくという部分が重要だと思ってお

ります。

　ただ、中学校が統合してからなかなか地域の
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部分で中学生の姿という部分が感じられないん

ですよ。もうスクールバスの時間になると子供

たち早く行って、それで帰りも遅く帰ってくる

という部分で地域の部分で中学生の姿というこ

とすら感じられないような私は状況を持ってお

ります。

　いろいろ対策として、学校のほうも地域ＰＴ

Ａの開催とかいう部分でやっていらっしゃるわ

けですけれども、ただ、この間、外部評価委員

の部分、資料いただきました。この部分でも外

部評価委員の部分で、統合された中学の統合は

よかった反面、統合された地域の力強さが弱ま

ったように感じられると、そういうような話も

あります。地域の方も自分から進んで連帯しよ

うという気持ちが弱いという部分で外部評価委

員がまとめているんですけれども、地域の方々

気持ちを持っていてもなかなか参加できる場所

がない。場所がないわけですよ。この場所づく

り、地域との交流ですね、地元の地域との交流

という部分をどういうふうに図っていくのか。

学校教育課長でも社会教育課長でもよろしいの

で、簡単にお願いいたします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）感王寺議員の御

質問にお答えいたします。

　議員の御指摘のとおり学校が家庭・地域と一

体となり、青少年の健全育成に努めていくこと

は、非常に重要なことであると考えております。

　確かに４中学校統合後、バス通学等により子

供の様子がわかりづらくなった現状があるかと

思います。

　この現状を踏まえ、垂水中央中学校では、地

域行事等への積極的な参加を指導しております。

また、社会教育課の事業でございますが、平成

24年度から県教育委員会が推進しております鹿

児島学校応援団の事業を取り入れ、垂水中央中

学校で地域人材を活用し、教育活動の支援を行

っております。

　現在、市内全域から38人の方々に学校応援団

として事業の補助、放課後学習指導や環境整備、

通学バスの添乗などの支援を行っていただいて

おります。

　ボランティアの方々からは、「子供たちとの

触れ合いができてとても楽しかった」と、そう

いったような感想もいただいております。

　今後もぜひ議員の皆様や校区公民館、振興会

等の皆様のお力添えをいただきまして、子供会

等を活性化し、学校と家庭と地域が一体となっ

て青少年の健全育成に努めてまいりたいと、そ

のように考えております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　次に、地域農業マスタープ

ランについて移ります。

　今年度までの新規就農者、過年度まで含めて

11名ということであるわけですけれども、ひと

つなかなか支援体制という部分でお話ししまし

たところ、私は本市の支援体制、その部分で質

問したんですが、本市の支援体制がちょっと少

ないんではないかと思っているんですね。ＪＡ、

あとまた県の農政普及局、こっちにおんぶに抱

っこの部分でやっているという部分で。

　あともう１点が、川畑議員の質問の部分でスー

パーＬ資金、また各種の資金、また県の青年就

農支援資金などの活用ということをおっしゃい

ましたけれども、認定農業者ではないんだから、

新規就農者、過年度の部分は認定農業者になっ

ているかもしれませんよ、だから資金面で皆さ

ん苦しんでいるわけですよ。この資金対応の部

分を、市が債務保証するわけにはいきませんけ

れども、県のほうのこの就農資金については、

基金積み立てやっていないんですよ。それでま

た償還の部分で、例えば旧輝北町の部分、鹿屋

市ね、この部分は農業公社が持っているもので

すから、菊の部分の栽培をやっております。そ

ういった後ろ盾がないとなかなか県のほうも銭

出さないという状況なんですよ。だから、この

部分についても市長も課長も県、国のほうにそ
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の資金の部分をやってくれと。150万もらったっ

て、それは生活費にしかならんのですよ。初期

投資大変ですので、この分はお願いとしておき

ます。

　あと木質バイオの部分ですけれども、1,000万

円の部分ですね、灯油代の1,000万円、この部分

で事業を始められるということですね。私はち

ょっと本末転倒じゃないかと思うんですね。こ

の部分については、林業構造改善事業の部分か

らの補助金だと思っているんですが、そうする

と林務のほうですよ、係は。だから、産業施策

として、森林政策の部分では本市の森林政策の

部分でこれを森林組合から依頼があったとか、

また、間伐材の部分が安い、木材も安い、そう

いう中で取り組むという部分であれば、私はそ

れは本筋だと思うんですよ。何でいきなり農林

の関係の部分を使って灯油の部分の調査費する

んだということですよ。市長、私これ本当思っ

ているんですよ。この部分については、ちょっ

と市長の答弁を求めます。

〇市長（尾脇雅弥）今、感王寺議員から御提

案をいただきましたので、そのことも含めて検

討して、どういう方法がいいのかというのをし

っかりと研究をして対応したいというふうに思

います。

〇感王寺耕造議員　そろそろ時間も来たようで

ございます。

　これで終わりますので、市長また、いろいろ

検討していただいて、本市が発展するようによ

ろしくお願い申し上げます。

　どうもお疲れさまでした。

〇議長（宮迫泰倫）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後５時21分散会
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平成24年９月12日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長 （宮迫泰倫） おはようございます。

　定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから本日の会議を開きます。

　　　△一般質問

〇議長 （宮迫泰倫） 本日の議事日程は、きのう

に引き続き、一般質問であります。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、15番篠原則議員の質問を許可しま

す。

　　　［篠原則議員登壇］

〇篠原則議員　皆さん、おはようございます。

　まだまだ暑い日が続いておりますけれども、

暑さ寒さも彼岸までということで、もう少しの

辛抱じゃなかろうかと考えております。またや

がて実りの秋が来まして、食欲の秋、食べ過ぎ・

飲み過ぎに気をつけて皆さんが元気でいらっし

ゃることをお祈りいたしまして、質問をさせて

いただきます。

　まず、農業委員会事務局長の専任についてを、

農林課長兼農業委員会事務局長にお尋ねをいた

します。

　農業委員会の事務局長が農林課長と兼任にな

ったのは、鹿屋市などとの合併が破綻し、その

後の行財政改革の組織再編・機構改革を受けて

の平成17年４月１日からだと思っておりますが、

また、平成21年の農地法改正により農業委員会

の果たす役割が重みを増したと思いますが、今

現在、農業委員会事務局の業務的にはどのよう

にとらえていらっしゃるかをお尋ねいたします。

　２番目に土木行政でありますけれども、土木

行政の中で、この冊子で「集落道の整備（申請）」

とありますけれども、どこで間違えたのか、こ

の申請じゃなくて、柊原校区新生集落の新生で

ございますので、よろしくお願いをいたします。

　この新生集落の道路でございますけれども、

新生集落は柊原校区におきましても最も広い地

域でございまして、整備しなくちゃならない箇

所が多々あるわけでございますけれども、まず

一番集落民が危惧しているところがございまし

て、久永石材から護岸に通ずる道路でございま

す。この道路に関しては、前市長時代、振興会

長ら集落の有志の方が５人ほど、前市長時代、

お願いに行かれまして、前向きな答弁をいただ

いておったわけですけれども、市長が交代され

ましてそれから前進がないようでございますが、

そこら辺を土木課長、いかがお考えか、教えて

いただきたいと思います。

　次に、土捨て場でございますけれども、土木

課長にお願いいたします。

　土捨て場の管理方法、それからまた土捨て場

に対しての規約といいますか、規則があるのか、

あれば、それをお示しを願いたいと考えており

ます。

　また今回、土木課長におかれましては、かね

がね私がお願いしているところがございまして、

ここを改善しないと、農地、農家に御迷惑をか

けますというところがありましたけれども、そ

こを早速土捨て場の件について質問を通告をし

たならば、すぐ改善をしていただきました。あ

りがとうございました。

　次に、ロードスイーパー購入についてをお尋

ねをいたします。

　ことしも余すところ３カ月余りとなりました

が、昨年を振り返りますというと、９月に降灰

除去の出動命令が出ているようでございます。

ことしも、もしかすると、会議中に降灰の被害

が予想されます。

　そこで、今議会にロードスイーパーの購入議

案が上程されておりますが、購入議論の過程に

おいて民間の方に購入していただくような調査

をされたのか、またそういうお話は、議論はな
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かったのかをお尋ねいたします。

　それと、現在、保有台数並びに車検等、いろ

いろ任意保険とか、保有台数についての年間の

維持管理費についてをお伺いいたしまして、１

回目の質問を終わります。

〇農林課長（池松　烈）おはようございます。

　農業委員会事務局の業務状況について、事務

局長の私のほうで説明させていただきます。

　農業委員会の会長でもいらっしゃいますので、

日常的な業務も含め、すべてに精通されており

ますので、概要を述べさせていただきたいと思

います。

　議員御指摘のとおり、行財政改革での組織再

編、機構改革により、平成17年４月１日から農

林課長との併任、兼任になりました。平成24年

４月１日現在の農業委員会事務局長の併任、兼

任状況でございますが、県内43農業委員会中、

９市町村が併任であるようでございます。その

うち市では、本市と阿久根市が併任であります。

南大隅町を除けば、あとは離島方面です。

　また、現在の業務の状況についてであります

が、平成21年12月の農地法改正によりまして、

農業委員会の果たす役割が重みを増し、遊休農

地解消や農地の面的集積等を進める上で委員会

体制の充実をより一層図る必要や、本市におい

て新たな農地制度が適正かつ円滑に運用される

よう、農業委員会の活動予算の確保、農地の制

度・実務に精通した職員の確保・増員など、事

務局体制の整備・強化も求められています。

　さらに、地方の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の公布により、平成24年４月１日よ

り、農地法第３条の規定に基づきます権利移動

に係る都道府県知事の許可権限は、すべて農業

委員会に移譲されました。

　また、事務局長としましては、農林課長との

業務ということで、各種出張を初め各種会合等

で重複することがままあるわけでございますが、

その際は、職員への職務分担、代理での出席等

をお願いしているところであります。私もこの

４月についたばかりで、まだ１年の流れを経験

しておりませんが、現況では、各種出張や各種

会合が重なったときだけが多少影響があるよう

であります。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）おはようございます。

　集落道整備につきまして、回答いたします。

　要望される道路は、市道でもない、農道でも

ない、いわゆる集落道でございます。この道路

につきましては、舗装が傷んでおり、一部は未

舗装部分もあり、排水路もないため、以前から

要望が上がっておりましたので、農業農村整備

事業の中山間事業で要望してありましたが、採

択要件に合わず、採択されなかったと伺ってい

るところでございます。

　現在、この道路を利用されている人家は７戸

ありまして、大変不便を強いられているようで

ございます。

　このような状況であるため、整備の必要性は

認識しているところでございますが、市道認定

を受けていなければ社会資本整備総合交付金事

業等の採択要件にも対象とならないため、単独

費の予算で整備していくことになるようでござ

います。単独費であれば、幅員を広げる全面的

な改良工事ではなく、現道の幅員で側溝敷設と

舗装の改良になりますが、延長が約170メーター

あり、道路の下に水道本管のビニールパイプの

100ミリが埋設してあるようですので、現地調査

を詳細に行い、実施設計し、地元の理解と協力

が得られれば、平成25年度実施の方向で検討し

ていきたいと考えているところでございます。

　続きまして、土捨て場の管理体制につきまし

て、回答いたします。

　残土処分場の門扉の管理は、以前からいろい

ろかぎを替えたりして工夫をしているところで

ございます。以前は同じ鍵を何個かつくってお
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り、利用者から申請書を提出されたときに鍵を

お渡ししていたのですが、その鍵を又貸しされ

たり、スペアキーをつくられたりして、管理が

できなくなったこともあります。現在はダイヤ

ル式の鍵に変更しているところでございます。

　申請があったときには、持ち込みのたびに鍵

を開け閉めするように指示はしているのですが、

守られていないようでありますので、門扉に注

意事項を記載した看板を設置するなどして利用

者に注意の喚起を図っていきたいと考えている

ところでございます。

　それと、先ほど言われました残土処分場の東

側に大きなますがありまして、そのますに草と

かビニールが詰まらないようにと、上流にある

排水路に柵を設置しており、大雨で流れてきた

ものはそこでキャッチできるように考えている

ところでございますが、今度はそこにたまった

ままにしておくと排水路横の畑に被害を及ぼす

ことになるため、たまったらすぐに撤去しなけ

ればならないところでございます。

　このような状況であるため、この排水路沿線

の農家の方々に排水路に物が流れないようにと

お願いもしているところでございますが、土木

課のほうでも大雨の前や後には確認に行くよう

にしているところでございます。

　大雨の後には災害調査等もあり、確認がおく

れるため、排水溝が詰まって通報を受けてから

何度か対応をしていることもありましたので、

現在は災害調査の中に組み込んで確認するよう

にしているところでございます。

　続きまして、ロードスイーパーについて、回

答いたします。

　ロードスイーパーを建設会社に買ってもらっ

たらどうかとのことでございますが、本市にお

きましても、平成11年度までは桜島の南岳が活

動していたため、数社が保有しており、降灰除

去事業も実績があったようでございますが、平

成12年度から平成20年度までの間は火山活動が

鎮静化してきたため、降灰除去の事業を請け負

っても出動がないため、変更契約でゼロ精算と

なっていたようでございます。そのような状況

が何年か続いているようですので、車の車検や

点検、整備費などがかかったために廃車された

ようでございます。

　現在、桜島の活動は活発化しており、長期化

するとも言われているところでございますが、

活動が鎮静化になれば当然降灰除去作業も少な

くなるということになり、民間業者に保有して

いただくことは難しいのではないかと思うとこ

ろでございます。現段階におきましては、降灰

時に即対応するために市が保有することが望ま

しいと思うところでございます。

　ロードスイーパーの現在の維持管理費でござ

いますが、平成23年度に要したロードスイーパー

６台分の修理代ですが、これは大型車が２台、

中型車４トンベースが１台、それと小型が３台

の６台分の修理代ですが、メインブラシ組み立

て・交換部品代、これはリアロータリーワイヤー、

サイドワイヤーを含めて233万7,979円の修理代、

消耗品としまして、ブラシ代が79万8,000円を要

しております。そのほかに、車検代は51万7,964

円、１台当たり17万2,654円。自賠責が４万8,610

円、１台当たり１万6,200円。重量税10万800円、

１台当たり5万400円。それと車検時において修

理代が24万240円かかっております。自動車損害

共済保険料が13万8,877円でありまして、合計い

たしますと、418万2,470円の１年間のロードス

イーパーに要した費用になるようでございます。

　それと、残土処分場の管理規則でありますが、

垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条

例を設けているところでございます。

〇篠原則議員　ただいま局長より御答弁があ

りましたけれども、市長に今度はお尋ねいたし

ます。

　実際私も、日常の会長決裁や各種会合への出

席を通じ、事業量が相当量増加していると実感
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しているところでございます。毎月の県農業会

議への、常任会議におきましても、他の市町村

の会長さん方と情報交換の中で、農業委員会の

果たす役割、業務が非常に重みを増していると

確認をしているところでございます。

　市長、農業は本市の基幹産業でございます。

その根幹をなす農地施策は、耕作放棄地の解消

等さまざまな課題を抱えながらも、将来につな

げていかなければならない重要な政策であると

思っております。現在、組織の再編成や機構改

革を視野に入れられていらっしゃると聞き及ん

でおりますけれども、ぜひ農業委員会事務局長

の専任化を検討していただきますようお願いし

たいところでございますが、市長のお考えをお

聞かせ願います。

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　篠原議員の御質問にお答えをいたします。

　篠原議員、今お考えを申し上げられまして、

そのとおりだというふうに理解をしております。

農業委員会事務局長の専任化についてでありま

すけれども、現在の農政、またその根幹をなす

農地施策を考えますと、重要な課題であると考

えております。また、平成21年度の農地法改正

時につきましては、さきの市長時代に農業委員

の方々から農業委員会の体制整備の要請もあっ

たことも承知をしております。

　ただ、行財政改革によりまして、平成17年４

月１日から併任に至っております。

　これにはもちろんさまざまな角度からの検討

や、その時代における庁舎内職員全員での協議

を経ての理解があったことと、将来に向けての

本市の財政状況を勘案してのことだったと理解

をしているところでございます。

　農地政策は本市基幹産業であります農業を将

来につないでいく上での重要課題でありますけ

れども、農業委員会事務局長の業務という面か

らは、現状におきまして多少の影響はございま

すでしょうけれども、十分に業務を遂行してい

ると考えております。

　また、農林課長との併任ということが、かえ

って農林課サイドからの協力を得られるという

ことで有効であるということも伺っております

ので、当分の間は現状のままで対応させていた

だきたいと考えております。

　以上でございます。

〇篠原則議員　それでは、総務課長にちょっ

とお尋ねしますけれども、総務課長も以前、農

林課長兼農業委員会事務局長として働いていら

っしゃったと思っております。そこら辺で、そ

の当時の課長の考え、どうであったのか。

　それと、一番私、危惧するのが、同じ庁舎内

で職員の皆さんが働いていらっしゃるわけです

けれども、その中でも、市長部局以外の各行政

委員会、この人事についても各所管の長が任命

するようになっているわけですよね。それとこ

の専任とはちょっと話が違いますけれども、そ

の中で、議会事務局・監査事務局・農業委員会

事務局・選挙管理委員会事務局・教育委員会、

そこが一応市長部局を離れたというと表現がち

ょっと悪いですけれども、そういう立場の所管

であると私は考えております。そういう観点か

らも、ぜひ専任化をしていただきたいと、そし

て垂水の農業、農政に一役買っていただきたい

と、そういうふうに考えるわけですけれども、

総務課長のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

〇総務課長（山口親志）急に振られましてち

ょっと戸惑っておりますが、私も平成19年４月

から兼任で、今のような形で農林課長をさせて

いただきましたが、当時、業務量も、耕地係も

含めまして、相当業務量も多かったんですが、

ただ、今、農林課長、それから市長も言われま

したとおり、平成17年の４月１日の機構改革の

中で、この中でしっかり、命を受けた以上はし

っかりこの中で業務をこなしていかないといけ
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ないのかなという思いで一生懸命頑張ったと思

っております。

　ただ、農業委員会と農林課との違いは、十分、

同じ農業を支える中でも、農地法があったり、

片や農業の指導的な立場もあったりしながら、

業務はなかなか厳しいと、業務は違うという認

識はありながら、職員の方々から協力をいただ

きながら、業務を３年間遂行したということは

記憶にあります。

　ただ、今言われました市長部局と違うその部

局についての異動でありますので、今後はまた

市長も今、回答をされましたとおり、そのよう

な考えの中でありますが、今後、そのような要

望があったということはまた前向きに検討しな

がら、統廃合を含めた中で、農業委員会の今の

あり方でいいのかどうかはまた統廃合の中であ

わせまして検討させていただきたいと思います。

　当然、最後に言われましたとおり、市長部局

でない各局に対しては、そこに会長、それから

議長等がいらっしゃいますので、そのあたりは

紳士的に、事前に御相談をしながら異動等は考

えていかないといけないのかなとは十分認識を

しております。

　以上です。

〇篠原則議員　ありがとうございます。

　市長は当分このままでいくというような御答

弁でございましたけれども、ぜひ、改めるとこ

ろは改めていただきたいとそういうふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

　何でかといいますと、組織再編、機構改革と

いう名で、10年前まで28の課があって、課長さ

んが28人いらっしゃったと思いますけれども、

それが去年、ことし22課、22名の課長さんがい

らっしゃると思います。そういう中で、自分な

んか素人に言わせますというと、組織再編、機

構改革という名のもとに、私は、必要な部署の

長をですね、ただ管理職手当を１人分浮かすと

いうような考えとしか受け取れんわけですよね。

そういう考えで受けていますので、近いうちに

いろいろ考えていただきますようお願いをいた

します。

　これはこれで終わります。

　次に、集落道の整備でございますけれども、

先ほど土木課長のほうから答弁がございました。

よく理解していただいているようでございます

けれども、ぜひ、どんな道路かといいますとい

うと、車が底をこするわけですよね。そんな道

路が垂水市で何カ所あるのかちょっとわかりま

せんけれども、ぜひ土木課長、前向きに考えて

いただきたいと思います。

　きのうも川畑先輩の質問に対して、行政連絡

会あたりの要望件数、93件に対して70件の整備

率、率にして75％が要望にこたえているという

ような御答弁もございましたけど、率でいって

75％、相当な改善率であると考えておりますけ

れども、私、ちょっと見てみますというと、ど

ういうところが優先順位で大事なのか。それと、

小さな箇所ですね、金額にして安くおさまるよ

うな箇所を何カ所したとか、それで率が上がる

わけですよね。私は、それじゃなくて、必要な

箇所をどんとやっていただきたい、そういう考

えでおりますので、土木課長、もう１件、お考

えがあれば御答弁をお願いいたします。

　本当に悪いところだと、これは市道でもない、

集落道であると、大体１メートル、２メートル

ぐらいの道路なんですけれども、そこを整備す

るに当たってどうお考えなのか、できないか、

近いうちに。

〇土木課長（宮迫章二）今、改良計画でして

いるところが内ノ野線と元垂水原田線でありま

す。これは辺地債を活用して整備しているとこ

ろでありますが、今、振興連から出てきます要

望に関しましては、まず費用対効果もあると思

います。ですから、そこの受益者といいますか、

やはり利用度の高いところを優先していこうと

思っております。
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　それと、今、集落道、農道、耕作道いろいろ

あると思うんですが、この道路につきましては、

もともと畑がありまして、畑で利用しておれば

やはり農道的な耕作道、それで集落が今、家が

建ってきておりますので、やはり人家ができて

くれば集落道扱いで整備していかなければなら

ないと思っておるところでございます。

　以上です。

〇篠原則議員　１回目の質問で、課長は住宅

が７戸あるとおっしゃいましたけれども、確か

にそれだけの数だと思います。しかし、そこを

通行する車は結構いるんですよね、迂回路とし

て。そうですので、ぜひ前向きに考えていただ

きたいと思います。

　土木課長としては、あしたでもやってあげた

いという気持ちはあるわけですよね。でも、予

算がつかない。財政課長、よろしくお願いいた

します。答弁はいいですよ。

　それから、土捨て場について、次、お願いい

たします。

　土捨て場、規則があるということでございま

したので、また後もってそれを教えていただき

たいと思います。

　なぜかというと、何かいい加減な土捨て場の

利用をしているというようなふうに私は受けて

おるもんですから、お尋ねしたわけでございま

す。

　それはそれとして、次に、土捨て場の上流の

ことは先ほど説明なされましたけれども、下流

のほうに、たしか、災害が起こらないように調

整池があると思うんですよね。そこはどういう

ふうに今現在なっているのか。そこに通ずる管

理道路があります。耕地から削って管理道路が

つくってあるわけですけれども、そこら辺も全

く所管課として管理していないというようなふ

うに、私、見受けているわけですけれども、課

長はどう、確認されたことがあるのか、どうい

うふうに考えていらっしゃるのか、お尋ねをい

たします。

〇土木課長（宮迫章二）土捨て場の下流にあ

る調整池でありますけど、ことし、ちょっと何

月かは覚えてないんですが、北側のほうに排水

が入っているわけなんですけど、私も心配で現

地に確認に行った記憶があります。その段階で

は排水路はうまく機能しているようでありまし

た。

　ただ、言われますように、一番下側にある土

地も杉林になっておりまして、ちょっと草が生

えておって、すぐには行けないような状態でし

たので、管理できるようにはしていきたいと思

っております。

〇篠原則議員　課長、土捨て場、本当に土木

業者の皆さんはこういうところがないと仕事に

ならないというようなところでございますので、

ぜひ大事に使っていただきたいと。

　先ほど言われましたとおり、土木課の職員が

調整池、管理道路、行った形跡は全くございま

せん。もう道路か山か、全く区別がつきません。

ぜひここら辺も調査に行って、いろいろ、どう

したほうがいいのか、検討していただきたいと

思います。

　それはそれといたしまして、それと、現在、

土捨て場という名の場所、土捨て場は確かに土

砂を捨てる場所でございますけれども、今、公

共工事がない。だから、土は運ばれない。そう

いう中で、今、宅灰の収集、それから側溝を揚

げた灰、そういう灰の持ち込み場所になってお

りますね、今。だから、宅灰の量を測量するあ

れは何か、ヤードというんですか、あれも４カ

所か５カ所つくってあるようでございますけれ

ども、こういう今現在、申しますとおり、土捨

て場じゃなくて、灰捨て場になっているわけで

すよね。そこで、処分場がないわけですから、

これに対して、せっかく、「ここが土捨て場や

っで、こけうっせればもうよかが」という考え

じゃなくて、降灰が垂水、鹿児島、ひどいわけ
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ですから、その公共事業は公共事業といたしま

して、灰捨て場としての何か位置づけで何か補

助事業はないものか考えていただきたいと思い

ますが、課長、お答えをお願いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）今、土捨て場につい

て、灰捨て場になっているんじゃないかという

ことでございましたが、垂水市建設残土処分場

設置及び管理に関する条例の中の設置の第１条

の中で、本市に公共工事等の建設残土及び桜島

降灰を処分するための施設として垂水市建設残

土処分場を設置するということで、最初の設置

目的が、建設残土と桜島降灰を処分するという

ことで一応うたわれております。そのために宅

灰とか、路面清掃の灰も、一応捨てるようには

しているところでございます。

　それと、降灰除去事業でということでありま

すが、それについては今後また検討していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇篠原則議員　どうもありがとうございます。

　灰も捨てていいということは私は初耳でござ

いまして、本当に認識不足で申しわけございま

せんでした。

　議員の皆さんも、私を含めて、そういう規則

ですか、そういうのを知らないわけですよね。

だから、産業委員会あたりでそれをお示しを願

いたいと思います。

　次に、ロードスイーパーでございますけれど

も、土木課長の先ほど答弁で大体は理解をいた

しますけれども、何で民間の業者の方々に調査

とか依頼はなかったのかといいますというと、

今、公共事業は大変、御存じのとおり少ないわ

けですけれども、こういう状態でありますと、

垂水の土木業は衰退し、また災害などがあった

場合、即対応ができなくなるんじゃなかろうか

と危惧するわけでございます。

　そこで、そういう土木業者にこういうことで

ロードスイーパーを購入していただく気持ちは

ございませんかと、そういうことでお願いして、

そうしたら手を挙げる業者があるかもわかりま

せんよ。そうすることによって土木業者の体力

を少しでもつけていただくというふうに考えて

おります。「土木業者はもう仕事はねで、もう

しょうはねが」というんじゃなくて、やっぱり

限られた市内の土木業者をちょっとやっぱり育

てていかないかんと思うんですよね。ぜひそう

いうお考えで前に進めていただきたいと思いま

す。

　課長、それに対してのお考えをよろしくお願

いします。

〇土木課長（宮迫章二）業者を育てていかな

ければ、いきたいということでありますが、確

かに降灰は今あるところなんですけど、年間を

３期に分けて発注しているところですが、今回

も４月から８月までやっているんですけど、そ

こまで工事費が上がらない。ちょっとはっきり

金額は覚えてないんですが。降灰がないときに

は、それでは通常の維持管理ということで、路

面清掃という形で走らすということになるわけ

なんですけど、現在、土木課のほうも環境整備

班がありますので、通常の管理としてはそちら

のほうでできるところもありますので、業者に

委託ということにはならないと思います。

〇篠原則議員　ありがとうございます。

　そういうことであると思いますけれども、６

台のスイーパーを降灰がある場合は民間業者に

委託して作業をされるわけですけれども、業者

の皆さんの話を聞きますというと、全くといえ

ば全く実入りがないと、日当ぐらいのもんだと。

それじゃ、業者は体力がつかんわけですよね、

きちっともうかるような仕事をさせてやらんと。

そういう点でお伺いをしたわけでございます。

　また、灰が降らないシーズンオフといいます

か、その期間は鹿児島市におきますと、維持管

理に必要な程度の稼働をさせていらっしゃると、

路面清掃の発注を出していらっしゃるというよ

うなお話を聞いております。何でかといいます
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と、上から降ってきませんけど、山手から流れ

出したり、宅地から流れ出したりしたのは結構

あるわけですよね。だから、仮に民間業者が購

入されたとき、維持管理費に必要だと、先ほど

言われた車検とか何とか、相当そこらでかかっ

ているようですけれども、それを賄えるだけの

仕事を出していただくというふうにすれば、民

間の方でも購入希望の方がいらっしゃるかもわ

かりませんので、ぜひ今後、そこらあたりを検

討していただきたいと思っております。

　どうもきょうは土木課長だけお疲れさんでし

た。またよろしくお願いします。

　これで終わります。

〇議長 （宮迫泰倫） 次に、５番池之上誠議員の

質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、おはようござい

ます。

　先が長いですので、早速質問に入らせていた

だきます。

　まず最初に、垂水中央中学校施設整備につい

て、質問をいたします。

　垂水中央中学校の統合から３年目を迎えてお

ります。新校舎建設を断念し、見た目は新築と

同等にという思いで校舎等の大規模改修工事が

年次的に進められ、そしてまた、東北大震災の

影響で予算配分が難しくなるだろうということ

から、前倒し発注が行われております。校舎施

設整備については、年度内にはおおむね完成の

運びになるだろうと思っております。リニュー

アルされました内外装等を見ますと、確かに新

鮮な印象があります。また、桜島火山活動対策

事業の恩恵にあずかりまして、市内小・中学校

すべてですが、空調等の施設整備もなされ、中

央中学校の教育環境はますます充実してきてい

ることが実感されます。これもひとえに、市長、

教育長を初めとする行政の皆様の御尽力のたま

ものと感謝の意を表したいと思います。

　さて、いよいよ最後の詰めとなります校庭拡

幅工事、プール、武道館等の施設整備計画等の

設計委託の補正予算が、９月議会に上程されて

おります。

　そこで質問いたしますが、これらの全体計画

の概要をまずお伺いいたします。

　次に、観光行政について。

　まず、千本イチョウと道の駅について、質問

をいたします。

　まず、千本イチョウについて質問いたします

が、個人の観光資源を開放され、交流人口の増

加と経済の活性化に尽力され、県観光連盟表彰

を受賞された宇喜多秀家公ゆかりの牛根麓の平

野利孝さん、及び千本イチョウの中馬吉昭さん

には心から、この場をかりまして敬意を表した

いと思います。

　さて、千本イチョウはここ数年、報道等でも

大きく取り上げられ、シーズン中には県内外か

らも多くの観光客が訪れ、好評を博しておりま

す。しかし、毎回問題になるのが週末、日祭日

などの駐車場問題です。確かに県のほうで何台

かのスペースは整備されておりますが、ピーク

時にはとても対応できず、挙げ句には県道南之

郷線の両脇に駐車し、往来の妨げになる事態も

現に発生をしております。昨年来、これらの対

策については何回か議論されてきております。

市当局の対策の答弁もいただいておるわけです

が、ことしもシーズン直前となってきておりま

す。

　そこで質問いたしますが、過去に答弁された

シーズン中の駐車場対策あるいはシャトルバス

運行計画、及びそれらの周知の方法や該当日の

対策について、この１年間、練り上げてこられ

たであろう具体策をお聞きいたします。

　次に、道の駅について、質問をいたします。

　昨年３月議会で、第６号議案垂水市道の駅交

流施設の指定管理者の指定については、尾脇市

政で最初に否決されたことは記憶に新しいとこ
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ろでございます。紆余曲折を経まして、昨年７

月の臨時議会で承認され、株式会社芙蓉商事・

薩摩おごじょ企画グループの共同企業体が指定

管理者に指定され、昨年10月１日より道の駅の

運営を行ってきており、約１年を経ようとして

おります。

　そこで質問いたしますが、さまざまな問題改

善のために指定管理者制度を導入した経緯があ

り、そして当然さまざまな努力がなされてきて

いると思いますが、まずは、これまでの総括的

な運営状況についてお伺いいたします。

　さらに、指定管理者の運営状況をチェックす

る体制として管理運営協議会が庁舎内にあると

思いますが、基本協定をもとに年度協定や業務

計画等の内容を吟味されてきていると思います。

その内容を、公表できる範囲で構いませんが、

お知らせいただきたいと思っております。

　最後に、８月号市報にお知らせとして、道の

駅たるみず「湯っ足り館」の運営について、グ

ループでありました株式会社芙蓉商事と株式会

社薩摩おごじょ企画は、共同で７月17日、合同

会社を設立しました。７月17日以降、合同会社

垂水道の駅が施設の運営を行ってまいります云々

と掲載されております。そして、垂水市のホー

ムページの観光地案内「道の駅」にも、「指定

管理者、合同会社道の駅」と明記されておりま

すが、いつ指定管理者が変更になったのか、議

会に対して一切の説明もなかったと思いますが、

当然所管の商工観光課や管理運営協議会では重

要案件として十二分な協議を経てこのように掲

載させたのだろうと思いますが、そのあたりの

経緯及び判断の真意をお伺いいたします。

　最後に、公務員、教育公務員等の公職選挙法

における選挙運動の禁止等について、質問いた

します。

　市長も我々議員も選挙を戦い、それぞれ市民

の負託を受け、この議場におります。当然のこ

とながら、公職選挙法にのっとり選挙をしてき

たわけでありますので、法の内容等については

多少なりとも認識しているつもりであります。

　あえて質問させていただきます。民間人と違

い、国家公務員、地方公務員、また教育公務員

等においては、彼らの置かれている立場から、

公職選挙法やその他の関係法令に規定される内

容については、より厳しい内容であると思いま

す。

　そこで質問いたしますが、なぜ厳しい内容に

なっているのか、それなりの理由があると思い

ますので、公務員や教育公務員等に規定される

内容、一般の人へ及ぼす影響等についてお伺い

いたします。

　また、これらの規制はいずれも現職中のみの

規定であると認識しておりますが、退職者につ

いてはそれらの法による規定はあるのかないの

か、あわせてお伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇教育総務課長（川畑千歳）池之上議員の質

問にお答えいたします。

　御存じのとおり、統合中学校としてふさわし

い環境整備を行うため、併校した平成22年度か

ら耐震補強を兼ねて校舎の大規模改造工事、平

成24年度には体育館の大規模改造工事を行い、

本年度で校舎等の整備が終了するところです。

平成25年度計画としましては、今回、補正予算

案に設計委託料として計上させていただきまし

た。施設整備の最終年度として、グラウンド整

備、侵入防止フェンス設置、プール改築、武道

館新築を予定しております。

　それぞれの整備概要としましては、まず、グ

ラウンド整備では、平成23年度の民地買収に合

わせ、現在の市道をマイロード側に敷設がえを

し、グラウンド拡張を行います。内容は、200メー

トルトラックの確保、野球部・サッカー部等の

部活動を含めた総合的なスペースの確保を行い、

表面排水等で排水改善を図ります。あわせて、

学校敷地の周りに侵入防止フェンスや校門等に
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門扉を設置する、いわゆる外構工事も行います。

　次に、プール改築ですが、６月議会で堀内議

員から質問がありました。その後、調査・検討

した結果、先ほど述べましたとおり、グラウン

ドは総合的な活動ができるよう用地取得し、拡

張するため、室内温水プールにすると、現在の

屋外プール施設面積よりさらに施設面積が必要

となり、用地取得の目的が達成できなくなりま

す。また、市民開放を考えた場合、利用者の駐

車場確保が必要となります。隣接地に駐車場用

地はなく、また、中央中グラウンドは利用でき

ないことから、市民開放は難しいのが現状です。

よって、総合的に考慮した結果、現状の屋外プー

ルを建設し、配置を既存の県営住宅側からマイ

ロード側に変更する予定です。

　武道館の新築については、御存じのとおり、

平成24年度から武道が必修になり、現在、垂水

中央運動公園武道館を使って実施しております。

しかし、生徒の移動時の安全性や移動に時間が

かかり、授業時間を有効に活用できないなどの

問題があるため、今年度大規模改造工事が終了

することに伴い、現場事務所になっている場所

に１階建ての更衣室を含めた武道館を建設する

予定です。

　以上です。

〇商工観光課長（塚田光春）池之上議員から、

観光行政について２点質問がございますので、

まず千本イチョウ駐車場対策についてからお答

えいたします。

　千本イチョウの観光につきましては、昨年度

は多くのマスコミによるＰＲがあったことから、

11月19日から12月18日まで約４万2,000人の来場

者があったところでございます。そこで、昨年

度の12月のピーク時の渋滞を踏まえ、今年度は、

12月のピーク時には駐車場対策とシャトルバス

運行を考えております。

　その対策のうち駐車場対策としましては、千

本イチョウより約1.5キロメートル下に民間所有

の空き地がありますことから、地権者へ借地の

相談をし、臨時駐車場として使うように考えて

おります。

　次に、シャトルバスの運行につきましては、

12月初旬の土曜・日曜日で、発着所は旧垂水フ

ェリーの跡地にするのか、あるいは垂水高校グ

ラウンドをお借りして基地にするのか、速やか

に専門家を交えて場所の選定をしたいと思いま

す。

　なお、シャトルバスの運行台数については、

２台でピストン運行をしたいと考えております。

　また、シャトルバスの運行の周知方法でござ

いますが、事前周知は市のホームページ・市報・

ラジオ放送などで周知を行い、当日周知は警備

員を配置し、数カ所でもって誘導するようにし

たいと思います。

　また、大野地区住民へは、生活道路に支障を

来さないように迂回路として市道高峠線も土木

課のほうで維持管理をしていただいております

ので、地区住民へはこの市道を利用することも

視野に入れるように通知したいと思います。

　以上でございます。

　次に、道の駅の質問について、お答えいたし

ます。

　まず、指定管理者による１年間の運営の総括

についてでございますが、道の駅たるみずにつ

きましては、昨年10月１日より芙蓉商事・薩摩

おごじょ企画グループが指定管理により管理運

営を行っておりますが、この間の売り上げ、来

館者につきましては、平成23年10月から平成24

年８月までの売り上げは４億895万5,000円で、

来館者数は70万6,534人であります。これは昨年

と比較して、売り上げで約1,700万円、来館者で

約10万人の増加であります。平成23年度は３月

に発生しました東北大震災の影響もあり、全般

的に売り上げ、来館者等も落ち込んでいました

ので、単純な比較は難しいところですが、対前

年比としましては、売り上げで104.4％、来館者
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数で116.5％の増加となっております。

　接客やサービスに関しましては、運営を開始

しました10月のころは出荷者の新しい体制に対

する戸惑いもあり、苦情も寄せられましたが、

現在ではそういった苦情は少なくなっておりま

す。また、接客等に関しましては、10月以降、

各フロアの責任者を中心にしっかりとした声か

けや接遇マナーの研修を行っておりますが、レ

ストランに関しましては、大型の観光バスツアー

を受け入れるには若干不安もあることから、今

後そうした面について強化していきたいという

報告を受けております。

　また、館内の清掃に関しましては、和室の畳

を張りかえるなど清潔に努めておりますが、外

回り、特に国道に面した花壇の手入れや両サイ

ドにある広場の雑草が見苦しいといった苦情が

寄せられており、市としても何度か注意喚起を

しながら、管理をしているところでございます。

　次に、管理運営協議会のチェック体制でござ

いますが、道の駅の経営等に関してチェックを

するもので、主な事項は、基本協定第19条に定

めた業務計画書に記載した事項が反映されてい

るか、来館者、収支の状況及び今後の予測はど

うか、その他必要事項についてチェックをして

おります。

　協議会の開催は、定例会と臨時会を開催する

もので、定例会は年２回、半期ごとに開催し、

臨時会は必要に応じて開催するようになってお

ります。なお、平成23年度は12月に１回開催し、

24年度は４月に１回開催しております。

　また、このほかに道の駅の社員と出荷者協議

会の協議につきましては、毎月月末に行ってお

ります。

　次に、基本協定書の内容につきましては、業

務の範囲や実施に関しての注意事項、備品等の

取り扱い、事業実施時の垂水市の確認事項、指

定管理料や利用料金、事故等の発生時の損害賠

償、指定の取り消しに関する事項等について定

め、管理しております。

　また、年度協定の内容につきましては、基本

協定により提出された業務計画書に基づき、当

該年度の業務の内容及び管理業務の実施内容を

定め、管理しております。

　次に、業務計画書の内容は、指定管理の公募

時にグループから提出された提案書に基づき作

成されており、当該年度の事業計画、売り上げ

の予測、それに関しての収益予測が示された内

容になっており、それに基づき管理しています。

　また、このほかに、毎日の売り上げ等を記載

した日報、それらをまとめた月報について、随

時報告を受けているところでございます。

　次に、合同会社の設立に関しましては、グルー

プから事前に市のほうへ相談があり、その設立

の理由としましては、平成23年10月から道の駅

の運営はグループとしての代表企業である株式

会社芙蓉商事が取引先との契約行為・収入・支

払行為等の全般を行ってまいりました。このよ

うな行為に関しましては、本市との協定に抵触

するものとは言えませんが、取引先と契約した

場合、契約者が株式会社芙蓉商事代表取締役と

なり、あたかも芙蓉商事１社と契約を行ってい

るかのように見えるという指摘や、入金行為が

芙蓉商事本社でほかの業務等と合算で統括処理

されていたことから、道の駅たるみず単独での

収支計算がおくれ気味であり、23年度の決算提

出に関しましても処理がおくれたこと、本社の

勘定項目が以前の管理組合とは違うことから経

費等の分析がしづらいことや、道の駅の収支全

額があたかも芙蓉商事へ送金されるような錯覚

を与えるなどの弊害がありました。

　そこで、市の基本協定はあくまで芙蓉商事と

薩摩おごじょ企画の２社によるグループとの協

定であること、より明朗な会計処理の実施を行

うために、今回、責任分担や会計処理を明確に

規定した合同会社をつくることになったところ

でございます。
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　今回つくられた合同会社につきましては、さ

きに申しましたとおり、あくまで道の駅の管理

運営を改善するためにつくられたものと理解し

ております。

　合同会社の形態も申請時に提案があった株式

会社芙蓉商事・薩摩おごじょ企画グループのそ

のままであること、提案内容に関しましても変

更等がないことから、グループの役割等を定め

たグループ協定、垂水市とグループ間で結んだ

基本協定に関しましても変更等は行わないとい

うことでしたので、議決事項である指定管理を

行わせる施設の名称、指定管理者に指定する団

体、指定する期間の変更はないことから、議会

の議決は必要ないと判断したところでございま

す。

　しかしながら、議員の皆様へ事前に説明や報

告をしなかったことや、今回の市報等の記事に

より市民の皆様に御不審をおかけしましたこと

につきましては、配慮が至らなかったと思って

おります。この場をおかりいたしまして陳謝申

し上げます。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）池之上

議員の公務員、教育公務員等の公職選挙法にお

ける選挙運動の禁止等についての御質問にお答

えいたします。

　日本国憲法において、思想・信条・表現の自

由は国民の権利であり、国民は法のもとにおい

て平等であるとして、政治的活動の自由を原則

的に保障しています。しかしながら、公務員、

教育公務員は全体の奉仕者としての地位にある

ことから、選挙の公正を確保するために、選挙

運動について地方公務員法や教育公務員特例法

においてさまざまな規制が設けられているとこ

ろでございます。

　そこでまず、法による規制の内容についてで

すが、地方公務員につきましては、行政の中立

的運営とこれに対する住民の信頼の確保の観点

から、地方公務員法により政治的行為を行うこ

とが禁止されております。さらに公職選挙法に

より、地位利用による選挙運動が罰則をもって

禁止されています。教育公務員につきましても、

教育の政治的中立性の原則に基づき、教育公務

員特例法などにより、地位利用による選挙運動

が禁止されています。

　次に、一般人に及ぼす影響についてですが、

地方公務員において、公務員は全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務すること、全力を

挙げて職務に専念することを定めており、また

補助金の交付や許認可事務などに携わる立場に

あることなどから、公務員の選挙運動や政治活

動を自由にすることは選挙執行の公正を害し、

選挙人の投票に不当な影響を及ぼすおそれがあ

ります。

　教育公務員においても同様に、選挙人の投票

に対して不当な影響を及ぼすと考えます。

　次に、退職後のモラルについてですが、退職

後につきましては先ほど申しましたこれらの規

制はございませんので、一市民として公職選挙

法の定めに従って行動していただくことになり

ます。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　一問一答でお願いいたしま

す。

　まず、中学校の施設整備、大まかには理解い

たします。総合的な面積の確保というところで、

プールについては６月議会の堀内議員のことま

で引っ張り出して答弁していただきまして、あ

りがとうございました。

　そういう面積の確保という面からいけば、プー

ルもだったんですけれども、以前から提案して

いることがあります。複合的なプールをどうか

と。言えばですね、まだ体育倉庫とかあるいは

部室とか、中央中学校の現状を見ると非常にレ

トロな感じの建物が建っております。それを総

合的な面積を確保するのであれば、そういう複
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合的な建物をして、ちょっとおしゃれな教育施

設をつくればどうかということは前々から言っ

ております。それは武道館も含めてだったんで

すけれども、武道館については今回、裏のほう

につくるということで納得をいたしますけれど

も、その辺についての配慮というか、なぜ単体

になったのか。今後そういうまだ体育倉庫とか

部室とか、いろいろつくらないかんと思います

が、そこ辺を含めてもう１回、計画を見直すと

いうか、そういう余地はないのか、改めてそこ

だけお伺いいたします。

〇教育総務課長（川畑千歳）２回目の質問に

お答えいたします。

　現在、学校側と打ち合わせをする中で、学校

側の要望としていろいろなものを聞いておりま

す。その中で、外部トイレの要望がありました

ので、今回、体育館工事にあわせて外部からも

使用できるよう工事に入っております。

　また、プール建設にあわせて、プールにも外

部から使用できるようトイレを計画していると

ころです。

　御質問がありました部室等の建設につきまし

ては、学校側からも要望が来ているところです。

ですが、国の補助対象工事とならないことから、

今後、財政課を含めた関係課と協議し、検討し

てまいりたいと考えております。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）私のほうからも一言。

　池之上議員におかれましては、垂水中央中学

校の初代ＰＴＡ会長ということもありまして、

統合中学校のあり方についてさまざまな角度で

真摯な前向きな御意見をいただきまして、おか

げさまで順調に改修が推移しておりますことに

感謝を申し上げたいと思っております。

　今回の件に関しましては、今、担当課長が答

弁したような方向で前向きに検討していきたい

と思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げたいというふうに思っております。

〇池之上　誠議員　市長、ありがとうござい

ます。

　前向きな回答が来るとは思っておりませんで

したので、後の質問をどうしようかなと今、戸

惑っておりますけれども、やめましょうかね。

　そういうことで、一応複合的なことを考えて

もいいんじゃないか。あるいは全体計画の中で、

単体でもいいんですよ。要は、そういうぴしゃ

っとした計画をつくって、部活に支障がないと

かいろんな、運動会についても支障がないとか、

そういう計画をつくっていただければいいとい

う思いでございます。

　せっかく市長が前向きな答弁をされましたの

で、土木課の、関係の課長の皆さん、市長の意

に沿うように鋭意努力していただきたいという

ふうに思っております。

　そういうことでいいですかね、市長。

　一応順調に教育施設は完備されてきつつある

なということで安堵いたしておりますが、今、

世間を騒がせているいろんな人的ないじめとか

体罰もありましたけれども、いろんなことがあ

ります。教育委員会の中におかれましては、垂

水の子供たちを立派に育てていかれるよう今後

とも期待をしておりますので、よろしくお願い

いたしまして、この問題は終わります。

　次に、観光行政についてですが、その中の千

本イチョウ、、商工観光課長が具体的な方策を

述べていただきました。もう時間もございませ

ん。１カ月、２カ月ぐらい後にはもう観光シー

ズンに入ってまいりますので、ぜひ早目にそう

いう会合を開いて、早目に周知をするというこ

とが肝要じゃないかなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

　そしてまた、それでもやっぱり近くまで行っ

て、おりて、「一時やっで、ちょこっと見せっ

くいやんせ」という感じで観光客はいると思う

んです。そういう人たちを野放しにしていくと、

また去年みたいな感じになってくると。やっぱ

― 112  ―



りそこで警備員というのが必要だろうというこ

とで、そのマンパワーですか、週末とか日祭日、

その辺については十分な配慮をしていただきた

いということで、この件については終わりたい

というふうに思います。

　次に、観光行政の中の道の駅についてだった

んですが、この１年間の総括的といいますか、

集客に対しても10万人ぐらい、去年と比較して

10万人ぐらい多くなったと。そしてまた、その

月までの売り上げで1,700万円ぐらい売り上げが

伸びていると。非常に指定管理者にして順調に

運営がなされているという思いを持っておりま

す。そしてまた、サービス、接遇についてもい

ろんな研修を重ねられているというふうに聞い

て、安心をしました。

　あと、施設内の緑地帯とかそういう花壇類と

か、その辺のことも苦情もあるということは私

も何回か聞いておりますけれども、課長のほう

も把握をされているというところで、運営自体

には問題なかったんだろうなというふうに思っ

ております。

　そしてまた、指定管理者の中で、合同会社の

くだりですが、市民に対しても議会に対しても

その説明がなかったのはちょっと配慮が足らん

かったと陳謝をされました。それはそれでもい

いのかなと思いますけれども、まず、合同会社

というのは、本当に管理運営上の子会社的なと

いうか、全く我々が去年の７月に指定管理者に

承認をしたところと一緒なのかですね、その辺

がまず疑問になるんですよ。株式会社芙蓉商事

が全部運営をして、その経理とかすべてが本社

に上がって、それからまた返ってくるというこ

とで、非常に難しいというようなことを言われ

ますけれども、我々が指定管理者にしたのは芙

蓉商事と薩摩おごじょ企画です。やっぱり、そ

の薩摩おごじょにそういう能力というか、経営

に参画する能力がなかったから芙蓉商事が全部

一丁受けでやっているのか、それはわかりませ

んけれども、それはちょっとおかしいなと。そ

もそもがおかしいなと思うんですね。

　なぜ３月に否決をしたかというと、垂水の人

たちも入れて、何というかな、地元も大切にし

ながらやりましょうということで否決されたと

思う。それで今の話を聞いていると、薩摩おご

じょさんは入っているけれども、すべてが芙蓉

商事でやってきたというふうに言われる。何か

こう指定管理者をつくったときの意味合いが違

うなというふうに思うわけですね。

　合同会社といっても、法人格を持った会社で

す。一緒の名前であってもやはり別格なんです、

我々の感覚からするとですね。だから、その辺

についてはやはりちょっとおかしいな、我々が

したのは芙蓉商事と薩摩おごじょ企画なんです。

その他団体ですよ、そのときは。今の課長の答

弁では、株式会社薩摩おごじょとは言わなかっ

たけれども、こういう市報とかホームページに

は株式会社薩摩おごじょ企画と載っている。い

つ株式会社になったのかその辺もわからんとい

うこと。そこはもう法人なりになったんだから、

それだけ成長されて、出資もされて、資本金も

それだけあってされたんだろうけど、ちょっと、

えっというのはあります。

　要は、その実質運営というのは、我々が指定

をした株式会社芙蓉商事と薩摩おごじょ企画グ

ループにあるのか、あるいは子会社の垂水道の

駅ですね、そこにあるのか、どっちなのか、ど

っちがイニシアチブをとるのか、そこをまずも

う１回聞きます。

　そして、税務課長にちょっと聞きたいんです

けど、この合同会社の設置届というのは商法と

かいろいろ法律があると思いますけれども、そ

れで出ているのか、設置届が出てきたのかどう

かをちょっと聞きます。そして、定款も今、道

の駅と全く一緒だということでおっしゃいまし

たけれども、本当に、もしあれば、見ておられ

れば、それがどうだったのか、答えられる範囲
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でいいですけれども、答えてください。

　そしてまた、薩摩おごじょについても、我々

がしたときは、この議場でも、ちょっと指定管

理者について、ひ弱さがあるんじゃないのとい

うことを言いましたけれども、それについては

商工観光課長も市長も認められた。ちょっとひ

弱いけれどもというニュアンスがあったと思う

んですよ。それが株式会社になっていると。い

つなったのか。それについての設置届があるの

か、定款があるのか、ちょっとわかれば聞きた

いと思います。

　あと、税法上というか、この垂水市にとって、

道の駅の１つの施設から、言えばその企業体と

子会社から税金が、法人税とかそういうのが多

分期待できるんだろうと思いますけれども、そ

ういう税収の面からはどうなるのか。そこ辺を

ちょっと２回目、関連として税務課長にもお聞

きいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）まず、１点目の

薩摩おごじょ企画がその他の団体から株式会社

になったということなんですけれども、これに

つきましては、私どもとしましては、やはりそ

の他の団体、いわゆる任意団体から株式会社に

なったということで、格が重くなったという中

で、目的も内容も何ら変わらないという中で、

株式会社になった段階で届け出ということでい

ただいております。ですので、これにつきまし

ては問題ないかというふうに思っております。

　次に、２点目の合同会社が果たしてグループ

か、それとも合同会社がイニシアチブをとって

いくのかという話なんですけれども、あくまで

も基本協定は芙蓉商事と薩摩おごじょ企画グルー

プとの協定は変わりませんで、合同会社と結ん

だわけではございません。このグループがあく

までも運営管理、要するに明朗な会計を行って

いくためにグループが内部の管理上の目的とし

てつくったもので、市としてはその合同会社は

関係なく、あくまでもグループとして協定を結

んでいるわけですので、今回、特に問題視して

いるところではないと思っているところでござ

います。

〇税務課長（葛迫隆博）法人設立に関する御

質問がございました。

　法人等を設立した場合には、法人税法第148条

及び法人税法施行規則第63条によりまして、法

務局で登記した日２カ月以内に、設立した市町

村に届け出をしなければならないとございます。

合同会社につきましては、先月末に合同会社垂

水道の駅として届け出がなされております。

　薩摩おごじょ企画は昨年株式会社として登記

されているようですが、税務課には届け出がな

されておりません。ただし、先月末に株式会社

薩摩おごじょ企画として確定申告の提出がなさ

れました。その際、確定申告書提出以前の問題

で、まずは法人設置届け出を行うよう指導いた

したところでございます。

　それから設置目的、御指摘のように定款に記

載されているところでありますが、合同会社に

おきましては、詳しくは申しませんが、道の駅

たるみずの管理運営全般に関する内容でござい

ました。

　株式会社薩摩おごじょ企画につきましては、

届け出がないために、承知はいたしておりませ

ん。

　次に、税収ですが、合同会社設立以前につき

ましては、芙蓉商事並びに薩摩おごじょ企画か

ら法人税として税収、歳入が期待されるわけで

すけれども、今回、新たに合同会社が設立され

ましたので、この３社からの法人税が期待され

ます。

　で、税収額につきましては、決算時期もそれ

ぞれ違いますし、確定申告書に基づくため、現

時点では税額を算定することは不可能でござい

ます。

　以上です。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。
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　まず、商工観光課長、株式会社の届け出があ

りましたと、それを受理しましたと言われまし

た。今、税務課長、税法上の問題なのかわかり

ませんけれども、まだ届け出は税務課には出て

いないということでございます。

　そういう中で、本当に株式会社薩摩おごじょ

グループの謄本とか定款とか、その辺を確認さ

れましたか。まず、そこを１点ですね。

　やはり今、法人税も３社から入ってくるとい

うこと、１つの施設から３社入ってくるという

ことは、その合同会社も何らかの利益がないと

法人税というのはやれないはずです。そして平

等割というのもあるんです、法人税は。あくま

でも、それは指定管理者のグループの中の問題

かもしれないけれども、その分搾取されている、

考えればですよ、そういうふうに思われてもし

ょうがないんじゃないかなというふうに思うん

ですよ。そこ辺をだから、一緒のグループだか

ら問題はないというふうに簡単に決めていいの

かなという思いがしますね。

　１つの法律相談事例ということで、指定管理

者の団体名称の変更というところにあるんです

けれども、指定管理者として指定された団体の

名称が変更された場合、再度指定を行う必要が

あるかどうかについては、指定管理者が法人格

を有している場合においては、法人格に変更が

加えられた場合には原則として議会の議決を経

た上で再度指定を行う必要があると考えられま

すというふうに載っている。だから、ちょっと

おかしいなというふうに思うわけ。この辺をど

う思われるか。再度、我々議会に対しても説明

が必要だろうし、もうちょっと突き詰めて考え

たら、再指定が必要なんじゃないかなというふ

うにも思います。そのことを１点、商工観光課

長。

　それで、届けがなかったという、２カ月以内

に届けがなければならないのに、なかったとい

うことに関しては、税務課長、何らそういう商

法とか、商法かわからんけれども、そういうと

ころで罰則規定というのはないんですか。その

２点。

〇商工観光課長（塚田光春）薩摩おごじょの

株式会社の届け出の中で、後から聞いたんです

けれども、薩摩おごじょの代表から、この税務

課への届け出はちょっと本人が知らなかったよ

うでございまして、知らなかったということで、

それで定款につきましてはいただいております。

それで、当然定款も当初の任意団体のときの定

款と今回の株式会社の定款と同じになっており

ます。ただ、株式会社になった関係で、ちょっ

と幅が広くなったような定款にもなっていたよ

うでございます。

　それから、今、２点目の合同会社の事例集の

件なんですけれども、法人格を有している場合、

名称の変更、それから目的、そういったのが変

わった場合は議会の議決が要るというようなふ

うになっていようかと思うんですけれども、あ

くまでも芙蓉商事と薩摩おごじょ企画グループ

は任意団体というとらえ方を我々はしておりま

す。ですので、法人格を有しないというふうに

とらえているものですから、地方自治法の解釈

が若干そこでずれているかというふうに思いま

す。

　ただ、こういった提案もいただきましたので、

私ども、再度確認をする意味で、地方自治法の

担当である県の市町村課のほうに出向いてまい

りまして、再度このことは確認したいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇税務課長（葛迫隆博）２カ月以内の届け出

が法人法等で規定されておるわけですけれども、

設置届をしていない場合の罰則規定はあるのか

ということにつきましては、特に規定はござい

ません。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　４回目。

　課長、あくまでも任意団体にさせているとい
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うこと。ただし、その前の答弁では、芙蓉商事

がすべてを取り仕切って本社に上げてやってい

るんだと。その辺についてもちょっと合点いか

んなと、この指定管理者の問題についてはです

ね。今のこの質問と答弁の間では私はちょっと

理解できない。あと１日、２日かかっても、私

の頭では理解できんかもしらんけど、その辺を

ちょっと説明をしてほしいなというふうに思っ

ております。

　先ほどから言いますように、合同会社という

のは、物の本によりますと、決算を公表する必

要もないと、中身はわからんということです。

この物の本によると。どれだけもうけたか、ど

れだけ損をしたかも公表する必要はないんだよ

と、わからんということですよ。そういうとこ

ろに運営を任しているということ。

　そしてまた、薩摩おごじょさんにしても、何

もなかったところから株式会社まで急成長され

た。非常に立派な、今どき立派な企業だなとい

うふうに思っております。

　そこで、市長、聞くんですけどね、そういう

急成長をされた株式会社薩摩おごじょグループ

ということは市長も重々、昨年の７月からこと

しまで、もう１年ぐらいたっていますけれども、

ずっと見ていらっしゃるだろうと思っておりま

す。そしてまた、７月１日にこの薩摩おごじょ

グループは、佐多の南大隅町のホテル佐多岬の

指定管理者にも選定されていると。そこは市長

もオープニング行事とかそういうのに出席され

ているということを聞き及んでおりますけれど

も、本当にそれだけ成長したあげくの、実績が

あった上でのそういう事業展開なのか。ちょっ

と私はそういう大きな会社を見たことがないも

のですから、わからないんだけど、市長、その

辺について、本当に我々の道の駅たるみずにつ

いての運営については大丈夫だと太鼓判を押さ

れるのか、そこを１点。

　そしてまた、今、商工観光課長の答弁を聞い

ても、理解がちょっと難しいところがあります。

その点について再度庁舎内で検討されて、わか

りやすいように我々議会にも市民にも説明をし

ていただけないかという思いがありますが、そ

の２点について、市長、お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）お答えいたします。

　薩摩おごじょグループの急成長というか、そ

れに関しては私もよく承知はしておりませんけ

れども、ただ、担当課長が今、説明をしたよう

な考え方に立って今回のことも進めているわけ

ですけれども、今、池之上議員の御意見の中で、

また違う見解というのも出てきておりますし、

最低限、そのことを担当課長も先ほど答えまし

たように、精査してまた説明する責任はあると

思いますので、現段階でどうだということは申

し上げられませんけれども、そのことは実行し

ていきたいというふうに思います。（「運営は

大丈夫かと、道の駅に関しての」と呼ぶ者あり）

　昨年度の実績等々もありましたけれども、新

しい試みでありますので、いろいろ課題が全く

ゼロということではないと思いますけれども、

しっかりと今後も継続的に運営していただける

ように、できることは協力をしていきたいとい

うふうに思っております。

〇池之上　誠議員　それでは、その点はよく

お願いをしていきたいと思います。

　最後の問題ですね。公務員等の公職選挙法に

おける云々、これは物の本によると、物を見ま

すとよくわかることでございます。不当な影響

があるということで、政治的中立を守りなさい

と、そして国民の、あるいは市民の信頼を得な

さいということが基本にあるんだろうというふ

うに思っております。これはどの本にもそうい

うふうに書いてあります。

　ただし、教育公務員については、最後の最後

まで先生と言われるんだろうと、退職をされて

も先生と、教育長におかれては教育長先生とい

うまで、二重に敬語がつくという社会でござい
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ますので、本当に影響力ははかり知れないんだ

ろうなと思いますが、その中で、ちょうど１年

前、これは県議会であった話なんですけれども、

その退職者についての道義的な観点という意味

から質問が出ております。この質問者の名前を

言ってもいいんですけれども、とりあえず伏せ

ておきますが、その質問の内容を見ますと、抜

粋していいますね。これはもう、もちろん退職

者に限ってはこの規定は運用されないというこ

とを前提として言われている言葉ですから、い

わば道義的な観点からどうかという質問です。

　その中で、ちょっと言えば、現職を引いたと

はいえ、教職者はやめてからも先生、先生と尊

敬の念を込めて地区の住民から呼ばれ、慕われ

ているのが現状であると。一線を引いた教育者

といえども、その影響ははかり知れないものが

あると。道義的な観点からすると、そこまで教

員として培われた社会的な地位を、退職してか

ら個人的な政治的行為に利用してよいものであ

るか、これは甚だ疑問に思う。このようなこと

が公然と行われるのであれば、住民に対して、

教育の政治的中立に関して疑念を抱かせること

にもなり、ひいては教育行政に対する住民の信

頼を損ねることにもつながる。たとえ退職した

後であっても、不偏不党を保ち、みずからを律

するのがあるべき姿と考えますが、いかがでし

ょうかというふうに、これは県の教育長に対す

る質問ですが、その答えは、先ほど市民相談サー

ビス課長、選挙管理委員会の事務局長が言われ

ましたように、退職後につきましては政治的行

為の制限はなく、民間人としての公職選挙法の

規定にのっとった行動が求められていると考え

ておりますというのが答えでした。

　そこで、このことを、ちょっと市長がちょう

ど今そういう立場というか、立場じゃないかも

しれんけど、おたくの後援会長さんは、ですね。

そういうところから考えたときに、この質問に

対して、実際やってというか、そういう中にあ

られる市長はどのような考えを持っておられる

か、一言聞きたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）多分、枕崎選出の先生な

のかなと思いますけれども、いろんな背景があ

るようでございまして、教育公務員に関しまし

ては、在職中の選挙運動及び政治活動につきま

しては公職選挙法による制限がありますので、

当然遵守されるべきと私も思っております。

　退職後につきましては、先ほど担当課長が申

し上げましたように、日本国憲法において、思

想・信条・表現の自由は国民の権利であり、国

民は法のもとにおいて平等であるとして、政治

的活動の自由を原則的に保障していることから、

政治的活動は規制されるものではなくて、民間

人としての公職選挙法にのっとった行動であれ

ば、選挙運動を行うことに何ら問題はないとい

うふうに思っております。現に教育者が退職後、

国政や県政あるいは市政の道へ進まれる、活躍

されている方も多数おられますので、そういっ

た見解でございます。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　思ったとおりの答えをい

ただきまして、ありがとうございました。

　憲法にのっとればそうだと思うんですね。私

が言ったのは道義的な観点。道徳というか、そ

の道徳は人によって違うんだろうけれども、私

たちはやはり先生というのは、たたかれた先生

もおれば、一生懸命やってくれた先生もいるし、

やっぱり最後の最後まで先生だろうなというふ

うに思うわけですね。その先生が、言われたよ

うに、何ら問題ないということで、ある後援会

長になられたと。なった場合に、じゃ、その後

援会の中の人たちにはやはり先生は先生で通る

かもしれない。ただし、対立がいるわけです。

対立がいたときは「あの先生め」となってしま

う。そうなったときに、じゃ、その先生は先生

でずっとおられるのかと思うと、あっと思うん

ですね。ただし、そこが民間人としてと思えば、
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それならもう民間人だからいいやと、じゃ先生

はやめましょうということをみんながわかれば

それでいいと思うんだけど、果たしてそれでい

いのかという思いもあるわけです、逆に。逆の

観点ですよ。その辺はどうですか。ちょっと抽

象的でわかりづらいだろうけど、逆に、先生と

いうのは民間人であればオーケーだと。であれ

ば、ずっともう民間人なんだよと、先生という

のはなくなるんだよということであれば、その

辺については、その先生にとってはいかがなも

のかなというふうに思いますが、その点につい

ては市長はどう思われますか、逆の立場からい

ってです。

〇市長（尾脇雅弥）私の考え方は先ほど申し

上げたようなことが基本ですけれども、今言っ

たようなことで、私自身の後援会長のことをお

っしゃっておられるんだろうというふうに思い

ますけれども、選挙期間中もいろいろございま

して、これは皆さん、それぞれ選挙も経験をさ

れるわけですけれども、それぞれが地域やまち

をよくしたいという思いの中で立候補されて、

それぞれの思いを政策的にぶつけながらやって

いくということで、これはもう皆さん、共通認

識していただけるというふうに思っております。

　私自身もそういった気持ちで立候補させてい

ただいたわけですけれども、ただ、選挙の中に

はいろんな事実に基づかない誹謗中傷もありま

して、私の後援会長に対してもいろんな、事実

に基づかないいろんなことも出ましたけれども、

場合によってはいろいろちゃんと出るところに

出てという話もありましたけれども、さすが教

育者だなと思ったのは、いや、そういったこと

はしてはならないというふうなお答えもいただ

きましたので、そういった意味ではいろいろな

とり方はあると思いますけれども、教育者とし

てしっかりとした、元教育者ですけれども、と

してしっかりとした対応をとられたなというふ

うに考えております。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

　最後ですね。

　市長の思いはそれでいいだろうと私も思いま

す。それぞれ、人は考え方はそれぞれでしょう

から、別に私の考えをどうかという、押しつけ

るつもりもございませんし、そういうことも人

それぞれですから、とらえ方はいろいろだろう

と思います。

　ただし、言われますように、やはり先生とい

うのは、こういう垂水みたいな田舎、地方に行

けば地方に行くほど、本当に先生は先生なんで

すよ。最後の最後まで先生です。それは普通み

んなだと思いますよ。そういう先生が、投票は

自由だけど、先頭立ってこうこうやるというこ

とは、余りにも政治的な立場が強いんじゃない

かなというふうに一般的に思うわけです。影響

力は最後の最後まで残るだろうというふうに思

っております。それが現職も退職者も、こと先

生に関しては一緒なんじゃないかなと思います

ね。政治的な中立を保つということが先生の先

生たるゆえんだろうと私は思っています。

　例の枕崎の方ですけれども、その方が、聖職

たる教育者は、一線を引いたとしても政治的に

中立の立場を貫き通すことが教職者としての真

の生き方であるというふうに言われております。

そして、教育の文科省のほうでも、この政治的

中立の確保というのは現に通達がされておりま

す。教育長もあと任期１カ月しかないんですけ

れども、垂水市の先生方あるいは教育に携わる

先生方にどうか私の言葉を、そういう考え方も

あるんだよということで一言ぐらい知らせてい

ただければと、そして、教育者たる者は墓に入

るまで先生と言われるような人生を送らないか

んということを最後に言っていただきながら退

任されればなと思います。

　最後に、教育長におかれましては、統合ある

いは大規模改修、いろんなことを御尽力いただ

きました。最後ですが、御尽力に対して感謝の
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誠をささげまして、今回の質問を終わります。

〇議長 （宮迫泰倫） ここで、暫時休憩します。

　次は、11時25分から再開いたします。

　　　　　午前11時12分休憩

　　　　　午前11時25分開議

〇議長 （宮迫泰倫） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

　12番川達志議員の質問を許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　民主党の代表選挙も始まりま

した。自民党の総裁選挙も始まりました。続い

て行われる臨時国会、さらには近いうちにと言

われている総選挙、いよいよこの国難を打破す

るべき政治日程が詰まってきたようであります。

　こういったときに我々国民は真剣にこの選挙

に取り組む必要があるんだろうと思います。な

ぜならば、今、領土問題で大変もめております。

なぜなのか。どこに原因があるのか。さまざま

な要因があるのであろうと思います。

　民主党の４人の方々の意見を聞きました。憲

法問題には触れないということでした。そうい

う意見もありでしょう。しかし、自民党はこの

ことにも言及をされる。

　きのう以来、いじめの問題がこの議会でもた

くさん出ました。本当に子供と子供だけのいじ

めだけの問題なのか。学校と両親、教育委員会

ひっくるめたこの構図がほとんど話が出ていな

い。ここいらも大きな問題なんだろうと思いま

す。子供たちと先生とのトラブル、教育委員会

とのトラブル、こういったこともしっかりやっ

ていかなければならない、日本国家として。教

育がその基本にあるんだろうと思います。ぜひ

ここいらも我々国民はしっかりと頭に入れなが

ら、この政治の日程を眺め、自分の１票を行使

していきたい、いかなければならない。そうい

うふうに思います。

　それでは、通告に従い一般質問を行います。

　まず、水産行政についてでありますが、まず、

１点目、南漁港については従来から何回も質問

をしております。その後、水産課としてどのよ

うに取り組まれておるのか。

　聞くところによりますと、最近、これは垂水

漁協だけだと思うんですけれども、非常にカン

パチのへい死が多い。へい死をするということ

は、今まで食べたえさ代もそのままパアになる

ということであります。ここいらの実態につい

てどのようにまず把握をされているのか。

　市長が今回、漁協の要請を受けて、海外にト

ップセールスということで出席をいただきまし

た。これはこれで大変いいことだと思います。

しかし、この後、どうやって売り込んでいくの

か、企画・立案が必要なんだろうと思います。

きのうの水産課長の答弁でおやっと思ったのは、

今後も市長にお出ましを願いたいということが

ありましたけれども、こういうことをしていれ

ば、水産だけじゃないんであります。農業もそ

うだし、畜産もそうであります。ここで大事な

のは、市長が行った後は、関係各課が企画・立

案する能力が問われているんだろうと思います。

ぜひここいらについて御答弁をいただきます。

　それから予算編成のあり方ということで、武

道館と芝のことについてであります。これはた

だ一例であります。要するに、どんな立派な政

策であろうと、議案であろうと、思いつきでや

っちゃいけないんであります。練度、練りぐあ

いですよ。これをどれだけ執行部でこねくり回

したか、ここが足りていない。どんな立派な政

策であろうと、ここがない以上、私は市民の代

表として賛成をするわけにはいかない。そうい

った、何でそういうことを申し上げるかといい

ますと、南漁港しかり、潮彩町の港しかり、牛

根境の漁集しかり、市の武道館もあります。こ

れもこのままでいいのか。そこいらについて皆

さん方がどう練られたか、そういう観点からの

質問ですので、ひとつよろしくお願いをいたし
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ます。

　まず、中央中の武道館については、まずどの

ような経緯で出たのか。当然のことながら、文

部省が通達をいたしました武道の必修化であり

ます。このことが出ております。それについて、

まず県内の選択状況、今このことで言われてお

りますのが、指導者の不足の話、熟練した指導

者がいるのか、こういったことも課題になって

いるようでございます。そこいらについて教育

委員会としてどのように把握をされているか。

　それから同じことで、陸上競技場の芝の敷設、

これはうわさ、計画の段階なんですけど、何で

私がこの時点で質問をするかといいますと、し

っかりと練ってきてくださいよと、議会に出す

ときには。そうしないと、幾らよくても、先ほ

ど申し上げたように、我々が納得しなければ通

らないのであります。我々が納得するように、

練って練って持ってきていただくこと、そのた

めに、老婆心ながら質問だということを御理解

をいただきたいと思います。

　３点目ですけれども、健康福祉行政について。

　何でこういう質問をしますかといいますと、

開会本会議のときに北方委員長から特別委員会

の決算報告がありました。７年ぐらい黒字が続

いているという報告でした。その中で、私はち

ょうど１週間、その１週間ぐらい前だったです

が、国の医療センターがあります、鹿児島の。

そこで、心臓のことで、余り心臓が強くないも

んですから、心臓の検査をせいということで行

ったんですよ。そうしたときに、ガンマカメラ

というのをしていただきました。３万円ぐらい

かかりました。狭心症でまだ倒れるわけにいか

ないので行ったんでありますけれども、結果は

何とかクリアをしたようであります。そのとき

思ったんですけれども、ああこういう立派な診

断機器が中央病院にあればまだ患者もふえるん

だろうと、検査も容易にできるんだろう、そう

いう思いがありましたので、委員長報告を聞き

ながら、設備を、診断機器を充実するべきでは

ないかというふうに思いました。当然、執行部、

それから病院にはそれぞれの金の使いよう、思

惑はあると思うんですけれども、このことにつ

いて御答弁をいただきます。

　それから健康保険証についてですけれども、

よく言われるんです、私も何回か。ほかにも言

われた方があるかもわからない。健康保険証が

余りにもぺらぺらで、病院の診察カードですか、

あれと比べても見劣りがして、端っこが頻繁に

使うと裂けてくるというんですか、開く。何か

そういうこともあったようで、ひとつ聞いてみ

てくれないかということでしたので、このこと

を市民課長にお伺いをしたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇水産課長（岩元悦郎）川議員の質問につ

いて、お答えいたします。

　垂水南・新城港につきましては、６月議会終

了後も垂水市漁協と協議をいたしました。漁協

側としましても、今は新城公民館との契約を尊

重したい、行く行くは協議できるような雰囲気

に持っていければと。また、新城沖まで燃料費

もかかるのは十分わかっているとの意見でござ

いました。

　それと、新城地区漁業振興会とも協議を持ち、

有効利用について私のほうからも再三お願いし

ておりますけれども、いい知恵がないのが実情

でございます。

　市、水産課といたしましても漁協の意見を尊

重し、とは思っておりますけれども、今後も垂

水市漁協、新城地区漁業振興会と協議し、有効

利用の努力を引き続きしてまいりたいと考えて

おります。

　２番目の最近の養殖業の実態についてという

ことでございますけれども、本市の水産業は、

鹿児島湾の豊かな自然を活用したカンパチ・ブ

リを中心とした海面養殖漁業が確立され、将来

にわたって消費者に安全・安心な水産物を供給
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するという重要な使命を担っております。また、

地域の活性化という点におきましても多大な貢

献があると思っております。

　しかしながら、御承知のとおり、長引く不況

により国内需要が低迷している中、また、昨年

秋以降、さらなる販売価格の急落によりまして、

漁業者にとって厳しい風が吹いているのは事実

でございます。

　このような中、垂水市漁協では安いえさを中

国から仕入れたり、カンパチへの給餌回数を週

５回から週３回に減らすなど、生産コストの削

減に工夫・改善を行っておられます。また、事

業者の中には、さらに給餌の方法を変えること

で総体の給餌を抑えながらも魚の成長を促すと

いう成果もおさめているところでございます。

　いずれにしましても、今後、どのような販売

価格にも対応できる体制づくりが一層求められ、

行政と漁業者が一体となって体制の構築に全力

で取り組む必要があると思っております。

　鹿児島湾で育った垂水の魚は安全で新鮮でお

いしいということに、生産者は全国の消費者に

向けて自信を持っております。自信を持って育

てた垂水のカンパチ・ブリを消費者に購入して

いただくため、漁協はもとより、市長みずから

トップセールスを行い、販路拡大に努めており

ます。今後も漁業者と一体となって、基幹産業

である漁業の振興を図ってまいりたいと思って

おります。

　それと、カンパチのへい死についての御質問

をもらいましたけれども、私のほうで正式には

届いておりません。早速漁協に協議してまいり

たいと思っております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）川議員の私への販路拡

大戦略に関しての御質問にお答えをいたします。

　８月の18日から22日まで、ベトナム並びに香

港を訪問いたしました。６月議会終了後、垂水

漁協さんからの依頼がございました。この訪問

は、去る７月13日に垂水市漁協、中馬組合長よ

り、ベトナムでイベントがありますのでぜひ市

長に御同行願いたいとの要請を受けまして、訪

問いたしたものでございます。

　昨日、川畑議員の御質問の課長答弁にもあり

ましたように、垂水市漁協からの報告によりま

すと、市長のトップセールスということで、海

外での販売事業、商談の信用度が格段に向上を

して、会場の雰囲気及び垂水市漁協の信用度を

上げることができました。また、行政トップの

行動は我々の活動に大変有利に動いたという報

告がございまして、帰国後早速、月に100万円程

度、年間1,200万円程度の商談があったと伺って

おります。

　今後の海外への販売戦略についてでございま

すけれども、９月20日から23日の日程でマカオ

へ、９月26日から30日の日程でアメリカへ訪問

を予定しております。

　また、マカオへの訪問ですが、私と垂水市漁

協組合長及び職員などで、マカオ政府主催のイ

ベント等でカンパチのセールス及び市場調査等

を行います。マカオへは本年５月９日に輸出第

１便として垂水カンパチ320キロを発送したとこ

ろで、現地でもマスコミに取り上げられるなど

反響も上々であります。そして、垂水市漁協で

開催された現地商社との商談で、私も参加しま

したが、ぜひマカオで具体的な協議を行いまし

ょうとなったところでございます。

　今回の訪問では、マカオ最大の食品グループ

の楊会長とも意見交換を行う予定であります。

楊会長からも、前回３月、城山観光ホテルでお

話をさせていただいたときにも、垂水カンパチ

に高い評価をいただくとともに、夏ごろには現

地訪問を要請いただいたところでございます。

ぜひ成功裏におさめたいと思っているところで

ございます。

　次に、アメリカの訪問ですけれども、私と水

産課職員、牛根漁協職員、グローバル・オーシ
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ャン・ワークス職員で、牛根ブリのセールス及

び市場調査を行う予定でございます。

　アメリカでは何よりも総合商社との商談にお

いて、グローバル・オーシャン・ワークス工場

増設により、今後、牛根漁協からの輸出増が見

込まれる約10万尾相当のブリの加工品、金額に

して浜値で約４億2,000万円の販路を少しでも拡

大することを最大の目標といたしております。

この商談の成功が新たな雇用や市税の税額とい

った成果を必ずもたらしてくれると期待をして

おりまして、精いっぱい努力して頑張ってきた

いというふうに思っております。

　また、アメリカでは現地スーパーなどでの市

場調査や現地商工会、また日系の方々と意見交

換を行う予定ですが、カンパチ・ブリはもとよ

り、６月議会で要望がありました水産物以外の

一次産品につきましても十分な調査を行うこと

としております。

　最後に、今回のマカオ・アメリカ訪問は、い

ずれもほかの自治体のさまざまなブランド、海

外進出に先駆け、垂水ブランドをＰＲし、販路

拡大につなげること、また垂水の基幹産業であ

る一次産品を守るため、現地の状況を知り、人

脈をつくることを最大の目的にしております。

　私の公約の２番目に、垂水ブランド販路拡大

への挑戦があります。具体策として、垂水市の

トップセールスマンとして、地元の質の高い一

次産品を国内はもとよりアジアを中心とした世

界の販売ルートの開拓を実現しますと約束をし

ております。国内のマーケットが縮小していく

中で、世界はアジアを中心に発展をしておりま

す。そこの成長をどのように取り込んでいくか

が大切であると考えます。まずは形態の整って

いる水産業から取り組んで、ほかの産業にも広

げてまいりたいと考えております。

　御提案いただいたことをしっかりと考慮しな

がら、しっかりと頑張ってまいりたいと思いま

すので、どうかよろしく御理解をお願いをした

いと思います。

〇教育総務課長（川畑千歳）川議員の質問

にお答えいたします。

　中央中学校におきましては、来年度、グラウ

ンド整備、プール改築、武道館新築を計画的に

進めていく予定であります。そのようなことか

ら、今９月議会にそれぞれの設計委託料を補正

予算案として上程しているところです。

　武道館新築につきましては、平成24年度から

の武道の必修化に向け、中央中では平成23年度

に柔道の授業を垂水中央運動公園武道館で行っ

て、現在に至っております。

　この間、同武道館での授業では、学校からの

移動に時間を要し十分な授業時間が確保できな

いこと、移動で校外に出ることから安全面で問

題があることなどから、平成24年度の屋体大規

模改造工事に合わせて、屋体の一部を柔道場と

して活用することを検討しました。しかしなが

ら、検討する中で、畳がずれてすき間に手や足

が挟まり、けがをする危険性があること、畳の

準備・片づけに時間を要し、授業時間を有効に

活用できないこと、そして何よりも、柔道と同

時に行う球技等の体育授業で運動量確保が難し

いなど、屋体の有効活用に支障が生じることが

判明して、武道を安全かつ円滑に実施するには

武道館を学校施設内に建設することが必要であ

るとの結論に達しました。

　当初の計画は、２階建てとし、授業で柔道場

を、部活動で剣道場を使うことを計画しました。

しかしながら、財政状況を考慮して、授業に必

要な柔道場のみの武道館として設計委託するこ

とになりました。

　建設予算につきましては、文部科学省が武道

館施設整備を推進するために、通常３分の１の

補助率を、平成25年度までの施設整備に限り、

２分の１に引き上げていることから、財政課を

初めとする関係課で協議して、平成26年度の設

計計画を平成25年度に前倒ししました。計画決
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定までのプロセスは、関係課協議を重ねた後に、

垂水市公立学校施設整備計画、平成24年度から

平成26年度までの計画ですけれども、この計画

にまとめ、市長まで決裁を受けるとともに、定

例教育委員会にも報告、承認を受けております。

また、武道館新築事業につきましては、第４次

垂水市総合計画の実施計画書に掲載するととも

に、過疎地域自立促進計画書にも実施事業とし

て位置づけているところです。

　以上です。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、川

議員の陸上競技場の人工芝の敷設についての御

質問にお答えいたします。

　陸上競技場の利用については、現在、市民の

方々の健康増進や小学校の陸上記録会、また市

民体育祭、さらにグラウンドゴルフやソフトボー

ル、サッカーなど、さまざまなスポーツ団体の

利用をしてきていただいているところです。

　しかし、陸上競技場は昭和53年11月に完成以

来33年を経過しまして、当初張りました芝は大

半が雑草に埋まり、また桜島降灰、昭和50年代

から60年代にかけて特にひどかったわけですけ

れども、この影響によりましてフィールド部分

の凹凸が目立ってきております。中でも、ソフ

トボール部分と芝の境目部分が大きく盛り上が

っている状況でありました。ことし５月の連休

中に鹿児島実業高校サッカー部が中心となり九

州ジュニオールサッカー大会が開催された際に

は、この盛り上がった境目を削り取って土を入

れかえ、できるだけフラットにして利用に供し

た次第であります。また、トラック部分につき

ましても、雨が降ったときなど水はけが芳しく

なく、トラックの一部にはノリが生えるところ

も生じつつあるところであり、砂を入れたり、

表土を削ったり、草刈りなど、その都度、一部

改修等を実施して利用してきております。

　そこで、議員の質問ですけれども、経緯を申

し上げますと、６月の半ば、市長より、関係課

長として社会教育課長、商工観光課長、土木課

長、財政課長、企画課長、総務課長、それに副

市長に対して、陸上競技場の改修について検討

の指示がなされたところです。そして、南さつ

ま市や鹿児島市と、クレー・土・天然芝・人工

芝を敷設している競技場を視察をいたしました。

これまで各課から、クレー・天然芝・人工芝な

ど、改修方法のメリット、デメリットやその他

課題となるべきことを洗い出しながら集まりを

持ち、その検討結果を市長へ具申し、協議をし

ているところでございます。

　以上がこれまでの経緯の概略でございます。

　以上です。

〇保健福祉課長（白木修文）川議員の中央

病院の診断機器の整備についての御質問にお答

えいたします。

　垂水中央病院の医療機器の整備方法について、

御説明します。

　新しい医療機器を購入する場合は、病院内で

機器選定委員会に諮って購入を判断します。次

に、現存する医療機器を購入する場合ですが、

起債が終了した段階でこれも機器選定委員会に

諮って、更新が必要かどうかの判断をします。

　医療機器の整備の基本は、診察を行うときに

支障がないように機器を整備しております。ま

た、その整備する医療機器は最新の医療機器を

整備するようにしております。

　以上です。

〇市民課長（野妻正美）川議員の健康保険

証についての御質問にお答えします。

　現在の国民健康保険証につきましては、厚生

労働省から国民健康保険法施行規則等の一部を

改正する省令が施行され、被保険者証の個人カー

ド化が鹿児島県内の全市町村で実施されていま

す。

　垂水市においては平成18年度から現在のカー

ドに変わり、世帯ごとに三つ折りの１枚紙にな

った保険証から、１人１枚の個人カードの交付
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に変更になりました。

　カード化の利点といたしましては、小さくな

ったことにより常時携帯がしやすくなったこと、

家族同士が別々の医療機関で同時に受診ができ

るようになったこと、遠隔地などの手続が不要

になったこと等のメリットがあります。

　社会保険加入者の保険証はプラスチックカー

ドとなっており、有効期限がなく、異動がなけ

ればずっと使用することになっております。し

かしながら、国民健康保険証の場合は県内の他

自治体と同じく有効期限を１年とし、毎年８月

から年度ごとに色分けされた新たな保険証を発

行しております。

　現在使用している保険証は素材がポリエステ

ル系の合成紙ですが、環境に配慮した紙質を使

用しており、これに薄いラミネートコーティン

グをすることによって耐久性を強化し、通常の

使用であれば１年は使える素材となっておりま

す。

　そこで、有効期限を１年とする理由でござい

ますが、被保険者が所持する被保険者証の現存

状況の確認や、被保険者資格の再確認を行う必

要が生じたためでございます。

　具体的に申しますと、本市では毎月150人程度

の被保険者の異動があり、居住確認や他の健康

保険への異動を早期に把握する必要があること、

また、被保険者証を返還せずに医療行為を受け

る等の不正行為を未然に防止するために、毎年

度更新をしているところでございます。

　また、費用につきましても、プラスチック製

のカードが１枚当たり25円に対しまして、現在

使用している紙質の保険証のカードは１枚当た

り17円と、コスト面でも安くなっております。

　なお、保険証の紛失や破損等の申し出があっ

た場合は迅速に再交付しておりますが、平成23

年度の再交付枚数を申しますと149枚となってお

り、そのほとんどは紛失によるものでございま

す。

　以上で終わります。

〇川達志議員　30分たってしまいました。す

べての項目について、しっかりと議論したいの

で、私も質問は短くやります。ぜひ答弁も短く

お願いをしたいと思います。

　南漁港ですけれども、これは漁協は新城の皆

さん方と何か話し合いをしているみたい。これ

は漁協を入れちゃいけない、漁協はそう言わざ

るを得ないんだから。だから、私はあなた方に

聞いている。そのことはこの前も申し上げたは

ずです。漁協は新城に話をしている、漁協はそ

う言わざるを得ない。そこで聞くばかがありま

すか。あなた方が責任として垂水漁協に何がで

きるかということですよ。だったら、漁協はこ

っちにおいて、皆さん方が動くことがあなた方

の仕事です。責任の転嫁をしちゃいかん。まず、

そのことについてもう１回。

　それと、養殖業が非常に厳しい中で、この情

報について、皆さん方どう対応されたのか。向

こうからの情報なのか、こっちからの情報なの

か。もしそういうことがあったときに迅速に動

くのがやっぱり水産課ですよ、担当課なんです。

ここいらをどうしたかという話なんです。何も

実態報告を聞いていない。

　それと、市長から答弁をいただいたけれども、

これはほかの課にも通用することです。市長が

すべて出ばらないかん状況はだめなんです。市

長は１回行ったら、関係課がちゃんとその意を

呈して？企画・立案をすること。皆さん方は事

務屋じゃないんですよ。別に、水産課に今ちょ

っと言っているけど、皆さん方にも通用するん

です。市長の意向を呈して各課がどれだけ企画・

立案ができるかということですよ。市長が垂水

と牛根漁協の魚を海外に売り込むために出てい

った。じゃ、後に控える皆さん方はどうすれば

いいかということです。そのことが問われてい

るんですよ。何かあるときに市長に行ってもら

えばいい。全く事務屋じゃないか。皆さん方に
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一番欠けているのは企画・立案能力ですよ。事

務屋は要らない。

　で、このことについて水産課長、企画したの

か、してなかったか、それだけでいい。

　この３点。

〇水産課長（岩元悦郎）垂水南・新城港につ

きましては、確かに議員のおっしゃるとおりで

ございます。漁協だけじゃなくて、私も新城地

区漁業振興会ですか、有効利用についてよく最

近、協議に行くんですけれども、新城漁協振興

会のほうでも毎年イカ柴を投入しまして、最近

はマダイも釣れるようになったと、一本釣りで

も食っていけるようになればという努力はして

おられます。

　それと、市といたしましてもかねがね鹿児島

県にお願いしておったんですけれども、大型魚

礁を25年度に、鹿屋市沖と境ですけれども、入

れる計画もあります。25年度に設置される予定

です。しばらく時間はかかりますけれども、魚

礁が完成しまして魚が釣れ出していけば、港も

活気づくのではないかなと期待を持っておると

ころでございます。

　いずれにしましても、先ほど申しましたとお

り、漁協、新城地区漁業振興会と有効利用につ

いては検討していきたいと思っております。

　それと、カンパチのへい死につきましては、

本当に今この場で私も知ったばかりでございま

して、早速昼からでもまた漁協と協議を持ちた

いと思っております。

　それと、企画・立案に関しましては、今後の

ことは、現在はいたしておりませんでした。

　以上でございます。

〇川達志議員　水産課長に厳しい意見を申し

上げましたけれども、私は今の答弁で十分納得

をします。過去はいいんですよ。だから、指摘

を受けたときに、あっと思ったときにすること

だろうと思います。ぜひこの３点、人間だれで

も失敗とか、あるんです。こういう場でしっか

りと認めて、その上で新たに仕切り直しです。

今後、水産課長の健闘を心から御祈念を申し上

げ、期待をします。大変でしょうけれども、こ

れが仕事ですから。

　以上で、水産行政については終わります。

　予算編成のあり方、練度という話をしました

けれども、私が何でこの質問をしたかというと、

開会本会議に私がちょっと、あれっと思ったも

んだから、なかなか私の意図する答弁が得られ

なかった。この根底にあるのは、やはり先ほど

申し上げたように、南漁協であり、牛根の漁集

であり、いろんな、税金を投入してもなかなか

効率よく稼働していない施設がある。私がそう

いった質問をして、そのことが今回生きている

ように思えないんです。これが生きていれば私

の質問にもすんなり答えられるはずです。

　そこで、学校教育課長、この文部省の武道の

必修化の中で、すべての時間を実技でやられる

おつもりなのか。私が思うに、この武道を実技

で年間何時間するか、年間何時間なのかな、授

業時間が。その中で、とてもじゃないが、柔道

で強くなるとかいうことじゃないと思う。武道

に対する心構えだと思う。武道とは何なのか。

日本の歴史はどうなのか。ここに主眼が置かれ

ているはずであります。そうしたときに、実際

に組み合ってやるよりも、いわゆる座学ですよ、

柔道の歴史なり、経緯なり、例えばなぜ東京オ

リンピックから入ったのかとか、やっぱりそこ

いらが一番求められていることだろうと思う。

　そうしたときに、市の武道館もありながら、

授業時間が足りないとおっしゃるけれども、わ

ずか５分、10分柔道をさせて、県大会で優勝さ

せるの。ここいらのとらえ方の問題だと思う。

文部省が何でこの方針を打ち出したか。これは

実技を強くすることじゃない。多分、私も聞い

て、見ておりませんけれども、武道を通じて日

本の心構え、武道といえば日本独特のものです

から、ここいらについて教える。実技よりも座
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学が私は大事だと思うんです。女性もさせるん

でしょう。そうしたときに、実技よりも座学を

しっかり教え込む。そうしたときに本当に武道

館が必要なのか。ここいらの検証がまずされて

いないと思う。ぜひここいらの検討をされた上

で財政なり経営会議なり、それから市長に上げ

たのか。ここいらがさっきから私の言う練度で

あります。本当に求めるものは何なのか。これ

がない以上、幾らいいことであっても、必ず後

で失敗したなということは出てくるはずです。

私はつくるなとは言ってないんですよ。皆さん

方がこれを予算化する過程でどれだけ真剣に議

論をしたか、ここがないと、先ほど言ったよう

に、我々としてはなかなか納得がいきかねる。

そういうことであります。

　それから２点目の陸上競技場の人工芝の件で

すけれども、これと武道館とはまた性質が違い

ます。武道館についてはもう予算化がされてい

るのであり、これについてはまだ予算化はこれ

からの話ですので、ちょっと質問の形式を変え

ますけれども、まず、人工芝ということじゃな

く、段差があったということ、これは灰が降る

からできたんです。私の近所にも庭に芝を植え

ている。ところが、灰が降ってどんどん上がっ

て、雨水が床下に入っちゃった。全部とりまし

たよ。雨どいも流れないです。芝の中に降った

灰だけじゃない。巻き上がりますと、芝の中に

入るんです。量は倍になります。これは素人が、

特に我々が垂水市にいて、このことは体でわか

っていなきゃいけないことですよ。まず、ここ

いらについて、灰について真剣に検討したのか。

少なくとも私以上に考えたのか。そのことにつ

いて、まず２回目お伺いをしたいと思います。

〇学校教育課長（牧　浩寿）川議員の御質

問にお答えいたします。

　まず、柔道を垂水中央中学校が選択した、そ

のことの経緯をまずお話しさせてくださいませ。

短く申し上げます。

　これまでも中央中学校は柔道を選択して、23

年度から新学習指導要領の先行実施で柔道を選

択して実施してまいりました。今回、柔道を選

択した理由につきましては、全学年、全校生徒

が授業を受けるということを考えまして、指導

者の確保、まずは。そして保護者の経済的負担、

そして道具の管理、この観点から総合的に判断

して柔道を選択することに決定したということ

でございます。

　また、先ほどございましたけれども、県内の

各学校の選択状況の詳細データは今、手元にご

ざいませんが、県内各学校におきましては柔道

を選択している学校が多いと、そのようなふう

に理解しております。

　それから、各学校でこの武道を実施するその

背景につきましては、川議員がおっしゃるよ

うに、日本の文化、これを大事にしていくとい

うことを学習指導要領の根底に流れていると思

います。これはさかのぼれば、この日本文化の

重要性は、これはまたちょっと話が学習指導要

領？の編成にかかわってきますけれども、今大

事なことは、精神性、日本人としての文化継承

の精神性、こういったことが体育の面にも求め

られていると、そのように考えております。

　時数でございますが、１年生が年間12時間、

２年生が14時間、３年生が14時間となっており

ます。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）陸上競技場改修

の課題の１つだと思うんですけれども、今、市

長と各関係課長と議論している中で、陸上競技

場改修にはクリアしなければならない課題が幾

つかございますが、どのような改修をするにい

たしましても、やはり私たちが日ごろ感じてい

る降灰のことについては、人工芝についてはス

イーパーをという話もあるんですけれども、そ

ういうこともあるんですが、ただまだ実際ああ

いうドカ灰を経験した中ではございませんので、
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やっぱりこのことについては検討すべき大きな

課題というふうに認識をしております。

　以上です。

〇教育総務課長（川畑千歳）検討した上で上

げたかということで、先ほど１回目の質問の中

で答弁いたしましたとおり、関係課と度重なる

協議をした上で要求はいたしました。

〇川達志議員　教育委員会は、当然自分のと

ころですので、予算を取りきることが仕事です。

ここは了とします。そうでないと仕事を、ほか

のところを考えると仕事ができないから、皆さ

ん方は今そういう姿勢でいいと思う、そういう

方針が決まったのであれば。

　さて、これから執行部ですけれども、財政課

長に上がったと。その中でどこまでいったかわ

からん、市長決裁なのか、経営会議等でもんだ

のか。教育委員会のこういう予算が上がること

について、来たときに、あなたたちはどのよう

にもまれたのか。例えば武道館は検討したのか

とか、そういうふうに１回突き返したのか。こ

れが練度ですよ。もむということですよ。ここ

いらができていたのか。それともう１つ、経営

会議は議事録はあるんですか。あったらそれは

公開できる。とりあえずそれだけ、まずそのこ

とをお伺いします。

　それと、時間もありませんので、人工芝の敷

設については、武道館と一緒に手続をしっかり

踏んで予算化をして、出すのであれば議会に出

していただくこと。これはもう要望とします。

とりあえずその点だけ。

〇財政課長（北迫睦男）練度の問題と、どれ

だけ協議をしたかという御質問がございました

ので、財政課の立場での査定の経緯等について、

若干重複するかもしれませんけれども、説明さ

せていただきます。

　教育委員会では以前、校舎、体育館等の大規

模改造工事が終了した後、１階に武道館、２階

にプールをつくるという２階建ての施設を建築

する案がございました。平成22年から平成27年

度の過疎計画を平成22年の９月議会で承認いた

だいておりますが、同年７月策定時の市長ヒア

リングの際に、当時はまだ水迫市長でございま

したが、２階建ての建築案では数億必要で、財

政負担が大き過ぎるという理由で、現在のプー

ルの改修計画変更になった経緯がございます。

その関係で、武道館は計画期間内での建築は断

念しまして、武道必修化に対しましては体育館

で行うと、そのような共通理解をしておりまし

た。その後、武道館を使って授業を実施してお

りましたけれども、いろいろな問題があると、

学校側の要望が続いているという話はございま

した。

　ことし６月に教育委員会より、文科省へ提出

する学校施設整備計画変更の際に県より、武道

館建設の有利な補助金については平成25年度が

最終年度であると、計画に上げたほうがいいの

ではないかという助言もございまして、財政課

に相談がありました。建設場所や規模の問題等、

土木技術者等も交えて数回協議を行いながら、

財政課のほうでは平成25年度から27年度の過疎

計画に基づく中期？財政計画について、起債事

業を中心に事業主管課と協議をして再点検をい

たしました。財政課では将来負担を抑制するた

めに、財政改革プログラムに基づく新規起債発

行額を６億円以内とすることを重視して運営を

行っておりますので、その後も２階建ての施設

建築の要望でありましたけれども、再検討をお

願いし、最終的には平屋の建物で事業費も縮小

された計画でございましたので、また起債事業

計画が25年度分が６億円に近い数字となりまし

たので、この計画案を了承し、過疎計画の変更

と補正予算への設計業務委託を計上したもので

ございます。

　財政課サイドでは、そのような経緯を踏まえ

て今回計上しております。

〇企画課長（倉岡孝昌）経営会議のことにつ
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いて私どもが所管しておりまして、お答えいた

します。

　経営会議の会議録については、意見の詳細ま

では記録いたしておりませんけれども、そのま

とめとして記録をつくっております。また、そ

の記録はごらんいただくことはできます。

〇川達志議員　芝のことで、いいと言ったん

だけれども、ぜひ市長の見解をお伺いします。

〇議長 （宮迫泰倫） ３回目。４回目。

〇川達志議員　３回目の中で撤回、要らない

と言ったけど、ちょうだい。

〇市長（尾脇雅弥）済みません。川議員の

御質問にお答えいたします。

　今、御指摘いただきました練度を上げろとい

う視点からの御意見、そのとおりだと思います

ので、今後、いろんな意味で生かしていきたい

というふうに思います。

　この人工芝の件に関しましては、先ほど社会

教育課長が答弁申し上げたとおりでございまし

て、現在、陸上競技場の状態が、このままでは

市民や利用者に不便をかけているという観点か

ら、関係課長にその解消方法など、それに伴っ

て想定できる課題や意見を各関係課長に対して

求めているところでございます。したがいまし

て、具体的にお示しできる状況ではありません

けれども、御質問いただいておりますので、少

し考え方を述べさせていただきたいと思います。

　私も市議会議員の時代から、陸上競技場はも

とより、野球場、テニスコートなどの改修の要

望を何度か承ったことがございます。特に市長

になってからは、さらに多くの方々からさまざ

まな場面で要望を受けるようになりました。と

りわけ、陸上競技場を使用されておられる高齢

者スポーツの方々、青少年スポーツの関係者や

父兄、最近では学生スポーツの方々からの改修

の要望もあるところでございます。

　先ほど課長答弁にもありましたけれども、陸

上競技場は昭和53年11月に完成し、33年以上経

過し、天然芝は雑草に埋まり、市の施設として

は何らかの改修が必要となってきております。

ただし、現状では先ほど言われました降灰の対

策、あるいは投資対効果の課題などもあります

ので、関係課に指示し、データ収集をしている

段階でございます。

　昨年は約800名の方々が、ことしは約3,000名

の方々がスポーツ合宿に来ていただいておりま

す。合宿を含む経済効果、１人8,000円で計算を

しますと、昨年は約640万円、ことしは2,400万

円が見込まれております。鹿屋市、志布志市は

特に力を入れておられまして、年間約１万2,000

人が訪れておりますので、本市としてはそこま

でいかなくても、半分の6,000名ぐらいの可能性

は十分にあるというふうに考えております。

　観光振興の施策の１つとして、スポーツ合宿

等による交流人口の増加もお示しをしておりま

すので、そのためにも何らかの施設整備への投

資は必要ではないかと考えて、今いろんな角度

で研究をしているところでございます。その辺

の練度をしっかりと練り上げて、時期を見て議

会の皆様方にも御相談、お示しをしていきたい

というふうに考えております。現状はそういう

状況でございます。

〇川達志議員　ありがとうございました。

　話を聞く限りでは、交流人口ということも頭

に当然あられるんだろうと思います。

　ただ、交流人口という観点からとらえてみま

すと、森の駅に今度は鹿実が泊まられた。その

間、森の駅の予約はほかからあったのをストッ

プしたところがあったのかなという気がちょっ

としたんですよ。商工観光課長、その期間にキ

ャンセルをした件数があったのか。あったとす

ればどのぐらいか。

　ということと、もう１つ、この交流人口の話

ですけれども、私が今ちょっとひらめいたのは、

大学の野球部は民間の施設を使っている、宿泊

は。やっぱりこういう鹿実なんかも民間をあっ

― 128  ―



せんしてあげて、どうしても大学と高校では実

態が違うので、資金的な面で。この補助をして

あげて民間に泊めていただいて、森の駅を利用

するとか。

　うろ覚えで非常に申しわけないけど、答弁は

要らないけど、社会教育課長、後で調べて、わ

かっていたら答弁してください。ないときは後

で調べてでもいいです。たしか薩摩川内だった

と思うんですが、そういうスポーツ施設のそば

に何か合宿所のようなのをつくっておらせんけ。

交流人口をふやそうと思ったら、やはりそこい

らもしっかりと練度を上げながら、こういった

のを進めていくべきだと思います。これについ

て答弁ができるけ、課長。じゃ短くしてね。

〇商工観光課長（塚田光春）５月に開催しま

した九州ジュニオールスーパーリーグという中

では、全国選手権の３位以内の学校が来たわけ

なんですけれども、11チーム来られまして、こ

のときは予算が結構あったものですから、各学

校ですね。やはり市内の旅館、ホテルを中心に

泊まっていただいて、それでそれでも不足する

場合、森の駅をしました。それで今回、夏の合

宿につきましては、当然、市内のホテルも利用

してはおりますけれども、ただ、予算の都合で

森の駅を鹿児島実業については使用しておりま

す。

　そこで、当然、７月、８月のこの夏休み期間

中というのは森の駅は大変混雑しておりまして、

やはり１棟につき３組ぐらいのキャンセル待ち

がございます。そのようなことで、じゃキャン

セルがどのくらい出たのかということでござい

ますけれども、７月31日から８月３日まで、実

業が３棟、３泊利用して、それから８月22日か

ら８月30日まで、これも同じく３棟の８泊を利

用しております。そこで、１棟につき３組のキ

ャンセルが発生した場合、全部で11泊でござい

ますので、99組、約100組のキャンセルが出てお

ります。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）議員質問の薩摩

川内市合宿所設置については、把握をしており

ません。調べて報告をいたします。

　以上です。

〇川達志議員　以上でこの件については終わ

りますけれども、しっかりともう１回、まだこ

こだけなく、ほかにもあると思うので、ぜひみ

んなで検討してみてください。

　それと、中央病院の機器ですけれども、いろ

いろあると思うんですが、やはり経営というの

は目玉商品をつくらなきゃいけないと思う。で

きるのは、医者の腕とか看護婦の数？、これよ

りもやっぱり診断機器だと思うんです。ここが

最優先すべきだと思う、経営を考えたときに。

私はそう思う。

　ぜひ、このことについても答弁は要りません

けれども、もう１回そこらについても、病院側、

肝属郡医師会としっかりと話をしていただきた

いと思います。

　残り時間が少なくなりましたけれども、肥後

教育長、多分御退任をされる予定であろうと思

います。最後にぜひ、池之上議員もおっしゃい

ましたけれども、心から感謝を申し上げたいと

思います。一言、感想でもおありになれば、貴

重なお話を伺えればありがたいと思います。

〇教育長（肥後昌幸）ありがとうございます。

　25日が最終本会議というふうに聞いておりま

すので、そのときにごあいさつを申し上げたい

と思います。

〇川達志議員　以上で終わります。

〇議長 （宮迫泰倫） ここで、暫時休憩します。

　次は、１時30分から再開いたします。

　　　　　午後０時20分休憩

　　　　　午後１時30分開議

〇議長 （宮迫泰倫） 休憩前に引き続き会議を開

きます。
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　９番北方貞明議員の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　最後の質問者となりました。

今しばらくおつき合いのほどをよろしくお願い

いたします。

　中央病院の経営について。

　消費税が５％から10％に上がれば負担が倍に

なり、病院経営はどうなるかについて、質問い

たします。

　患者が払う医療費は非課税だが、病院側が医

薬品、注射器など医療機器の仕入れや、給食材

料や清掃の委託料などは消費税がかかる。病院

側が消費税分を自己負担する構図となっており、

消費税が５％から10％になれば経営を圧迫する

のではないのか。平成23年度で消費税はどれほ

どなのか、お聞かせください。

　防災について。

　本年度はこれまで大きな災害もなく安堵して

いるところです。しかし、災害はいつ発生する

かわかりません。日ごろからあらゆる災害に備

えて、準備しておかなくてはならないと思って

います。

　私は、平成17年の大災害で私の住んでいる団

地で１週間断水し、水の大切さを痛感いたしま

した。17年12月議会で、各校区単位で学校に給

水設備の井戸ボーリング設置はできないかと質

問いたしました。答弁といたしまして、今後の

検討課題という答えをいただいております。

　次に、自主防災組織への補助金はないのか、

また、土のう袋、砂の提供は考えておられない

か。

　次に、災害時に建設業組合との災害協定の内

容を教えてください。

　教育委員会委員について、質問いたします。

　議会に、教育委員会委員の任期について、議

会に同意を求める議案が議員に配付されました。

これは、現委員の任期が10月14日と10月15日で

あり、後任に２名の委員を選任しなければなら

ない議案でありました。議会前の議会運営委員

会で既に日程が組まれ、表決する議案でありま

した。ところが、議会開会当日の朝、急に議案

が取り下げとなり、人事案件でこのような取り

下げは前代未聞の出来事ではないのか。市長と

しては、後任の２人の方を高く評価されての提

案だったと思っております。何があったのか。

まず、議案を取り上げた理由をお聞かせくださ

い。

　次に、取り下げた理由として、諸般の事情に

より現時点では適当でないとのことだったが、

諸般の事情とはどのようなことか。現時点では

適当でないとはどういうことなのか、いつだっ

たら適当だったのか、お聞かせください。

〇保健福祉課長（白木修文）北方議員の御質

問にお答えいたします。

　市の病院事業会計から中央病院へ支払うのは

委託料と交付金があり、委託料には消費税がか

かり、計算上は中央病院にかかる消費税は平成

23年度では537万円ほどになります。実際の消費

税の支払いは法人単位で支払うこととなってお

り、中央病院の指定管理者となっている肝属郡

医師会が支払いますが、この肝属郡医師会は、

中央病院、コスモス苑ほか、計７つの事業所を

運営しており、これら７事業所を合算して消費

税が計算されます。そのため、平成23年度の肝

属郡医師会の消費税は、７事業所による相殺で

約15万円でした。つまり、中央病院単独でした

ら消費税は537万円ですが、７事業所合算による

消費税の計算となるため、実質支払は肝属郡医

師会が約15万円支払っております。消費税が10

％に上がった場合は、垂水市からの委託料に対

する消費税は上がることになりますが、他の事

業所については消費税の還付がふえることにな

ると思われますので、相殺されて、大きくふえ

ることはないと思われます。しかし、具体的な

数字につきましては病院側もまだ試算をしてい

ませんので、はっきりした数字は出ておりませ
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ん。

　以上です。

〇総務課長（山口親志）北方議員の防災につ

いての質問にお答えします。

　まず、平成17年第４回の質問で井戸の整備の

ことをおっしゃられておりまして、そのときの

議事録を見てみましたら、井戸については、当

時の前市長の回答では、相当な経費もかかりま

すので今後の検討課題であると答えられておら

れます。

　私も、災害担当部署に配属になりましてから、

今まで、井戸について、各校区への試掘の検討

並びに予算化した経緯はありませんので、現在

は井戸についての対応はしておりません。

　次に、自主防災組織の補助金でありますが、

補助金として予算化はしておりません。災害対

策としまして、自主防災組織への土のう袋等は

予算化して、準備しております。要請がありま

したら配布する予定でおります。

　次に、垂水市建設業組合との災害協定につい

てでありますが、災害協定の内容でありますが、

大災害を受けまして、垂水市建設業組合と平成

19年６月21日付で、公共施設の被害情報の収集、

障害物の除去及び応急の復旧を業務として、垂

水市災害対策本部が設置された場合のみ、災害

に対する協定が結ばれております。

　以上であります。

〇市長（尾脇雅弥）北方議員の議案を取り上

げた理由と下げた理由につきまして、お答えを

いたします。

　議案上程の理由は、現垂水市教育委員会委員

でありますナカガワラマサトシ氏？が平成24年

10月14日、そして肥後昌幸氏が平成24年10月15

日で任期満了となりますことから、新たに２名

の方の議案上程を検討していたところでござい

ます。

　お二人とも垂水市出身であり、経歴的にも長

年教諭を勤められ、行政経験もあり、教育等に

関し識見を有され、さまざまな方面の人脈も豊

富なことから、現在の垂水市の教育行政にとっ

て多大な貢献をいただけると考え、今回、任命

しようと検討していたところでございます。

　一方、取り下げた理由といたしましては、事

務局に提案をいたしましたとおり、諸般の事情

により、現時点で提案することは適当でないと

判断したためでございますと報告をしておりま

す。

　諸般の事情とはと、こういうお問い合わせで

ございますけれども、私は、今申し上げました

ような理由から、垂水市の教育行政にとって必

要と思う方２名を純粋に推薦をいたしましたわ

けですけれども、間違った情報が流れていたり、

また真意が十分にその段階において伝わってい

ないと理解をし、そういう状況の中で皆さんに

御判断いただくのは適当でないと判断したため、

９月３日、議会初日の提案を取り下げたところ

でございます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　１つ目の中央病院のことで、

確認ということで伺いますけど、今、課長から

の答弁では、単独では537万円でしたかね、それ

を支払わなくてはならないと。委託しておると

ころが肝属郡医師会病院なので、それで事業所

を７つほど抱えておると。そういうことで、結

果的には医師会病院が15万円しか払っていない。

ということは、我が垂水市は経費が、何といい

ますかね、他の事業所は経費が余りかかり過ぎ

ておるから、そしてそれを合算した場合という

ことですよね。そういう理解で、市長、よろし

いんですね。市長に。

〇市長（尾脇雅弥）先ほど担当課長が答弁を

いたしましたけれども、担当課長がお答えした

とおりであるというふうに理解しております。

〇北方貞明議員　よくわかりました。確認しま

した。

　これは参考までにしていただけるんですけれ
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ども、消費税は３％からスタートしたわけなん

ですけれども、その時点で、消費税分として診

療報酬は0.76％引き上げられている、診療報酬

として。そして消費税が５％になったとき、診

療報酬は0.77％引き上げられている、診療報酬

ですよ。合計で1.53％上げられておるわけです

けれども、我が垂水市では537万円、単独では支

払うわけなんですけれども、もし指定管理者が

解除になったときは、この単独経営ではかなり

厳しい経営に追い込まれるんじゃないかと思っ

ております。

　そういうことで、この消費税の診療報酬とい

うのは国が介入して定めるわけですから、それ

は国の出方によって、後々勉強をしていかなく

ちゃならんですけど、こういう形で、もし指定

管理者が解除になったとしたときの事前のやは

り勉強も必要じゃないかと思っております。だ

から、このことを先に課長のほうでも、役所の

ほうでも勉強していただければと思っておりま

す。これは要望という形でおいておきます。

　防災についてですけれども、検討されていな

いということでしたけれども、災害時の水とい

うのは大変貴重なもので、先ほども言いました

ように、私が住んでいる団地でも１週間ほど、

大災害のときに断水したわけなんですけれども、

通常、普通、１人が１日に使う水は200リッター

とも言われております。そのうちのわずか２リ

ッターが飲料水として使われておるというふう

に私は聞いておるわけなんですけれども、いか

に生活の水が多いかということです。だから、

災害のときはどうしてもこの水は、何ですか、

災害のときはみんな一生懸命、後片づけなんか

をして水を使うわけなんでして、どろんこにな

って働いております。それで、そうして水が出

なければ、お風呂も入れません。そういう形で

私はこの水を取り上げておるわけなんですけれ

ども、まず、各学校単位にそういう施設があれ

ば、すぐ水が不足したときには、みんながそこ

へ行って水がいただけると、そういう設備をつ

くったほうがいいんじゃないかなと私は思って

いるものですから、こういう質問をしているわ

けです。

　その中で、学校施設は文科省ですか、そうい

う場所、それで防災になれば総務省ですかね、

そういうふうな垣根があってできないのか、そ

の辺のところをひとつ教えていただければと思

っています。

　そういうことで、各校区に１カ所でもそうい

う公共の井戸があれば、先ほど言いましたよう

に、地区住民の方々が集まり、自助・共助・公

助とかいう観点からも必要な施設であると私は

思っておりますから、どうか前のほうに、いい

お答えをください。

　市長が一番最初に公約されている安心・安全

のまちづくり、災害に強いまちづくりというこ

とをうたっておられますので、これに、水に関

しては十分検討されて、いい答えをいただけれ

ばと思っております。

　以上、第１回目。

〇総務課長（山口親志）平成17年のその質問

から検討をしていないわけでありますが、一番

は、学校側の教育行政なのか総務行政なのかと

いう検討の前に、やはり各校区に９カ所、小学

校単位でいきますと９カ所ですが、そこに井戸

をボーリングして実施するとすれば、維持経費

やら合わせまして、それからその事業費やら合

わせまして非常に経費がかかるということで、

検討をしていないわけであります。

　ただ、財政面だけじゃなくて、議員が申し上

げられたとおり、井戸水の重要性というのは、

平成17年の際に給水活動をしておりますその傍

ら、各個人に井戸水がありますところには行列

ができて、井戸水を分けてもらっていらっしゃ

る姿も、今でも給水をしながら目の当たりに見

ております。そのあたりは重要度の認識はして

おりますが、ただし、現在あります個人宅の井
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戸の利用やら、断水のときの庁舎全体での給水、

それから、どうしてもならないときには自衛隊

なんかの給水という、そのような取り組みで行

っていきたいと思っておりますことから、現在

は井戸水の、井戸の試掘の予算計上等もしてい

ないわけであります。

　決して教育行政なのか総務行政なのかという、

そういう中で垣根があって検討してないわけで

はなくて、ただ経費的には非常にかかりますの

で、現在ある個人が持っていらっしゃる井戸水

等の利用をしていただこうということで、検討

はとまっているところであります。

　以上です。

〇北方貞明議員　私は学校にと、校区単位でと

言いました。学校でそういう井戸ができれば、

ふだんは校庭の散布とか花壇への水やりとかそ

ういうのにも利用できて、一石二鳥かなと思っ

てもおります。

　そういうことで、事業経費がかかると言われ

ましたけれども、垂水のこの中央に関しては浅

い地層から水も出ますから、これは飲料水とい

う観点じゃなくて、生活のための用水として一

応取り上げていただければいいかなと思ってお

りますから、前向きに検討していただければと

思っております。

　それと、今さっき、各家庭からと言われまし

たけれども、今、水道が普及して、各家庭の井

戸が遊んでいると言ったらおかしいんですかね、

そういうような状態であります。そういうとこ

ろの井戸をやはり活用する方法も検討されたら

どうでしょうかなと思っておるところです。そ

して、今、安全マップとかいうふうにして、い

ろいろなパンフレットなんかをいただいており

ますけれども、そういう各家庭の今、使用され

ていない井戸があれば、そこの方々とやっぱり

災害協定という形でも結んでいただいて、その

井戸を有効活用する方法もあるんじゃないかと

私は思っておりますから、その点も前向きにと

らえていっていただければなと思っております。

これはもう要望としておきます。

　自主防災組織の補助金はないということで、

土のう袋と砂はいつでも提供できるということ

で、ありがとうございます。

　きのうでしたかね、田平さんのほうから、研

修に行くにも旅費がないと、支給はないと。私

も、名前を忘れましたね、あれは何という組織

だったか、地域防災アドバイザーということで、

一応県のほうからよく案内状が来るわけなんで

すけれども、いついつ防災シンポジウムがある

からということで。そのときでも、正直、行っ

ておりません。経費が出ないのも１つですけれ

ども、日曜日とか都合もあるんですけれども。

そういうふうに、これにも持っておっても行け

ない。そういうところに旅費だけも、防災につ

いての補助があってもいいんじゃないかと。そ

れこそ先ほども言いましたように、市長が安心・

安全のまちづくりを唱えておるんでしたら、そ

ういうところにやっぱり補助をして、多くの方

が防災に対しての認識を新たにするというのも

いいんじゃないかと思っていますから、ぜひこ

れのほうも前向きに検討していただければと思

っております。もうこれはこれでいいです。

　それでもう１つ、済みません、補助という形

で、宝くじの事業でリヤカーとか担架を私のと

ころもいただいておるわけなんですけれども、

このリヤカーと担架は、防災組織ができておる

ところには、できるだけこの２つだけは早目に

補助とか、保全？していただければと思います。

　なぜこれを私が言うかというと、私が１回、

災害現場に行ったとき、市役所の方がお年寄り

を迎えに来てもらったんですけれども、車が入

らなかったんですよ、実際、瓦れきが道路上に

散乱して。それで、私がそこから、私がおんぶ

してその自動車のところまで来たわけなんです

けれども、瓦れきがあっても行けるのはリヤカー

だけです。そしてまた担架を持ってくる。そう
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いうような形で、リヤカーは大変有効な使い道

がありますので、リヤカーをぜひ用意していた

だければと思っております。これは要望として

おきます。

　建設業組合との協定は聞きました。

　それで、私が建設業者の方と話をしておった

んですけどね、今、建設業者の仕事が余りない

もんですから、うちは機械はあるんだけど、オ

ペレーターがいないんだよねと、いつでもそう

いうふうに出動ができない、これから出動がで

きない状態になっていくんじゃないかというこ

とを聞きましたので、こういうことを聞いてお

るわけなんですけれども、今、重機とオペレー

ター、これはやっぱり災害の時期といいますか

ね、そういうところになったときは、やっぱり

台数とか人員の把握をしておられたらいいんじ

ゃないかなと私は思いますけれども、これもそ

うしたら要望とさせていただきます。

　そうしたら、教育委員の人事について質問い

たします、２回目を。

　ちょっと待ってくださいよ。資料がどこ行っ

たかな。諸般の事情は二、三述べられましたけ

れども、当日に急になるということは何か不自

然のような気がしまして、諸般の事情といいま

してもいろいろとありますが、具体的にもう一

遍教えていただけないでしょうか、諸般の事情。

　そして、再度聞くようになりますけど、現時

点で適当でなかったということと、いつだった

ら適当なのか、それをもう一遍。

〇市長（尾脇雅弥）北方議員の御質問にお答

えをいたします。

　先ほど、諸般の事情というのは、繰り返しに

なりますけれども、垂水市の教育行政にとって

必要と思う方２名を私としては純粋に推薦をい

たしました。ただ、その中で、いろんな間違っ

た情報が流れていたりとか、真意が十分にその

段階において伝わっていないということを理解

をして、そういう状況の中で皆さんに御判断を

いただくのは適当でないと判断をしたため、直

前でございましたけれども、９月３日、議会初

日の提案を取り下げたというところでございま

す。

　いつごろになればということになりますと、

任期もございますので、任期に間に合うような

形で再度御相談させていただきたいというふう

に思っております。

〇北方貞明議員　教育は２回目のつもりでおっ

たのに、３回目。

〇議長 （宮迫泰倫） 今度は３回目です。

〇北方貞明議員　間違った情報とか、真意が伝

わっていないということなんですけれども、私

たちには何も間違った情報なんかもらっていま

せんけれども、ただ、市長から議案としていた

だいたそれしか目には届いていないんです。ど

ういうことなんでしょうかね、間違った情報と

か真意の情報とか。

　私は逆に、間違った行動をされた方がかなり

いるんじゃないかと私は思っております。とい

うのは、私のところに２人の方が見えられて、

元副市長です。そして、聞くところによると、

元市長等や、あらゆる方々が運動というか、動

いておられます。これこそ私たち議会に対して

の軽視でもあるとも思っておりますけれども、

なぜこういうことが起こっているんでしょうか。

市長は恐らくまともな返事はしてくれられない

と思うんですけれども、その辺に関しては。私

たちにすれば、間違った行動をこの人事案件で

されています。推薦された当人も動いておられ

るというようなことも聞いております。

　私は今ここに地方教育行政法というものでち

ょっと読み上げさせてもらいます。教育委員会

の設置及び組織、教育委員会の設置、委員及び

会議、第４条、任命、委員は、当該地方公共団

体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、

教育・学術及び文化に関して識見を有する者の

うちから、公共団体の長が議会の同意を得て任
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命する。既に、今さっき言いましたように、私

のところに来られた元副市長とか、ぜひお願い

いたしますからというふうにして私のところに

来られました。その委員になられる方が、まさ

にここに書いてありますように人格が高潔であ

れば、だれしもが認める人であると思います。

なぜこのような行動があるのか。私は物の辞書

で高潔を、辞書を引いてみました。心の持ち方

が気高く、清らかな様子。気高いとは、気品が

高く上品であること。このようになっておるわ

けなんですけれども、このようなことで、本当

に気品が高く、上品な方であるのでしょうか、

この行動が。そして、その方は政治色の強い方

だとも聞いております。国政の選挙、地方議会

におきましては、県議会、市議会の後援会長な

どをされて、本当にこの人が教育業界で公平あ

る仕事ができるのかと疑念をしておりますけれ

ども、その点、ひとつよろしくお願いします。

〇市長（尾脇雅弥）いろいろ御質問がありま

したけれども、北方さんの周りの動きというの

は直接私が関与しているわけでもありませんし、

いろんな方がいろんな思いの中で、いろんな情

報を得た中でいろんな行動をされているのかな

と推察はいたしますけれども、今回の人事に関

しては、今申し上げましたように、人間ですか

ら、私もひっくるめて、いいところ、悪いとこ

ろあると思うんですけれども、ただ、政治的な

活動に携わるということは、私自身の気持ち、

皆さんもそうだと思いますけれども、地域とか、

いろんな世の中をよくしたいという部分があっ

て、そのための活動だと思いますし、それに対

していろんな形で候補者なりから御相談があっ

て、それを受けていろんな形で協力をされたと

いうことで認識をしておりますので、そのこと

があるからだめだというふうなことにはならな

いと私は認識をしているところでございます。

〇北方貞明議員　最後の質問になります。

　市長の考えとは私とは合致しないと思います。

それは仕方がないですけれども、先ほども言い

ましたように、我が垂水市の元市長、副市長が

このような行動をされるということは本当に残

念でなりません。また、これは教育業界だけで

はなくして、今後の我が垂水市の市政にも影響

はしないのかなと心配をしておるところでもあ

ります。本当に、市長、このような、市長は何

も行動はされておりませんでしょうけれども、

こういうことのないようなやはり人選をしてい

ただきたいと思います。

　それで、私は最後になりますけれども、これ

は大分昔の新聞記事なんですけど、教育委員会

は、小・中学校の経営者？として５名の方がお

られるわけですよね。学校現場の重要な課題の

解決にみずから取り組まなければならないと、

そういう重い責任もあります。

　そして、最後にですけれども、保護者や市民

は教育委員会の自立と教育委員会の品位をこれ

以上に関心をして見守っていかなくちゃならな

いという記事が、品位と自立を見守っていかな

くちゃならないというこの記事が、ちょっと古

い記事ですがね、平成20年の１月の新聞に載っ

ておるんですけど、そういうふうに、やはり教

育委員というのはその品位をやっぱり重んじた

人選をお願いしたいと思いまして、これで私の

質問は終わります。

〇議長 （宮迫泰倫） 以上で、一般質問は終わり

ます。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長 （宮迫泰倫） 明13日から24日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、25日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長 （宮迫泰倫） 本日は、これにて散会し

ます

　　　　　午後２時７分散会
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平成24年９月25日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　ここで、副市長から発言の申し出がありまし

たので、これを許可します。

〇副市長（寺地浩一）皆さんおはようござい

ます。

　議長より許可をいただきましたので、発言を

させていただきます。

　去る９月12日の午後の本会議でございますが、

私と農林課長の２名が、所用により本会議を欠

席をいたしました。

　その際、本来であれば欠席する旨並びに欠席

の理由を議会にお伝えすべきところを適切に対

応しておらず、皆様方に大変な御迷惑をおかけ

しましたことをおわびを申し上げます。

　今回のことを真摯に反省いたしますとともに、

今後このようなことがないよう十二分に気をつ

けてまいります。

　今回はまことに申しわけございませんでした。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第22条第１項の規定により、平

成23年度健全化判断比率及び平成23年度資金不

足比率に関する報告がありましたので、お目通

し願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　△報告第４号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、報告第４号を

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

報告第４号　和解及び損害賠償の額を定めるこ

　　　とについての専決処分の報告について

〇議長（宮迫泰倫）報告を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

　地方自治法第180条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された市長の専決処分事項

として、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて、専決処分いたしましたので、同条第２

項の規定により報告をいたします。

　専決処分の内容でございますが、平成24年７

月30日に境小学校体育館前駐車場で発生いたし

ました職員によります公用車運転中の接触事故

でございます。

　市は、相手方に責任割合100％を負担し、相手

方へ損害賠償額３万2,849円を支払うことで和解

いたしました。

　なお、幸い車両損傷だけで、双方にけがはあ

りませんでした。

　また、損害賠償額は、全額加入しております

社団法人全国市有物件災害共済会の保険料で賄

われます。

　当事者には、車の運転に慎重を期するよう指

示をいたしました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、報告第４号の報

告を終わります。

　　　△議案第42号～議案第45号、議案第49号

　　　　～議案第55号、陳情第８号、陳情第10

　　　　号、陳情第11号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第３、議案第42号か

ら日程第６、議案第45号まで及び日程第７、議

案第49号から日程第13、議案第55号までの議案

11件並びに日程第14、陳情第８号、日程第15、

陳情第10号及び日程第16、陳情第11号の陳情３
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件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第42号　垂水市暴力団排除条例案

議案第43号　垂水市観光振興基金条例案

議案第44号　垂水市災害対策本部条例及び垂水

　　　市防災会議条例の一部を改正する条例案

議案第45号　降灰除去車両の購入契約について

議案第49号　平成24年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第２号）案

議案第50号　平成24年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第51号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）

議案第52号　平成24年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第53号　平成24年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第 1号）案

議案第54号　平成24年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第55号　平成24年度垂水市水道事業特別会

　　　計補正予算（案）

陳情第 8号　皇室典範改正反対に関する陳情

陳情第10号　「こころの健康を守り推進する基

　　　本法」（仮称）の早期制定を求める意見

　　　書の提出を求める陳情

陳情第11号　市道田地明―垂桜線（25号）に大

　　　型車両の離合か所を作って戴く陳情

〇議長（宮迫泰倫）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長。

　　　［産業厚生委員長大薗藤幸議員登壇］

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）おはようござ

います。

　去る９月３日の本会議において産業厚生委員

会付託となりました各案件について、９月14日

に委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を報告いたします。

　最初に、議案第43号垂水市観光振興基金条例

案については、原案のとおり可決されました。

　議案第45号降灰除去車両の購入契約について

は、審査の過程でさまざまな質疑が行われまし

た。

　主な質疑について申し上げますと、「過去１

年間、ロードスイーパーの稼働率が工事金にし

て幾らあるのか」との質問に対し、「平成23年

度の清掃延長が991.5キロメートルで、金額にし

て1,198万4,000円であった。」との答弁がござ

いました。

　次に、「指名競争入札を何社で実施したのか」

との質問に対し、「ロードスイーパーの取扱店

の中で指名願いを出している４社で実施した。」

との答弁がございました。

　次に、「もし、購入した場合、降灰の補助採

択基準に合わなくても、市民からの要望があっ

た場合には、購入したロードスイーパーを活用

していくのか」との質問に対し、「市民の皆さ

んが困っているという現状があるので、補助採

択基準などはあるが、市の単費でもやっていく

ことを指示をする。」との答弁がございました。

　意見も出尽くしたので質疑を終わり、議案第

45号を原案のとおり決することに異議がないか

諮ったところ、異議があったため、挙手による

採決を行ったところ、挙手多数となりました。

　したがって、議案第45号降灰除去車両の購入

契約については、可決されました。

　次に、議案第49号平成24年度垂水市一般会計

補正予算（第２号）案中の所管費目については、

審査の過程でさまざまな質疑が行われました。

　主な質疑について申し上げますと、「道の駅

たるみずの木質チップボイラーについて、1,000

万円の灯油の経費が必要になるのに対し、それ

を改善するのに林業関係の100％補助金を利用し

た調査委託費の話が商工観光課から出てくるの

は、本末転倒ではないか」との質問に対し、「鹿
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児島県の林務関係のほうでも、今後、木質チッ

プを普及させていくようなハード面の整備を展

開していく方向であり、今回の木質チップボイ

ラーについては、本市には木質チップ化工場が

ないので、肝付町の木質チップを利用し、今後

は、市の間伐剤を利用した木質チップを原料に

使っていこうと考えている。原料関係について

は、農林課林務係や森林組合などと協議をしな

がら、今後の事業化については考えていこうと

思っている。」との答弁がございました。

　そのほか、さまざまな質疑が行われ、意見も

出尽くしたので質疑を終わり、議案第49号を原

案のとおり決することに異議がないか諮ったと

ころ、異議があったため、挙手による採決を行

い、結果、挙手多数となりました。

　したがって、議案第49号平成24年度垂水市一

般会計補正予算（第２号）案中の所管費目につ

いては、可決されました。

　次に、議案第51号平成24年度垂水介護保険特

別会計補正予算（第２号）案、議案第52号平成

24年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）

案、議案第53号平成24年度垂水市漁業集落処理

施設特別会計補正予算（第１号）案、議案第54

号平成24年度垂水市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）案及び議案第55号平成24年度垂

水市水道事業会計補正予算（第１号）案につい

ては、いずれも原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第10号「こころの健康を守り推進

する基本法」の早期制定を求める意見書の提出

を求める陳情については、採択とし、意見書案

を提出することに意見の一致を見ました。

　次に、陳情第11号市道田地明―垂桜線（25号）

に大型車両の離合か所を作って戴く陳情につい

ては、採択とすることに決定しました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、総務文教委員長。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇］

〇総務文教委員長（北方貞明）おはようござ

います。それでは報告をいたします。

　去る９月３日の本会議において総務文教委員

会付託となりました各案件について、９月19日

委員会を開き、付託案件の審査をいたしました

ので、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第42号垂水市暴力団排除条例案

については、原案どおり可決されました。

　次に、議案第44号垂水市災害対策本部条例及

び垂水市防災会議条例の一部を改正する条例案

については、原案どおり可決されました。

　次に、議案第49号平成24年度垂水市一般会計

補正予算（第２号）案中の所管費目及び歳入全

款については、審査の過程でさまざまな質疑が

行われました。

　主な質疑について申し上げますと、教育委員

会教育総務課所管費目中の中学校施設整備費の

委託費は、主に武道館建設にかかわる内容で、

「財政力の乏しい本市で、かつ近くの運動公園

内に立派な武道館があるのに新たに中央中学校

内に武道館を建設する必要があるのか。それよ

りも現在利用している運動公園内の武道館をさ

らに有効に使う気はないか」という質問に対し、

「肝属地区において１校を除いては各中学校に

武道館を設置している」ことや「運動公園の武

道館への20分をかけて行き来の時間的なロスや、

その行程での交通事故等の危険性がある。」さ

らに、「運動公園の武道館での一般の利用者と

の調整が困難である」などの答弁がありました。

　意見も出尽くしたので質疑を終わり、議案第

49号を原案どおり決することに異議がないかと

諮ったところ、異議があったため、挙手による

採決を行い、賛成多数で原案どおり可決するこ

とに決しました。

　次に、議案第50号平成24年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）案については、

原案どおり可決されました。

　次に、陳情第８号皇室典範改正反対に関する

陳情につきましては、陳情者から意見聴取を行
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う中でさまざまな意見が出ましたが、近隣市町

や他県の状況、いまだ世論が本問題に対して議

論の高まりを示していない等を考慮し、趣旨採

択とすることに意見の一致を見ました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇川達志議員　総務委員会の中で一般会計の

構想の中で武道館の設計予算が出ているんです

が、ここら辺について、一般質問でも指摘を申

し上げたんだけれども、総務委員会においてど

のような質問があり、執行部はどのように答弁

をされたのかお願いいたします。

〇総務文教委員長（北方貞明）それでは、川

議員の質問に対してお答えいたします。

　先ほども報告いたした中のほかに「武道館を

つくる理由と総額はどのぐらいかかるのか」と

いう委員の質問に対して、執行部側は、「現在、

市の武道館を使用しているが、移動時間に先ほ

ども言いましたように時間がかかり、校外で交

通等の危険性がある」ということを述べられま

した。

　そして、先ほども言いましたように「肝属郡

内で生徒数300人以上の学校では武道館が設置さ

れておる。１校だけ設置されていない学校は100

名以下である」ということでありました。そし

て、「総額は約7,000万円ほどかかる」というこ

との答弁もありました。

　そして、次に、「武道館は柔道だけ使用する

フロアか」という質問に対して、「通常は柔道

であるが、使用しないときは剣道部の練習や、

またクラス単位、いろいろなグループの集会場

としても使える。そういう中で、設計委託の中

で有効に使えるように方向性をまたこれから意

見を反映していく」ということも述べられまし

た。

　そして、「指導要領の中で、大体10年ほどで

見直しが今までなされておるが、当然事故等が

起これば見直しは考えられるが」という質問に

対して、「10年後に事業としてなくなっても、

現在剣道部があり、また、柔道にたけた、優れ

た先生が赴任してきたら、柔道部をつくればい

いのではないか」、そういう答えもありました。

だから、「武道館をつくって無駄になることは

考えていない」というような答弁になっており

ました。

　以上。

〇議長（宮迫泰倫）ほかにありませんか。

　　　［「なし」という者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　私は、議案第49号一般会計補正予算に対して、

問題箇所を指摘し、反対の立場で討論をいたし

ます。

　１点目は、総務費電算費の問題であります。

　今回、老朽化による端末用ディスプレイを140

台購入するということについて、市内外の業者

を指名しての入札の計画であるということが明

らかになりました。

　今、リーマンショック以後、内需不振が続く

中、「仕事が欲しい」との声が、全国でも中小

企業から上がっています。本市でも同様の状況

であり、緊急も含めて景気刺激対策が求められ

ています。

　私は、少額であっても市内業者の支援、地元

経済の活性化を図り、地域内経済循環を果たす

ための努力が必要と考えます。だからこそ、今

回の発注についても市内業者優先の発注が望ま

しかったと考えます。

　以前、学校の地上デジタル対応テレビ購入の

とき、全国では大手流通業者に発注していまし
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たが、まちの電気店等の努力で分離分割発注を

実現させました。そもそも官工事は、地域経済

と企業の発展を図るのが趣旨のはずであります。

　大阪吹田市では、仕事不足や売り上げ減少が

深刻な中で、官工事の地元への発注を促す施策、

産業振興条例が施行されています。この条例の

制定の法的根拠は、官工事についての中小企業

の受注の確保に関する法律です。この中には、

「自治体などは、中小業者の受注の機会の増大

を図るように努めなければならない。」と明記

されています。

　地元企業を守り、地域経済を活性化させたい

の思いがあれば、このような対策を真剣に検討

していくべきではないでしょうか。

　次に、教育費中学施設整備費について、３件

の委託費の中で、武道館新築工事とプール改築

工事設計委託費についてです。

　グラウンド等整備工事委託費については、問

題はしていません。

　まず、武道館新築工事設計委託費については、

一般質問や総務文教委員会でも議論になったよ

うに、市の武道館の利用率が低いことや施設が

中学校から近距離に位置していることからも有

効に活用することが望ましいと考えます。この

ことは、市民の中にも同様の意見があります。

　プール改築工事設計委託費については、全国

でも30年以上経過した古い躯体を生かして、低

コストで優れた耐久性のある技術で改修してい

る実績が多数あります。特に財政の点では、工

法によっては２分の１から５分の１程度のコス

トでリニューアルできると言われています。

　また、環境に優しいと言われ、もとの構造体

を最大限利用することで廃棄物を削減すること

も可能です。これらは子供たちの環境教育とい

う面からも重要な取り組みになるのではないで

しょうか。これらのことからも、全国に学んだ

りして慎重に検討することが重要であったと考

えます。

　また、本市は財政が厳しいと市民には訴えて

います。さらに、環境に優しい取り組みも自治

体に今日、求められている環境対策として大事

な点であります。

　このように考えると、財政面や環境対策上か

らも十分な検討はなされたのか、疑問でありま

す。

　以上のようなことからも、議案第49号一般会

計補正予算には反対をいたします。

　以上で私の討論を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　おはようございます。

　私は、平成24年度垂水市一般会計補正予算（第

２号）案について、賛成の立場で討論をいたし

たいと思います。

　まず、今、持留議員がるる述べられました反

対意見についてでございますが、電算に関して

は、私は、業務の影響等考えればいたし方ない

のかなというふうに判断しております。

　そしてまた、プールにつきましては、リニュー

アルができるだろうということでございますけ

れども、全体の工程の計画を見たときに、あそ

こでは邪魔になると。隅に置いておけばサッカー

部とか野球部とかそういう運動ができると。そ

してまた、100メートルの短距離走のレーンもで

きるという意味合いから、今度買いました隣接

地の方向に持っていくのが妥当であろうという

ふうに私は思っております。

　この点については、まだ構想段階で、我々に

は示してございませんが、移転はやむを得ない

ところであろうというふうに考えているところ

でございます。

　そしてまた、武道館については、いろいろな

意見がございます。今あるキララドームの中の

武道館についての有効利用も言われております
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が、授業数が12時間と14時間、１人当たりの授

業数でございます。12時間・14時間を考えまし

たら、本当に少ない授業だなというふうに思い

ますけれども、学校全体では12掛けるの４クラ

ス、そして14掛けるの４クラスの２倍、２年生・

３年生。そのことを考えますと、160時間も授業

数を使わないといけないというふうに考えれば、

これは大変な労力が要るというふうに思います。

　そういう中で、学校に施設があることは、そ

ういう労力を考えますと、教師に対しましても

子供たちに対しましても、近くにあることは大

変すばらしいものではないかというふうに思っ

ているところでございます。

　肥後教育長は、本日、言葉があるかもしれま

せんけれども、最後の予算であろうと思ってお

ります。私が総務委員長時代に統廃合の条例が

出ましたけれども、それを「先生ちょっと待ち

なさい」と言ったこともございます。そしてま

た、廃校し、そして統合し、新しい垂水中央中

を３年前に開校いたしました。それから大規模

改修工事を行い、今の垂水中央中学校ができつ

つあります。そして、最後の授業がこの校庭問

題であろうと私は思っております。

　肥後教育長におかれましては、統合、開校、

大変な時期を過ごして、陣頭指揮をとっていた

だきましたが、まことに感謝を申し上げる次第

でございます。

　我々が垂水の子供たちにできること、それは

何か。教育の環境、設備を整えてあげることが、

我々にできる唯一のことではないでしょうか。

　「孟母三遷」という言葉がございます。教育

には環境が一番必要であることは、古来から言

われてきていることでございます。

　先ほど郡内では、垂水中央中学校が唯一300名

以上の学校で武道館を持っていないということ

でありましたが、我々は、この垂水中央中学校

は、市内唯一の学校であると。そこに垂水の子

供たちは全員集まってくるのであるということ

を改めて認識しないといけないというふうに思

っております。

　そして、何よりも、財政難よりも、まず、子

供たちのために投資をすること、これが我々行

政や議会に求められているのではないかという

ふうに思っております。

　どうか教育委員会におかれましては、子供た

ちのためになるすばらしい事業展開だと思って

おります。自信を持って進めていただきたいと

いうふうに考えております。

　すべては垂水の子供たちのために、それが今

回のこの補正予算の予算案であろうと思ってお

ります。どうぞ同僚議員の皆様の御高配と御賛

同を賜りたいと思い、私の討論を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに討論はありません

か。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　おはようございます。

　私は、補正予算２号反対の立場で討論したい

と思います。

　今、池之上議員のほうからるる賛成の立場で

の討論がありましたけれども、基本的には私も

考えは一緒であります。ただ、一般質問で申し

上げたように非常に練度が低い議案を通すわけ

にはいかない。

　今、池之上議員が、年間100何十時間とおっし

ゃいました。それはそのとおりであります。た

だ、柔道の受け身を教えて、技を教えて、それ

よりも大事なことは、一般質問でも申し上げた

けれども、柔道、武道の真髄、日本人がしっか

りとつくってきた、これを教えることが本来の

目的である。

　子供たちの教育環境を整えることにやぶさか

ではない。ただ、そういったもろもろのことが

おざなりにされたまま議案として出てきた。こ

こに大きな不満を感ずるものであります。

　なぜならば、私は以前から指摘をしておりま

すが、新港であります。南漁港であります。過
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去に市の武道館もそうです。つくったはいいが、

なかなか利用されていない。これははっきり申

し上げて、皆さん方であり、私ども議会が市民

に対して負うべき負の財産であります。やはり

そういったことをしっかりと頭に入れた上で練

度のいい議案を出していただきたい。この程度

の予算で反対をされる。私は恥ずかしいことだ

ろうと思います。

　その昔、枝本市長が病院建設をされました。

そのときにリコール運動もありました。それで

も枝本市長は、一歩も引くことなく、ぶれるこ

となくつくりました。

　今、この病院があるから、私どもは安心して

生活ができるんであります。

　政治の決断とは、覚悟であります。だれが何

と言ってもこれはおれがやる。市民のためにな

る。そういう決断をしていただきたい。そして

それに対して皆さん方が、市長なり、庁議なり、

さらには経営会議でしっかりとした結論が出せ

るように、自分たちの、特にこの武道館ですけ

れども、教育委員会が上げるべきだった。その

ことを申し上げたいと思います。

　こういうことが続くようであれば、我々は執

行部の監視機関、チェック機能として、予算委

員会をつくらなければいけないのかな。

　さらには、責任を明確化するためにも庁議経

営会議等で議事録をしっかりとつくっていただ

く。そしてこれも公開をしていく。

　私たち議会は、議員は、市民に対して責任を

負っております。やはりここいらが責任の明確

化がないから、私は、過去申し上げている港の

問題でも、だれがどうしたのか、追及をしても

出てこない。責任の所在があいまいであるから

であります。あえてこのことを申し上げて、私

の反対討論を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに討論はありません

か。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　今、この議案第49号の補正予

算に反対の討論がお二方、賛成の討論がお一方

ということで、けさほど登庁しますと、この補

正予算に反対討論があるということで、私もち

ょっとちゅうちょしておりましたが、問題は、

武道館の建設とプールの改修と申しますか、そ

のような異論でございます。

　まず、以前、私はこの武道館の建設に関しま

して、教育委員会に質問を差し上げております。

当時、学校関係者にも各方面からお会いして議

論の集約を行ってきました。先ほどの賛成・反

対討論の中で、垂水に市の武道館があり、年間

14時間・15時間の授業課程の中で、現武道館を

有効に活用すべきという議論、確かにそれはそ

のとおりだと思います。

　しかしながら、この垂水中央中学校が平成22

年の４月に統合される過程において、協和地区

では、前川井田教育長が学校説明会、地区説明

会を開かれ、「今の垂水中学校の校舎で統合さ

れるのか。新しく校舎をつくるなら賛成しても

いいよ」、このような意見が大多数でございま

した。

　それは何を意味しているのか。垂水中４校を

１校にして中央中学校という校名に変わりまし

たが、垂水に吸収される、このような感情が働

いたのであろう。

　そのほかに大事なことは、当時、垂水中学校

のトイレは、トイレを例に挙げてみますと、使

用禁止が何カ所もございました。そのような環

境の中で、協和も牛根中も南中も自分たちの大

事な児童生徒を一堂に会するような建物じゃな

い。それは保護者の冠たる意見でございました。

　よって、改築という方向を前市長は示されま

したが、その後、改築には20数億円という莫大

な資金が必要。

　末吉にあります中学校が統合されて、私は、

先輩議員と一緒にその中学校を見学をさせてい

ただきました。非常に木質をふんだんに使った
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立派な中学校に大規模改造をされておりました。

新しい校舎をつくるのではなく、前市長は、大

規模改修等であれば６億前後の工事費で立派な

学校によみがえる。

　当初の新しく校舎を建てかえるという説明か

ら大規模改造に変わったという説明を受け、地

元の業者で受注ができる工事ならいたし方ない。

逆にそのほうがいいのかなという賛成意見で私

は納得いたしました。

　やはり執行部から見れば統合のための検討委

員会でございましたが、しかし、新城、柊原、

協和、牛根の各地域の保護者もしくは団体長さ

んは、統合ありきで検討委員会に臨まれたわけ

ではございません。検討委員会では、最終的に

統合やむなしと。将来の垂水の子供たちのため

に児童生徒を中学生を一堂に会して切瑳琢磨し、

育て上げる義務がある。しかしながら、現環境

では統合は望ましくない。このような意見もお

聞きいたしました。

　この武道館の建設におきましては、先ほど初

耳でございますが、数千万単位の予算というこ

とでございますが、垂水も統合いたしまして、

やはり慣れない地域の子供たちが一堂に授業を

受け、生活をともにする中で問題行動も発覚し

た経緯がございます。今や教職員の指導の問題

等も指摘をされますが、学校関係者は、特に教

育委員会の方々は、教職員の指導に問題点を見

出しているのではなく、社会そのものが、保護

者そのものが、地域そのものが教職員の教育に

関する精神的な苦痛、これを認識しておいでだ

と思います。

　中央中学校から武道館まで徒歩で柔道の授業

のために往復しますと、片道７～８分、10分か

かりましょうか。しかし、その中には、事故等

の問題、校外に出るわけですので、最近はゲリ

ラ豪雨も日本全国で観測されるようになりまし

た。移動中のゲリラ豪雨、特に垂水は桜島の降

灰を受けます。どか灰が降ったときに子供は大

変であろう。保護者も当然でございます。教職

員もそのような危惧があると思います。

　よって、やはり数千万単位での工事費を云々、

これは垂水の将来を担う子供たちにとっては、

さほど大きな数字ではないのではないか。

　次に、プールでございますが、現プールを改

修すると、さほどの出費も必要ないのではない

かというような御意見もございましたが、プー

ルは、過去に協和中学校でもプールにつながっ

ている水道管が破裂をしました。だれも気づか

ないうちに70数万円の水道料が発生しておりま

した。これは、教育委員会の方が過去の資料を

ごらんになればおわかりだと思います。現プー

ルも大分水道管も老朽化しております。そして、

どのような計画になるかわかりませんが、降灰

のための降灰被害をこうむらないための実施設

計になるのではないかなと期待をしております

が、やはり先ほど池之上議員の中でもございま

した。配置的な問題で、現状の位置では有効に

校庭の利活用ができない。そのような意味から、

賛成の立場で討論申し上げておりますが、ただ

一つ言っておかなければならないことは、これ

教育委員会の所管でございますが、公共施設の

管理でございます。

　数年前、私は、社会教育課の課長さんに委員

会で申し上げましたが、建物をつくって修理を

しなければならない。多分全面に修理をしなけ

ればならない時期まで管理がされない。家庭で

はどうですか。あなたのうちはどうですか。瓦

の色があせてきたら、塗装しなきゃ瓦がもたな

くなる。雨漏りの原因になる。壁等の塗装も今

の技術で大分いい塗料が発売されておりますが、

少なくとも10年に１回は塗装しなければ、壁材

が水分を吸って内部に侵入いたします。このよ

うな体制が全くとられていない。

　武道館をつくるにしても、プールをつくり直

すにしても、今後は、他の公共施設でも必ず自

分の家だと思い、所管の係の方が管理をしてい
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ただく。そして傷が大きくならないうちに補修

に入る。これが基本の考え方だと思いますので、

ぜひ武道館、プールの新築に関してはもちろん

同意をいたしますので、ぜひよろしくお願いい

たします。

　これで討論を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに討論はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　御異議がありますので、議案第49号を除き、

各議案を各委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号を除き、各議案は各委員

長の報告のとおり決定しました。

　次に、議案第49号は、起立により採決いたし

ます。

　委員長の報告は可決であります。

　委員長の報告のとおり可決することに賛成の

方は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（宮迫泰倫）起立多数です。

　よって、議案第49号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　陳情第８号、陳情第10号及び陳情第11号の陳

情３件を委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第８号は趣旨採択、陳情第10号

は採択及び陳情第11号は採択とすることに決定

しました。

　　　△議案第56号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第17、議案第56号和解

及び損害賠償の額を定めることについてを議題

とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第56号和解及び

損害賠償の額を定めることについて御説明申し

上げます。

　平成24年８月７日午前９時45分頃、垂水市本

城の垂水市堆肥センター場内で発生しました自

動車事故による損害賠償の和解をすることと、

その賠償額を決定することについて、地方自治

法第96条第１項第12号及び第13号の規定により

議会の議決を求めるものでございます。

　地方自治法第96条第１項第12号による和解に

ついては、相手方は、宮崎県都城市の有限会社

松尾通商代表取締役松尾真樹氏で、和解の内容

は、記載のとおりでございます。

　また、同項第13号による損害賠償額は、98万

3,430円でございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時56分休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」という者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。
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　　　［「なし」という者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第56号について、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

　　　［「なし」という者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第56号は原案のとおり可決され

ました。

　　　△議案第57号～議案第66号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第18、議案第57号から

日程第27、議案第66号までの議案10件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第57号　平成23年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第58号　平成23年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第59号　平成23年度垂水市と畜場特別会計

　　　歳入歳出決算認定について

議案第60号　平成23年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第61号　平成23年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第62号　平成23年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第63号　平成23年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第64号　平成23年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第65号　平成23年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第66号　平成23年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　各決算については、７人の委員をもって構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、各決算については、７人の委員をも

って構成する決算特別委員会を設置し、これに

付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定

しました。

　お諮りします。

　ただいま設置されました決算特別委員会委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の

規定により、堀添國尚議員、田平輝也議員、持

留良一議員、池山節夫議員、森正勝議員、川

達志議員、徳留邦治議員、以上７人を指名した

いと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「なし」という者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名しました７人を決算特

別委員に選任することに決定しました。

　　　△意見書案第９号～意見書案第11号一括

　　　　上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第28、意見書案第９号

から日程第30、意見書案第11号までの意見書案

３件を一括議題とします。

　案文は配付いたしておりますので、朗読を省

略いたします。

意見書案第９号　「こころの健康を守り推進す

　　　る基本法（仮称）」の制定を求める意見

　　　書案

意見書案第10号　地球温暖化対策に関する「地

　　　方財源を確保・充実する仕組み」の構築

　　　を求める意見書案
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意見書案第11号　北朝鮮による拉致問題の早期

　　　解決に関する意見書案

　　「こころの健康を守り推進する基本法（仮

　　称）」の制定を求める意見書（案）

　今、国民の「こころ」は深刻な状態にある。

平成10年から毎年３万人以上の人々が自殺によ

って命をなくしている。平成17年には、300万人

以上、つまり40人に一人以上の人々が精神科を

受診するようになり、今も増加傾向が続いてい

る。

　平成18年４月に３障害を一体的に支援する障

害者自立支援法が施行されたが、サービスの基

盤体制は立ち遅れており、地域で暮らす当事者

を支える家族に対しても、支援が必要であるこ

とが最近になってようやく認識されるようにな

った。

　また、障害者自立支援法が見直され、今年６

月に成立した障害者総合支援法も障がい者制度

改革推進会議総合福祉部会の骨格提言が、一部

の採用となり当事者や家族にとっては、不満の

残るものとなった。

　厚生労働省は、平成20年度から21年度にかけ

て「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関す

る検討会」を設け、現状と今後望まれる施策を

まとめた。これに基づき平成22年４月、家族当

事者、医療福祉の専門家、学識経験者による「こ

ころの健康政策構想会議」が設置され、家族・

当事者のニーズに応えることを主軸に据え、現

実の危機を早く根本的に改革するための「ここ

ろの健康政策についての提言書」が平成22年５

月末に厚生大臣に提出された。

　この中で、精神医療改革、精神保健改革、家

族支援を軸として、国民すべてを対象とした、

心の健康についての総合的・長期的な政策を保

障する「こころの健康を守り推進する基本法（仮

称）」の制定を強く求めている。

　よって、垂水市議会は、国会及び政府に対し、

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」

の早期制定を強く求めるものである。

　以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意

見書を提出する。

　平成24年９月25日

　鹿児島県垂水市議会議長　宮迫　泰倫

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　平田　健二　殿

内閣総理大臣　野田　佳彦　殿

文部科学大臣　平野　博文　殿

厚生労働大臣　小宮山洋子　殿

　　地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・

　　充実する仕組み」の構築を求める意見書（案）

　地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減

は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊

の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、

国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持な

ど「森林の公益的機能」に対する国民の関心と

期待は大きくなっている。

　また、我が国は京都議定書において、第１約

束期間である平成20年から平成24年までの間に、

温室効果ガスを６％削減することが国際的に義

務付けられているが、そのうち3.8％を森林吸収

量により確保するとしている。

　このような中、「地球温暖化対策のための税」

が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収

源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財

源確保」については、「平成24年度税制改正大

綱」において、「平成25年度実施に向けた成案

を得るべく更に検討を進める」とされている。

　もとより、地球温暖化防止をより確実なもの

とするためには、森林の整備・保全等の森林吸

収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能

エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域

― 148  ―



の市町村が主体的・総合的に実施することが不

可欠である。

　しかしながら、これら市町村では、木材価格

の暴落・低迷や林業従事者の高齢化・後継者不

足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策など

の地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安

定的な財源が大幅に不足している。

　よって、下記事項の実現を強く求めるもので

ある。

記

　二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有

する森林の整備・保全等を推進する市町村の役

割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の

一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方

財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築す

ること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成25年９月25日

　鹿児島県垂水市議会議長　宮迫　泰倫

内 閣 総 理 大 臣　野田　佳彦　殿

財 務 大 臣　安住　　淳　殿

総 務 大 臣　川端　達夫　殿

国家戦略担当大臣　古川　元久　殿

農 林 水 産 大 臣　郡司　　彰　殿

環 境 大 臣　細野　豪志　殿

経 済 産 業 大 臣　枝野　幸男　殿

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　平田　健二　殿

　　北朝鮮による拉致問題の早期解決に関する

　　意見書（案）

　北朝鮮による拉致問題に関しては、平成14年

９月の日朝首脳会議で、北朝鮮が日本人の拉致

を認め謝罪してから、既に10年が経過した。こ

の間５人の拉致被害者とその家族の帰国は実現

した。しかし、残りの拉致被害者について、北

朝鮮は、平成20年８月の日朝実務者協議におい

て、全ての拉致被害者を発見し、帰国させるた

めの全面的な調査に係わる再調査を同年秋まで

に終了する事を合意したにもかかわらず、現在

まで何らの進展も見られず、全ての日本人の拉

致被害者の帰国には未だ至っていない。拉致問

題は、わが国に対する重大な主権侵害かつ人権

侵害である。また、拉致被害者及び日本で早期

帰国を待つ拉致被害者家族においても、高齢化

が進んでおり、拉致問題の一刻も早い解決が強

く求められる。

　北朝鮮では、日本人拉致事件を指示したとさ

れている、金正日総書記が平成23年12月に死去

し、金正恩新体制に移行した。この機会を拉致

問題解決の絶好の機会、最大のチャンスと捉え、

拉致被害者の一日も早い救出に向けて、国際社

会と協調して、北朝鮮に圧力をかけていくこと

が肝要である。

　よって、国におかれては、日本人拉致被害者

全員の救出に向けて、政府一丸となって、生存

情報など情報収集活動を一段と強化して、拉致

被害者の安全を確保する手段を講じるとともに、

北朝鮮に対し、日朝平壌宣言に基づいて拉致問

題の全面解決に向けた具体的取組を全力で進め

るよう強く要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出する。

　平成25年９月25日

　鹿児島県垂水市議会議長　宮迫　泰倫

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　平田　健二　殿

内 閣 総 理 大 臣　野田　佳彦　殿

総 務 大 臣　川端　達夫　殿

外 務 大 臣　玄葉光一郎　殿

内 閣 官 房 長 官　藤村　　修　殿
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国家公安委員会委員長　松原　　仁　殿

警 察 庁 長 官　片桐　　裕　殿

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの意見書案３件については、提出者

の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第９号から意見書案第11号までの意

見書案３件を原案のとおり決することに御異議

ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第９号から意見書案第11号

までの意見書案３件は、原案のとおり可決され

ました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△教育長あいさつ

〇議長（宮迫泰倫）ここで、教育長から発言

の申し出がありますので、これを許可します。

〇教育長（肥後昌幸）議長にお許しをいただ

きましたので、一言ごあいさつを申し上げます。

　私は、来月、10月15日の任期満了をもちまし

て、教育長の職を退任することにいたしました。

　顧みますと、前教育長の残任期間を含めて５

年半余りの任期でございました。その間、議員

の皆様には本当にお世話になりました。

　就任のあいさつでも申し上げましたけれども、

私は、垂水市出身ではありますけれども、おや

じが教員をしておりましたので、子供のころか

ら家族で県内各地を回っておりました。そのた

めに垂水の学校を出ておりません。

　また、私も教員として県内各地を回りました

けれども、残念ながら垂水市を初め肝属地区の

学校に勤務する機会がございませんでした。

　しかし、教育長という立場でふるさと垂水で

仕事をさせていただきました。御期待にこたえ

るような仕事はできませんでしたけれども、何

とかその任を果たすことができました。

　いろいろなことが思い出されますけれども、

特に議員の皆さんの御理解と御協力で、平成22

年市内４つの中学校を統合して垂水中央中学校

が開校することをできました。現在、生徒たち、

教職員、保護者が一体となって、よりよい中学

校を目指して一生懸命頑張っている姿を大変う

れしく思います。

　先日、中央中学校の体育大会がございました。

台風16号のために延期になりまして、18日の平

日開催になりました。しかし、すばらしい体育

大会でした。生徒たちの入場行進、開会式、諸

競技、応援、そして閉会式、どれをとりまして

も生徒たちが一生懸命全力ではつらつと競技し

ている姿を見て、私は深い感動を覚えました。

多分見ておられた来賓の方々も同じ思いであっ

ただろうというふうに思います。できるだけあ

の姿を多くの市民に見てほしいと思いましたけ

れども、平日開催ということで、参観者が若干

少なかったのが残念でした。

　中央中学校は、今、大規模改修中でございま

すけれども、これも本年度で終わります。
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　しかし、先ほど議論していただきましたよう

にプールあるいは武道館の建設、そして運動場

の整備等がまだ残っております。もうしばらく

時間がかかると思いますけれども、垂水市唯一

の中学校であります。市民みんなで盛り上げて

いただきたいと思いますし、特に議員の皆様に

は、格段の御協力をお願いしたいというふうに

思います。

　また、４年前から始めました垂水さわやかあ

いさつ運動、これも確実に定着してきているの

もうれしいことであります。あいさつで笑顔あ

ふれる垂水市にするために私もこれからは一市

民として協力してまいりたいというふうに思い

ます。

　最後になりましたけれども、議員の皆さん、

市長を初め執行部の皆さん、そして垂水市のま

すますの発展を祈念いたしまして、私のあいさ

つとさせていただきます。

　本当にありがとうございました。（拍手）

　　　△閉　　会

〇議長（宮迫泰倫）これをもちまして、平成

24年第３回垂水市議会定例会を閉会します。

　　　　　午前11時24分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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